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学習上の留意事項 

 

１ 相続税法は、財産税に属する相続税及び贈与税について規定している。これらは、職業を問わ

ず多くの人に関わりがある税であるため、税務職員としては基本的な知識として必ず理解してお

かなければならないものである。 

 しかし、相続税法の全てを理解することは容易ではない。その理解のためには、民法の基礎的

知識が不可欠であり、それを念頭に学習を進める必要がある。 

 そこで、この講本は、図解と設例を取り入れながら、必要な限り民法の諸規定を解説するとと

もに、法文の構成にはこだわらずに記述している。 

 

２ この講本の記述の構成は、原則として次のようになっている。 

⑴ 学習のポイント 

 その章又は節で学習する項目のポイントを掲げている。 

⑵ 本 文 

 税務職員として基本的に理解しておいてもらいたい事項については、大きな活字で記

述している。中でも特に重要な語句や専門用語などについては、ゴシック活字で示して

いる。 

⑶ 注 書 

 本文を理解するために必要な事項等について記述している。 

⑷ 参 考 

 本文には最小限度必要な基本的事項しか記述していないので、本文を理解するために知って

おいたほうがよいと思われる事項を記述している。 

⑸ 設例及び練習問題 

 具体的な事例に即して理解できるよう、講本中に例題を設けているので、別冊の問題集とと

もに活用できる。 

⑹ 索 引 

 巻末に索引を設けているが、これは専門用語、重要事項など是非覚えておいてほしい項目な

ので、理解度のチェックなど学習の際に利用することができる。 

 

３ この講本には、過去の税制改正うち令和２年１月１日現在未施行のものについて、その概要を

補遺として記述している。 

 

４ 平成31年５月以降の元号の表示については、法律上の文言にかかわらず、「令和」で記述して

いる。 
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凡  例 

 

１ この講本は、令和２年１月１日現在の法令及び通達に基づき作成している。 

 

２ 法令及び通達の略語は、次による。 

相 法＝相続税法（昭和25年3月31日法律第73号） 

相 令＝相続税法施行令（昭和25年3月31日政令第71号） 

相 規＝相続税法施行規則（昭和25年3月31日大蔵省令第17号） 

相基通＝相続税法基本通達（昭和34年1月28日直資10(例規)） 

評基通＝財産評価基本通達（昭和39年4月25日直資56、直審(資)17(例規)） 

措 法＝租税特別措置法（昭和32年3月31日法律第26号） 

措 令＝租税特別措置法施行令（昭和32年3月31日政令第43号） 

措 規＝租税特別措置法施行規則（昭和32年3月31日大蔵省令第15号） 

措 通＝租税特別措置法（相続税法関係）通達（昭和50年11月4日直資2-224、直審5-32

ほか） 

通則法＝国税通則法（昭和37年4月2日法律第66号） 

通則令＝国税通則法施行令（昭和37年4月2日政令第135号） 

手続通＝国税通則法第７章の２（国税の調査）関係通達（平成24年９月12日課総５－９

ほか） 

所 法＝所得税法（昭和40年3月31日法律第33号） 

所基通＝所得税基本通達（昭和45年7月1日直審(所)30(例規)） 

法 法＝法人税法（昭和40年3月31日法律第34号） 

民 法＝民法（明治29年4月27日法律第89号） 

 

３ 条文の符号 

１、２＝条番号 

①、②＝項番号 

一、二＝号番号 

 

 〈引用例〉 

相法15②一＝相続税法第15条第２項第１号 

相令３の２＝相続税法施行令第３条の２ 
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第１章 総 説 

 

第１節 相続税のあらࡲし 

 

 

１ 相続税とは、どのような租税か㹿 

２ 現行相続税の課税᪉ᘧとは、どのようなものか㹿 

 

１ 相続税とは 

  相続税は、Ṛஸした人（被相続人）の財産を相続又は遺贈（贈与をした⪅のṚஸに

よりຠຊを⏕ずる贈与をྵࡴ㹿以ୗྠࡌ㹿）により取得した㓄അ⪅やᏊなど（相続人等）

にᑐして、その取得した財産の価㢠を基に課ࡉれる租税である㹿 

 

２ 相続税の持つ機能 

  財産がぶからᏊ等に⛣るだけなのに、なࡐ税㔠がかかるのか㹿これにはいࢁいࢁな

考え᪉があるが、相続税のᣢつᶵ⬟として௦表的なものは、次のとおりである㹿 

⑴ 所得税の補完機能 

 ⿕相続人が⏕๓においてཷけた♫఍及び⤒῭上の要ㄳに基づく税制上の特඾、そ

の௚による㈇ᢸの㍍ῶなどにより⵳✚した財産を相続㛤ጞの᫬ⅬでΎ⟬する、いわ

ば所得税を補᏶するᶵ⬟である(注)㹿 

           

 

 

 

 

 

 

⑵ 富の集中抑制機能 

 相続により相続人等が得たഅ↛のᐩのቑຍにᑐし、その一㒊を税としてᚩ཰する

ことで、相続した⪅としなかった⪅との㛫の財産ಖ᭷≧ἣのᆒ⾮を図り、ేࡏてᐩ

の過度の集中をᢚ制する㹿 

 

３ 相続税の課税方式 

⑴ 相続税の課税方式 

 相続税の課税᪉ᘧには、大別して遺産課税方式と遺産取得課税方式の二つの᪉ᘧがある㹿 

学習のポイント 

(注）所得の清算としての相続税 

年ࠎの所得   

 (所得税を課税) 

課税ࡉれなかった所得等   

 非課税所得 

 ච税所得 
 ᑡ㢠贈与 

 その௚ 

年ࠎのᾘ㈝(ᾘ㈝税を㈇ᢸ) 

財産の⵳✚   遺産 

 相続

 遺贈
(相続税を課税) 
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イ 遺産課税方式とは、被相続人の遺産総額に応じて課税する方式である｡ 

ロ 遺産取得課税方式とは、個々の相続人等が取得した遺産額に応じて課税する方式である｡ 

⑵ 二つの方式の特徴 

イ 遺産課税方式 

 被相続人の所得税を補完する意義があり、作為的な遺産分割による租税の回避を防止しやすく、

また、遺産分割のいかんに関係なく遺産の総額によって相続税の税額が定まるため、税務の執行

が容易である｡ 

ロ 遺産取得課税方式 

  個々の相続人等が相続した財産の価額に応じて、それぞれ超過累進税率が適用されるため、富

の集中化の抑制に大きく貢献し、また、同一の被相続人から財産を取得した者間の取得財産額に

応じた税負担の公平が期待できる｡ 

 

《相続税の課税方法としての遺産課税方式と遺産取得課税方式の概念図》 

 〈遺産課税方式〉  〈遺産取得課税方式〉 

 国     

          納付     

相
続
財
産 

相 続 税 相
続
財
産 

 

 

 

 

  
 
 

  
 
 

 
相続人Ａ 相続人Ｂ 相続人Ｃ

 相続人Ａ 相続人 

Ｂ 
相続人

Ｃ   

相続税   
相続税 

     相続税

              納付 

     国 

 

⑶ 現行の課税方式 

我が国の相続税の課税方式は、明治38年の相続税法創設以来、遺産課税方式とされていたが、昭

和25年に遺産取得課税方式に改められ、昭和33年には税額の計算に当たり遺産課税方式の要素が一

部取り入れられ現在に至っている｡ 

遺産取得課税方式には、各遺産取得者間の取得財産額に応じた税負担の公平を図りやすいという

長所がある反面、仮装の遺産分割によって相続税の回避が図られやすいという難点があった｡そこ

遺言執行又は遺産分割 遺言執行又は遺産分割 
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で、昭和33年の改正では、遺産取得課税のᘓ๓を⥔ᣢしつつ、ྛ相続人等が相続等により取得した

財産のྜィをいったࢇ法定相続ศでศ๭したものと௬定して相続税の総㢠を⟬ฟし、それをᐇ際の

遺産の取得㢠にᛂࡌてあࢇศするというィ⟬の௙⤌ࡳ（法定相続ศ課税᪉ᘧ）がᑟ入ࡉれた㹿 

現行の課税᪉ᘧによる税㢠のィ⟬手㡰については、第３章第２節(15࣮࣌ࢪ)で説明する㹿 

 

 

第２節 贈与税のあらࡲし 

 

贈与税とは、どのような租税か㹿 

 

１ 贈与税とは 

 贈与税は、ಶ人からの贈与により財産を取得した⪅にᑐして、その取得財産の価㢠

を基に課ࡉれる租税である㹿 

 

２ 贈与税の持つ機能 

 相続又は遺贈により財産を取得したሙྜには相続税が課税ࡉれるが、もし、⿕相続人

が⏕๓、相続人となる࡭き㓄അ⪅やᏊ౪などに財産を贈与してしࡲったとしたら、相続

税が課税ࡉれなかったり、課税ࡉれるとしてもᑡない㈇ᢸで῭ࢇでしࡲい、⏕๓に贈与

することにより財産をศᩓしたሙྜとしなかったሙྜとでは、ྠ 㢠⛬度の財産を取得し

た⪅の㛫で税㈇ᢸにⴭしい不බ平が⏕ࡌることになる。 

 そこで、⏕๓の贈与による取得財産には贈与税を課税することとし、贈与税は相続税

にẚ࡭て、課税最ప限はపく、税⋡の⣼進度ྜは㧗く規定ࡉれている。このように、贈

与税は相続税を補᏶するᶵ⬟を᭷し（相続税の補᏶税と఩置௜けられ）ていることから、

相続税と贈与税は、全く別ಶの税目であるにもかかわらず、཮᪉とも相続税法に規定ࡉ

れている㹿 

 この贈与税のᛶ᱁を㋃ࡲえ、⿕相続人から相続又は遺贈により財産を取得した⪅に

ついては、相続㛤ጞ๓３年以ෆに⿕相続人から贈与により取得した財産の価㢠を相続

税の課税価᱁にຍ⟬する制度（相法19）が設けられている㹿ࡲた、平成15年度の税制改

正により、相続税と贈与税を一体໬する௙⤌ࡳをᣢつ相続᫬⢭⟬課税制度（相法21の9

㹼18）が設けられている㹿 

 

 

 

 

学習のポイント 
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な
い
場
合 

生
前
贈
与
が 

あ
る
場
合 

生
前
贈
与
が 

相続財産 

相続財産 

相続税に関する規定

相続税に関する規定

定

相続税（相続᫬） 

相続税（相続᫬） 

贈与税に関する規定

定

贈与税（贈与᫬） 贈与財産 

(⏕๓贈与) 

補᏶ 

相続税法

相続税法

ࠝ相続税と贈与税のẚ㍑ࠞ 

 基礎᥍㝖㢠 税 ⋡ 

相続税 
3�000୓෇ 

㸩（600୓෇�法定相続人のᩘ） 

最ప  

1�000୓෇以ୗ(10㸣)

最㧗 

㸴൨෇㉸(55㸣)

贈与税 ཷ贈⪅１人につき１年㛫 110୓෇ 
最ప 

200୓෇以ୗ(10㸣)

最㧗 

3�000୓෇㉸

(55㸣)

(注) 贈与税について、相続᫬⢭⟬課税の㐺用をཷけるሙྜには、基礎᥍㝖㢠に௦え、特別᥍㝖

㢠（最大2�500୓෇）を᥍㝖する㹿 

 

ࠝ相続税と贈与税の関係イ࣓࣮ࠞࢪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 贈与税の課税方式 

 贈与税の課税᪉ᘧは、そのᣢつᶵ⬟が相続税の補᏶ᶵ⬟であることから、相続税の課

税᪉ᘧに‽ࡌてỴࡲる㹿大別すると、贈与をした人（贈与⪅）に課税する᪉ᘧと贈与を

ཷけた人（ཷ贈⪅）に課税する᪉ᘧとがあるが、わが国の現在の相続税の課税᪉ᘧは遺

産取得課税᪉ᘧを᥇用していることから、贈与税の課税᪉ᘧは受贈者課税方式が᥇用ࡉ

れている㹿 
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第３節 財産の↓ൾ取得と課税 

 

財産を↓ൾで取得したሙྜには、どのような課税関係が⏕ࡌるか㹿 

 

１ 個人の無償取得財産に対する課税関係 

 ಶ人が財産を↓ൾで取得したሙྜには、その財産のቑຍによって所得が⏕ࡌているとᤊえて所得税

の課税原ᅉとなると考えられるが、相続、遺贈又はಶ人からの贈与による取得財産には相続税又は贈

与税が課税ࡉれるため、重ࡡて所得税を課税しないこととࡉれている㹿 

た、贈与税は相続税の補᏶税であることから、相続や遺贈という概念のない法人からの贈与にはࡲ 

贈与税を課税する必要がなく、所得税のࡳが課税ࡉれる㹿 

 このようなことから、次のとおりとなっている㹿 

⑴ ಶ人がಶ人から財産を↓ൾで取得したሙྜには、相続税又は贈与税が課税ࡉれ、所得税は課税ࡉ

れない（所法９①༑භ)㹿 

⑵ ಶ人が法人から財産を↓ൾで取得したሙྜには、そのಶ人の一᫬所得等として所得税が課税ࡉれ

る（所法34①、所基通34-1⑸）㹿 

 

２ 法人の無償取得財産に対する課税関係 

 一⯡のႠ利法人が、ಶ人や法人から財産を↓ൾで取得したሙྜには、法人税が課税ࡉれる（法法22

②）が、බඹ法人やබ┈法人等に係る非཰┈事業のሙྜには、法人税は課税ࡉれない（ただし、①௦

表⪅又は⟶理⪅の定めのある人᱁のない♫ᅋ又は財ᅋがಶ人から財産の遺贈又は贈与をཷけたሙྜ、

②ᣢศの定めのない法人がಶ人からの財産の遺贈又は贈与をཷけたሙྜで、かつ、そのಶ人のぶ᪘な

どの相続税や贈与税の㈇ᢸが不ᙜにῶᑡする⤖ᯝとㄆめられるときは、その人᱁のない♫ᅋ又は財ᅋ

やᣢศの定めのない法人をಶ人とࡳなして相続税や贈与税が課税ࡉれる㹿）（相法66①、մ）㹿 
 

 

学習のポイント 
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第２章 納税義務者 

 

第１節 相続税の納税義務者 

 

 

１ 居住無制限納税義務者、非居住無制限納税義務者、制限納税義務者及び特定納税義務者 

とは、どのようなものか。 

２ 代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団及び持分の定めのない法人の 

納税義務とは、どのようなものか。 

 

 相続税の納税義務者は、原則として、相続又は遺贈（贈与をした者の死亡により効

力を生ずる贈与を含む。以下同じ。）により財産を取得した個人である。 

なお、相続又は遺贈により財産を取得していない者であっても、被相続人からの贈

与について相続時精算課税制度の適用を受けた個人は、相続税の納税義務者とする（相

法１の３）。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 財産の取得に伴い人格のない社団等又は持分の定めのない法人に課されるべき法人税等相当額がある場合には、

相続税額の計算上、これを控除する(相法66⑤)｡ 

２ 持分の定めのない法人については､遺贈者の親族などの相続税の負担が不当に減少する結果になる場合に限ら

れる(相法66④)｡ 

３ 代表者若しくは管理者の定めのある人格のない社団若しくは財団又は持分の定めのない法人を設立するため

の遺言による財産の提供があった場合も含まれる(相法66②､④)｡ 

 

１ 居住無制限納税義務者 

相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であって、当該財産を取得した時

において相続税法の施行地に住所を有するもの（相法１の３①一） 

⑴ 一時居住者でない個人 

⑵ 一時居住者である個人（当該相続又は遺贈に係る被相続人（遺贈をした者を含む。

学習のポイント 

相
続
税
の
納
税
義
務
者 

原則的
な納税
義務者 

例外的
な納税
義務者 

個 人 

人格のない
社団等や持
分の定めの

居住無制限納税義務者(相法１の３①一) 

居住制限納税義務者(相法１の３①三) 

特定納税義務者(相法１の３①五) 

非居住制限納税義務者(相法１の３①四)
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以ୗྠࡌ。）が一᫬ᒃఫ⿕相続人又は非ᒃఫ⿕相続人であるሙྜを㝖く。）  

 

２ 㠀ᒃఫ無制㝈⣡税⩏ົ者 

相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる⪅であって、ᙜヱ財産を取得した

᫬において相続税法の施行ᆅにఫ所を᭷しないもの（相法１の３①二） 

 ⑴ 日本国⡠を᭷するಶ人であって次に掲げるもの 

イ ᙜヱ相続又は遺贈に係る相続の㛤ጞ๓10年以ෆのいずれかの᫬において相続

税法の施行ᆅにఫ所を᭷していたことがあるもの 

ࣟ ᙜヱ相続又は遺贈に係る相続の㛤ጞ๓10年以ෆのいずれの᫬においても相続

税法の施行ᆅにఫ所を᭷していたことがないもの（ᙜヱ相続又は遺贈に係る⿕

相続人が一᫬ᒃఫ⿕相続人又は非ᒃఫ⿕相続人であるሙྜを㝖く。） 

⑵ 日本国⡠を᭷しないಶ人（ᙜヱ相続又は遺贈に係る⿕相続人が一᫬ᒃఫ⿕相続人

又は非ᒃఫ⿕相続人であるሙྜを㝖く。） 

（注）１ 「日本国⡠を᭷するಶ人」には、日本国⡠とእ国国⡠とをే᭷する⪅もྵ

 。れる（相基通１の３࣭１の４ඹ－７）ࡲ

   ２ 「一᫬ᒃఫ⪅」とは、相続㛤ጞの᫬において、在留資᱁（ฟ入国⟶理及び

㞴民ㄆ定法別表第一の上ḍの在留資᱁をいう。以ୗྠࡌ。）を᭷する⪅であっ

て相続㛤ጞ๓15年以ෆにおいて日本国ෆにఫ所を᭷していたᮇ㛫のྜィが

10年以ୗであるものをいう（相法１の３ճ一）。 

   ３ 「一᫬ᒃఫ⿕相続人」とは、相続㛤ጞの᫬において在留資᱁を᭷し、かつ、

日本国ෆにఫ所を᭷していた⿕相続人であって相続㛤ጞ๓15年以ෆにおい

て日本国ෆにఫ所を᭷していたᮇ㛫のྜィが10年以ୗであるものをいう（相

法１の３ճ二）。 

   ４ 「非ᒃఫ⿕相続人」とは、相続㛤ጞの᫬において日本国ෆにఫ所を᭷して

いなかった⿕相続人であって相続㛤ጞ๓10年以ෆのいずれかの᫬において

日本国ෆにఫ所を᭷していたことがあるもののうちそのいずれかの᫬にお

いても日本国⡠を᭷していなかったもの又は相続の㛤ጞ๓10年以ෆのいず

れの᫬においても日本国ෆにఫ所を᭷していたことがないものをいう（相法

１の３ճ୕）。 

 

３ ᒃఫ制㝈⣡税⩏ົ者 

 相続又は遺贈により相続税法の施行ᆅにある財産を取得したಶ人でᙜヱ財産を取

得した᫬において相続税法の施行ᆅにఫ所を᭷するもの（上記１に掲げる⪅を㝖く。）

（相法１の３①୕） 
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㸲 㠀ᒃఫ制㝈⣡税⩏ົ者 

相続又は遺贈により相続税法の施行ᆅにある財産を取得したಶ人で、ᙜヱ財産を取

得した᫬において相続税法の施行ᆅにఫ所を᭷しないもの（上記２に掲げる⪅を㝖

く。）（相法１の３①ᅄ）。 

 

㸳 特ᐃ⣡税⩏ົ者 

 相続又は遺贈により財産を取得しなかったಶ人で、⿕相続人から相続᫬⢭⟬課税の

㐺用をཷける財産を贈与により取得していた⪅をいい、その相続᫬⢭⟬課税の㐺用を

ཷけた財産について⣡税⩏務がある（相法１の３①஬、21の16①）。 

 

ͤ１ 平成29年４月１日から令和４年３月31日ࡲでの㛫に、日本国ෆにఫ所及び日本

国⡠を᭷しない⪅（上記２⑵）が、平成29年４月１日から相続ⱝしくは遺贈又は

贈与の᫬ࡲで引き続き日本国ෆにఫ所及び日本国⡠を᭷しない⪅（すなわち、平

成29年４月１日ࡲでに日本をฟ国したእ国人で引き続き日本にఫ所を᭷しない

⪅（非ᒃఫእ国人））から相続ⱝしくは遺贈又は贈与により取得した国እ財産に

ᑐしては、相続税又は贈与税は課ࡉれない（改正法㝃則31②）。 

ͤ２ ఫ所とは、⏕活の本ᣐをいう。⏕活の本ᣐであるかྰかは、ᐈほ的事ᐇによっ

てุ定する（相基通 1 の３㺃１の４ඹ-５）。 

ͤ３ 相続税法の施行ᆅとは、相続税法が施行ࡉれているᆅ理的⠊ᅖのことであり、

本ᕞ、໭ᾏ㐨、ᅄ国、஑ᕞ及びその㝃属のᓥ（ᙜศの㛫、ṑ⯙⩌ᓥ、Ⰽ୹ᓥ、国

ᚋᓥ及びᢥᤊᓥを㝖く。）をいう（相法㝃則２、相令㝃則２）。 

（以ୗ、相続税法の施行ᆅෆを「(日本)国ෆ」といい、相続税法の施行ᆅእを「(日

本)国እ」というሙྜがある。） 

ͤ４ ఫ所の所在、日本国⡠の᭷↓は、財産取得の᫬を基‽としてุ定する。 
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《⣡税⩏ົ者のุᐃ㸦特ᐃ⣡税⩏ົ者ࢆ㝖ࡃ）》 

課税᫬ᮇ㸸平成30年４月１日㹼（改正法㝃則43①㹼ճ） 

          相続人 

          ཷ遺⪅ 

             ཷ贈⪅ 

⿕相続人 

贈与⪅ 

国ෆに 

ఫ所あり 
国ෆにఫ所なし 

 一᫬ 

ᒃఫ⪅ 

ͤ1 

日本国⡠あり 
日本国⡠

なし  

相続㛤ጞ๓ 10

年以ෆに国ෆ

にఫ所あり 

相続㛤ጞ๓ 10

年以ෆに国ෆ

にఫ所なし 

国ෆにఫ所あり      

 
一᫬ᒃఫ⿕相続人ͤ1 

一᫬ᒃఫ贈与⪅ͤ1 
 

ᒃఫ制限 

⣡税⩏務⪅
 非ᒃఫ制限⣡税⩏務⪅ 

国ෆに 

ఫ所なし 

相続㛤ጞ๓ 10 年以ෆ 

に国ෆにఫ所あり 

 

    
 

 

相続税 

እ国人 

 

贈与税 

▷ᮇ⁫在እ国人ͤ2 

㛗ᮇ⁫在እ国人ͤ3 

 

ᒃఫ制限 

⣡税⩏務⪅

 

非ᒃఫ制限⣡税⩏務⪅ 

相続㛤ጞ๓ 10 年以ෆに

国ෆにఫ所なし 
  

注 特定⣡税⩏務⪅は、ᒃఫ↓制限⣡税⩏務⪅、非ᒃఫ↓制限⣡税⩏務⪅、ᒃఫ制限⣡税⩏務⪅及

び非ᒃఫ↓制限⣡税⩏務⪅のいずれにもヱᙜしない⪅をいうので、この表にはྵࡲれていない。 

ͤ１ ฟ入国⟶理及び㞴民ㄆ定法別表第１の在留資᱁で⁫在している⪅で、相続࣭贈与๓ 15 年以ෆ

において国ෆにఫ所を᭷していたᮇ㛫のྜィが 10 年以ୗの⪅ 

ͤ２ ฟ国๓ 15 年以ෆにおいて国ෆにఫ所を᭷していたᮇ㛫のྜィが 10 年以ୗのእ国人 

ͤ３ ฟ国๓ 15 年以ෆにおいて国ෆにఫ所を᭷していたᮇ㛫のྜィが 10 年㉸のእ国人でฟ国ᚋ２

年を⤒過した⪅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᒃఫ無制㝈⣡税⩏ົ者 㠀ᒃఫ無制㝈⣡税⩏ົ者 
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࠙ཧ⪃ࠚᖹᡂ �� ᖺᗘ税制ᨵṇ๓の⣡税⩏ົ者と課税財産の⠊ᅖ 

相続人 

          ཷ遺⪅ 

          ཷ贈⪅ 

 

⿕相続人 

贈与⪅ 

国ෆに 

ఫ所あり 
国ෆにఫ所なし 

 
▷ᮇ⁫在の

እ国人 

ͤ1 

日本国⡠あり 

日本国⡠なし
 

相続㛤ጞ๓

10 年以ෆに

国ෆにఫ所

あり 

相続㛤ጞ๓ 10

年以ෆに国ෆ

にఫ所なし 

国ෆにఫ所あり      

 ▷ᮇ⁫在のእ国人ͤ1  
ᒃఫ制限 

⣡税⩏務⪅
 非ᒃఫ制限⣡税⩏務⪅ 

国ෆに 

ఫ所なし 

相続㛤ጞ๓ 10 年以ෆ 

に国ෆにఫ所あり(国

⡠の᭷↓を問わない) 

     

 
▷ᮇ⁫在の 

እ国人ͤ２ 
 

ᒃఫ制限 

⣡税⩏務⪅

 

非ᒃఫ制限⣡税⩏務⪅ 
相続㛤ጞ๓ 10 年以ෆ

に国ෆにఫ所なし 
  

注 特定⣡税⩏務⪅は、ᒃఫ↓制限⣡税⩏務⪅、非ᒃఫ↓制限⣡税⩏務⪅、ᒃఫ制限⣡税⩏務⪅及

び非ᒃఫ↓制限⣡税⩏務⪅のいずれにもヱᙜしない⪅をいうので、この表にはྵࡲれていない。 

ͤ１ ฟ入国⟶理及び㞴民ㄆ定法別表第１の在留資᱁の⪅で、過去 15 年以ෆにおいて国ෆにఫ所を

᭷していたᮇ㛫のྜィが 10 年以ୗの⪅ 

ͤ２ 日本国⡠のない⪅で、過去 15 年以ෆにおいて国ෆにఫ所を᭷していたᮇ㛫のྜィが 10 年以

ୗの⪅ 

ͤ３ 平成 29 年４月１日から令和４年３月 31 日ࡲでの㛫に「非ᒃఫእ国人」から相続又は遺贈に

より財産を取得したሙྜは非ᒃఫ制限⣡税⩏務⪅ 

   「非ᒃఫእ国人」とは、平成 29 年４月１日から相続又は遺贈の᫬ࡲで引き続き相続税法の施

行ᆅにఫ所を᭷しない⪅であって日本国⡠を᭷しない⪅をいう。 

 

 

第２節 贈与税の⣡税⩏務⪅ 

 

１ 原則的な⣡税⩏務⪅（ಶ人の⣡税⩏務⪅）とは、どのようなものか。 

２ 例እ的な⣡税⩏務⪅（ಶ人とࡳなす⣡税⩏務⪅）とは、どのようなものか。 

 

 贈与税の⣡税⩏務⪅は、贈与により財産を取得したಶ人であり、その⣡税⩏務は、贈

与により財産を取得した᫬に成❧する。 

 贈与税の⣡税⩏務⪅は、財産取得の᫬のఫ所、日本国⡠の᭷↓などにより、ᒃఫ↓制

限⣡税⩏務⪅、非ᒃఫ↓制限⣡税⩏務⪅、ᒃఫ制限⣡税⩏務⪅又は非ᒃఫ制限⣡税⩏務

⪅に༊ศࡉれ、その༊ศに基づき贈与税の課税財産の⠊ᅖが␗なる（相法１の４、２の

学習のポイント 

ᒃఫ無制㝈⣡税⩏ົ者 

 

㠀ᒃఫ無制㝈⣡税⩏ົ者 

 
ͤ３ 
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２）。 

た㺂௦表⪅ⱝしくは⟶理⪅の定めのある人᱁のない♫ᅋⱝしくは財ᅋ又はᣢศの定ࡲ 

めのない法人にᑐする贈与は㺂これらをಶ人とࡳなして贈与税が課税ࡉれるሙྜがある

（相法66①、մ）。 

（注）⣡税⩏務⪅の༊ศやಶ人とࡳなࡉれる⣡税⩏務⪅の取ᢅいは、相続税のሙྜとおおྠࡡࡴᵝで

ある。 

 

 

第３節 財産の所在と⣡税⩏務の⠊ᅖ 

 

財産の所在ᆅのุ定は㺂なࡐ重要か。 

 

ᒃఫ↓制限⣡税⩏務⪅（相法１の３①一、１の４①一）及び非ᒃఫ↓制限⣡税⩏務⪅（相法１の３

①二、１の４①二）には、取得財産の全㒊について相続税又は贈与税が課税ࡉれる（相法２①、２の

２①）ので、⣡税⩏務のุ定上その取得財産の所在を問題とする必要はないのにᑐし、ᒃఫ制限⣡税

⩏務⪅（相法１の３①୕、１の４①୕）及び非ᒃఫ制限⣡税⩏務⪅（相法１の３①ᅄ、１の４①ᅄ）

は、その取得財産のうち相続税法の施行ᆅにあるものにᑐしてのࡳ相続税又は贈与税が課税ࡉれる（相

法２②、２の２②）ことから、その取得財産の所在がどこであるかのุ定は㺂⣡税⩏務の᭷↓及びその

⠊ᅖをุ定する上で重要である㹿 

 このことから、相続税法では㺂財産の所在についての規定が設けられており、୺な財産の所在ᆅは、

次のとおりである（相法10）。 

財産の✀㢮 財産の所在 

ື産又は不ື産 ື産（現㔠をྵࡴ。）又は不ື産の所在（ただし、⯪⯧又は⯟✵ᶵ

は、それらのⓏ㘓をしたᶵ関の所在） 

㔠⼥ᶵ関にᑐする㡸㈓㔠等 ཷ入れをしたႠ業所又は事業所の所在 

ಖ㝤㔠 ಖ㝤ዎ⣙に係るಖ㝤఍♫の本ᗑ又は୺たる事務所の所在 

㏥職手ᙜ㔠等 ᨭᡶった⪅のఫ所又は本ᗑⱝしくは୺たる事務所の所在 

㈚௜㔠മᶒ മ務⪅のఫ所又は本ᗑⱝしくは୺たる事務所の所在 

♫മ、ᰴᘧ又はฟ資 ♫മ࣭ᰴᘧのⓎ行法人又はฟ資のࡉれている法人の本ᗑ又は୺た

る事務所の所在 

国മ又はᆅ᪉മ 相続税法の施行ᆅ 

እ国又はእ国のᆅ᪉බඹᅋ

体のⓎ行するබമ 

そのእ国 

࠙参考法令㺃通達番号ࠚ 

相基通10－１㹼10－㸴 

学習のポイント 
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第３章 相続税の課税価᱁と税㢠 

 

第１節 課税原ᅉ 

 

１ 相続人の⠊ᅖと㡰఩及び法定相続ศとは、どのようなものか。 

２ 遺産のศ๭᪉法には、どのようなものがあるか。 

３ 遺贈とは、どのようなものか。 

 

 

１ 相続 

⑴ 相続の㛤ጞ 

 相続は、⮬↛人のṚஸによって㛤ጞする（民法882㹽相続㛤ጞの原ᅉ㹾）。 

れ、Ṛஸとྠᵝに相続㛤ጞの原ᅉࡉなࡳた、ኻ㋑ᐉ࿌によってもṚஸしたものとࡲ 

となる（民法31㹽ኻ㋑のᐉ࿌のຠຊ㹾）。 

⑵ 相続人 

 民法は、ㄡを相続人とするかを定めた法ᐃ相続୺⩏を᥇っている。 

⑶ 相続人の⠊ᅖと㡰఩ཬࡧ法ᐃ相続ศ 

イ 相続人の⠊ᅖと㡰఩ 

 民法は、相続人として、㓄അ⪅と୕つの⾑᪘関係⪅を定めている。そして、㓄അ

⪅は、ᖖに相続人となるが、⾑᪘関係⪅である相続人については、一定の㡰఩を定

めている（民法887㹽Ꮚ及びその௦く⪅等の相続ᶒ㹾）、889㹽直⣔ᑛ属及び඗ᘵጜ

ጒの相続ᶒ㹾、890㹽㓄അ⪅の相続ᶒ㹾）。 

① 第１㡰఩ Ꮚ（௦く相続人（Ꮮ、᭯Ꮮなど）をྵࡴ。） 

② 第２㡰఩ 直⣔ᑛ属（∗ẕ、♽∗ẕなど） 

ճ 第３㡰఩ ඗ᘵጜጒ（௦く相続人（おい、めい）をྵࡴ。） 

(注) Ꮚには、ᐇᏊのほか、㣴Ꮚもྵࡲれる(118࣮࣌ࢪ参↷)。 

 したがって、相続人となる⪅は、次のとおりである。 

(㺐) 㓄അ⪅及びᏊ（Ꮚが相続㛤ጞ以๓にṚஸ又は相続ᶒをኻったときは、その直⣔

༝属たる௦く⪅） 

(㺹) Ꮚがいないሙྜには、㓄അ⪅及び直⣔ᑛ属 

(㺨) Ꮚも直⣔ᑛ属もいないሙྜには、㓄അ⪅及び඗ᘵጜጒ（඗ᘵጜጒが相続㛤ጞ以

๓にṚஸ又は相続ᶒをኻったときは、そのᏊ） 

(㺤) ௚に相続人がいないሙྜには、㓄അ⪅のࡳ 
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ロ 法ᐃ相続ศ 

 」ᩘの相続人がඹྠで相続するሙྜ、これらの相続人をඹྠ相続人といい、ඹྠ

相続人は、相続により⿕相続人のᶒ利⩏務をྛ⮬の相続ศにᛂࡌてᢎ⥅する（民法

896㹽相続の一⯡的ຠຊ㹾）。 

 民法は、法定相続ศ及び௦く相続ศについて次のように定めている（民法900㹽

法定相続ศ㹾、901㹽௦く相続人の相続ศ㹾）。 

(㺐) 法定相続ศ 

相続人 法定相続ศ 留意事項 

Ꮚと㓄അ⪅ 
Ꮚ   ２ศの１

㓄അ⪅ ２ศの１

Ꮚがᩘ人あるときは、Ꮚの法定相続ศをᆒศす

る。 

直⣔ᑛ属と㓄അ⪅ 
直⣔ᑛ属３ศの１

㓄അ⪅ ３ศの２

直⣔ᑛ属がᩘ人あるときは、直⣔ᑛ属の法定相

続ศをᆒศする。 

඗ᘵጜጒと㓄അ⪅ 

 

඗ᘵጜጒ４ศの１

 

㓄അ⪅ ４ศの３

඗ᘵጜጒがᩘ人あるときは、඗ᘵጜጒの法定相

続ศをᆒศする。 

ただし、∗ẕの一᪉のࡳをྠࡌくする඗ᘵጜጒ

（༙⾑඗ᘵጜጒ）の相続ศは、∗ẕの཮᪉をྠࡌ

くする඗ᘵጜጒ（全⾑඗ᘵጜጒ）の相続ศの２ศ

の１とする。 

 （注） 非ᎠฟᏊの相続ศについては、ᎠฟᏊの２ศの１とࡉれていたが、平成25年９月４日௜の最㧗⿢ุ所

のỴ定によって㐪᠇とุ᩿ࡉれ、平成25年12月11日、ᎠฟᏊとྠࡌ相続ศとなるよう民法が改正ࡉれた。

改正ᚋの民法は、平成25年９月５日以ᚋに㛤ጞした相続について㐺用する。138࣮࣌࠙ࢪ参考３ࠚを参

↷のこと。 

(㺹) ௦く相続ศ（௦く相続人の相続ศ） 

 ௦く相続人となる直⣔༝属（Ꮮ、᭯Ꮮなど）の相続ศは、⿕௦く⪅（Ꮚ、Ꮮな

ど）がཷける࡭きであった相続ศとྠࡌ（直⣔༝属が２人以上いるときは、その

相続ศをᆒศ）とする。 

 。た、඗ᘵጜጒの௦く相続人（඗ᘵጜጒのᏊ）の相続ศについてもྠᵝとするࡲ

 相続のᢎㄆとᨺᲠ ࣁ

 相続が㛤ጞすると相続人は、⮬らの意思に関係なく⿕相続人に属した財産上の一ษのᶒ利⩏務

をᢎ⥅する（民法896㹽相続の一⯡的ຠຊ㹾）。 

 しかし、相続のຠᯝをாཷするかどうかの㑅ᢥの⮬⏤がㄆめられている。このことから、相続

人は、⮬ᕫのために相続の㛤ጞがあったことを知った᫬から３か月以ෆに、༢⣧ᢎㄆⱝしくは限

定ᢎㄆ又は相続のᨺᲠをしなければならないが（民法915㹽相続のᢎㄆ又はᨺᲠをす࡭きᮇ㛫㹾）、

そのᮇ㛫ෆに限定ᢎㄆ又はᨺᲠをしなかったときは、༢⣧ᢎㄆしたものとࡳなࡉれる（民法921

㹽法定༢⣧ᢎㄆ㹾）。 

た、一度したᢎㄆ又はᨺᲠは、そのᢎㄆ又はᨺᲠのᮇ㛫ෆであっても、原則として取りᾘすࡲ 

ことはできない（民法919㹽相続のᢎㄆ及びᨺᲠの᧔ᅇ及び取ᾘし㹾）。 

 なお、相続のᨺᲠによって、相続人の㡰఩、法定相続ศがኚ᭦になるሙྜがある。 
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࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

 相基通３－１、３－２、民法938、939 

ֈ 遺産ศ๭ 

イ 遺産ศ๭とは 

 遺産ศ๭とは、ඹྠ相続人が相続㛤ጞᚋ、相続財産をྛඹྠ相続人の㛫でศ㓄す

ることをいう。 

 遺産ศ๭は、⿕相続人が遺言で⚗ࡌたሙྜを㝖き、いつでもでき、ࡲた、遺産ศ

๭にᙜたっては、ඹྠ相続人㛫のྜ意に基づく限り法定相続ศにᚑわないศ๭も᭷

ຠである。 

 なお、ศ๭のຠᯝは相続㛤ጞの᫬に㐳って⏕ࡌる（民法909㹽遺産のศ๭のຠຊ㹾）。 

ロ 遺産ศ๭の方法 

現≀ศ๭ 遺産を現≀のࡲࡲศ๭する᪉法で、通ᖖ多く行われる᪉法である。 

᥮౯ศ๭ 遺産の一㒊又は全㒊を㔠㖹に᥮え、その᥮価௦㔠をศ๭する᪉法である。

മົ㈇ᢸにࡼる

ศ๭㸦௦償ศ๭） 

ඹྠ相続人の一人又はᩘ人が遺産の現≀を取得し、取得した⪅が௚の 

相続人にᑐし、⮬ᕫの財産を与える᪉法である。 

  (注）遺産ศ๭の手続の᪉法は、①༠㆟ศ๭、②調೵ศ๭、ճ審ุศ๭がある㹿 

 

２ 遺贈 

 遺贈とは、遺言により、⿕相続人の財産を相続人、相続人以እの⪅や法人に↓ൾㆡ与することをい

い、それをཷける⪅をཷ遺⪅という。 

 遺言は、民法で定める一定のᙧᘧをᩚえることが必要とࡉれる要ᘧ行Ⅽである（民法960㹽遺言の᪉

ᘧ㹾）。 

 遺贈には、ໟᣓ遺贈と特定遺贈とがある（民法964㹽ໟᣓ遺贈及び特定遺贈㹾）。 

 ໟᣓ遺贈とは、例えば、遺産の全㒊とか２ศの１とかいうように遺産の๭ྜを示して行う遺贈をい

い、ཷ遺⪅は相続人とྠࡌᶒ利⩏務を᭷することになる（民法990㹽ໟᣓཷ遺⪅のᶒ利⩏務㹾）。 

 特ᐃ遺贈とは、この不ື産、このᰴᘧというように特定の財産をᣦ定して行う遺贈をいう。 

 

３ Ṛᅉ贈与 

 Ṛᅉ贈与とは、⏕๓に贈与ዎ⣙をし、そのຠຊが贈与⪅のṚஸにより⏕ずるものをいう。Ṛᅉ贈与は、贈与⪅のṚஸに

よりຠຊが⏕ずるⅬで遺贈とఝているので、遺贈に関する規定にᚑうこととࡉれている（民法554㹽Ṛᅉ贈与㹾）。 

 ただし、遺贈は遺言という༢⊂行Ⅽによって行われるのにᑐし、Ṛᅉ贈与はᙜ事⪅㛫のዎ⣙によって成❧するとこࢁに

㐪いがある。 
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第２節 相続税㢠のィ⟬手㡰 

 

相続税のィ⟬の௙⤌ࡳは、どうなっているか。 

 

 相続税法では、௚の税目にぢられない特␗ᛶがあり、相続又は遺贈により財産を取得し

た⪅が⣡௜する相続税㢠をィ⟬するためには、次のようにᅄつのẁ㝵のィ⟬が必要である。 

➨１ẁ㝵 㸦課税౯᱁のィ算） 

 相続又は遺贈により財産を取得した⪅に係る課税価᱁（ྛ人の課税価᱁）をಶࠎに

ィ⟬し、そのᚋ、ྠ一の⿕相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての⪅の

相続税の課税価᱁のྜィ㢠をィ⟬する。 

➨２ẁ㝵  (相続税の⥲㢠のィ算� 

 課税価᱁のྜィ㢠から遺産に係る基礎᥍㝖㢠を᥍㝖したṧ㢠（課税遺産総㢠）を基

に相続税の総㢠をィ⟬する。 

➨３ẁ㝵 㸦ྛ人の算ฟ税㢠のィ算） 

 相続税の総㢠をྛ人が取得した財産の㢠（๭ྜ）にᛂࡌ㓄ศし、ྛ人の⟬ฟ税㢠を

ィ⟬する。 

➨㸲ẁ㝵 㸦ྛ人の⣡௜税㢠のィ算） 

 ྛ人の⟬ฟ税㢠からྛ人にᛂࡌたྛ✀の税㢠᥍㝖㢠を᥍㝖し、ྛ人の⣡௜す࡭き税

㢠をィ⟬する。 

 

 

第３節 相続税の課税財産 

 

１ 相続税は、どのような財産にかかるのか。 

２ 本᮶の相続財産とは、どのようなものか。 

 。なし相続財産とは、どのようなものかࡳ ３

 

１ 相続財産のព⩏ 

 相続の㛤ጞがあったሙྜには、相続人は、⿕相続人の一㌟に専属したものを㝖き、⿕

相続人の財産に属した一ษのᶒ利⩏務をᢎ⥅する（民法896㹽相続の一⯡的ຠຊ㹾）。 

 財産に属するᶒ利には、 

① 不ື産やື産の所᭷ᶒや༨᭷ᶒなどの≀ᶒ 

② 㡸㔠や㈚௜㔠、௚人にఱかをしてもらうᶒ利などのമᶒ 
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ճ ⴭ作ᶒや特チᶒ、ၟᶆᶒなどの↓体財産ᶒ 

など法律上の᰿ᣐを᭷するもののほか、例えば、Ⴀ業ᶒのような法律上の᰿ᣐを᭷しな

いものもྵࡲれ、これらが相続人にᢎ⥅ࡉれる。 

 

２ ᮏ᮶の相続財産 

⑴ ᮏ᮶の相続財産とは 

 一⯡には、⿕相続人にᖐ属していた財産上のᶒ利⩏務のうち、相続又は遺贈により

相続人又はཷ遺⪅が取得する財産をいうが、相続税法では、⿕相続人にᖐ属していた

財産のうち、㔠㖹にぢ✚もることができる⤒῭的価್のあるもの全てをいうこととし、

✚ᴟ財産だけをᣦしている。 

なお、未Ⓩ記のᅵᆅᘓ≀等、⿕相続人ྡ⩏以እのᐙ᪘ྡ⩏࣭௚人ྡ⩏の㡸㈓㔠等で

あっても、ᐇ㉁的に⿕相続人にᖐ属する財産が相続財産にྵࡲれるのはᙜ↛である。 

⑵ ᮏ᮶の相続財産のලయ౛ 

 ᅵᆅ、ᐙᒇ、೉ᆅᶒ、ᰴᘧ、㡸㈓㔠、現㔠、㈗㔠属、ᐆ▼、書⏬、㦵とう、⮬ື㌴、

㟁ヰຍ入ᶒ、❧ᮌ、㔠㖹മᶒなど。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

 相基通11の２－１ 

 

 し相続財産࡞ࡳ ３

 し相続財産とは࡞ࡳ ⑴

 法律的には⿕相続人から相続又は遺贈により取得したものではないが、ᐇ㉁的には

相続又は遺贈により取得した財産とྠᵝの⤒῭的ຠᯝをᣢつものがある。 

 相続税法では、課税のබ平を図るぢᆅから、このような財産を相続又は遺贈により

取得したものとࡳなして相続税の課税ᑐ㇟としており、これを「࡞ࡳし相続財産」と

࿧ࢇでいる。

⑵ ୺࡞ࡳ࡞し相続財産 

① ⏕࿨ಖ㝤㔠等（相法３①一） 

② ㏥職手ᙜ㔠等（相法３①二） 

ճ ⏕࿨ಖ㝤ዎ⣙に関するᶒ利（相法３①୕） 

մ 定ᮇ㔠に関するᶒ利（相法３①ᅄ） 

յ ಖドᮇ㛫㝃定ᮇ㔠に関するᶒ利（相法３①஬） 

ն ዎ⣙に基づかない定ᮇ㔠に関するᶒ利（相法３①භ） 

շ その௚遺贈により取得したものとࡳなࡉれるもの（相法４①②、７、㸶、９、９の

２、９の４、65①） 

 特別⦕ᨾ⪅にᑐする相続財産のศ与、特別ᐤ与⪅がᨭᡶをཷける࡭き特別ᐤ与ᩱ、

ప㢠ㆡཷ、മ務ච㝖等、その௚の利┈のாཷ、ಙクに関するᶒ利等、ᣢศの定めの
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ない法人からཷける特別の利┈のாཷ 

ո 相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続᫬⢭⟬課税㐺用⪅のཷ贈財産（相

法21の16①） 

չ ㎰ᆅ等の贈与⪅がṚஸしたሙྜの㎰ᆅ等（措法70の５） 

⑶ ⏕࿨ಖ㝤㔠等 

イ ࡞ࡳす⌮⏤ 

 ⿕相続人のṚஸにより相続人等がཷけ取るಖ㝤㔠は、⿕相続人にᖐ属したᚋに相

続人等が取得するのではなく、ಖ㝤ዎ⣙に基づき⿕相続人のṚஸという事ᐇのⓎ⏕

によって、相続人等がཷけ取る࡭きものであることから、本᮶の相続財産ではない。 

 しかし、⿕相続人がಖ㝤ᩱを㈇ᢸし、そのṚஸにより相続人等が取得するもので

あることから、本᮶の相続財産と⤒῭的ᐇ㉁は␗ならないものである。 

 そこで、相続税法は⏕࿨ಖ㝤㔠等を「ࡳなし相続財産」として、相続税を課税す

ることにしている（相法３①一）。 

ロ 相続財産とࢀࡉ࡞ࡳる㔠㢠のィ算 

 相続財産とࡳなࡉれるಖ㝤㔠の㔠㢠は、⿕相続人がそのಖ㝤ᩱの全㒊を㈇ᢸして

いたሙྜには、取得したಖ㝤㔠の全㢠となり、⿕相続人がಖ㝤ᩱの一㒊を㈇ᢸして

いたሙྜには、次の⟬ᘧによりィ⟬した㔠㢠となる。 
 

（⿕相続人がಖ㝤ᩱの一㒊を㈇ᢸしていたሙྜの⟬ᘧ） 

取得した

ಖ㝤㔠㢠
 � 

 ⿕相続人が㈇ᢸしたಖ㝤ᩱの㔠㢠 

 ಖ㝤ዎ⣙に基づき⿕相続人のṚஸ᫬ 
  れたಖ㝤ᩱの総㢠ࡲでにᡶい㎸ࡲ 

 ＝ 
相続財産

とࡳなࡉ

れる㔠㢠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ಖ㝤㔠の課税関係（ಖ㝤事ᨾがⓎ⏕しているሙྜ） ࣁ

 ಖ㝤㔠は、ಖ㝤ዎ⣙に基づき、⿕ಖ㝤⪅がṚஸしたሙྜやಖ㝤が‶ᮇとなったሙ

ྜにᨭᡶわれ、ࡲた、ಖ㝤ᩱの㈇ᢸ⪅とಖ㝤㔠のཷ取人が␗なるなどいくつかの

 。てくるࡌ⏕がࢫ࣮ࢣ

࠙設例ࠚ ⏕࿨ಖ㝤㔠に関するィ⟬ 

 ⿕相続人㸿のṚஸをಖ㝤事ᨾとして、相続人であるཷ取人㹁はಖ㝤㔠6�000୓෇を取得した。

 なお、Ṛஸ᫬ࡲでにᡶい㎸ࡲれていたಖ㝤ᩱの総㢠240୓෇のうち⿕相続人㸿が180୓෇、相続

人㹀が60୓෇を㈇ᢸしていた。 

 。れる㔠㢠は、次のとおりであるࡉなࡳ相続により取得したと ࠚ⟆࠙

 㸿から相続により取得したとࡳなࡉれる㔠㢠 

6�000୓෇ � 
180୓෇

240୓෇
 ＝ 4�500୓෇ 

（注）ṧ㢠の1�500୓෇は、㹀から㹁࡬の贈与とࡳなࡉれ贈与税の課税関係がⓎ⏕する。 
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 ಖ㝤㔠のዎ⣙ෆ容等による課税関係は、次の表のとおりである。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

 相令１の２、相基通３－７㹼３－14、３－16、３－17、３－28、３－38、３－48      

ಖ 㝤 ዎ ⣙ の ✀ 㢮 ዎ⣙⪅ 
⿕ಖ 

㝤⪅ 

ಖ㝤ᩱ

㈇ᢸ⪅

ಖ㝤㔠

ཷ取人
課  税  関  係 

⏕࿨ಖ㝤ዎ⣙又は

ᦆᐖಖ㝤ዎ⣙ 

ͤ ᦆᐖಖ㝤ዎ⣙

のಖ㝤㔠は、അ↛

の事ᨾに基ᅉす

るṚஸにకいᨭ

ᡶわれるものに

限る。 

㸿 㸿 㸿 㹀 

（㸿のṚஸのሙྜ） 

㹀が相続人のときは相続、相続人以

እのときは遺贈により取得したも

のとࡳなࡉれる㹿 

（‶ᮇのሙྜ） 

㹀が㸿から贈与により取得したも

のとࡳなࡉれる。 

㸿 㸿 㹁 㹀 

㸿のṚஸ又は‶ᮇのいずれのሙྜ

も、㹀が㹁から贈与により取得した

ものとࡳなࡉれる。 

 

㸿 㸿 

1�2 㸿

 

 

 

1�2 㹁

㹀 

（㸿のṚஸのሙྜ） 

㹀が相続人のときはಖ㝤㔠の1�2を

相続、相続人以እのときは遺贈によ

り取得したものとࡳなࡉれ、᭦に、

㹀が㹁からಖ㝤㔠の1�2を贈与によ

り取得したものとࡳなࡉれる。 

（‶ᮇのሙྜ） 

㹀が㸿、㹁のそれࡒれからಖ㝤㔠の

1�2ずつを贈与により取得したもの

とࡳなࡉれる。 

㸿 㹀 㸿 㸿 
㹀のṚஸ又は‶ᮇのいずれのሙྜ

も、㸿の一᫬所得となる。 

 
（注）㸿、㹀及び㹁はいずれもಶ人とする。 

 

ֈ ㏥⫋ᡭᙜ㔠等 

イ 相続財産とࢀࡉ࡞ࡳる㏥⫋ᡭᙜ㔠等 

 ⿕相続人のṚஸにより⿕相続人にᨭ⤥ࡉれる࡭きであった㏥職手ᙜ㔠、ຌປ㔠そ

の௚これらに‽ずる⤥与（ᘫ៘㔠、ⰼ㍯௦、ⴿ⚍ᩱ等のうちᐇ㉁的に㏥職手ᙜ㔠の

ᛶ㉁を᭷するものがྵࡲれる。）で、⿕相続人のṚஸᚋ３年以ෆにᨭ⤥が☜定した

ものを相続人又は相続人以እの⪅が取得したሙྜは、その㏥職手ᙜ㔠等は、相続又

は遺贈により取得したものとࡳなࡉれる（相法３①二）。ࡲた、ᨭ⤥ࡉれるものが、

㔠㖹であるか、≀又はᶒ利であるかを問わない。 

（注）ᘫ៘㔠等の取ᢅい 

    ᘫ៘㔠、ⰼ㍯௦、ⴿ⚍ᩱ等（ᘫ៘㔠等）は、本᮶㏥職手ᙜ㔠等とはᛶ᱁が␗なるものであり、かつ、遺᪘にᑐ
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して直᥋ᨭฟࡉれるものであるから、㏥職手ᙜ㔠等とはいえない。 

とこࢁで、⿕相続人の㞠用୺からᨭ⤥ࡉれた㔠ရが㏥職手ᙜ㔠等にᙜたるかどうかは、そのྡ目にかかわらずᐇ

㉁によりุ定す࡭きであり、「ᘫ៘㔠等」のྡ目で遺᪘にᨭ⤥ࡉれた㔠ရであっても、そのᐇ㉁が㏥職手ᙜ㔠等

にヱᙜするሙྜには、相続税の課税ᑐ㇟とす࡭きである。 

ᐇែ的には、特に఍♫ᙺ員のṚஸ㏥職のようなሙྜ、ᘫ៘㔠等のྡ目で多㢠の㔠㢠が遺᪘にᨭ⤥ࡉれるࢫ࣮ࢣ

がࡳられ、かつ、上記のᐇ㉁ุ定がᴟめてᅔ㞴なሙྜがᑡなくない。 

そこで、相続人等がᨭ⤥をཷけたᘫ៘㔠等のうち、ᐇ㉁㏥職手ᙜ㔠等にヱᙜするとㄆめられるものを㝖き、次の

༊ศにᛂࡌ、それࡒれに掲げる㔠㢠を㉸える㒊ศの㔠㢠を㏥職手ᙜ㔠等として取りᢅうこととしている（相基通

3-20）。 

① ⿕相続人のṚஸが業務上のṚஸであるሙྜ  ᬑ通⤥与の３年ศ 

② ⿕相続人のṚஸが業務上のṚஸでないሙྜ  ᬑ通⤥与の༙年ศ 

ロ ࡞ࡳす⌮⏤ 

 ⿕相続人のṚஸにより⿕相続人にᨭ⤥ࡉれる࡭きであった㏥職手ᙜ㔠等は、相続

人又は相続人以እの⪅がᨭ⤥⪅から直᥋にᨭ⤥をཷけるものであることから、本᮶

の相続財産ではない。 

 しかし、⿕相続人にᨭ⤥ࡉれる࡭きであった㏥職手ᙜ㔠等は、⿕相続人がṚஸし

たために相続人等にᨭ⤥ࡉれるものであることから、本᮶の相続財産と⤒῭的ᐇ㉁

は␗ならないものである。 

そこで、相続税法は㏥職手ᙜ㔠等を「ࡳなし相続財産」として、相続税を課税す

ることとしている。 

ࠝ㏥⫋㔠࣭ຌປ㔠のࠊࡕ࠺相続財産とࢀࡉ࡞ࡳる㒊ศの⠊ᅖࠞ 

 

（注）ᨭ⤥㢠の☜定により᪂たに⏦࿌が必要となったሙྜは、ᮇ限ᚋ⏦࿌又はಟ正⏦࿌を行うこととなる。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

 相令１の３、相基通３－18㹼３－25、３－30㹼３－33 
 

։ ⏕࿨ಖ㝤ዎ⣙に関するᶒ฼ 

 相続㛤ጞの᫬ࡲでにಖ㝤事ᨾがⓎ⏕していない⏕࿨ಖ㝤ዎ⣙で、①⿕相続人がಖ㝤ᩱの全㒊又は

一㒊を㈇ᢸし、かつ、②⿕相続人以እの⪅がዎ⣙⪅であるሙྜには、相続㛤ጞによってそのዎ⣙⪅

は、そのዎ⣙に関するᶒ利のうち、⿕相続人が㈇ᢸしたಖ㝤ᩱの㢠にᑐᛂする㒊ศを、相続又は遺

贈により取得したものとࡳなࡉれる（相法３①୕）。  

なお、⿕ಖ㝤⪅でないಖ㝤ዎ⣙⪅がṚஸしたሙྜで、ಖ㝤ᩱをそのዎ⣙⪅が㈇ᢸしていたときは、

そのዎ⣙に関するᶒ利は、相続人その௚の人が相続又は遺贈により取得する本᮶の相続財産となる。 

㏥
⫋
金
࣭
ຌ
ປ
金 

Ṛஸᚋ３年以ෆにᨭ⤥㢠が☜定した

もの 

 なし相続財産ࡳ

（注） 

ᨭ⤥㢠が☜定し

た᫬の一᫬所得 

上記以እのもの 
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࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

 相基通３－34㹼３－39 

 

֊ ᐃᮇ㔠に関するᶒ฼ 

 定ᮇ㔠に関するᶒ利は、相続㛤ጞの᫬ࡲでに定ᮇ㔠⤥௜事⏤がⓎ⏕していない定ᮇ㔠⤥௜ዎ⣙（⏕࿨ಖ㝤ዎ⣙を㝖

く。）で、①⿕相続人が᥃㔠の全㒊又は一㒊を㈇ᢸし、かつ、②⿕相続人以እの⪅がዎ⣙⪅であるሙྜには、相続㛤ጞ

によってそのዎ⣙⪅は、そのዎ⣙に関するᶒ利のうち、⿕相続人が㈇ᢸした᥃㔠の㢠にᑐᛂする㒊ศを、相続又は遺贈

により取得したものとࡳなࡉれる（相法３①ᅄ）。 

 なお、⏕࿨ಖ㝤ዎ⣙を㝖いているのは、⑸で説明した⏕࿨ಖ㝤ዎ⣙に関するᶒ利との重」㐺用を㑊けるためである。 

  

 

⏕࿨ಖ㝤

ዎ⣙に関

するᶒ利 

だಖ㝤事ᨾࡲ

がⓎ⏕してい

ないዎ⣙で、

⿕相続人がಖ

㝤ᩱを㈇ᢸし

たもの 

⿕相続人がಖ㝤ዎ

⣙⪅でないとき 

⿕相続人がಖ㝤ዎ

⣙⪅であるとき 

ࡳ な し 

相続財産 

本 ᮶ の 

相続財産 
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࠙ཧ ⪃ࠚ 

 

 なし相続財産ࡳ １

  

財 産 の ✀ 㢮 関係法令 規 定 の 要 ᪨ 

⏕࿨ಖ㝤㔠、അ↛な事ᨾに基

ᅉするṚஸにకうᦆᐖಖ㝤㔠 
法３①一 

ྛ号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとࡳなす。 

㏥職手ᙜ㔠 法３①二 

⏕࿨ಖ㝤ዎ⣙に関するᶒ利 法３①୕ 

定ᮇ㔠に関するᶒ利 法３①ᅄ 

ಖドᮇ㛫௜定ᮇ㔠に関するᶒ

利 
法３①஬ 

ዎ⣙に基づかない定ᮇ㔠に関

するᶒ利 
法３①භ 

特別⦕ᨾ⪅にᑐする相続財産

のศ与 
法４ 

与えられた᫬のその財産の᫬価に相ᙜする㔠㢠を遺贈により取得したも

のとࡳなす。 

ప㢠ㆡཷ 法７ 
(遺言によりⴭしくపい価㢠のᑐ価で財産のㆡΏをཷけたሙྜ)そのᑐ価

と᫬価とのᕪ㢠に相ᙜする㔠㢠を遺贈により取得したものとࡳなす。 

മ務ච㝖等 法㸶 

(遺言によりᑐ価をᨭᡶわないで、又はⴭしくపい価㢠のᑐ価でമ務をච

㝖等ࡉれたሙྜ)そのච㝖等ࡉれたമ務の㔠㢠に相ᙜする㔠㢠を遺贈によ

り取得したものとࡳなす。 

その௚の利┈のாཷ 法９ 

(遺言によりᑐ価をᨭᡶわないで、又はⴭしくపい価㢠のᑐ価で利┈をཷ

けたሙྜ)その᫬の利┈の㔠㢠に相ᙜする㔠㢠を遺贈により取得したもの

とࡳなす。 

ಙクに関するᶒ利 法9の2㹼9の6
(遺言等によりጤク⪅以እの⪅がཷけるಙクの利┈について)その利┈を

ཷけるᶒ利を遺贈により取得したものとࡳなす。 

相続᫬⢭⟬課税㐺用⪅(相続

又は遺贈により財産を取得し

なかった⪅）のཷ贈財産 

法21の16① その財産を相続又は遺贈により取得したものとࡳなす。 

特別の法人からཷける利┈ 法65① 

(ᣢศの定めのない法人で、その施設の利用等についてᙺ員等又はこれら

の⪅のぶ᪘等にᑐし特別の利┈を与えるものにᑐして財産の贈与又は遺

贈があったሙྜにおいては、一定のሙྜを㝖き) その法人から特別の利┈

をཷける⪅が、その財産の贈与又は遺贈によりཷける利┈に相ᙜする㔠㢠

をその財産を贈与又は遺贈した⪅から贈与又は遺贈により取得したもの

とࡳなす。 

贈与税の⣡税⊰ணの㐺用をཷ

けていた㎰ᆅ等（贈与⪅がṚ

ஸしたሙྜ） 

措法70の5 その㎰ᆅ等を相続又は遺贈により取得したものとࡳなす。 

贈与税の⣡税⊰ணの㐺用をཷ

けていた非上ሙᰴᘧ等（贈与

⪅がṚஸしたሙྜ） 

措法70の7の3 その非上ሙᰴᘧ等を相続又は遺贈により取得したものとࡳなす。 

 

 なし相続財産ではないが課税価᱁のィ⟬の基礎となるものࡳ ２

相続᫬⢭⟬課税㐺用⪅（相続

又は遺贈により財産を取得し

た⪅）のཷ贈財産 

法21の15① 
その財産の価㢠を相続税の課税価᱁にຍ⟬した価㢠をもって、相続税の課

税価᱁とする。 

相続㛤ጞ๓３年以ෆの贈与財

産 
法19① 

その財産の価㢠を相続税の課税価᱁にຍ⟬したものを相続税の課税価᱁

とࡳなす。 
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第４節 相続税の非課税財産 

 

非課税財産とは、どのようなものか。 

 

１ 㠀課税財産とは 

 相続税法では、相続又は遺贈により取得した財産（ࡳなし相続財産をྵࡴ。）であっ

てもබ┈ᛶや♫఍政⟇的ぢᆅあるいは国民ឤ᝟の㠃から、相続税の課税ᑐ㇟から㝖いて

いるものがある。 

 これを相続税の㠀課税財産という（相法12）。 

 

２ 㠀課税財産の✀㢮 

① ⓚᐊ⤒῭法第７条の規定によりⓚ఩とともにⓚႹがཷけた≀（相法12①一） 

② ቎所、㟋びࡻう及び⚍具୪びにこれらに‽ずるもの（相法12①二） 

ճ 一定のබ┈事業を行う⪅が取得したබ┈事業用財産（相法12①୕） 

մ 条例によるᚰ㌟㞀ᐖ⪅ඹ῭制度に基づく⤥௜㔠のཷ⤥ᶒ（相法12①ᅄ） 

յ 相続人が取得した⏕࿨ಖ㝤㔠等のうち一定の㔠㢠（相法12①஬） 

ն 相続人が取得した㏥職手ᙜ㔠等のうち一定の㔠㢠（相法12①භ） 

շ 相続税の⏦࿌書のᥦฟᮇ限ࡲでに国、ᆅ᪉බඹᅋ体、特定のබ┈法人又はㄆ定特定

非Ⴀ利活ື法人に贈与（ᐤ㝃）した財産（措法70） 

なお、㤶඾は、⿕相続人にᖐ属しないため相続税の課税ᑐ㇟とはならない。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

 相基通12－１㹼12－10、措通70－１－１㹼70－１－14 

 

３ 相続人の取得しࡓ⏕࿨ಖ㝤㔠等の୍ࡕ࠺ᐃの㔠㢠 

 のつᐃの㊃᪨はࡇ ⑴

 ⿕相続人のṚஸにより相続人又は相続人以እの⪅が取得した⏕࿨ಖ㝤㔠等のうち、

⿕相続人が㈇ᢸしたಖ㝤ᩱにᑐᛂする㒊ศは、相続又は遺贈により取得したものとࡳ

なࡉれ相続税の課税ᑐ㇟となるが、相続人が取得したಖ㝤㔠については、一定の㔠㢠

が非課税とࡉれている（相法12①஬）。 

 この規定は、⏕࿨ಖ㝤制度を通ࡌて㈓⵳ቑ進を図るぢᆅのほか、⿕相続人のṚᚋに

おける相続人の⏕活Ᏻ定のための♫఍的ぢᆅから設けられたものである。そのため、

その㐺用がཷけられる⪅は、相続人（相続をᨺᲠした⪅又は相続ᶒをኻった⪅を㝖く。）

に限られる。

⑵ 㠀課税とࢀࡉる୍ᐃの㔠㢠とは 

 次の⟬ᘧによる㔠㢠となる。 

学習のポイント 
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（⟬ᘧ） 

500୓෇ � 「法定相続人のᩘ」 ＝ ಖ㝤㔠の非課税限度㢠 

 

（注）１ 全ての相続人（ᨺᲠした⪅等を㝖く。）の取得したಖ㝤㔠のྜィ㢠がಖ㝤㔠の非課

税限度㢠以ୗであるሙྜには、そのಖ㝤㔠の全㢠が非課税となる。 

   ２ 全ての相続人（ᨺᲠした⪅等を㝖く。）の取得したಖ㝤㔠のྜィ㢠がಖ㝤㔠の非課

税限度㢠を㉸えるሙྜには、次の⟬ᘧにより⟬ฟした㔠㢠が、ྛ相続人の非課税の㢠

となる。 

（⟬ᘧ） 

ಖ㝤㔠の

非 課 税

限 度 㢠

 
� 

その相続人が取得したಖ㝤㔠のྜィ㢠

す࡭ての相続人（ᨺᲠした⪅等を㝖く）
が取得したಖ㝤㔠のྜィ㢠     

 ＝   

⑶ 㠀課税㝈ᗘ㢠ࢆ算ᐃするとࡁのࠕ法ᐃ相続人のᩘࠖとは 

 相続税法第15条第２項に規定する「相続人のᩘ」のことをいい、民法の規定による

「相続人のᩘ」と次のⅬで␗なっている（相法15②）。 

イ 相続のᨺᲠがあったሙྜには、そのᨺᲠがなかったものとする。 

ࣟ ⿕相続人に㣴Ꮚがいるሙྜには、次の༊ศにᛂࡌて、「法定相続人のᩘ」に⟬入

する㣴Ꮚのᩘが次の人ᩘに制限ࡉれる。 

(㺐) ⿕相続人にᐇᏊがいるሙྜ   １人 

(㺹) ⿕相続人にᐇᏊがいないሙྜ  ２人 

 このሙྜ、次の⪅はᐇᏊとࡳなして(㺐)又は(㺹)のᩘをィ⟬する（相法15ճ、相令３

の２）。   

① 特別㣴Ꮚ⦕⤌（民法817の２①）による㣴Ꮚとなった⪅ 

② 㓄അ⪅のᐇᏊで⿕相続人の㣴Ꮚとなった⪅ 

ճ 㓄അ⪅の特別㣴Ꮚ⦕⤌による㣴Ꮚとなった⪅で⿕相続人の㣴Ꮚとなった⪅ 

մ ᐇᏊ等の௦く相続人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その相続人の

非課税㔠㢠 
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㸦⾲）相続人のᩘの☜ᐃのࡵࡓの相続関係者の༊ศ⾲（第１㡰఩の相続人のሙྜ） 

相 続 関 係 ⪅ の ༊ ศ 民法上の相続人
相続税法上の 

法定相続人  

 相続ᶒをኻった⪅ � � 

 相続をᨺᲠした⪅ � ۑ 

そ 

の 

他 

の 

者 

 㓄അ⪅ ۑ ۑ 

子 

 ᐇᏊ ۑ ۑ 

㣴 

子 

特別㣴Ꮚ、㐃れᏊである㣴Ꮚ  ۑ ۑ

その௚の㣴Ꮚ 

１人又は２人  ۑ ۑ

上記以እ ۑ � 

（注）表の中のۑ༳はヱᙜ、�༳は非ヱᙜを示す。 

  ࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

   相令３の２、相基通３－１、３－２、12－㸶、12－９、15－１㹼15－７ 

 

࠙参考ࠚ 相続税法において、この「法定相続人のᩘ」（相続税法第15条第2項に規定する相続人の

ᩘ）を基礎としている規定は、次のとおり。 

① ⏕࿨ಖ㝤㔠等の非課税限度㢠のィ⟬（相法12①஬イ） 

② ㏥職手ᙜ㔠等の非課税限度㢠のィ⟬（相法12①භイ） 

ճ 遺産に係る基礎᥍㝖㢠のィ⟬（相法15①） 

մ 相続税の総㢠のィ⟬（相法16） 

 

㸲 相続人の取得しࡓ㏥⫋ᡭᙜ㔠等の୍ࡕ࠺ᐃの㔠㢠 

 ⿕相続人がṚஸしたため相続人又は相続人以እの⪅にᑐし、⿕相続人にᨭ⤥ࡉれる࡭

きであった㏥職手ᙜ㔠等がᨭ⤥ࡉれたሙྜには、その㏥職手ᙜ㔠等は、相続又は遺贈に

より取得したものとࡳなࡉれ相続税の課税ᑐ㇟となるが、⏕࿨ಖ㝤㔠等とྠᵝに相続人

（相続をᨺᲠした⪅又は相続ᶒをኻった⪅を㝖く。）に限り、取得した㏥職手ᙜ㔠等の

うち一定の㔠㢠は、非課税とࡉれている（相法12①භ）。 

 なお、非課税となる一定の㔠㢠のィ⟬᪉法及び㔠㢠は、３⑵とྠᵝである。 
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第５節 相続税の課税価᱁のィ⟬ 

 

１ 相続税の課税価᱁とは、どのようなものか。 

２ മ務᥍㝖のᑐ㇟となるものとは、ఱか。 

３ 相続㛤ጞ๓３年以ෆに⿕相続人から贈与をཷけていたሙྜの課税価᱁は、どのようになるか。 

 

１ 相続税の課税౯᱁ 

 ⿕相続人から相続又は遺贈により財産を取得したྛ人ࡈとの相続税の課税価᱁（ྛ人

の課税౯᱁）は、次のようにィ⟬し、ྛ人の課税価᱁をྜィしたものを「課税౯᱁のྜ

ィ㢠」という。 

 これを図示すると次のようになる。 

＋ ＋ － ＋ ＝

＋ ＋ =

（※）：非課税財産は除かれます。

各人 の課

税 価 格

課税 価格

の合 計額

各 人 の

課税 価格

各 人 の

課税 価格

各 人 の

課 税 価格

相続又は遺贈

により取得した

本来の財産の

価額（※）

相続又は遺贈

により取得した

とみなされる財

産の価額（※）

相続時精

算課税適

用財産の

価額

債務及

び葬式

費用

の額

被相続人から

の３年以内の

贈与財産

の価額

（注）相続税の⣡税⩏務⪅の中に、⿕相続人からの贈与について相続᫬⢭⟬課税の㐺用をཷけた⪅がいるときは、その

⪅が相続᫬⢭⟬課税の㐺用をཷけた贈与財産の価㢠（贈与᫬の価㢠）を課税価᱁にຍ⟬する（第５章「相続᫬⢭⟬

課税制度」(61࣮࣌ࢪ)を参↷）。 

࠙参考ࠚ 

  ௦ൾศ๭が行われたሙྜの課税価᱁ 

  ௦ൾศ๭とは、ඹྠ相続人又はໟᣓཷ遺⪅のうちの一㒊の⪅が遺産の現≀を取得し、௚の⪅にᑐしてമ務（௦ൾമ務）

を㈇ᢸする遺産ศ๭の手法である。 

例えば、ඹྠ相続人である⿕相続人のᏊ３人のうち、１人が㎰ᆅを相続し、㎰ᆅを相続したᏊが௚の２人にᑐして㔠

㖹（௦ൾ財産）を஺௜する（㔠㖹のᨭᡶമ務を㈇ᢸする）というようなศ๭᪉法である。 

  ௦ൾศ๭が行われたሙྜには、௦ൾ財産の஺௜をཷけた⪅及び஺௜をした⪅について、それࡒれ௦ൾ財産の価㢠をຍ

⟬、ῶ⟬して相続税の課税価᱁をồめる。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

   相基通11の２－９、11の２－10 

 

 

学習のポイント 
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２ 遺産ࡀᮍศ๭のሙྜの課税౯᱁ 

 相続税の課税価᱁は、遺産の総㢠を基にྛ相続人やཷ遺⪅ࡈとにィ⟬することとなっていることか

ら、相続が༢⊂相続であれば⡆༢であるが、相続人が２人以上いるሙྜには、ඹྠ相続人のうち、ㄡ

がどの財産を相続するかということがはっきりしないと課税価᱁がィ⟬できないこととなる。 

 一⯡的には、⿕相続人が遺言によりಶࠎの財産について、ㄡにいくらやるとᣦ定しておくことはࡲ

れであり、ࡲた、相続財産の中には、ᐙᒇなどのように直ちに遺産ศ๭が行われないものもᑡなくな

い。 

 そこで、相続税の⏦࿌書のᥦฟᮇ限ࡲでに遺産の全㒊又は一㒊がඹྠ相続人又はໟᣓཷ遺⪅によっ

てศ๭ࡉれていないሙྜには、そのศ๭ࡉれていない財産は、民法の規定による相続ศ（民法900㹽法

定相続ศ㹾、901㹽௦く相続人の相続ศ㹾、902㹽遺言による相続ศのᣦ定㹾、903㹽特別ཷ┈⪅の相続

ศ㹾）又はໟᣓ遺贈の๭ྜにᚑって、その財産を取得したものとして課税価᱁をィ⟬することとࡉれ

ている（相法55）。 

（注）非ᎠฟᏊの相続ศに係る平成25年９月４日௜の最㧗⿢ุ所のỴ定（㐪᠇ุ᩿）にకう相続税法

の取ᢅいについては、࠙ 参考３ 相続税法における民法第900条第４号ただし書๓ẁの取ᢅいに」ࠚ

ついて（平成25年９月４日௜最㧗⿢ุ所のỴ定をཷけたᑐᛂ）」（138࣮࣌ࢪ）を参↷。 

  ࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

   相基通11の２－２、55－１ 

 

３ 課税౯᱁のィ算の特౛ 

 相続財産のうち、相続人等の⏕活基┙の⥔ᣢに不可欠なものであることなどの理⏤か

ら課税価᱁のィ⟬上、次のような特例が設けられている。 

 これらの特例は、原則として、⣡税⪅の㑅ᢥによりいずれか一つのࡳ㐺用できるが、

⣡税⪅が㑅ᢥした小規ᶍᏯᆅ等の㠃✚が限度㠃✚に‶たないሙྜには、その‶たない㠃

✚に相ᙜする㒊ศを限度として特例のే用ができることとなっている（措法69の４②、

69の５մ、յ）。 

               

 

⣡税⪅の㑅ᢥ         

 

 

 

 ⑴ ᑠつᶍᏯᆅ等につ࠸ての相続税の課税౯᱁のィ算の特౛ 

イ 特౛の㊃᪨ 

 ⿕相続人等のᒃఫの用又は事業の用に౪ࡉれていたᏯᆅ等は、相続人等の⏕活基┙、♫఍的基

┙の⥔ᣢに不可欠なものであり、そのฎศに相ᙜの制⣙をཷけることを㓄៖して、一定の要௳を

‶たすときに限り、相続税の課税価᱁に⟬入す࡭き価㢠のィ⟬上、一定๭ྜをῶ㢠するというも

のである。 

ロ 特౛のෆᐜ 

 相続又は遺贈によって取得した財産のうちに、相続㛤ጞの直๓において⿕相続人等（⿕相続

小規ᶍᏯᆅ等についての相続税の課税価᱁のィ⟬の特例（措法69の４）

特定ィ⏬ᒣᯘ（᳃ᯘ施業ィ⏬の定められた༊ᇦෆの❧ᮌ࣭ᅵᆅ等） 

についての相続税の課税価᱁のィ⟬の特例（措法69の５） 
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人又は⿕相続人と⏕ィを一にしていた⿕相続人のぶ᪘をいう。）の事業の用又はᒃఫの用に౪ࡉ

れていたᏯᆅ等で、一定のᘓ≀等のᩜᆅの用に౪ࡉれているもの（特例ᑐ㇟Ꮿᆅ等）があるሙྜ

において、これらのᏯᆅ等を取得した全ての相続人等のྠ意により㑅ᢥしたもの（㑅ᢥ特例ᑐ㇟

Ꮿᆅ等）については、限度㠃✚ࡲでの㒊ศに限り、相続税の課税価᱁に⟬入す࡭き価㢠のィ⟬上、

次の༊ศにᛂࡌた๭ྜをῶ㢠する（措法69の４、措令40の２、措規23の２）。 

 

相続㛤ጞの直๓における 

Ꮿᆅ等の利用༊ศ 
要  ௳ 

限度 

㠃✚ 

ῶ㢠ࡉれ

る๭ྜ

⿕相続人等

の事業の用

に౪ࡉれて

いたᏯᆅ等 

㈚௜事業以እの事

業用のᏯᆅ等 
①

特ᐃ஦ᴗ⏝Ꮿᆅ等にヱᙜ

するᏯᆅ等 特定事

業用等

Ꮿᆅ等 

400੍ 80㸣

㈚௜事業用のᏯᆅ

等 

②

特ᐃྠ᪘఍♫஦ᴗ⏝Ꮿᆅ

等にヱᙜするᏯᆅ等 

（一定の法人の事業の用に౪

 （。れていたものに限るࡉ

400੍ 80㸣

ճ
㈚௜஦ᴗ⏝Ꮿᆅ等にヱᙜするᏯᆅ

等 
200੍ 50㸣

⿕相続人等のᒃఫの用に౪ࡉれて

いたᏯᆅ等 
մ

特ᐃᒃఫ⏝Ꮿᆅ等にヱᙜするᏯᆅ

等 
330੍ 80㸣

(注)１ 「Ꮿᆅ等」とは、ᘓ≀又は構⠏≀のᩜᆅの用に౪ࡉれているᅵᆅ又はᅵᆅの上にᏑするᶒ利（⪔作ᆅ及

び᥇ⲡᨺ∾ᆅを㝖く。）で、Ჴ༺資産及びこれに‽ずる資産にヱᙜしないものをいう。 

２ 「㈚௜事業」とは、不ື産㈚௜業、㥔㌴ሙ業、⮬㌿㌴㥔㌴ሙ業及び‽事業（事業と⛠するに⮳らない不

ື産の㈚௜けその௚これに㢮する行Ⅽで相ᙜのᑐ価を得て⥅続的に行うもの）をいう。 

３ 「㈚௜事業用Ꮿᆅ等」を㑅ᢥするሙྜの「限度㠃✚」については、次の⟬ᘧにより調ᩚが必要となる。 

  

「 特 定 事 業

用等Ꮿᆅ等」

の㠃✚ 

� 
200

㸩
「特定ᒃఫ用

Ꮿᆅ等」の㠃

✚ 

�
200

㸩
「㈚௜事業用

等Ꮿᆅ」の㠃

✚ 

ӌ 200੍  
400 330

 

４ 「特ᐃ஦ᴗ⏝Ꮿᆅ等」とは、相続㛤ጞの直๓において、⿕相続人等の事業（㈚௜事業を㝖く。）の用に

౪ࡉれていたᏯᆅ等で、次の要௳のいずれかを‶たすᙜヱ⿕相続人のぶ᪘が相続又は遺贈により取得した

ものをいう。 

    ⑴ ᙜヱぶ᪘が、相続㛤ጞの᫬から相続税の⏦࿌ᮇ限ࡲでの㛫にᙜヱᏯᆅ等の上でႠࡲれていた⿕相続人

の事業を引き⥅ࡂ、⏦࿌ᮇ限ࡲで引き続きᙜヱᏯᆅ等を᭷し、かつ、ᙜヱ事業をႠࢇでいること 

    ⑵ ᙜヱ⿕相続人のぶ᪘がᙜヱ⿕相続人と⏕ィを一にしていた⪅であって、相続㛤ጞ᫬から⏦࿌ᮇ限ࡲで

引き続きᙜヱᏯᆅ等を᭷し、かつ、相続㛤ጞ๓から⏦࿌ᮇ限ࡲで引き続きᙜヱᏯᆅ等を⮬ᕫの事業の用

に౪していること 

５ 「特ᐃྠ᪘఍♫஦ᴗ⏝Ꮿᆅ等」とは、相続㛤ጞの直๓から相続税の⏦࿌ᮇ限ࡲで、一定の法人の事業（㈚

௜事業を㝖く。）の用に౪ࡉれていたᏯᆅ等で、次の要௳の全てを‶たす⿕相続人のぶ᪘が相続又は遺贈

により取得したものをいう。 
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⑴ ᙜヱ法人のᙺ員（法人税法２条15号に規定するᙺ員(Ύ⟬人を㝖く。)）であること 

⑵ そのᏯᆅ等を⏦࿌ᮇ限ࡲで᭷していること 

ࠝ一定の法人の要௳ࠞ 

相続㛤ጞの直๓において、⿕相続人及びᙜヱ⿕相続人のぶ᪘その௚ᙜヱ⿕相続人と特別の関係のある

⪅が᭷するᰴᘧの総ᩘ又はฟ資の総㢠がᙜヱᰴᘧ又はฟ資に係る法人のⓎ行῭ᰴᘧの総ᩘ又はฟ資の

総㢠の50㸣を㉸える法人（Ύ⟬中の法人を㝖く。）であること 

㸴 「特ᐃᒃఫ⏝Ꮿᆅ等」とは、相続㛤ጞの直๓において、⿕相続人等のᒃఫの用（⿕相続人が⪁人࣮࣒࣍

等に入所したことによりᒃఫの用に౪ࡉれなくなったሙྜにおいて、一定の要௳を‶たすときは、ᙜヱ入

所によりᒃఫの用に౪ࡉれなくなる直๓のᙜヱ⿕相続人のᒃఫの用をྵࡴ。）に౪ࡉれていたᏯᆅ等（ᙜ

ヱᏯᆅ等が二以上あるሙྜには、一定の要௳を‶たす一のᏯᆅ等に限る。）で、ᙜヱ⿕相続人の㓄അ⪅又

は次の要௳のいずれかを‶たすᙜヱ⿕相続人のぶ᪘が相続又は遺贈により取得したものをいう。 

    ⑴ ᙜヱぶ᪘が相続㛤ጞの直๓においてᙜヱᏯᆅ等の上にᏑするᙜヱ⿕相続人のᒃఫの用に౪ࡉれてい

た一Ჷのᘓ≀（ᙜヱᘓ≀の構㐀上༊ศࡉれた⊂❧㒊ศがᙜヱぶ᪘のᒃఫの用に౪ࡉれているሙྜにおい

て、一定の要௳を‶たすときは、ᙜヱぶ᪘のᒃఫの用に౪ࡉれている㒊ศをྵࡴ。）にᒃఫしていた⪅

であって、相続㛤ጞ᫬から⏦࿌ᮇ限ࡲで引き続きᙜヱᏯᆅ等を᭷し、かつ、ᙜヱᘓ≀にᒃఫしているこ

と 

    ⑵ ᙜヱぶ᪘（ᙜヱ⿕相続人のᒃఫの用に౪ࡉれていたᏯᆅ等を取得した一定の⪅に限る。）が次の要௳

の全てを‶たすものをいう。 

① 相続㛤ጞ๓３年以ෆに相続税法の施行ᆅෆにあるᙜヱぶ᪘、ᙜヱぶ᪘の㓄അ⪅、ᙜヱぶ᪘の୕ぶ等

ෆのぶ᪘又はᙜヱぶ᪘と特別の関係がある法人が所᭷するᐙᒇにᒃఫしたことがないこと 

② ᙜヱ⿕相続人の相続㛤ጞ᫬にᙜヱぶ᪘がᒃఫしているᐙᒇを相続㛤ጞ๓のいずれの᫬においても

所᭷していたことがないこと 

ճ 相続㛤ጞ᫬から⏦࿌ᮇ限ࡲで引き続きそのᏯᆅ等を᭷していること 

    ⑶ ᙜヱぶ᪘がᙜヱ⿕相続人と⏕ィを一にしていた⪅であって、相続㛤ጞ᫬から⏦࿌ᮇ限ࡲで引き続き

ᙜヱᏯᆅ等を᭷し、かつ、相続㛤ጞ๓から⏦࿌ᮇ限ࡲで引き続きᙜヱᏯᆅ等を⮬ᕫのᒃఫの用に౪して

いること 

       ７ 「㈚௜஦ᴗ⏝Ꮿᆅ等」とは、⿕相続人等の事業（不ື産㈚௜業その௚政令で定めるものに限る。）の用

に౪ࡉれていたᏯᆅ等（相続㛤ጞ๓３年以ෆに᪂たに㈚௜事業の用に౪ࡉれたᏯᆅ等を㝖く。）で、次の

要௳のいずれかを‶たすᙜヱ⿕相続人のぶ᪘が相続又は遺贈により取得したもの(上記５の特定ྠ᪘఍♫

事業用Ꮿᆅ等にヱᙜするものを㝖く。)をいう。 

⑴  ᙜヱぶ᪘が、相続㛤ጞの᫬から⏦࿌ᮇ限ࡲでの㛫にᙜヱᏯᆅ等に係る⿕相続人の㈚௜事業を引き⥅ࡂ、

⏦࿌ᮇ限ࡲで引き続きᙜヱᏯᆅ等を᭷し、かつ、ᙜヱ㈚௜事業の用に౪していること 

⑵  ᙜヱ⿕相続人のぶ᪘がᙜヱ⿕相続人と⏕ィを一にしていた⪅であって、相続㛤ጞ᫬から⏦࿌ᮇ限ࡲで

引き続きᙜヱᏯᆅ等を᭷し、かつ、相続㛤ጞ๓から⏦࿌ᮇ限ࡲで引き続きᙜヱᏯᆅ等を⮬ᕫの㈚௜事業

の用に౪していること 
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 のᡭ続ࡵࡓるࡅ受ࢆ⏝㐺 ࣁ

この特例の㐺用をཷけるためには、相続税の⏦࿌書をᥦฟすることが必要である（措法69の４

ն）。 

れていない特例ࡉでに、ඹྠ相続人又はໟᣓཷ遺⪅によりศ๭ࡲた、原則として、⏦࿌ᮇ限ࡲ

ᑐ㇟Ꮿᆅ等については㐺用ࡉれないが、⏦࿌ᮇ限ࡲでにศ๭ࡉれなかったሙྜであっても、①⏦

࿌ᮇ限ᚋ３年以ෆにศ๭ࡉれたሙྜ、②⏦࿌ᮇ限ᚋ３年以ෆにศ๭できないことについて特別の

事᝟、例えば、遺産ศ๭につきッゴになっているሙྜにおいて、税務⨫㛗のᢎㄆをཷけ、一定の

ᮇ㛫ෆに遺産ศ๭が行われたときは、その㐺用がཷけられる(措法69の４մ)。 

 ࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

措通69の４－１㹼69の４－39 

 ⑵ 特ᐃィ⏬ᒣᯘにつ࠸ての相続税の課税౯᱁のィ算の特౛ 

イ 特౛の㊃᪨ 

 この特例は、᳃ᯘ施業の⥅続ᛶをᨭ᥼するほⅬから一定の᳃ᯘ⤒Ⴀィ⏬のᑐ㇟となるᒣᯘにつ

いて課税の㍍ῶを図るために設けられたものであり、⿕相続人のぶ᪘が⿕相続人から相続又は遺

贈により取得した財産のうちに᳃ᯘ⤒Ⴀィ⏬の定められた༊ᇦෆにᏑする❧ᮌ又はᅵᆅ等（ᅵᆅ

又はᅵᆅの上にᏑするᶒ利をいう。以ୗྠࡌ。）があるሙྜには、一定の要௳を‶たすときに限

り、相続税の課税価᱁に⟬入す࡭き価㢠のィ⟬において、その財産の価㢠の一定๭ྜをῶ㢠する

というものである。 

ロ 特౛のෆᐜ 

(㺐) 特定ィ⏬ᒣᯘ相続人等（措法69の５②୕）が相続又は遺贈（その相続に係る⿕相続人からの

贈与により取得した財産で相続᫬⢭⟬課税の㐺用をཷけるものに係る贈与をྵࡴ。）により取

得した特定ィ⏬ᒣᯘでこの特例の㐺用をཷけるものとして㑅ᢥをしたもの（㑅ᢥ特定ィ⏬ᒣᯘ）

について、その相続㛤ጞの᫬からその相続又は遺贈に係る相続税の⏦࿌書のᥦฟᮇ限ࡲで引き

続きその㑅ᢥ特定ィ⏬ᒣᯘの全てを᭷しているሙྜには、相続税の課税価᱁に⟬入す࡭き価㢠

のィ⟬上、５㸣をῶ㢠する（措法69の５①）。 

(㺹) 特定ィ⏬ᒣᯘ相続人等の⠊ᅖ 

 この特例の㐺用をཷけることができる「特定ィ⏬ᒣᯘ相続人等」とは、次の㸿又は㹀に掲げ

る⪅をいう（措法69の５②୕）。 

㸿 相続又は遺贈により特定᳃ᯘ⤒Ⴀィ⏬ᑐ㇟ᒣᯘ（措法69の５②一）を取得したಶ人で、相

続㛤ጞの᫬から相続税の⏦࿌ᮇ限ࡲで引き続き特定᳃ᯘ⤒Ⴀィ⏬ᑐ㇟ᒣᯘについてᕷ⏫ᮧ

㛗等のㄆ定をཷけた᳃ᯘ⤒Ⴀィ⏬に基づき施業を行っていること等一定の要௳を‶たすも

の 

㹀 贈与により特定ཷ贈᳃ᯘ⤒Ⴀィ⏬ᑐ㇟ᒣᯘ（措法69の５②二）を取得したಶ人で、その贈

与をཷけた特定ཷ贈᳃ᯘ⤒Ⴀィ⏬ᑐ㇟ᒣᯘについて相続᫬⢭⟬課税㐺用⪅であること等一

定の要௳を‶たすもの 
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(㺨) 特定ィ⏬ᒣᯘの⠊ᅖ 

 上記の「特定ィ⏬ᒣᯘ」とは、⿕相続人が相続㛤ጞ又は贈与の直๓にཷけていたᕷ⏫ᮧ等の

ㄆ定に係る᳃ᯘ⤒Ⴀィ⏬等の一定の❧ᮌ又はᅵᆅ等をいう（措法69の５②ᅄ）。 

 特౛のే⏝等 ࣁ

 この特例は、原則として、相続又は遺贈により財産を取得した⪅が、小規ᶍᏯᆅ等の相続税の

課税価᱁のィ⟬の特例（措法69の４①）の㐺用をཷけ、又はཷけているሙྜには㐺用ࡉれない。 

ただし、小規ᶍᏯᆅ等の㑅ᢥᏯᆅ等㠃✚が200੍未‶であるሙྜにおいて、㑅ᢥ特定ィ⏬ᒣᯘ

として㑅ᢥをするときは、次の⟬ᘧにより⟬ฟした価㢠に達するࡲでの㒊ศについて、特定ィ⏬

ᒣᯘについての相続税の課税価᱁のィ⟬の特例の㐺用をཷけることができる（措法69の５մ、յ）。 

 

 

 

 

㸲 相続᫬⢭算課税の㐺⏝財産౯㢠のຍ算等 

⿕相続人である特定贈与⪅から相続᫬⢭⟬課税の㐺用をཷける贈与により財産を取得した⪅に係る

相続税の課税価᱁は、次のとおりである。 

⑴ 相続ཪは遺贈にࡾࡼ財産ࢆ取得しࡓ者࡛࠶るሙྜ 

相続又は遺贈により財産を取得した⪅については、⿕相続人である特定贈与⪅から相続᫬⢭⟬課

税の㐺用をཷける贈与により取得した財産の価㢠を相続税の課税価᱁にຍ⟬した価㢠をもって、相

続税の課税価᱁とする（相法21の15①）。 

このሙྜ、ຍ⟬する「贈与により取得した財産の価㢠」は、その財産の贈与᫬の価㢠による（相

基通21の15－２）。 

⑵ 相続ཪは遺贈にࡾࡼ財産ࢆ取得しࡓࡗ࠿࡞者࡛࠶るሙྜ 

相続又は遺贈により財産を取得しなかった⪅については、⿕相続人である特定贈与⪅から相続᫬

⢭⟬課税の㐺用をཷける贈与により取得した財産を、相続又は遺贈により取得したものとࡳなして、

相続税の課税価᱁をィ⟬する（相法21の16①）。 

このሙྜ、課税価᱁に⟬入ࡉれる財産の価㢠は、贈与財産の贈与᫬の価㢠による（相法21の16ճ）。 

  (注) 相続᫬⢭⟬課税については、第５章「相続᫬⢭⟬課税制度」（61࣮࣌ࢪ）を参↷。 

 

㸳 മົ᥍㝖 

⑴ മົ 

   相続税の課税価᱁のィ⟬上、相続人又はໟᣓཷ遺⪅が㈇ᢸしたമ務の㔠㢠は、取得

財産の価㢠から᥍㝖ࡉれる（相法13）。 

イ മົ᥍㝖の対㇟と࡞るമົとは 

① 相続人又はໟᣓཷ遺⪅がᢎ⥅したമ務であること（相法13①） 

② ⿕相続人のമ務で相続㛤ጞの際現にᏑするもの（೉入㔠、未ᡶ㔠及びබ租බ課など。）であ

    
   200੍－㹀 

     200੍ 
  
 㸿㸸特定᳃ᯘ⤒Ⴀィ⏬ᑐ㇟ᒣᯘ及び特定ཷ贈᳃ᯘ⤒Ⴀィ⏬ᑐ㇟ᒣᯘの価㢠 
 㹀㸸㑅ᢥした小規ᶍᏯᆅ等の㠃✚ 

㸿� 
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ること（相法13①） 

ճ ☜ᐇとㄆめられるものであること（相法14①） 

（注）⿕相続人のබ租බ課は、そのṚஸの際⣡税⩏務が☜定しているもののほか、⿕相続人のṚ

ஸᚋ相続税の⣡税⩏務⪅が⣡௜し、又はᚩ཰ࡉれることとなった⿕相続人の所得にᑐする所

得税㢠等である。ただし、相続人の㈐めにᖐす࡭き事⏤により⣡௜し、又はᚩ཰ࡉれること

となったᘏ⁫税、ຍ⟬税などの㝃ᖏ税は㝖く（相令３）。 

ཱྀ മົ᥍㝖の対㇟と࠸࡞ࡽ࡞മົ 

⿕相続人のമ務であっても、相続税の非課税財産である①቎所、㟋びࡻう及び⚍具୪びにこれ 

らに‽ずるもの、②᐀ᩍ、ឿၿ、学⾡その௚බ┈を目的とする事業の用に౪する財産について、

これらの取得、⥔ᣢ又は⟶理のために⏕ࡌたമ務の㔠㢠は、その財産を課税価᱁に⟬入しないこ

ととのぢྜいで、᥍㝖しないこととࡉれている（相法13ճ）。 

     例えば、⿕相続人が⏕๓に㉎入した቎☃の未ᡶ௦㔠は、മ務᥍㝖のᑐ㇟とはならない。 

⑵ ⴿ式㈝⏝ 

 ⴿᘧ㈝用は、相続税の課税価᱁のィ⟬上、相続人又はໟᣓཷ遺⪅が㈇ᢸしたものを

᥍㝖することとࡉれている（相法13①二）。 

 ⴿᘧ㈝用は、⑴のമ務とは本㉁的に␗なり、本᮶、遺᪘が㈇ᢸす࡭きものであり᥍

㝖できないようにࡳられるが、相続㛤ጞにకう必↛的ฟ㈝であり、いわば相続財産そ

のものがᢸっている㈇ᢸともいえることを考៖して、᥍㝖することとࡉれている。 

イ മົ᥍㝖の対㇟と࡞るⴿ式㈝⏝とは 

相続税法では明☜な⠊ᅖを規定していないが、次のものがⴿᘧ㈝用として᥍㝖できる。 

① ⴿᘧⱝしくはⴿ㏦に際し、又はこれらの๓において、ᇙⴿ、ⅆⴿ、⣡㦵又は遺がいⱝしくは

遺㦵のᅇ㏦その௚に要した㈝用（௬ⴿᘧと本ⴿᘧとを行うものにあっては、その୧⪅の㈝用） 

② ⴿᘧに際し、施与した㔠ရで、⿕相続人の職業、財産その௚の事᝟に↷らして相ᙜ⛬度とㄆ

められるものに要した㈝用 

ճ ①又は②に掲げるもののほか、ⴿᘧの๓ᚋに⏕ࡌたฟ㈝で通ᖖⴿᘧにకうものとㄆめられる

もの 

մ Ṛ体のᤚ索又はṚ体ⱝしくは遺㦵の㐠ᦙに要した㈝用 

ཱྀ ⴿ式㈝⏝にはヱᙜしࡶ࠸࡞の 

① 㤶඾㏉れい㈝用 

② ቎☃、቎ᆅの㉎入㈝及び቎ᆅ೉入ᩱ 

ճ ึ୐日、その௚法要のための㈝用 

մ ་学上、⿢ุ上など特別のฎ置に要した㈝用 

(注) 制限⣡税⩏務⪅は、᥍㝖できるമ務の⠊ᅖが制限ࡉれているほか、ⴿᘧ㈝用についても᥍

㝖ᑐ㇟とならない。 

   ࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

   相基通13－１㹼13－㸴、14－1 
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㸴 相続㛤ጞ๓３ᖺ௨ෆに被相続人ࡽ࠿贈与ࢆ受ࡓࡅ者の課税౯᱁ 

⑴ つᐃのෆᐜ 

相続又は遺贈により財産を取得した⪅が、相続㛤ጞ๓３年以ෆに⿕相続人から贈与

をཷけていた財産（特定贈与財産を㝖く。）に限り、その贈与財産の価㢠（贈与᫬の

価㢠）を相続税の課税価᱁にຍ⟬する（相法19）。 

 特定贈与財産とは、贈与税の㓄അ⪅᥍㝖（相法21の6）のᑐ㇟となったཷ贈財産のうち、その㓄അ

⪅᥍㝖に相ᙜする㒊ศ（最㧗2�000୓෇）をいう（相法19②）。 

(注)１ 相続㛤ጞの年に⿕相続人から贈与により取得した財産で、相続税の課税価᱁にຍ⟬するも

のは、その年の贈与税の課税価᱁には⟬入しない（相法21の２մ）。 

２ ຍ⟬する贈与財産に課税ࡉれていた贈与税は、⟬ฟした相続税㢠から᥍㝖（贈与税㢠᥍㝖）

して二重課税を᤼㝖している。 

３ ⿕相続人から相続又は遺贈により財産を取得した⪅に限り、贈与財産をຍ⟬するので、相

続又は遺贈により財産を取得しなかった⪅（ࡳなし相続財産を取得した⪅を㝖く。）が、贈

与により取得した財産は、ຍ⟬しない。 

４ 相続税の課税価᱁にຍ⟬した贈与財産の価㢠からは、മ務᥍㝖はできない。 

  ࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

   相基通11の２－５、19－１㹼19－５、19－９ 

⑵ 相続㛤ጞ๓３ᖺ௨ෆとは 

 その相続の㛤ጞの日から㐳って３年目のᛂᙜ日からその相続㛤ጞの日ࡲでの㛫をいう。 

 

 

 

 

⑶ 課税౯᱁にຍ算する⌮⏤ 

 贈与税が相続税の補᏶税としてのᙺ๭をもつ意࿡においては、課税ࡉれた贈与税は、贈与⪅の相

続㛤ጞに係る相続税の課税上⢭⟬ࡉれる必要があり、その㊃᪨に基づき、相続㛤ጞ๓３年以ෆの贈

与財産の価㢠を相続税の課税価᱁にຍ⟬することとしたものである。 
   

Ṛஸ 相続㛤ጞ๓３年以ෆ

๓ࠎࠎ年 

９�10 

本年 

９�10 

๓年

９�10 

๓ࠎ年

９�10 
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第㸴節 遺産に係る基礎᥍㝖㢠と相続税の総㢠 

 

１ 遺産に係る基礎᥍㝖㢠は、どのようにィ⟬するのか。 

２ 相続税の総㢠は、どのようにィ⟬するのか。 

 

 

１ 遺産に係るᇶ♏᥍㝖㢠 

⑴ 遺産に係るᇶ♏᥍㝖㢠とは 

  「課税価᱁のྜィ㢠」から᥍㝖する㔠㢠で、いわば相続税の課税最ప限度㢠である。

遺産に係る基礎᥍㝖㢠よりも課税価᱁のྜィ㢠がᑡないሙྜには、相続税は課税ࡉれ

ない。 

⑵ 遺産に係るᇶ♏᥍㝖㢠のィ算 

  遺産に係る基礎᥍㝖㢠は、次の⟬ᘧによりィ⟬した㔠㢠である（相法15①）。 

 

（⟬ᘧ） 

遺産に係る基礎᥍㝖㢠＝3�000୓෇㸩（600୓෇�法定相続人のᩘ） 

 

  なお、「法定相続人のᩘ」は、第３章第４節３の(3)「非課税限度㢠を⟬定すると

きのࠗ法定相続人のᩘ࠘とは」（23࣮࣌ࢪ）で述࡭た法定相続人のᩘとྠࡌである。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

 相法15②、ճ、相基通15－１㹼15－７ 

 

２ 相続税の⥲㢠 

⑴ 相続税の⥲㢠とは 

相続税の総㢠は、ྠ一の⿕相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての⪅

に係る相続税の税㢠である。 

⑵ 相続税の⥲㢠のィ算 

①「課税価᱁のྜィ㢠」から「遺産に係る基礎᥍㝖㢠」を᥍㝖したṧ㢠（課税遺産

総㢠）をィ⟬し、②このṧ㢠を「法定相続人のᩘ」にᛂࡌた「法定相続ศ」(次のイ

参↷)により取得したものとしてあࢇศしたྛ取得㔠㢠をィ⟬し、ճそのྛ取得㔠㢠

に「相続税の㉸過⣼進税⋡」(次のࣟ参↷)を஌ࡌてィ⟬した㔠㢠をྜィして、「相続

税の総㢠」を⟬定する（相法16）。 

イ ࠕ法ᐃ相続人のᩘࠖにᛂࠕࡓࡌ法ᐃ相続ศࠖ 

「法定相続人のᩘ」は、上記１⑵の「法定相続人のᩘ」とྠࡌであり、㺀法定相続ศ㺁とは民法

の規定による法定相続ศ（民法900）及び௦く相続人の相続ศ（民法901）をいう。 

学習のポイント 
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「法定相続人のᩘ」にᛂࡌた「法定相続ศ」の例をᣲげれば、次のとおりである。 

  ࠙例１ࠚ  ⿕相続人      㛗⏨（ᨺᲠ） 

                  㛗ዪ 

        㓄അ⪅       二⏨ 

      ࠝ法定相続人のᩘࠞ ４人（㓄അ⪅、㛗⏨、㛗ዪ、二⏨） 

      ࠝ法定相続ศࠞ  㓄അ⪅㸸1�2、㛗⏨࣭㛗ዪ࣭二⏨㸸1�6 

 

 ࠙例２ࠚ   ∗                     

         ẕ        ⿕相続人      㛗⏨（ᨺᲠ）       

                            㛗ዪ（ᨺᲠ） 

                  㓄അ⪅       二⏨（ᨺᲠ） 

      ࠝ法定相続人のᩘࠞ  4人（㓄അ⪅、㛗⏨、㛗ዪ、二⏨） 

      ࠝ法定相続ศࠞ  㓄അ⪅㸸1�2、㛗⏨࣭㛗ዪ࣭二⏨㸸1�6 
 

 ࠙例３ࠚ                       Ꮮ 

        ⿕相続人      㛗⏨        Ꮮ 

                  㣴Ꮚ 

        㓄അ⪅       㣴Ꮚ 

                （注）  は、㣴Ꮚ⦕⤌を示す。 

      ࠝ法定相続人のᩘࠞ  ３人（㓄അ⪅、㛗⏨、㣴Ꮚ１人） 

      ࠝ法定相続ศࠞ  㓄അ⪅㸸1�2、㛗⏨㸸1�4、㣴Ꮚ１人㸸1�4 

 

࠙例４ࠚ                         Ꮮ 

        ⿕相続人       㛗⏨（Ṛஸ）      Ꮮ   

                   㣴Ꮚ 

        㓄അ⪅        㣴Ꮚ 

                  （注）  は、㣴Ꮚ⦕⤌を示す。 

      ࠝ法定相続人のᩘࠞ   ４人（㓄അ⪅、Ꮮ2人、㣴Ꮚ1人） 

      ࠝ法定相続ศ  ࠞ  㓄അ⪅1�2、㣴Ꮚ（Ꮮでない⪅）㸸1�6、㣴Ꮚ（Ꮮでもある⪅）㸸1�4、 

Ꮮ（㣴Ꮚでない⪅）㸸1�12 

 

（注）非ᎠฟᏊの相続ศに係る平成25年９月４日௜の最㧗⿢ุ所のỴ定（㐪᠇ุ᩿）にకう相続

税法の取ᢅいについては、࠙参考３ࠚ「相続税法における民法第900条第４号ただし書๓ẁ

の取ᢅいについて（平成25年９月４日௜最㧗⿢ุ所のỴ定をཷけたᑐᛂ）」（138࣮࣌ࢪ）

を参↷。 
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 ロ 相続税の㉸㐣⣼㐍税⋡ 

相続税の総㢠を⟬定する際に、法定相続ศにᛂࡌて取得したものとしてあࢇศし

たྛ取得㔠㢠に஌ずる相続税の㉸過⣼進税⋡は、次表のとおりである（相法16）。 

法 定 相 続 ศ に ᛂ ず る 取 得 㔠 㢠 税  ⋡ 

1�000୓෇以ୗの㔠㢠の㒊ศ 10㸣 

1�000୓෇を㉸え 3�000୓෇以ୗの㔠㢠の㒊ศ 15㸣 

3�000୓෇を㉸え 5�000୓෇以ୗの㔠㢠の㒊ศ 20㸣 

5�000୓෇を㉸え １൨෇以ୗの㔠㢠の㒊ศ 30㸣 

１൨෇を㉸え ２൨෇以ୗの㔠㢠の㒊ศ 40㸣 

２൨෇を㉸え ３൨෇以ୗの㔠㢠の㒊ศ 45㸣 

３൨෇を㉸え 㸴൨෇以ୗの㔠㢠の㒊ศ 50㸣 

㸴൨෇を㉸える㔠㢠の㒊ศ 55㸣 

   相続税の㉸過⣼進税⋡は、上記のとおりであるが、ᐇ務上は、次のような㏿⟬表によって税

㢠を⟬ฟしている。 

    相続税の㏿⟬表（平成27年１月１日以降㐺用） 

遺産に係る基礎᥍㝖㢠᥍㝖ᚋ
の法定相続人のྛ取得㔠㢠

税  ⋡ ᥍ 㝖 㢠 

1�000୓෇以ୗ 10㸣 - 
3�000୓෇以ୗ 15㸣 50୓෇ 

5�000୓෇以ୗ 20㸣 200୓෇ 

１൨෇以ୗ 30㸣 700୓෇ 

２൨෇以ୗ 40㸣 1�700୓෇ 

３൨෇以ୗ 45㸣 2�700୓෇ 

㸴൨෇以ୗ 50㸣 4�200୓෇ 

㸴൨෇㉸ 55㸣 7�200୓෇ 

（注）㏿⟬表の౑用᪉法 

法定相続ศにᛂずるྛ取得㔠㢠�税⋡－᥍㝖㢠＝税㢠 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

 相法16、相基通16－１、民法900、901 

 

࠙設例ࠚ 

 相続人㸿の法定相続ศにᛂずる取得㔠㢠を4�000୓෇として、相続税の㉸過⣼進税⋡を㐺用して、

⟬ฟ税㢠をィ⟬しなࡉい。 

࠙設例ࠚ 

 相続人㸿の法定相続ศにᛂずる取得㔠㢠を4�000୓෇として、相続税の㉸過⣼進税⋡を㐺用して、

⟬ฟ税㢠をィ⟬しなࡉい。 

 ࠚ⟆࠙

（1000୓෇以ୗ）      10�000�000෇�10㸣＝1�000�000෇ ���� ① 

（1000୓෇㉸3�000୓෇以ୗ） 20�000�000෇�15㸣＝3�000�000෇ ���� ② 

（3�000୓෇㉸5�000୓෇以ୗ）10�000�000෇�20㸣＝2�000�000෇ ���� ճ 

①㸩②㸩ճ＝6�000�000෇となる。 

 

 

 ࠚ⟆࠙

（1000୓෇以ୗ）      10�000�000෇�10㸣＝1�000�000෇ ���� ① 

（1000୓෇㉸3�000୓෇以ୗ） 20�000�000෇�15㸣＝3�000�000෇ ���� ② 

（3�000୓෇㉸5�000୓෇以ୗ）10�000�000෇�20㸣＝2�000�000෇ ���� ճ 

①㸩②㸩ճ＝6�000�000෇となる。 
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【解説】

実務上、法定相続分に応ずる各取得金額を、上記のように、階級別に分けて累進税率を乗じて算

出することは、手数がかかるので「相続税の速算表」により算出することとしている。

上記、取得金額 万円の例では、

円× ％－ 円＝ 円と計算する。

この場合の控除額 円は、一律に ％の率を乗ずることにより過大となる部分を調整す

るためのものである。

この過大となる部分は、次の計算により求められる。

（ 万円以下）

円×（ ％－ ％）＝ 円 ①

（ 万円超 万円以下）

円×（ ％－ ％）＝ 円 ②

①＋②＝ 円

（参考）

相 続 人 等 甲 乙 丙 各人の合計

本 来 の 相 続 財 産 ① ② ③ ①＋②＋③

み な し 相 続 財 産 ④ ⑤ ⑥ ④＋⑤＋⑥ 以下同じ

債 務 ・ 葬 式 費 用 ⑦ ⑧ ⑨

３ 年 内 贈 与 加 算 ⑩ ⑪ ⑫

課 税 価 格

（千円未満切捨て）
①＋④－⑦＋⑩＝⑬ ②＋⑤－⑧＋⑪＝⑭ ③＋⑥－⑨＋⑫＝⑮ イ

基 礎 控 除 万円＋ 万円×法定相続人の数 ロ

課 税 遺 産 総 額 イ－ロ ハ

法 定 相 続 分 ニ ホ ヘ １

法定相続分に応ずる取得金額

（千円未満切捨て）
ハ×ニ＝ト ハ×ホ＝チ ハ×ヘ＝リ

相続税の総額の基となる税額 ト×税率 チ×税率 リ×税率
相続税の総額

百円未満切捨て
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第７節 ྛ相続人等の相続税㢠 

 

１ ྛ相続人等の相続税㢠とは、どのようなものか。 

２ あࢇศ๭ྜは、どのようにィ⟬するか。 

 

１ ྛ相続人等の相続税㢠 

 相続税の総㢠をㄡがいくら㈇ᢸす࡭きか、この㈇ᢸの๭ྜィ⟬を行うことが必要にな

る。ྛ相続人又はཷ遺⪅の相続税㢠（⟬ฟ税㢠）は、相続税の総㢠を基に次により⟬ฟ

する（相法17）。 

（⟬ᘧ）   
 

  

 
相続税
の総㢠 

�  
ྛ人の課税価᱁ 

＝
ྛ相続人又はཷ
遺⪅の相続税㢠 課税価᱁のྜィ㢠 

  
 

    
あࢇศ๭ྜ 

  （⟬ฟ税㢠） 

 

 ศ๭ྜࢇ࠶ ２

 「ྛ人の課税価᱁」が「課税価᱁のྜィ㢠」のうちに༨める๭ྜ（あࢇศ๭ྜ）に小

ᩘⅬ２఩未‶の➃ᩘが⏕ࡌたሙྜには、ྛ相続人等の全員が㑅ᢥした᪉法により、その

ྜィ್が１になるように➃ᩘを調ᩚしてྛ相続人等の相続税㢠をィ⟬してᕪしᨭえな

いものとࡉれている。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

 相基通17－１ 

（参考）（336の参考の続き） 

相 続 人 等 ⏥ எ ୤ ྛ人のྜィ 

相続税の総㢠の基となる税㢠 ト�税⋡ チ�税⋡ ࣜ�税⋡ 
相続税の⥲㢠 

(ⓒ෇ᮍ‶ษᤞて�

あ ࢇ ศ ๭ ྜ ս¹イ＝ࢾ վ¹イ＝ࣝ տ¹イ＝ࣤ １ 

⟬ ฟ 税 㢠 相続税の総㢠ࢾ�＝ր 相続税の総㢠�ࣝ＝ց 相続税の総㢠�ࣤ＝ւ ր㸩ց㸩ւ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習のポイント 
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【設例】 各相続人等の相続税額の計算

被相続人 長男Ｂ

長女Ｃ

配偶者Ａ 二男Ｄ

被相続人は、財産 万円（債務と葬式費用控除後の金額）を残して死亡した。

配偶者Ａが 万円、Ｂが 万円、Ｃが 万円、Ｄが 万円の財産を取得した場合

の遺産に係る基礎控除の額及び相続税の総額並びに各相続人等の相続税額を計算しなさい。

【答】

１ 遺産に係る基礎控除の額

万円＋（ 万円×４人）＝ 万円

２ 課税遺産総額

万円－ 万円＝ 万円

３ 相続税の総額の計算

各相続人の民法の規定（この設例の場合第 条）の相続分に応ずる取得金額は、

配偶者Ａ 万円× ／ ＝ 万円

Ｂ、Ｃ、Ｄ 万円× ／ × ／ ＝ 万円

となり、これに相続税の速算表の率を適用した金額を合計すると

配偶者Ａ 万円× ％－ 万円＝ 万円

Ｂ、Ｃ、Ｄ 万円× ％－ 万円＝ 万円

万円＋ 万円×３人＝ 万円

４ 相続税のあん分割合

（相続人）（課税価格） （課税価格の合計額）（あん分割合）

Ａ 万円 ÷ 万円 ＝

Ｂ 万円 ÷ 万円 ＝

Ｃ 万円 ÷ 万円 ＝

Ｄ 万円 ÷ 万円 ＝

あん分割合の合計 ＝

５ 各相続人等の相続税額

（相続人）（相続税の総額）（あん分割合）（各相続人等の相続税額）

Ａ 万円 × ＝ 円

Ｂ 万円 × ＝ 円

Ｃ 万円 × ＝ 円

Ｄ 万円 × ＝ 円
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第㸶節 ྛ相続人等の⣡௜す࡭き相続税㢠 

 

１ 相続税㢠のຍ⟬とは、どのようなものか。 

２ 税㢠᥍㝖（贈与税㢠᥍㝖、㓄അ⪅にᑐする相続税㢠の㍍ῶ、未成年⪅᥍㝖、㞀ᐖ⪅᥍㝖、

相次相続᥍㝖、在እ財産にᑐする税㢠᥍㝖）とは、どのようなものか。 

 

１ 相続税㢠のຍ算 

⿕相続人から相続又は遺贈により財産を取得した⪅が⿕相続人との⾑⦕関係のⷧい⪅であるሙྜや

全く⾑⦕関係がない⪅であるሙྜには、その財産の取得にはഅ↛ᛶがᙉく、ࡲた、⿕相続人がᏊを㉺

えてᏞに財産を遺贈するሙྜには、相続税の課税を１ᅇචれることになるため、一定の財産取得⪅に

ついては、⟬ฟ税㢠にその２๭相ᙜ㢠をຍ⟬した㔠㢠をもってその⪅の⣡௜す࡭き相続税㢠とࡉれて

いる（相法18）。 

⑴ ຍ算の対㇟者 

次のいずれかにヱᙜする⪅以እの⪅である。 

イ ⿕相続人の一ぶ等の⾑᪘ 

このሙྜの「一ぶ等の⾑᪘」については、次のⅬに留意する。 

(㺐) ⿕相続人の直⣔༝属が相続㛤ጞ以๓にṚஸし、又は相続ᶒをኻったため、௦く相続人となっ

たᙜヱ⿕相続人の直⣔༝属をྵࡴ（相法18①かっこ書）。 

(㺹) ⿕相続人の直⣔༝属（௦く相続人である⪅を㝖く。）が⿕相続人の㣴Ꮚとなっているሙྜの

その㣴Ꮚ（民法上⿕相続人の一ぶ等の法定⾑᪘にヱᙜする。）はྵࡲれない（相法18②）。 

ࣟ ⿕相続人の㓄അ⪅ 

⑵ ຍ算㢠 

その⪅の⟬ฟ税㢠の100ศの20に相ᙜする㔠㢠である。 

なお、相続㛤ጞの᫬において上記⑴の「一ぶ等の⾑᪘」にヱᙜしない⪅が、相続᫬⢭⟬課税㐺用

⪅であるሙྜは、⿕相続人の一ぶ等の⾑᪘であったᮇ㛫ෆに⿕相続人からの贈与により取得した相

続᫬⢭⟬課税の㐺用をཷける財産にᑐᛂする相続税㢠については、ຍ⟬のᑐ㇟とならない（相法21

の15②、21の16②、相令5の2）。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ   

相基通18－１㹼18－５ 

 

学習のポイント 

持出可



第３章 相続税の課税価᱁と税㢠 

－40－ 

２ ᬺᖺ課税ศの贈与税㢠᥍㝖 

 相続又は遺贈により財産を取得した⪅が、相続㛤ጞ๓３年以ෆに⿕相続人から贈与をཷけていた財

産の価㢠は、その⪅の相続税の課税価᱁にຍ⟬して相続税をィ⟬することから、ຍ⟬した贈与財産に

課税ࡉれていた贈与税相ᙜ㢠を⟬ฟ税㢠（上記１の相続税㢠のຍ⟬をしたᚋの税㢠）から᥍㝖する（相

法19①ᣓᘼ書）。これは、贈与財産に課ࡉれた贈与税と相続税の課税価᱁࡬のຍ⟬による相続税との

二重課税を᤼㝖するものである。 

 ࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

  相令４、相基通19－１㹼19－７ 

３ 㓄അ者に対する相続税㢠の㍍ῶ  

⿕相続人の㓄അ⪅については、その課税価᱁が、課税価᱁のྜィ㢠のうち㓄അ⪅に係

る法定相続ศ相ᙜ㢠ࡲでであるሙྜ、又は、１൨6�000୓෇以ୗであるሙྜには、税㢠

᥍㝖により⣡௜す࡭き相続税㢠が⟬ฟࡉれないこととࡉれている。この税㢠᥍㝖を「㓄

അ⪅にᑐする相続税㢠の㍍ῶ」という（相法19の２①）。 

この㍍ῶ措置は、①㓄അ⪅による財産の取得は、ྠ一ୡ௦㛫の財産⛣㌿であり、㐲か

らず次の相続が⏕ࡌて、その際、相続税が課税ࡉれることになるのが通ᖖであること、

②㛗年ඹྠ⏕活をႠࢇできた㓄അ⪅にᑐする㓄៖、ճ遺産の⥔ᣢᙧ成にᑐする㓄അ⪅の

㈉⊩等を考៖して設けられたものである。  

 なお、相続又は遺贈により財産を取得した⪅が、㞃ⶸ௬⿦行Ⅽに基づき相続税の⏦࿌

をしていた（又はしていなかった）ሙྜには、その㞃ⶸ௬⿦行Ⅽによる㒊ศについては、

この規定は㐺用ࡉれない（相法19の２յ、ն）。 

⑴ 㐺⏝対㇟と࡞る㓄അ者 

この㍍ῶ措置の㐺用をཷけられるのは、⿕相続人の㓄അ⪅であり、↓制限⣡税⩏務

⪅、制限⣡税⩏務⪅の別を問わない。ࡲた、㓄അ⪅が相続をᨺᲠしても㐺用がある。 

この㓄അ⪅は、法律上の፧ጻのᒆฟをした⪅に限られるから、いわࡺるෆ⦕の㓄അ

⪅には㐺用がない。 

⑵ ㍍ῶࢀࡉる㓄അ者の相続税㢠の算式 

相続税の総㢠（㓄അ⪅の㞃ⶸ௬
⿦行Ⅽに基づく㔠㢠を課税価᱁か
ら㝖いてィ⟬）

次のイ又はࣟのうちいずれかᑡない㔠㢠

課税価᱁のྜィ㢠（㓄അ⪅の㞃ⶸ௬⿦行Ⅽ
に基づく㔠㢠を㝖いた㔠㢠）

�

 

イ 課税価᱁のྜィ㢠（㓄അ⪅の課税価᱁に⟬入ࡉれるもののうち、㞃ⶸ௬⿦行Ⅽに基づく㔠㢠を

㝖く。）に㓄അ⪅の法定相続ศ（相続のᨺᲠがあったሙྜには、そのᨺᲠがなかったものとした

ሙྜの相続ศ）を஌ࡌた㔠㢠又は１൨6�000୓෇のいずれか多い㔠㢠 

ࣟ 㓄അ⪅の課税価᱁（㓄അ⪅の課税価᱁に⟬入ࡉれるもののうち、㞃ⶸ௬⿦行Ⅽに基づく㔠㢠を

㝖く。） 
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࠙参考ࠚ 

  次によりồめた㔠㢠(%)が、㓄അ⪅にᑐする相続税㢠の㍍ῶ㢠となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 㐺⏝ࢆ受ࡅるࡵࡓのᡭ続 

  ⣡௜す࡭き税㢠の᭷↓に関係なく、相続税の⏦࿌書（ᮇ限ᚋ⏦࿌書及びಟ正⏦࿌書

をྵࡴ。）又は᭦正のㄳồ書をᥦฟすることが必要である（相法19の２ճ）。 

㓄അ⪅にᑐする相続税㢠の㍍ῶの規定は、原則として⏦࿌ᮇ限ࡲでに遺産ศ๭など

により㓄അ⪅がᐇ際に取得したものに限って㐺用ࡉれ、未ศ๭の財産については、㐺

用ࡉれない。 

  なお、⏦࿌ᮇ限ࡲでに遺産ศ๭が行われなかったሙྜであっても、①⏦࿌ᮇ限ᚋ３

年以ෆに遺産ศ๭が行われたሙྜ、②⏦࿌ᮇ限ᚋ３年以ෆに遺産ศ๭ができないこと

について特別の事᝟、例えば、遺産ศ๭につきッゴになっているሙྜにおいて、税務

⨫㛗のᢎㄆをཷけ、一定のᮇ㛫ෆに遺産ศ๭が行われたときはその㐺用がཷけられる

（相法19の２②）。 

 ࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

  相令４の２、相基通19の２－１㹼19の２－19 

 

㸲 ᮍᡂᖺ者᥍㝖 

 相続又は遺贈により財産を取得した⪅が、⿕相続人の法定相続人で、かつ、未成年⪅

であるሙྜには、その⪅の⟬ฟ税㢠から‶20ṓに達するࡲでの１年につき10୓෇を஌ࡌ

た㔠㢠を᥍㝖する（相法19の３）。 

（⟬ᘧ） 

10୓෇�（20ṓ－その未成年⪅の年㱋）＝未成年⪅᥍㝖㢠 

 年ᩘのィ⟬にᙜたっては、20ṓに達するࡲでの年ᩘに１年未‶の➃ᩘがあるときは、

これを１年としてィ⟬する。 

（例）20ṓ－15ṓ７か月＝４年５か月͐͐͐５年 

10୓෇�５年＝50୓෇（᥍㝖㢠） 

 したがって、‶20ṓに達するࡲでの年ᩘをィ⟬するには、20年からその未成年⪅の‶

年令を᥍㝖すればよいことになる。 

 未成年⪅᥍㝖㢠は、ࡲず、未成年⪅の⟬ฟ税㢠から᥍㝖ࡉれるが、その⪅から᥍㝖し

∥

յ－(%) 㓄അ⪅の税㢠㍍ῶ㢠

いずれか

多い㔠㢠
いずれか

ᑡない㔠㢠（$)

մ 相続税の総㢠�

① 課税価᱁のྜィ㢠�法定相続ศ＝

② １൨6�000୓෇

ճ
㓄അ⪅の課税価᱁

（ᐇ際取得㢠）

いずれか

ᑡない㔠㢠（%)

ն 㓄അ⪅の⣡௜す࡭き相続税㢠

課税価᱁のྜィ㢠

（$）
＝

յ 㓄അ⪅の⟬ฟ税㢠－贈与税㢠᥍㝖 ＝

＝
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きれない᥍㝖不㊊㢠は、その⪅のᢇ㣴⩏務⪅（㓄അ⪅及び民法第877条に規定するぶ᪘

をいう。以ୗྠࡌ。）（相法１の２一）の相続税㢠から᥍㝖ࡉれる。ᢇ㣴⩏務⪅が２人

以上いるሙྜは、ᢇ㣴⩏務⪅全員の༠㆟により定める。 

（注） 㐺用ᑐ㇟⪅ 

① ↓制限⣡税⩏務⪅であること 

② ⿕相続人の法定相続人であること 

ճ 20ṓ未‶であること 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

 相令４の３、相基通１の２－１、19の３－１㹼19の３－㸴 

  

㸳 㞀ᐖ者᥍㝖 

 相続又は遺贈により財産を取得した⪅が、⿕相続人の法定相続人で、かつ、85ṓ未‶の㞀ᐖ⪅であ

るሙྜには、その⪅の⟬ฟ税㢠から‶85ṓに達するࡲでの１年につき10୓෇（特別㞀ᐖ⪅は20୓෇）

を஌ࡌた㔠㢠を᥍㝖する（相法19の４）。 

（⟬ᘧ） 

   㞀ᐖ⪅のሙྜ   10୓෇�（85ṓ－その㞀ᐖ⪅の年㱋） 

             ＝㞀ᐖ⪅᥍㝖㢠 

   特別㞀ᐖ⪅のሙྜ 20୓෇�（85ṓ－その㞀ᐖ⪅の年㱋） 

             ＝㞀ᐖ⪅᥍㝖㢠 

 年ᩘのィ⟬に１年未‶の➃ᩘがあるときは、未成年⪅᥍㝖のሙྜとྠᵝに、これを１年としてィ⟬

する。 

 㞀ᐖ⪅᥍㝖の᥍㝖不㊊㢠が⏕ࡌたときの取ᢅいも、未成年⪅᥍㝖のሙྜとྠᵝである。 

（注）１ 㐺用ᑐ㇟⪅ 

① ᒃఫ↓制限⣡税⩏務⪅であること 

② ⿕相続人の法定相続人であること 

ճ  85ṓ未‶の⪅で、かつ、㞀ᐖ⪅にヱᙜすること 

２ 㞀ᐖ⪅࣭特別㞀ᐖ⪅ 

㞀ᐖ⪅（一⯡㞀ᐖ⪅）とは、⢭⚄又は㌟体に㞀ᐖのある⪅で一定のものをいい、特別㞀ᐖ⪅とは、㞀ᐖ⪅のうち、

⢭⚄上の㞀ᐖにより事理をᘚ識する⬟ຊを欠くᖖἣにある⪅など、⢭⚄又は㌟体に重度の㞀ᐖがある⪅で一定のも

のをいう。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

 相令４の４、相基通19の４－１㹼19の４－㸴 

 

㸴 相ḟ相続᥍㝖 

 相続税は、相続又は遺贈により財産を取得したሙྜに課税ࡉれることから、▷ᮇ㛫に続けて相続の

㛤ጞがあったሙྜには、ྠ一の財産についてその㒔度相続税が課税ࡉれ、㛗ᮇ㛫にわたり相続の㛤ጞ

がなかったሙྜにẚ࡭、ⴭしい税㈇ᢸのᕪ␗が⏕ࡌる。 

 このため、10年以ෆに２ᅇ以上相続が㛤ጞし、相続税が課ࡏられるሙྜには、๓ᅇの相続につき課

られる相続税㢠から᥍㝖し、その㈇ᢸの㍍ῶࡏられた税㢠の一定๭ྜ相ᙜ㢠を、ᚋの相続の際に課ࡏ

を図ることとしている（相法20）。 
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        㹁    㹂   10－㹃 

㸿�    �   �    ＝᥍㝖㢠 
       㹀－㸿    㹁    10 

 

           㹁       100        100 
（注）１ 上記⟬ᘧ中の   の๭ྜが   を㉸えるときは   としてィ⟬する。 
           㹀－㸿          100                100 

２ ⟬ᘧ中の符号は、次のとおりである。 

㸿㸸第二次相続に係る⿕相続人が第一次相続により取得した財産につき課ࡏられた相続税 

  㢠 

㹀㸸第二次相続に係る⿕相続人が第一次相続により取得した財産の価㢠（മ務᥍㝖ᚋ） 

㹁㸸第二次相続により相続人及びཷ遺⪅の全員が取得した財産の価㢠（മ務᥍㝖ᚋ） 

㹂㸸第二次相続によりその᥍㝖ᑐ㇟⪅が取得した財産の価㢠（മ務᥍㝖ᚋ） 

㹃㸸第一次相続㛤ጞの᫬から第二次相続㛤ጞの᫬ࡲでのᮇ㛫に相ᙜする年ᩘ（1年未‶の➃

ᩘはษᤞて） 

このሙྜ、相次相続᥍㝖の㐺用をཷけることができる⪅は、⿕相続人の相続人に限られ、相続人以

እの⪅には㐺用ࡉれない。この相続人とは、民法に規定する相続人をいう。 

したがって、相続をᨺᲠした⪅及び相続ᶒをኻった⪅については、相続人ではないから、たとえそ

の⪅が遺贈により取得した財産があるሙྜでも、この規定の㐺用はない。 

（注） 㐺用要௳ 

① ⿕相続人の相続人であること 

② その相続の㛤ጞ๓10年以ෆに㛤ጞした相続によりその相続の⿕相続人が財産を取得していること 

ճ その相続の㛤ጞ๓10年以ෆに㛤ጞした相続により取得した財産について⿕相続人にᑐし相続税が課税ࡉれたこ

と 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

 相基通20－１㹼20－４ 

 

㸵 ᅾእ財産に対する相続税㢠の᥍㝖㸦እᅜ税㢠᥍㝖） 

 相続又は遺贈により法施行ᆅእにある財産を取得したሙྜにおいて、その財産にᑐしてእ国の法令

によりᡃが国の相続税に相ᙜする税が課ࡏられたときには、その課ࡏられた相続税に相ᙜする㔠㢠は、

その⪅の⟬ฟ税㢠から᥍㝖する（相法20の２）。 

 これは、いわࡺる国際二重課税の⦆和規定である。 

（注） ᥍㝖ᑐ㇟⪅ 

እ国税㢠᥍㝖の㐺用をཷけることができる⪅は、次の要௳にヱᙜする⪅である。 

① 相続又は遺贈（相続㛤ጞの年にその相続に係る⿕相続人からཷけた贈与をྵࡴ。）により財産を取得したこと 

② 取得した財産は、法施行ᆅእに所在するものであること 

ճ 取得した財産について、その財産の所在ᆅ国において相続税に相ᙜする税が課税ࡉれたこと 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

 相基通20の２－１、20の２－２ 
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㸶 相続᫬⢭算課税制ᗘにࡅ࠾る贈与税㢠の᥍㝖 

第５章「相続᫬⢭⟬課税制度」第３節（65࣮࣌ࢪ）参↷。 

 

㸷 相続税の税㢠᥍㝖等の㡰ᗎ 

 

ྛ相続人等の相続税㢠  

  Ў  

相続税㢠のຍ⟬（２๭） 㓄അ⪅又は一ぶ等の⾑᪘以እの⪅ 

  Ў  

①ᬺ年課税ศの贈与税㢠᥍㝖  

  Ў  

②㓄അ⪅にᑐする相続税㢠の㍍ῶ 㓄അ⪅ 

  Ў  

ճ未成年⪅᥍㝖 制限⣡税⩏務⪅以እの⪅ 

  Ў  

մ㞀ᐖ⪅᥍㝖 ᒃఫ↓制限⣡税⩏務⪅及び特定⣡税⩏務⪅ 

  Ў  

յ相次相続᥍㝖  

  Ў  

նእ国税㢠᥍㝖 ↓制限⣡税⩏務⪅ 

  Ў  

շ相続᫬⢭⟬課税の㐺用をཷけた

贈与に係る贈与税㢠の᥍㝖 
相続᫬⢭⟬課税㐺用⪅ 

（注） ①からնࡲでの᥍㝖においては、ඛ㡰఩の᥍㝖をして、相続税㢠が㞽となるሙྜ又はᙜヱ᥍㝖の㔠㢠が᥍㝖しき

れないሙྜは、ᚋ㡰఩の᥍㝖をすることなく、その⪅の⣡௜す࡭き相続税㢠はないものとなる。 

なお、շの᥍㝖において、相続税㢠から᥍㝖しきれない贈与税相ᙜ㢠については、㑏௜をཷけることができる（相

法27ճ、33の２）。 

 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

 相基通20の２－４ 
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第４章 贈与税の課税価᱁と税㢠 

第１節 課税原ᅉ 

 贈与税は、贈与（Ṛᅉ贈与を㝖く。）により財産を取得したሙྜ、その取得という事ᐇ

を課税原ᅉとしている。贈与とは、民法上の贈与ዎ⣙をいい、そのෆ容は民法に規定ࡉれ

ている。 

 

１ どのようなሙྜに贈与となるか。 

２ 贈与の᫬ᮇはいつか。 

 

 

１ 贈与のෆᐜ 

⑴ 贈与とは 

 贈与とは、ᙜ事⪅の一᪉が⮬ᕫの財産を↓ൾで相手᪉に与えるという意思を表示し、

相手᪉がこれをཷㅙすることによって成❧するዎ⣙である（民法549㹽贈与㹾）。 

⑵ 贈与の方法 

 贈与は、書㠃によるものと書㠃によらないものとがある。書㠃による贈与は、これを᧔ᅇするこ

とができないのにᑐし、書㠃によらない贈与は、᪤にᒚ行した㒊ศを㝖き、いつでも᧔ᅇすること

ができる（民法550㹽書㠃によらない贈与の᧔ᅇ㹾）。 

⑶ 贈与の特Ṧᙧែ 

① ᐃ ᮇ 贈 与͐͐定ᮇ⤥௜を目的とする贈与（例えば、ẖ月一定㢠を贈与する。） 

② ㈇ᢸ௜贈与͐͐贈与をཷけた⪅に一定の⤥௜をなす࡭き⩏務を㈇わࡏる贈与（例えば、評価㢠 

４൨෇のᅵᆅを贈与する௦わりに೉入㔠２൨෇を㈇ᢸࡏࡉるሙྜなど。） 

ճ Ṛ ᅉ 贈 与͐͐贈与⪅のṚஸによりຠຊを⏕ずる贈与（相続税の課税ᑐ㇟となる。） 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

民法552㹼554、相基通１の３࣭１の４ඹ－㸶 

 

２ 財産のྡ⩏ኚ᭦等と贈与 

 贈与は、通ᖖ、ぶ᪘その௚特Ṧ関係がある⪅相஫㛫において行われることが多く、しかも大㒊ศが

書㠃によらないで行われるので、財産のྡ⩏ኚ᭦が行われたሙྜであっても、贈与にヱᙜするかྰか

のุ᩿はᅔ㞴である。 

 しかし、財産のྡ⩏ኚ᭦は、᪂たにその所᭷ᶒを取得した⪅が第୕⪅にᑐし、所᭷ᶒを୺ᙇするた

めに行われるሙྜがほとࢇどであり、一⯡的にྡ⩏人が所᭷ᶒ⪅と᥎定ࡉれている。 

 このようなことから、贈与税では、不ື産やᰴᘧ等のྡ⩏ኚ᭦が行われたሙྜにおいて、ᑐ価のᤵ

学習のポイント 
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ཷが行われていないとき又は௚人ྡ⩏で᪂たに不ື産やᰴᘧ等を取得したときには、原則として、そ

れらの財産は、そのྡ⩏人となった⪅が贈与をཷけたものとして取りᢅわれる。 

 ただし、これらの行Ⅽが贈与の意思に基づくものではなく、௚のやࡴを得ない理⏤に基づいて行わ

れたことが明らかなሙྜには、その財産について贈与税が課税ࡉれる๓に、その財産のྡ⩏をᐇ際の

所᭷⪅のྡ⩏にしたときに限り、贈与がなかったものとして取りᢅわれる。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

相基通９－９、昭39�５�23௜直審(資)22࣭直資68 

 

３ 贈与の᫬ᮇ 

 贈与税は、贈与により取得した財産にᑐして課税ࡉれるが、贈与の᫬ᮇがいつであるかということ

は、⣡税⩏務の成❧の᫬ᮇ、その財産の評価の᫬ᮇ、⏦࿌ᮇ限などに関㐃して重要な問題となる。 

 贈与の᫬ᮇは 

① 書㠃による贈与については、その贈与ዎ⣙のຠຊがⓎ⏕した᫬ 

② 書㠃によらない贈与については、その贈与のᒚ行があった᫬ 

ճ ೵Ṇ条௳௜の贈与については、その条௳が成ᑵした᫬ 

մ ㎰ᆅ又は᥇ⲡᨺ∾ᆅの贈与については、上記①からճࡲでにかかわらず、㎰ᆅ法の規定によ

る㎰業ጤ員఍又は㒔㐨ᗓ┴知事のチ可のあった日又はᒆฟのຠຊの⏕ࡌた日（ただし、そのチ

可に೵Ṇ条௳が௜ࡉれているሙྜなど、チ可のあった日又はᒆฟのຠຊが⏕ࡌた日ᚋに贈与が

あったとㄆめられるものを㝖く。） 

 贈与の᫬ᮇがいつであるかは、所᭷ᶒなどの⛣㌿のⓏ記又はⓏ㘓の目的となる財産についても上記

とྠᵝにุ定するのであるが、その贈与の日が明☜でないものについては、特に཯ドのない限りその

Ⓩ記又はⓏ㘓があった᫬に贈与があったものとして取りᢅわれる。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

相基通１の３࣭１の４ඹ－㸶㹼１の３࣭１の４ඹ－11 
 

 

第２節 贈与税の課税財産 
 

１ 本᮶の贈与財産とは、どのようなものか。 

 。なし贈与財産とは、どのようなものかࡳ ２

３ 非課税財産とは、どのようなものか。 

 

１ ᮏ᮶の贈与財産 

 ᮏ᮶の贈与財産とは、贈与税が相続税の補᏶税であることから、相続税における本᮶

の相続財産とྠࡌ⠊ᅖに属するものである。 

 財産とは、㔠㖹でぢ✚もることができる⤒῭的価್のある全てのものをいい、①ᅵᆅ、

❧ᮌ、現㔠の所᭷ᶒなどの≀ᶒ、②㈚௜㔠、኎᥃㔠などのമᶒ、ճⴭ作ᶒ、ၟᶆᶒなど
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の↓体財産ᶒのほか、մಙクཷ┈ᶒなど法律の᰿ᣐを᭷するᶒ利及びյႠ業ᶒのような

法律の᰿ᣐを᭷しないものであっても⤒῭的価್のㄆめられるものもྵࡲれる。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

相基通11の２－１ 

 

 し贈与財産࡞ࡳ ２

 ⏤⌮課税対㇟とするࢆし贈与財産࡞ࡳ ⑴

 相続税法は、法律的には贈与により取得したものではない財産であっても、ᐇ㉁的には贈与によ

り取得したሙྜとྠᵝの⤒῭的ຠᯝをᣢつ次の財産については、課税のබ平を図るほⅬから贈与に

より取得したものとࡳなして贈与税の課税ᑐ㇟としている。 

⑵ ୺࡞ࡳ࡞し贈与財産 

① ⏕࿨ಖ㝤㔠等（相法５） 

② 定ᮇ㔠に関するᶒ利（相法㸴） 

ճ 財産のప㢠ㆡཷによる利┈（相法７） 

մ മ務ච㝖等による利┈（相法㸶） 

յ その௚の利┈のாཷ（相法９） 

ն ಙクに関するᶒ利（相法９の２㹼㸴） 

շ 特別の法人（ᣢศの定めのない法人）からཷける特別の利┈（相法65①） 

⑶ ⏕࿨ಖ㝤㔠等 

 ⏕࿨ಖ㝤ዎ⣙やᦆᐖಖ㝤ዎ⣙のಖ㝤事ᨾのⓎ⏕によりಖ㝤㔠を取得した⪅が、そのಖ㝤ᩱの全㒊

又は一㒊を㈇ᢸしていないሙྜには、そのಖ㝤事ᨾのⓎ⏕した᫬に、そのಖ㝤㔠を、ಖ㝤ᩱを㈇ᢸ

した⪅から贈与により取得したものとࡳなࡉれる（相法５①）。 

 これは、ಖ㝤㔠ཷ取人が、ಖ㝤ᩱの㈇ᢸ⪅からಖ㝤㔠の贈与をཷけたのとఱらᕪ␗がないことか

ら、贈与により取得したものとࡳなして贈与税を課税するものである。 

 ただし、ಖ㝤ᩱ㈇ᢸ⪅が⿕相続人であり、⿕相続人のṚஸをಖ㝤事ᨾとしてཷけ取ったಖ㝤㔠は、

相続税の課税ᑐ㇟となるので、贈与により取得したものとࡳなࡉれない（相法５մ）。 

 贈与により取得したものとࡳなࡉれるಖ㝤㔠㢠は、次の⟬ᘧによりィ⟬した㔠㢠となる（相法５

①）。 

（⟬ᘧ） 

 

࠙参考法令࣭通達番号  ࠚ

相基通５－１㹼５－７ 

ֈ 財産のప㢠ㆡ受にࡼる฼┈ 

 ⴭしくపい価㢠のᑐ価で財産をㆡりཷけたሙྜには、その財産の᫬価（ᅵᆅ等、ᐙᒇ等୪びに上

ሙᰴᘧであるሙྜには通ᖖの取引価㢠に相ᙜする㔠㢠、それ以እの財産であるሙྜには相続税評価

㢠をいう。）とᨭᡶったᑐ価の㢠とのᕪ㢠に相ᙜする㔠㢠を、財産をㆡΏした⪅から贈与により取

得したものとࡳなࡉれる（相法７)。 

ಖ㝤㔠㢠 �

ಖ㝤㔠ཷ取人以እの⪅が 

＝
贈与により取得したものと

 れる㔠㢠ࡉなࡳ

㈇ᢸしたಖ㝤ᩱの㢠 

ᡶ㎸ಖ㝤ᩱの総㢠 
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 しかし、このሙྜであっても、その財産をㆡりཷけた⪅が、資ຊを႙ኻしてമ務をᘚ῭すること

がᅔ㞴であるため、そのᘚ῭に඘てる目的でその⪅のᢇ㣴⩏務⪅からㆡりཷけたものであるときは、

そのമ務をᘚ῭することがᅔ㞴である㒊ศの㔠㢠については、このࡳなし贈与の規定は㐺用ࡉれな

い（相法７ただし書）。 

 なお、この財産のⴭしくపい価㢠のᑐ価によるㆡΏが遺言によりなࡉれたሙྜには、᫬価とᑐ価

とのᕪ㢠は遺贈により取得したものとࡳなࡉれるので、贈与税の課税ᑐ㇟から㝖እࡉれ、相続税の

ᑐ㇟となる。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

相基通７－１㹼７－５、評基通169(2)、平元�３�29直評５࣭直資２－204 

։ മົච㝖等にࡼる฼┈ 

 ᑐ価をᨭᡶわないで又はⴭしくపい価㢠のᑐ価でമ務のච㝖、引ཷけ又は第୕⪅のためにするമ

務のᘚ῭による利┈をཷけたሙྜには、そのമ務のච㝖、引ཷけ又はᘚ῭があった᫬に、そのമ務

のච㝖、引ཷけ又はᘚ῭に係るമ務の㔠㢠に相ᙜする㔠㢠（ᑐ価のᨭᡶいがあったሙྜには、その

価㢠を᥍㝖した㔠㢠）をそのമ務のච㝖、引ཷけ又はᘚ῭をした⪅から贈与により取得したものと

 。れる（相法㸶）ࡉなࡳ

しかし、このሙྜであっても、മ務⪅が資ຊを႙ኻしてമ務をᘚ῭することがᅔ㞴であるሙྜに

おいて、①മ務のච㝖をཷけたሙྜ又は②മ務⪅のᢇ㣴⩏務⪅にമ務の引ཷけ又はᘚ῭してもらっ

たሙྜには、贈与とࡳなࡉれた㔠㢠のうちそのമ務をᘚ῭することがᅔ㞴である㒊ศの㔠㢠につい

て、贈与税は課税ࡉれない（相法㸶ただし書）。 

 なお、そのമ務のච㝖などが遺言によってなࡉれたሙྜの取ᢅいは、財産のప㢠ㆡཷによる利┈

のሙྜとྠᵝである。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

相基通㸶－１㹼㸶－４、民法519 

 の௚の฼┈のா受ࡑ ֊

 ᑐ価をᨭᡶわないで又はⴭしくపい価㢠のᑐ価で利┈をཷけるሙྜには、その利┈をཷけた⪅が、

その᫬に、その利┈の価㢠に相ᙜする㔠㢠を、その利┈をཷけࡏࡉた⪅から贈与により取得したも

のとࡳなࡉれる（相法９）。 

 その௚の利┈をཷける例としては、次のようなሙྜがある。 

① ྠ᪘఍♫にᑐする財産の↓ൾᥦ౪などによりᰴᘧやฟ資の価㢠がቑຍしたሙྜ 

② ྠ᪘఍♫のቑ資に際し、᪂ᰴのኚ則的な๭ᙜてがあったሙྜ 

ճ ↓利Ꮚの㔠㖹の㈚与等があったሙྜ 

մ ඹാきኵ፬がఫᏯ等の㉎入にᙜたって、そのఫᏯ取得資㔠をඹྠで㈇ᢸして㉎入しているሙྜ、

ኵとጔの཰入にᛂࡌた㈇ᢸ㢠によらないで、ኵ（ጔ）だけの財産としてⓏ記したሙྜ 

（注）ぶ᪘㛫で、↓ൾ又は↓利Ꮚでᅵᆅ、ᘓ≀、㔠㖹等の㈚与があったሙྜ、原則として、ᆅ௦、ᐙ㈤、利Ꮚに相

ᙜする⤒῭的利┈をཷけたものとして取りᢅわれることとなる。 

 しかし、その利┈をཷける㔠㢠がᑡ㢠であるሙྜ又は課税上ᘢᐖがないとㄆめられるሙྜには、ᙉいて課税
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しないこととࡉれている。 

 なお、ぶᏊ㛫等の「ある᫬ᡶいのദಁなし」や「ฟୡᡶい」のような㈚೉は贈与として取りᢅわれる。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

 相基通９－１㹼９－14 

 ֋ ಙクに関するᶒ฼ 

ಙクのຠຊが⏕ࡌたሙྜにおいて、㐺正なᑐ価を㈇ᢸࡏずにಙクのཷ┈⪅等となるときなどに

は、ಙクに関するᶒ利を贈与によって取得したものとࡳなࡉれる（相法９の２㹼９の㸴）。 

 

３ 㠀課税財産の⠊ᅖとෆᐜ 

⑴ 㠀課税財産とは 

 贈与税についても相続税のሙྜとྠᵝにබ┈ᛶや♫఍政⟇的ぢᆅあるいは国民ឤ᝟の㠃から、贈

与税の課税ᑐ㇟から㝖እすることが相ᙜとㄆめられる財産については、贈与税の課税価᱁に⟬入ࡉ

れない。 

 この課税価᱁に⟬入ࡉれない財産を非課税財産という（相法21の３）。 

⑵ 㠀課税財産の⠊ᅖ 

① 法人からの贈与（相法21の３①一）(ただし、所得税（一᫬所得）が課税ࡉれる㹿) 

② ᢇ㣴⩏務⪅相஫㛫の通ᖖ必要とㄆめられる⏕活㈝又はᩍ⫱㈝（相法21の３①二） 

ճ බ┈事業を行う⪅がその事業の用に౪するため取得した財産（相法21の３①୕） 

մ 特定බ┈ಙクで財務大⮧のᣦ定するものから஺௜ࡉれる特定の㔠ရ（相法21の３①ᅄ） 

յ ᆅ᪉බඹᅋ体の条例によるᚰ㌟㞀ᐖ⪅ඹ῭制度に基づいてᨭ⤥ࡉれる⤥௜㔠をཷけるᶒ利（相

法21の３①஬） 

ն බ職㑅ᣲ法の㐺用をཷけるබ職のೃ補⪅が㑅ᣲ㐠ືに関し贈与をཷけた㔠ရで、ྠ法の規定に

よりሗ࿌がࡉれたもの（相法21の３①භ） 

շ 特別㞀ᐖ⪅が特別㞀ᐖ⪅ᢇ㣴ಙクዎ⣙に基づいてཷけるಙクཷ┈ᶒ（相法21の４） 

ո 相続又は遺贈により財産を取得した⪅が相続㛤ጞの年に取得した⿕相続人からの贈与財産（相

法21の２մ）（ただし、相続税の課税価᱁に⟬入する。） 

չ 直⣔ᑛ属からのఫᏯ取得等資㔠の贈与のうち一定の㔠㢠（措法70の２） 

պ 直⣔ᑛ属からのᩍ⫱資㔠の贈与のうち一定の㔠㢠（措法70の２の２） 

ջ 直⣔ᑛ属からの⤖፧࣭Ꮚ⫱て資㔠の贈与のうち一定の㔠㢠（措法70の２の３） 

ռ ♫஺上の㤶඾や贈⟅ရなどで♫఍通念上相ᙜとㄆめられるもの(相基通21の３－９） 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

相令２、２の２、４の５、４の７㹼４の19、相基通21の３－１㹼 21の３－９ 
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第３節 贈与税の課税価᱁と税㢠のィ⟬ 

 

 贈与税の課税価᱁と税㢠のィ⟬は、どのように行うか。 

 

１ 贈与税の課税౯᱁のィ算 

⑴ 贈与税の課税౯᱁ 

 贈与税の課税価᱁は、その年１月１日から12月31日ࡲでの㛫に贈与により取得した

財産及び贈与により取得したものとࡳなࡉれる財産の価㢠のྜィ㢠となる（相法21の

２）。 

なお、贈与により取得した財産のうちに非課税財産があるときは、課税価᱁ィ⟬の

基礎に⟬入ࡉれない（相法21の３）。 

⑵ 贈与税の税㢠のィ算 

 課税価᱁から、贈与税の「基礎᥍㝖」及び「㓄അ⪅᥍㝖」を᥍㝖したᚋの㔠㢠に税⋡を㐺用して、

⣡௜す࡭き税㢠をィ⟬する（相法21の７）。 

（注）贈与税の税㢠᥍㝖として、在እ財産にᑐする贈与税㢠の᥍㝖（እ国税㢠᥍㝖）がある（相法21の㸶）。 

 

 課税価᱁のィ⟬から贈与税の⣡௜税㢠ࡲでのィ⟬過⛬を示すと、次のとおりである。

第１ẁ㝵ࠉ課税価᱁のィ⟬

第２ẁ㝵ࠉ贈与税㢠のィ⟬

100෇未‶の➃

ᩘษᤞて

� ⣼ 進 税 ⋡ － እ 国 税㢠 ᥍㝖 ＝
⣡ ௜ す ࡭ き

贈 与 税 㢠

－
基 礎 ᥍ 㝖 㢠

（ 110 ୓ ෇ ）（ ）
᥍㝖ᚋの課税価᱁（1�000෇未‶の➃ᩘษᤞて）

贈 与 ࡉ れ た 財 産 の

ྜ ィ 㢠 （ 課 税 価 ᱁ ）
－

㓄 അ ⪅

᥍ 㝖 㢠

本 ᮶ の

贈 与 財 産
㸩

ࡳ な し

贈 与 財 産
＝ 課 税 価 ᱁

（注） 贈与財産のうちに、相続᫬⢭⟬課税制度の㐺用を㑅ᢥしている贈与⪅からの贈与財産とそれ以እの贈与財産が 

   あるሙྜには、贈与税㢠のィ⟬は、それࡒれの財産別に行うことになる。 

なお、相続᫬⢭⟬課税制度の㐺用をཷける贈与財産の税㢠ィ⟬については、第５章第２節「相続᫬⢭⟬課税制  

    度における贈与税㢠のィ⟬」（63࣮࣌ࢪ）を参↷。 
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２ 贈与税のᇶ♏᥍㝖 

 基礎᥍㝖の㔠㢠は、110୓෇である（相法21の５、措法70の２の４）。  

 

３ 贈与税の㓄അ者᥍㝖 

⑴ 贈与税の㓄അ者᥍㝖の㊃᪨ 

① ኵ፬の財産はኵ፬の༠ຊによってᙧ成ࡉれたものであるとの考え᪉からኵ፬㛫においては一⯡

に贈与というㄆ識がⷧいこと 

② 㓄അ⪅の⪁ᚋの⏕活ಖ㞀を意図して贈与ࡉれるሙྜが多いこと 

などを考៖し、ኵ፬㛫の贈与については特に贈与税を㍍ῶするものである。 

⑵ 贈与税の㓄അ者᥍㝖の㐺⏝せ௳ 

 ፧ጻᮇ㛫（民法に規定する፧ጻのᒆฟがあった日から贈与の日ࡲでのᮇ㛫）が20年以上の㓄അ⪅

から、次のᒃఫ用不ື産又はその取得資㔠の贈与をཷけたሙྜには、その贈与をཷけたᒃఫ用不ື

産等の課税価᱁から2�000୓෇ࡲでの㔠㢠を㓄അ⪅᥍㝖として᥍㝖できる（相法21の㸴）。 

① 国ෆにある専らᒃఫの用に౪するᅵᆅ等又はᐙᒇで、その贈与をཷけた日の属する年の⩣年３月

15日ࡲでにཷ贈⪅がᒃఫし、かつ、そのᚋも引き続きᒃఫするぢ㎸ࡳであるもの 

② ①のᒃఫ用不ື産の取得資㔠で、その㔠㖹の贈与をཷけた日の属する年の⩣年３月15日ࡲでに取

得したᒃఫ用不ື産にཷ贈⪅がᒃఫし、かつ、そのᚋ引き続きᒃఫするぢ㎸ࡳであるもの 

ճ 贈与税の⏦࿌書等がᥦฟࡉれること 

この᥍㝖は、その年の๓年以๓のいずれかの年においてྠࡌ㓄അ⪅からの贈与につき᪤に贈与税

の㓄അ⪅᥍㝖をཷけているሙྜには、重ࡡてその㐺用をཷけることはできない。 

なお、贈与税の㓄അ⪅᥍㝖の㐺用をཷけたཷ贈財産のうち贈与税の㓄അ⪅᥍㝖相ᙜ㢠は、相続㛤

ጞ๓３年以ෆに贈与をཷけた財産の相続税の課税価᱁のຍ⟬から㝖እࡉれる（相法19）。 

2�000୓෇の㓄അ⪅᥍㝖は 基礎᥍㝖にඛ❧って᥍㝖ࡉれる(最㧗᥍㝖㢠は、基礎᥍㝖㢠とྜわࡏて

2�110୓෇)。 

（注）㓄അ⪅᥍㝖の㢠は、2�000୓෇と贈与をཷけたᒃఫ用不ື産等の価㢠のうちいずれかᑡない᪉の㔠㢠とする。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

民法739、相令４の㸴、相基通21の㸴－１㹼21の㸴－㸶 

 

㸲 贈与税の税⋡と税㢠 

 贈与税の税⋡は、次のような㉸過⣼進税⋡となっている。 

 贈与税㢠は、贈与税の㓄അ⪅᥍㝖及び基礎᥍㝖ᚋの課税価᱁にᑐして、この税⋡を

㐺用してィ⟬する（相法21の７、措法70の２の５）。 

（注） ⣡税⩏務⪅が、௦表⪅又は⟶理⪅の定めのある人᱁のない♫ᅋ࣭財ᅋ又はᣢศの定めのない法人であるሙ

ྜには、贈与財産について、贈与⪅の␗なるࡈとに、贈与⪅のྛ一人のࡳから財産を取得したものとࡳなし

て⟬ฟしたሙྜの贈与税㢠のྜィ㢠を⣡௜す࡭き贈与税㢠とする（相法66①、մ）。 
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⑴ 贈与税の税⋡㸦贈与税の㉸㐣⣼㐍税⋡） 

基礎᥍㝖ᚋの課税価᱁ 
୍⯡税⋡ 

（一⯡贈与財産）
特౛税⋡ 

（特例贈与財産）

 200୓෇以ୗの㔠㢠の㒊ศ 10㸣 10㸣 

200୓෇を㉸え 300୓෇以ୗの㔠㢠の㒊ศ 15㸣 
15㸣 

300୓෇を㉸え 400୓෇以ୗの㔠㢠の㒊ศ 20㸣 

400୓෇を㉸え 600୓෇以ୗの㔠㢠の㒊ศ 30㸣 20㸣 

600୓෇を㉸え 1�000୓෇以ୗの㔠㢠の㒊ศ 40㸣 30㸣 

1�000୓෇を㉸え 1�500୓෇以ୗの㔠㢠の㒊ศ 45㸣 40㸣 

1�500୓෇を㉸え 3�000୓෇以ୗの㔠㢠の㒊ศ 50㸣 45㸣 

3�000୓෇を㉸え 4�500୓෇以ୗの㔠㢠の㒊ศ 
55㸣 

50㸣 

 4�500୓෇を㉸える㔠㢠の㒊ศ 55㸣 
 

 直⣔ᑛ属（∗ẕや♽∗ẕなど）からの贈与により財産を取得したཷ贈⪅（財産の贈与をཷけた年

の１月１日において20ṓ以上の⪅に限る。）については、「特例税⋡」を㐺用して税㢠をィ⟬する。 

 この特例税⋡の㐺用がある財産のことを「特例贈与財産」といい、ࡲた、特例税⋡の㐺用がない

財産（「一⯡税⋡」を㐺用する財産）のことを「一⯡贈与財産」という。 

 贈与税の㉸過⣼進税⋡は、上記のとおりであるが、ᐇ務上では、相続税のィ⟬とྠᵝに、次のよ

うな㏿⟬表によってồめている。 

⑵ 贈与税の㏿算⾲㸦ᖹᡂ��ᖺ１᭶１᪥௨㝆㐺⏝） 

一 ⯡ 贈 与 財 産 特 例 贈 与 財 産 

基礎᥍㝖ᚋの課税価᱁ 一⯡税⋡ ᥍ 㝖 㢠 基礎᥍㝖ᚋの課税価᱁ 特例税⋡ ᥍ 㝖 㢠 

200 ୓෇以ୗ 10㸣 － 200 ୓෇以ୗ 10㸣 － 

300 ୓෇以ୗ 15㸣 10୓෇ 400 ୓෇以ୗ 15㸣 10୓෇ 

400 ୓෇以ୗ 20㸣 25୓෇ 600 ୓෇以ୗ 20㸣 30୓෇ 

600 ୓෇以ୗ 30㸣 65୓෇ 1�000 ୓෇以ୗ 30㸣 90୓෇ 

1�000 ୓෇以ୗ 40㸣 125୓෇ 1�500 ୓෇以ୗ 40㸣 190୓෇ 

1�500 ୓෇以ୗ 45㸣 175୓෇ 3�000 ୓෇以ୗ 45㸣 265୓෇ 

3�000 ୓෇以ୗ 50㸣 250୓෇ 4�500 ୓෇以ୗ 50㸣 415୓෇ 

3�000 ୓෇㉸ 55㸣 400୓෇ 4�500 ୓෇㉸ 55㸣 640୓෇ 

⑶ 税㢠算ฟ方法 

 基礎᥍㝖ᚋの課税価᱁にᑐし、そのヱᙜḍの税⋡を஌ࡌた㔠㢠から᥍㝖㢠をᕪし引いた㢠が税㢠

である。 

イ 3�500�000෇の特例贈与財産の贈与をཷけたሙྜの贈与税㢠は、 

3�500�000෇ － 1�100�000෇ ＝ 2�400�000෇ 

2�400�000෇ � 15㸣 － 100�000෇ ＝ 260�000෇となる。 

ࣟ 1�000�000෇の一⯡贈与財産と4�000�000෇の特例贈与財産の贈与をཷけたሙྜの贈与税㢠は、 

（1�000�000෇ 㸩 4�000�000෇） － 1�100�000෇ ＝ 3�900�000෇ 

① 一⯡贈与財産にᑐᛂする税㢠 

（3�900�000෇ � 20㸣 － 250�000෇） � 1�000�000෇�5�000�000෇ ＝ 106�000෇ 

   ② 特定贈与財産にᑐᛂする税㢠 

（3�900�000෇ � 15㸣 － 100�000෇） � 4�000�000෇�5�000�000෇ ＝ 388�000෇ 
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       上記①、②のྜィ㔠㢠 

     106�000෇ 㸩 388�000෇ ＝ 494�000෇となる。 

࠙参考ࠚ 

 在እ財産にᑐする贈与税㢠の᥍㝖（相法21の㸶） ۑ

贈与によりಶ人が法施行ᆅእにある財産を取得したሙྜにおいて、その財産についてその国の法令により贈与税に

相ᙜする税㔠が課税ࡉれているときは、国際的な二重課税の㜵Ṇからその税㢠に相ᙜする㔠㢠を᥍㝖する。 

     

᥍㝖㢠は、次の①、②のいずれかపい㔠㢠 

 ① እ国で課ࡉれた税㢠 

在እ財産の価㢠 

 ② その⪅の贈与税㢠�                

その年ศの贈与税の課税価᱁ 

 

 

㸳 ┤⣔ᑛᒓࡽ࠿ఫᏯ取得等㈨㔠の贈与ࢆ受ࡓࡅሙྜの贈与税の㠀課税 

平成27年１月１日から令和３年12月31日ࡲでの㛫に、∗ẕや♽∗ẕなど直⣔ᑛ属から

の贈与により、⮬ᕫのᒃఫの用に౪するఫᏯ用のᐙᒇの᪂⠏、取得又はቑ改⠏等（以

ୗ「᪂⠏等」という。）のᑐ価に඘てるための㔠㖹（以ୗ「ఫᏯ取得等資㔠」という。）

を取得したሙྜにおいて、一定の要௳を‶たすときは、次表の非課税限度㢠ࡲでの㔠

㢠について贈与税が非課税となる（措法70の２）。 

⑴ ୗグ⑵௨እのሙྜ 

ఫᏯ用のᐙᒇの᪂⠏等 
に係るዎ⣙の⥾⤖日 

省࢚ࢿ等ఫᏯ ᕥ記以እのఫᏯ 

平成27年12月31日ࡲで 1�500୓෇ 1�000୓෇ 

平成28年１月㹼 
令和２年３月 

1�200୓෇ 700୓෇ 

令和２年４月㹼 
令和３年３月 

1�000୓෇ 500୓෇ 

令和３年４月㹼 
令和３年12月 

  800୓෇ 300୓෇ 

 

⑵ ఫ Ꮿ ⏝ の ᐙ ᒇ の ᪂ ⠏ 等 に 係 る 対 ౯ 等 の 㢠 に ྵ ࡲ ࢀ る ᾘ ㈝ 税 等 の 税 ⋡ ࡀ ��㸣 ࡛ ࠶ る ሙ ྜ 
ఫᏯ用のᐙᒇの᪂⠏等 
に係るዎ⣙の⥾⤖日 

省࢚ࢿ等ఫᏯ ᕥ記以እのఫᏯ 

平成31年４月㹼 
令和２年３月 

3�000୓෇ 2�500୓෇ 

令和２年４月㹼 
令和３年３月 

1�500୓෇ 1�000୓෇ 

令和３年４月㹼 
令和３年12月 

1�200୓෇     700୓෇ 

  （注）１ 省࢚ࢿ等ఫᏯ 

省࢚ࢿ等基‽（①᩿⇕等ᛶ⬟等⣭４ⱝしくは一次࢚࣮ࢠࣝࢿᾘ㈝㔞等⣭４以上である

こと、②⪏㟈等⣭（構㐀㌣体のಽቯ等㜵Ṇ）２以上ⱝしくはච㟈ᘓ⠏≀であること又は

ճ㧗㱋⪅等㓄៖ᑐ⟇等⣭（専用㒊ศ）３以上であること。）に㐺ྜするఫᏯ用のᐙᒇで

あることにつき、一定の書㢮によりド明ࡉれたものをいう。 

２ 非課税限度㢠 

᪤に非課税制度の㐺用をཷけて贈与税が非課税となった㔠㢠があるሙྜには、その㔠
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㢠を᥍㝖したṧ㢠が非課税限度㢠となる。ただし、上記の表における非課税限度㢠は、

平成31年３月31日ࡲでにఫᏯ用のᐙᒇの᪂⠏等に係るዎ⣙を⥾⤖し、᪤にこの非課税制

度の㐺用をཷけて贈与税が非課税となった㔠㢠があるሙྜでも、その㔠㢠を᥍㝖する必

要はない。  

なお、平成31年４月１日以ᚋにఫᏯ用のᐙᒇの᪂⠏等に係るዎ⣙を⥾⤖してこの非課

税制度の㐺用をཷけるሙྜのཷ贈⪅ࡈとの非課税限度㢠は、上記及びの表の㔠㢠の

うちいずれか多い㔠㢠となる。 

３ ఫᏯ用のᐙᒇの᪂⠏等に係るᑐ価等の㢠にྵࡲれるᾘ㈝税等の税⋡  

ಶ人㛫の኎㈙で、ᘓ⠏ᚋ౑用ࡉれたことのあるఫᏯ用のᐙᒇ（中ྂఫᏯ）を取得する

ሙྜには、原則としてᾘ㈝税等がかからないので上記の表にはヱᙜしない。  

 ⑶ 受贈者のせ௳ 

  イ 贈与をཷけた᫬に贈与⪅の直⣔༝属（贈与⪅はཷ贈⪅の直⣔ᑛ属）であること（措法70の２①） 

   （注）ཷ贈⪅の㓄അ⪅の∗ẕ（又は♽∗ẕ）は直⣔ᑛ属にはᙜたらないが、㣴Ꮚ⦕⤌をしてい

るሙྜの㣴ぶは直⣔ᑛ属にᙜたる。 

  ࣟ 贈与税のᒃఫ↓制限⣡税⩏務⪅又は非ᒃఫ↓制限⣡税⩏務⪅であること（措法70の２②一） 

贈与をཷけた年の１月１日において、20ṓ以上であって、ᙜヱ年の年ศの所得税のྜィ所得 ࣁ  

㔠㢠が2�000୓෇以ୗであること（措法70の２②一） 

でに、ఫᏯ取得等資㔠の全㢠を඘ててఫᏯ用のᐙᒇの᪂⠏等ࡲ贈与をཷけた年の⩣年３月15日 ࢽ  

をすること（措法70の２①一㹼୕） 

  ࣍ 贈与をཷけた年の⩣年３月15日ࡲでにそのᐙᒇにᒃఫすること、又はྠ日ᚋ㐜⁫なくそのᐙᒇ

にᒃఫすることが☜ᐇであるとぢ㎸ࡲれること（措法70の２①一㹼୕） 

  ࣊ ཷ贈⪅の㓄അ⪅、ぶ᪘などの一定の特別の関係がある⪅からఫᏯ用のᐙᒇを取得したもので

はないこと、又はこれらの⪅とのㄳ㈇ዎ⣙等により᪂⠏ⱝしくはቑ改⠏等をしたものではない

こと 

  ト 平成26年ศ以๓の年ศにおいて、ᪧ非課税制度（平成22࣭24࣭27年度のྛ税制改正๓の「ఫ

Ꮿ取得等資㔠の贈与税の非課税」のことをいう。）の㐺用をཷけたことがないこと。 

 ֈ 対㇟と࡞るᐙᒇ等のせ௳ 

 イ ᪂⠏又は取得のሙྜ 

   (㺐) ᪂⠏又は取得したఫᏯ用のᐙᒇのⓏ記⡙上のᗋ㠃✚（࣐ンシࣙンなどの༊ศ所᭷ᘓ≀のሙྜ

はその専᭷㒊ศのᗋ㠃✚）が50੍以上240੍以ୗで、かつ、そのᐙᒇのᗋ㠃✚の２ศの１以上

に相ᙜする㒊ศがཷ贈⪅のᒃఫの用に౪ࡉれるものであること 

(㺹) 取得したఫᏯ用のᐙᒇが次のいずれかにヱᙜすること    

 ① ᘓ⠏ᚋ౑用ࡉれたことのないもの 

 ② ᘓ⠏ᚋ౑用ࡉれたことのあるもので、その取得の日以๓20年以ෆ（⪏ⅆᘓ⠏≀のሙྜは25

年以ෆ）にᘓ⠏ࡉれたもの 

 （注）⪏ⅆᘓ⠏≀とは、Ⓩ記⡙に記㘓ࡉれたᐙᒇの構㐀が㕲㦵㐀、㕲➽ࢥンク࣮ࣜト㐀又は㕲

㦵㕲➽ࢥンク࣮ࣜトなどのものをいう。 

 ճ ᘓ⠏ᚋ౑用ࡉれたことのあるもので、⪏㟈基‽に㐺ྜするものとして、「⪏㟈基‽㐺ྜド

明書」又は「ᘓ設ఫᏯᛶ⬟評価書の෗し」などによりド明ࡉれたもの 

 մ ᘓ⠏ᚋ౑用ࡉれたことのあるもの（上記②及びճにヱᙜしないものに限る。）で、⪏㟈改
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ಟを行うことにつきᘓ⠏≀の⪏㟈改ಟのಁ進に関する法律第17条第１項の⏦ㄳ等をし、かつ、

取得ᮇ限ࡲでに⪏㟈基‽に㐺ྜすることとなったことにつきド明がࡉれたもの 

ࣟ ቑ改⠏等のሙྜ 

   (㺐) ቑ改⠏等ᚋのఫᏯ用のᐙᒇのⓏ記⡙上のᗋ㠃✚（࣐ンシࣙンなどの༊ศ所᭷ᘓ≀のሙྜはそ

の専᭷㒊ศのᗋ㠃✚）が50੍以上240੍以ୗで、かつ、そのᐙᒇのᗋ㠃✚の２ศの１以上に相

ᙜする㒊ศがཷ贈⪅のᒃఫの用に౪ࡉれるものであること 

(㺹) ቑ改⠏等のᕤ事が、⮬ᕫが所᭷し、かつ、ᒃఫしているᐙᒇにᑐして行われたもので、一定

のᕤ事にヱᙜすることにつき「☜ㄆ῭ドの෗し」、「᳨査῭ドの෗し」又は「ቑ改⠏等ᕤ事ド

明書」などによりド明ࡉれたものであること 

(㺨) ቑ改⠏等のᕤ事に要した㈝用の㢠が100୓෇以上であること 

 （注）ቑ改⠏等のᕤ事の㒊ศにᒃఫの用以እの用に౪ࡉれる㒊ศがあるሙྜには、ቑ改⠏等の

ᕤ事に要した㈝用の㢠の２ศの１以上が、⮬ᕫのᒃఫの用に౪ࡉれる㒊ศのᕤ事に඘てら

れていなければならない。 

  （注）１ ᑐ㇟となるఫᏯ用のᐙᒇは、日本国ෆにあるものに限られる。 

     ２ 「᪂⠏」ⱝしくは「取得」又は「ቑ改⠏等」には、その᪂⠏ⱝしくは取得又はቑ改⠏等

とともに取得するᩜᆅの用に౪ࡉれるᅵᆅ等の取得（その᪂⠏にඛ行してそのᩜᆅの用に

౪ࡉれるᅵᆅ等の取得が行われるሙྜにおけるᙜヱᅵᆅ等の取得をྵࡴ。）もྵࡲれる。   

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

措法70の２②二㹼ᅄ、շ、措令40の４の２①㹼ճ、ո 

 ։ ᇶ♏᥍㝖等とのే⏝ 

   この非課税規定の㐺用ᚋのṧ㢠には、ᬺ年課税にあっては基礎᥍㝖㢠（110୓෇）、相続᫬⢭⟬課

税にあっては特別᥍㝖㢠（2�500୓෇）が㐺用できる。 

 ֊ 所得税の㸦特ᐃቑᨵ⠏等）ఫᏯ೉ධ㔠等特ู᥍㝖ࢆ㐺⏝するሙྜ 

   「ఫᏯ取得等資㔠の非課税」又は「相続᫬⢭⟬課税㑅ᢥの特例」のいずれかの㐺用をཷける⪅が、

所得税の（特定ቑ改⠏等）ఫᏯ೉入㔠等特別᥍㝖の㐺用をཷけるሙྜにおいて、次の①の㔠㢠が②

の㔠㢠を㉸えるときには、その㉸える㒊ศに相ᙜするఫᏯ೉入㔠等の年末ṧ㧗については、（特定

ቑ改⠏等）ఫᏯ೉入㔠等特別᥍㝖の㐺用はない（措令26յ）。 

   ① ఫᏯ೉入㔠等の㔠㢠 

   ② ఫᏯ用のᐙᒇの᪂⠏、取得又はቑ改⠏等（次の注２において「ఫᏯの取得等」という。）の

ᑐ価の㢠又は㈝用の㢠（注１）から、その贈与の特例をཷけた㒊ศの㔠㢠をᕪし引いた㢠（注

２） 

  （注）１ ①のఫᏯ೉入㔠等のうちにそのఫᏯ用のᐙᒇのᩜᆅの用に౪ࡉれている一定のᅵᆅ等の

取得に係るものがあるሙྜには、そのᅵᆅ等のᑐ価をྵࡴ。 

     ２ 平成23年㸴月30日以ᚋにఫᏯの取得等に関するዎ⣙を⥾⤖し、そのఫᏯの取得等に関し

補ຓ㔠等の஺௜をཷけるሙྜには、その補ຓ㔠等の㢠もᕪし引く。 
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㸴 ┤⣔ᑛᒓࡽ࠿ᩍ⫱㈨㔠の୍ᣓ贈与ࢆ受ࡓࡅሙྜの贈与税の㠀課税 

  平成25年４月１日から令和３年３月31日ࡲでの㛫に、ཷ贈⪅（ᩍ⫱資㔠⟶理ዎ⣙（注

１）を⥾⤖する日において30ṓ未‶の⪅に限る。）が、ᩍ⫱資㔠（注２）に඘てるため、

㔠⼥ᶵ関等との一定のዎ⣙に基づき、ྲཱྀ 贈⪅の直⣔ᑛ属から①ಙクཷ┈ᶒを௜与ࡉれた

ሙྜ、②書㠃による贈与により取得した㔠㖹を㖟行等に㡸入をしたሙྜ又はճ書㠃によ

る贈与により取得した㔠㖹等でドๆ఍♫等において᭷価ドๆを㉎入したሙ （ྜ以ୗ、こ

れら①㹼ճのሙྜを「ᩍ⫱資㔠ཱྀᗙの㛤設等」という。）には、これらのಙクཷ┈ᶒ又

は㔠㖹等の価㢠のうち、1�500୓෇（学ᰯ等以እにᨭᡶう㔠㖹については500୓෇）ࡲで

の㔠㢠に相ᙜする㒊ศの価㢠については、㔠⼥ᶵ関等のႠ業所等を⤒⏤してᩍ⫱資㔠非

課税⏦࿌書をᥦฟすることにより、贈与税が非課税となる（注３）（措法70の２の２）。 

  そのᚋ、ྲཱྀ 贈⪅が30ṓに達するなどにより、ᩍ⫱資㔠ཱྀᗙに係るዎ⣙が⤊஢したሙྜ

には、非課税ᣐฟ㢠（注４）からᩍ⫱資㔠ᨭฟ㢠（注５）を᥍㝖したṧ㢠があるときは、

そのṧ㢠がそのዎ⣙が⤊஢した日の属する年に贈与があったこととࡉれる（措法70の２

の２ջ）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （注）１ 「ᩍ⫱資㔠⟶理ዎ⣙」とは、ཷ贈⪅のᩍ⫱に必要なᩍ⫱資㔠を⟶理することを目的とする

ዎ⣙であって次のものをいう（措法70の２の２②二）。 

     ⑴ ཷ贈⪅の直⣔ᑛ属とཷク⪅の㛫のಙクに関するዎ⣙で、 

① ಙクの୺たる目的がᩍ⫱資㔠の⟶理であること、 

② ಙク財産が㔠㖹等に限られること、 

ճ ཷ贈⪅をಙクの利┈の全㒊についてのཷ┈⪅とすること、 

մ その௚一定の事項 

      が定められているもの。 

♽∗ẕ 

㸦贈与者） 

 
㔠⼥機関等 

Ꮮ 

㸦受贈者）

税ົ⨫ 学ᰯ等 

Ꮮྡ⩏ཱྀᗙ ճ㡸入 մᡶฟ 

յ

ᨭ

ᡶ

ն㡿཰書等 

②ᩍ⫱資㔠 

非課税⏦࿌書 ո調書 

շಖᏑ 

①贈与⪅とཷ贈⪅との㛫

の贈与ዎ⣙ 

非課税限度㢠 

1�500୓෇ 
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     ⑵ ཷ贈⪅と㖟行等との㛫のᬑ通㡸㔠又は㈓㔠等に係るዎ⣙で、 

① ᩍ⫱資㔠のᨭᡶに඘てるために㡸㔠又は㈓㔠をᡶいฟしたሙྜには、ཷ贈⪅は㖟行等

に、ᩍ⫱資㔠のᨭᡶに඘てた㔠㖹に係る㡿཰書等をᥦฟすること、 

      ② その௚一定の事項、 

      が定められているもの。 

     ⑶ ཷ贈⪅と㔠⼥ၟရ取引業⪅との㛫の᭷価ドๆのಖ⟶のጤクに係るዎ⣙で、 

      ① ᩍ⫱資㔠のᨭᡶに඘てるために᭷価ドๆのㆡΏ、ൾ㑏等により㔠㖹の஺௜をཷけたሙ

ྜには、ཷ贈⪅は㔠⼥ၟရ取引業⪅に、ᩍ⫱資㔠のᨭᡶに඘てた㔠㖹に係る㡿཰書等を

ᥦฟすること、 

      ② その௚一定の事項、 

      が定められているもの。 

    ２ 「ᩍ⫱資㔠」とは、次のものをいう（措法70の２の２②一、措令40の４の３նշո）。 

     ⑴ 学ᰯ等にᑐして直᥋ᨭᡶわれる次のような㔠㖹 

      イ 入学㔠、ᤵ業ᩱ、入ᅬᩱ、ಖ⫱ᩱ、施設設ഛ㈝又は入学（ᅬ）ヨ㦂の᳨定ᩱなど 

ࣟ 学用ရの㉎入㈝、ಟ学᪑行㈝、学ᰯ⤥㣗㈝など学ᰯ等におけるᩍ⫱にకって必要な 

㈝用 

⑵ 学ᰯ等以እにᑐして直᥋ᨭᡶわれる㔠㖹で♫఍通念上相ᙜとㄆめられるもの 

     ⑶ ᩍ⫱（学習ሿ࣭そࢁばࢇ等）に関するᙺ務のᥦ౪のᑐ価や施設の౑用ᩱなど 

その௚ᩍ㣴の（等⏬⤮࣭ࣀ࢔ࣆ）又は文໬ⱁ⾡に関する活ື（ỈὋ࣭㔝⌫等）ࢶポ࣮ࢫ ⑷

ྥ上のための活ືに係るᣦᑟ࡬のᑐ価など 

⑸ ⑶のᙺ務のᥦ౪又は⑷のᣦᑟで౑用する≀ရの㉎入に要する㔠㖹 

⑹ ⑵に඘てるための㔠㖹であって、学ᰯ等が必要とㄆめたもの  

      ͤ１ 「学ᰯ等」とは、学ᰯᩍ⫱法で定められたᗂ⛶ᅬ、小㺃中学ᰯ、㧗等学ᰯ、大学（㝔）、

専ಟ学ᰯ、ྛ✀学ᰯ、一定のእ国のᩍ⫱施設、ㄆ定こどもᅬ又はಖ⫱所等をいう。 

       ２ 令和元年７月１日以ᚋにᨭᡶわれる上記⑶㹼⑸の㔠㖹で、ཷ贈⪅が23ṓに達した日

の⩣日以ᚋにᨭᡶわれるものについては、ᩍ⫱カ練⤥௜㔠のᨭ⤥ᑐ㇟となるᩍ⫱カ練

をཷ講するための㈝用に限る。 

    ３ ಙク等をする日の属する年の๓年のཷ贈⪅のྜィ所得㔠㢠が1�000୓෇を㉸えるሙྜには、

そのಙク等により取得したಙクཷ┈ᶒ等については、本措置の㐺用をཷけることができない

（措法70の２の２①մ）。 

なお、この規定は、平成31年４月１日以ᚋに取得するಙクཷ┈ᶒ等に係る贈与税について

㐺用ࡉれる。 

４ 「非課税ᣐฟ㢠」とは、ᩍ⫱資㔠非課税⏦࿌書又は㏣ຍᩍ⫱資㔠非課税⏦࿌書に、この制

度の㐺用をཷけるものとして記㍕ࡉれた㔠㢠をྜィした㔠㢠（1�500୓෇を限度とする。）

をいう（措法70の２の２②ᅄ）。 

５ 「ᩍ⫱資㔠ᨭฟ㢠」とは、㔠⼥ᶵ関等のႠ業所等において、ᩍ⫱資㔠としてᨭᡶわれた事
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ᐇが㡿཰書等により☜ㄆࡉれ、かつ、記㘓ࡉれた㔠㢠をྜィした㔠㢠をいう（措法70の２の

２②஬）。 

⑴ 特౛の対㇟と࡞る贈与 

  イ 贈与⪅とಙク఍♫との㛫のᩍ⫱資㔠⟶理ዎ⣙に基づきཷ贈⪅がಙクのཷ┈ᶒを取得したሙྜ 

   ࣟ 書㠃による贈与により取得した㔠㖹を、ཷ贈⪅と㖟行等との㛫のᩍ⫱資㔠⟶理ዎ⣙に基づき㡸

㔠又は㈓㔠としてその㖟行等に㡸け入れたሙྜ 

書㠃による贈与により取得した㔠㖹等で、ཷ贈⪅と㔠⼥ၟရ取引業⪅との㛫のᩍ⫱資㔠⟶理ዎ ࣁ  

⣙に基づき、その㔠⼥ၟရ取引業⪅で᭷価ドๆを㉎入したሙྜ 

⑵ 㐺⏝ᡭ続等 

イ ᩍ⫱資㔠非課税⏦࿌書等のᥦฟ 

この特例の㐺用をཷけるためには、ཷ贈⪅は、ᩍ⫱資㔠非課税⏦࿌書（注）を取ᢅ㔠⼥ᶵ関の

Ⴀ業所等を⤒⏤してཷ贈⪅の⣡税ᆅの所㎄税務⨫㛗にᥦฟしなければならない（措法70の２の２

ճ）。 

た、ཷ贈⪅が᪤にᩍ⫱資㔠非課税⏦࿌書をᥦฟしてこの特例をཷけたሙྜでそのᥦฟしたᩍࡲ

⫱資㔠非課税⏦࿌書に記㍕ࡉれた㔠㢠が1�500୓෇に‶たないሙྜ（非課税㢠にṧ㢠があるሙྜ）

において、直⣔ᑛ属から㏣ຍのᩍ⫱資㔠に係るಙクཷ┈ᶒ又は㔠㖹等の贈与をཷけたときは、㏣

ຍᩍ⫱資㔠非課税⏦࿌書を取ᢅ㔠⼥ᶵ関のႠ業所等を⤒⏤してཷ贈⪅の⣡税ᆅの所㎄税務⨫㛗に

ᥦฟすることにより、㏣ຍでこの特例の㐺用をཷけることができる。 

（注）「ᩍ⫱資㔠非課税⏦࿌書」とは、この非課税の特例をཷけようとする᪨、ཷ贈⪅のẶྡ

及びఫ所又はᒃ所その௚一定の事項を記㍕した⏦࿌書をいう（措法70の２の２②୕、措規

23の５の３յ）。 

ࣟ ᡶฟしの☜ㄆ等 

ཷ贈⪅は、ᡶいฟした㔠㖹をᩍ⫱資㔠のᨭᡶに඘てたことをドする書㢮（㡿཰書等）を取ᢅ㔠

⼥ᶵ関のႠ業所等にᥦฟしなければならない（措法70の２の２շ）。 

取ᢅ㔠⼥ᶵ関のႠ業所等は、ᥦฟࡉれた書㢮によりᡶいฟࡉれた㔠㖹がᩍ⫱資㔠に඘てられた

ことを☜ㄆし、その☜ㄆした㔠㢠等を記㘓するとともに、ᙜヱ書㢮及び記㘓をᙜヱᩍ⫱資㔠⟶理

ዎ⣙が⤊஢した日の属する年の⩣年３月15日ᚋ㸴年を⤒過する日ࡲでಖᏑしなければならない

（措法70の２の２ո）。 

 ᩍ⫱資㔠⟶理ዎ⣙⤊஢᫬のᢅい ࣁ  

    ᩍ⫱資㔠⟶理ዎ⣙は、①ཷ贈⪅が30ṓに達したሙྜ（注）、②ཷ贈⪅がṚஸしたሙྜ、ճዎ⣙

ᙜ事⪅の㛫でᙜヱዎ⣙を⤊஢ࡏࡉるྜ意があったሙྜに⤊஢する（措法70の２の２ռ）。 

ᩍ⫱資㔠⟶理ዎ⣙が⤊஢したሙྜのᢅいは次のとおり。 

（注） ཷ贈⪅が30ṓに達したሙྜにおいても、その達した日において、①学ᰯ等に在学してい

るሙྜ又は②ᩍ⫱カ練⤥௜㔠のᨭ⤥ᑐ㇟となるᩍ⫱カ練をཷけているሙྜのいずれかに

ヱᙜするときはᩍ⫱資㔠ཱྀᗙに係るዎ⣙は⤊஢しないものとし、その達した日の⩣日以ᚋ

については、その年において①ⱝしくは②のいずれかにヱᙜするᮇ㛫がなかったሙྜにお
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けるその年12月31日又はそのཷ贈⪅が40ṓに達する日のいずれか᪩い日にᩍ⫱資㔠ཱྀᗙ

に係るዎ⣙が⤊஢する。 

    なお、この規定は、令和元年７月１日以ᚋ30ṓに達するཷ贈⪅について㐺用ࡉれる。 

(㺐) 調書のᥦฟ 

     取ᢅ㔠⼥ᶵ関のႠ業所等の㛗は、ᩍ⫱資㔠⟶理ዎ⣙が⤊஢したሙྜには、そのዎ⣙に係るཷ

贈⪅のẶྡ及びఫ所その௚の一定の事項を記㍕した調書を、そのዎ⣙が⤊஢した日（ཷ贈⪅Ṛ

ஸにより⤊஢したሙྜには、取ᢅ㔠⼥ᶵ関のႠ業所等の㛗がཷ贈⪅のṚஸを知った日）の属す

る月の⩣ࠎ月末日ࡲでに、ཷ贈⪅の⣡税ᆅの所㎄税務⨫㛗にᥦฟしなければならない（措法70

の２の２տ）。 

(㺹) ṧ㢠のᢅい 

㸿 ཷ贈⪅が30ṓに達したሙྜ 

      非課税ᣐฟ㢠からᩍ⫱資㔠ᨭฟ㢠を᥍㝖したṧ㢠については、ཷ贈⪅が30ṓに達した日に

贈与があったものして贈与税を課税する（措法70の２の２ռ）。 

    㹀 ཷ贈⪅がṚஸしたሙྜ 

      非課税ᣐฟ㢠からᩍ⫱資㔠ᨭฟ㢠を᥍㝖したṧ㢠については、贈与税を課ࡉない（措法70

の２の２ռ）。 

    㹁 ዎ⣙⤊஢のྜ意があったሙྜ 

      非課税ᣐฟ㢠からᩍ⫱資㔠ᨭฟ㢠を᥍㝖したṧ㢠については、ྜ意に基づきᩍ⫱資㔠⟶理

ዎ⣙が⤊஢する日に贈与があったものとして贈与税を課税する（措法70の２の２ռ）。 

 ዎ⣙ᮇ㛫中に贈与⪅がṚஸしたሙྜ ࢽ  

    ಙク等をした日からᩍ⫱資㔠⟶理ዎ⣙の⤊஢の日ࡲでの㛫に贈与⪅がṚஸしたሙྜ（そのṚஸ

の日において、ཷ贈⪅が次のいずれかにヱᙜするሙྜを㝖く。）において、ཷ贈⪅がその贈与⪅

からそのṚஸ๓３年以ෆにಙク等により取得したಙクཷ┈ᶒ⪅等についてこの非課税制度の㐺用

をཷけたことがあるときは、そのṚஸの日における⟶理ṧ㢠を、そのཷ贈⪅がその贈与⪅から相

続又は遺贈により取得したものとࡳなす（措法70の２の２պջ）。 

なお、この規定は、平成31年４月１日以ᚋに取得するಙクཷ┈ᶒ等に係る贈与税について㐺用

 。れるࡉ

(㺐) 23ṓ未‶であるሙྜ 

(㺹) 学ᰯ等に在学しているሙྜ 

(㺨) ᩍ⫱カ練⤥௜㔠のᨭ⤥ᑐ㇟となるᩍ⫱カ練をཷけているሙྜ 

（注） 上記(㺹)又は(㺨)については、その᪨を明らかにする書㢮を贈与⪅がṚஸした᪨のᒆฟと

 。て㔠⼥ᶵ関等のႠ業所等にᥦฟしたሙྜに限るࡏే
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㸵 ┤⣔ᑛᒓࡽ࠿⤖፧࣭Ꮚ⫱て㈨㔠の୍ᣓ贈与ࢆ受ࡓࡅሙྜの贈与税の㠀課税 

  平成27年４月１日から令和３年３月31日ࡲでの㛫に、ಶ人（⤖፧࣭Ꮚ⫱て資㔠⟶理ዎ

⣙を⥾⤖する日において20ṓ以上50ṓ未‶の⪅に限る。以ୗ「ཷ贈⪅」という。）の⤖

፧࣭Ꮚ⫱て資㔠のᨭᡶいに඘てるために、その直⣔ᑛ属（以ୗ「贈与⪅」という。）が

㔠㖹等をᣐฟし、㔠⼥ᶵ関（ಙク఍♫（ಙク㖟行をྵࡴ。）、㖟行及び㔠⼥ၟရ取引業

⪅（第一✀㔠⼥ၟရ取引業を行う⪅に限る。）をいう。）にಙク等をしたሙྜには、ಙ

クཷ┈ᶒの価᱁又はᣐฟࡉれた㔠㖹等の㢠のうちཷ贈⪅１人につき1�000୓෇（⤖፧に

際してᨭฟする㈝用については300୓෇を限度とする。）ࡲでの㔠㢠に相ᙜする㒊ศの

価㢠については、贈与税が非課税となる（措法70の２の３）。 

（注）１ ಙク等をする日の属する年の๓年のཷ贈⪅のྜィ所得㔠㢠が1�000୓෇を㉸えるሙྜには、そ

のಙク等により取得したಙクཷ┈ᶒ等については、本措置の㐺用をཷけることができない。 

なお、この規定は、平成31年４月１日以ᚋに取得するಙクཷ┈ᶒ等に係る贈与税について㐺

用ࡉれる。 

２ 上記の「⤖፧࣭Ꮚ⫱て資㔠」とは、次に掲げる㈝用に඘てるための㔠㖹をいう。 

    ⑴ ⤖፧に際してᨭฟする፧♩（⤖፧ᢨ㟢をྵࡴ。）に要する㈝用、ᒃఫに要する㈝用及び引

㉺に要する㈝用のうち一定のもの 

    ⑵ ዷፎに要する㈝用、ฟ産に要する㈝用、Ꮚの་⒪㈝及びᏊのಖ⫱ᩱのうち一定のもの 
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第５章 相続᫬⢭⟬課税制度 

 

第１節 相続᫬⢭⟬課税制度のあらࡲし 

 

 

相続᫬⢭⟬課税制度とは、どのようなものか。 

 

 

１ 相続᫬⢭算課税制ᗘの┠ⓗ 

㧗㱋໬の進ᒎにకい、相続による次ୡ௦࡬の資産⛣㌿の᫬ᮇがᚑ᮶よりも大ᖜに㐜れて

きていること、㧗㱋⪅のಖ᭷する資産の᭷ຠ活用を通ࡌて⤒῭♫఍の活ᛶ໬にも資すると

いった♫఍的要ㄳを㋃ࡲえ、⏕๓における贈与による資産⛣㌿の෇⁥໬に資することを目

的として、平成15年度税制改正において๰設ࡉれた。 

 

２ 相続᫬⢭算課税制ᗘのෆᐜ 

この制度は、⣡税⪅の㑅ᢥにより、ᬺ年༢఩による贈与税の課税᪉法「ᬺ年課税」に௦

えて、贈与᫬には本制度に係る贈与税㢠（特別᥍㝖㢠㸸⣼✚2�500୓෇、税⋡㸸一律20㸣）

を⣡௜し、そのᚋ、その贈与をした⪅の相続㛤ጞ᫬には、本制度を㐺用したཷ贈財産の価

㢠と相続又は遺贈により取得した財産の価㢠のྜィ㢠を課税価᱁としてィ⟬した相続税

㢠から᪤に⣡௜した本制度に係る贈与税㢠を᥍㝖した㔠㢠を⣡௜する（贈与税㢠が相続税

㢠を上ᅇるሙྜには㑏௜をཷける）ことにより、贈与税࣭相続税を通ࡌた⣡税をすること

ができるものである（相法21の９㹼21の18）。 

 

３ 㐺⏝対㇟者 

相続᫬⢭⟬課税の㐺用をཷけるためには、次のとおりཷ贈⪅及び贈与⪅について一定

の要௳がある（相法21の９①、措法70の２の㸴①）。 

 ⑴ 受贈者㸦相続᫬⢭算課税㐺⏝者） 

 贈与⪅の᥎定相続人である直⣔༝属及びᏞのうち、贈与をཷけた年の１月１日におい

て20ṓ以上である⪅ 

⑵ 贈与者㸦特ᐃ贈与者） 

 贈与をした年の１月１日において60ṓ以上である⪅ 

 

㸲 㐺⏝対㇟と࡞る財産等 

相続᫬⢭⟬課税の㐺用にᙜたっては、贈与財産の✀㢮（贈与によって取得したものとࡳなࡉれる財産

をྵࡴ。）、贈与財産の価㢠（㔠㢠）୪びに贈与ᅇᩘに関する制限はない。 
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５ 適用手続 

⑴ 相続時精算課税の適用を受けようとする受贈者は、贈与を受けた財産に係る贈与税の申告期間内に

「相続時精算課税選択届出書」（贈与者ごとに作成が必要）を贈与税の申告書に添付して、納税地の

所轄税務署長に提出する（相法21の9②）。 

 なお、提出された当該届出書は撤回することができない（相法21の９⑥）。 

（注）１ 贈与者が贈与をした年の中途に死亡した場合は、当該届出書を次のイ又はロのいずれか早い日までに贈与者の

死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出する。 

イ  贈与税の申告書の提出期限（贈与の年の翌年３月15日） 

ロ  贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限（贈与者の相続の開始があったことを知った日の翌日から10

か月を経過する日） 

      ２ 当該届出書は、一度提出すれば翌年以降再提出する必要はない。 

⑵ 特定贈与者（当該届出に係る贈与者）からの贈与により取得する財産については、当該届出書に係

る年分以降、全て本制度の適用を受ける（相法21の9③）。 

【参考法令・通達番号】 

相令５①、③、④、相基通21の９－１～21の９－５ 

 

（事例１） 

長男、次男が父から財産の贈与を受けた場合、長男、次男のそれぞれが父からの贈与により取得

した財産について本制度の適用を受けるか否か選択することになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事例２） 

子が父母から財産の贈与を受けた場合、子は父母から贈与により取得した財産について贈与者（父

又は母）ごとに本制度の適用を受けるか否か選択することになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

父 

長
男

次
男

受贈者ごとに、本制度の適用を受け

るか否か選択する。 

父

母

子 

受贈者は贈与者ごとに、本制度の

適用を受けるか否かを選択する。
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第２節 相続᫬⢭⟬課税制度における贈与税㢠のィ⟬ 
 

 

相続᫬⢭⟬課税制度における贈与税㢠は、どのようにィ⟬するのか。 

 

 

１ 課税౯᱁ 

 特定贈与⪅ࡈとにその年中において贈与により取得した財産の価㢠をྜィし、それࡒれ

のྜィ㢠をもって、贈与税の課税価᱁とする（相法21の10）。 

（注） 相続᫬⢭⟬課税㐺用⪅が特定贈与⪅からの贈与により取得した財産については、相法第21条の５

（贈与税の基礎᥍㝖）からྠ法第21条の７（贈与税の税⋡）の規定の㐺用はない（相法21の11）。 

 

２ 特ู᥍㝖㢠 

特定贈与⪅ࡈとの相続᫬⢭⟬課税に係る贈与税の課税価᱁からそれࡒれ次に掲げる㔠

㢠のうちいずれかపい㔠㢠を᥍㝖する（相法21の12①）。 

⑴ 2�500୓෇（᪤にこの特別᥍㝖を㐺用した㔠㢠があるሙྜには、その㔠㢠のྜィ㢠を

᥍㝖したṧ㢠） 

⑵ 特定贈与⪅ࡈとの贈与税の課税価᱁ 

なお、この特別᥍㝖は、贈与税のᮇ限ෆ⏦࿌書に᥍㝖をཷける㔠㢠、๓年以๓にこの特別᥍㝖を㐺

用し᥍㝖した㔠㢠等の記㍕があるሙྜに限り㐺用ࡉれる（相法21の12②、相規12）。 

（注）税務⨫㛗は、これらの記㍕がないᮇ限ෆ⏦࿌書のᥦฟがあったሙྜにおいて、その記㍕がなかったことについてやࡴ

を得ない事᝟があるとㄆめるときは、その記㍕をした書㢮のᥦฟがあったሙྜに限り、特別᥍㝖を㐺用することができ

る（相法21の12ճ）。 

 

３ 税⋡ 

贈与税㢠は、特定贈与⪅ࡈとにィ⟬した贈与税の課税価᱁（特別᥍㝖㢠を᥍㝖した㔠㢠）

にそれࡒれ20㸣の税⋡を஌ࡌてィ⟬した㔠㢠とする（相法21の13）。 
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【設例】

子が父から３年にわたり財産の贈与（１年目に 万円、２年目に 万円、３年目に 万

円）を受け、１年目から相続時精算課税制度の適用を受けた場合の各年分の贈与税に係る課税価格

及び贈与税額を計算しなさい。

【答】

（１年目の計算）

課税価格 特別控除額（※）

万円 － 万円＝ 万円

※ 特別控除額の計算

（ 万円 万円）＞ 万円（課税価格） ∴ 万円

（２年目の計算）

課税価格 特別控除額（※）

万円 － 万円＝ 万円

※ 特別控除額の計算

（ 万円－ 万円（１年目の特別控除額））

＞ 万円（課税価格） ∴ 万円

（３年目の計算）

課税価格 特別控除額（※） 税率 贈与税額

万円 － 万円＝ 万円 万円× ％＝ 万円

※ 特別控除額の計算

（ 万円－ 万円（１、２年目の特別控除額の合計額））

＜ 万円（課税価格） ∴ 万円

（１年目） （２年目） （３年目）

特別控除額

万円

繰越される特別控除額

万円
⇒

特別控除額

万円

特別控除額

万円

繰越される特別控除額

万円
⇒

特別控除額

万円

課税される額

万円

税 率

％

持出可
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第３節 相続᫬⢭⟬課税制度における相続税㢠のィ⟬ 

 

 

相続᫬⢭⟬課税制度における相続税㢠は、どのようにィ⟬するか。 

 

１ 課税౯᱁ 

 相続᫬⢭⟬課税㐺用⪅が、特定贈与⪅の相続に際し、相続又は遺贈により財産を取得した᫬は、相続

᫬⢭⟬課税の㐺用をཷけた財産については相続税の課税価᱁にຍ⟬する（相法21の15①）。 

た、ᙜヱ㐺用⪅が、特定贈与⪅の相続に際し、相続又は遺贈により財産を取得しなかった᫬は、相ࡲ

続᫬⢭⟬課税の㐺用をཷけた財産については相続又は遺贈により取得したものとࡳなࡉれる（相法21の

16①）。 

 

２ 贈与税㢠᥍㝖 

 相続᫬⢭⟬課税の㐺用をཷける財産につき課ࡏられた贈与税相ᙜ㢠は、相続税㢠から᥍㝖する（相法

21の15ճ）。 

なお、相続税㢠から᥍㝖しきれない贈与税相ᙜ㢠については、㑏௜をཷけることができる（相法27ճ、

33の2）。このሙྜの⏦࿌書は、特定贈与⪅の相続㛤ጞの日から５年を⤒過する日ࡲでᥦฟすることがで

きる（通則法74①）。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

相令５の３、相令９、相令10、相基通27－㸶 
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㸦ཧ⪃） 相続᫬⢭算課税㐺⏝者に係る相続税の㐺⏝関係 

 

相続又は遺贈により財産を取得した相続᫬⢭⟬

課税㐺用⪅ 

（相法１の３一㹼୕、21の15） 

相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続

᫬⢭⟬課税㐺用⪅ 

（相法１の３ᅄ、21の16） 

課税価᱁ 

（相法11の２） 

相続᫬⢭⟬課税の㐺用をཷける財産について

は、相続税の課税価᱁にຍ⟬する（相法21の15

①）。 

相続᫬⢭⟬課税の㐺用をཷける財産については、

相続又は遺贈により取得したものとࡳなす（相法

21の16①）。 

相続税の課税価᱁にຍ⟬ࡉれる財産の価㢠は、

贈与の᫬における価㢠による（相法21の15①）。

相続税の課税価᱁に⟬入ࡉれる財産の価㢠は、

贈与の᫬における価㢠による（相法21の16ճ）。

മ務᥍㝖 

（相法13） 

㐺用あり 

（相法21の15②、21の16①、相令５の４①） 

基礎᥍㝖 

（相法15） 

㐺用あり 

（相法21の14） 

相続税㢠の２๭ຍ⟬ 

（相法18） 

㐺用あり 

（相法21の15②、21の16②、相令５の２） 

相続㛤ጞ๓３年以ෆの贈

与ຍ⟬(相法19) 

㐺用あり 

ͤ 相続᫬⢭⟬課税の㐺用をཷける財産については㐺用なし。 

（相法21の15②、21の16②） 

贈与税㢠᥍㝖 

(ᬺ年課税における贈与

税㢠の᥍㝖）(相法19) 

㐺用あり 

ͤ 相続㛤ጞ๓３年以ෆの贈与ຍ⟬の規定の㐺用をཷけた財産があるሙྜ（相続㛤ጞྠ年中の

贈与を㝖く。）、ᙜヱ財産に係る贈与税㢠については、相続㛤ጞ๓３年以ෆの贈与ຍ⟬に係

る贈与税㢠を᥍㝖することができる(相法19①、相令４①) 

未成年⪅᥍㝖 

（相法19の３） 

㐺用あり 

ͤ 㐺用のある⪅は、未成年⪅である相続人のᢇ㣴⩏務⪅である相続人（相法19の３②）。 

㞀ᐖ⪅᥍㝖 

（相法19の４） 

㐺用あり 

ͤ 相続㛤ጞ᫬において法施行ᆅෆにఫ所を᭷しない⪅については㐺用なし（相法19の４①、

21の16②）。 

相次相続᥍㝖 

（相法20） 

㐺用あり 

ͤ 第二次相続に係る⿕相続人から相続により取得した財産の価㢠には、ᙜヱ⿕相続人から相

続᫬⢭⟬課税の㐺用をཷけた財産のྜィ㢠をྵࡴ(相法21の15①、②、21の16②)。 

እ国税㢠᥍㝖 

（相法20の２） 

㐺用あり 

 

相続᫬⢭⟬課税における

贈与税㢠の᥍㝖 

 

 

㐺用あり（相法21の15ճ、21の16մ、相令５の３） 

ͤ ただし、相続᫬⢭⟬課税の㐺用をཷける財産につき課ࡏられた贈与税があるときは、᥍㝖

する贈与税㢠は、እ国税㢠᥍㝖の規定による᥍㝖๓の税㢠とし、ᘏ⁫税、利Ꮚ税、過ᑡ⏦࿌

ຍ⟬税、↓⏦࿌ຍ⟬税及び重ຍ⟬税に相ᙜする税㢠を㝖く。 
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第４節 特定の贈与⪅からఫᏯ取得等資㔠の贈与をཷけたሙྜの

相続᫬⢭⟬課税の特例 
 

 

ఫᏯ取得等資㔠の贈与をཷけたሙྜの相続᫬⢭⟬課税の特例は、どのようなものか。 

 

平成15年１月１日から令和３年㸴月30日ࡲでの㛫に、贈与によりఫᏯ取得等㈨㔠を取得したሙྜにお

いて、贈与⪅の年㱋がその年の１月１日において60ṓ未‶であっても、一定の要௳を‶たすときは、相

続᫬⢭⟬課税の㐺用をཷけることができる（措法70の３）。 

 

１ 受贈者のせ௳ 

  イ 贈与税のᒃఫ↓制限⣡税⩏務⪅又は非ᒃఫ↓制限⣡税⩏務⪅であること（措法70の３ճ一イ） 

  ࣟ ఫᏯ取得等資㔠の贈与をした⪅の直⣔༝属である᥎定相続人であること（措法70の３ճ一ࣟ） 

   （注）㓄അ⪅の∗ẕ（又は♽∗ẕ）は、直⣔ᑛ属にᙜたらないので、非課税制度の㐺用をཷける

ことはできない（㣴Ꮚ⦕⤌をしているሙྜを㝖く。）。 

 （ࣁ措法70の３ճ一）贈与をཷけた年の１月１日において、20ṓ以上であること ࣁ  

でに、ఫᏯ取得等資㔠の全㢠を඘ててఫᏯ用のᐙᒇの᪂⠏ⱝしࡲ贈与をཷけた年の⩣年３月15日 ࢽ  

くは取得又はቑ改⠏等をすること（措法70の３①一㹼୕） 

  ࣍ 贈与をཷけた年の⩣年３月15日ࡲでにそのᐙᒇにᒃఫすること又はྠ日ᚋ㐜⁫なくそのᐙᒇにᒃ

ఫすることが☜ᐇであるとぢ㎸ࡲれること（措法70の３①一㹼୕） 

 

 ２ 対㇟と࡞るᐙᒇ等のせ௳ 

  イ ᪂⠏又は取得のሙྜ 

   (㺐) ᪂⠏又は取得したఫᏯ用ᐙᒇのⓏ記⡙上のᗋ㠃✚（࣐ンシࣙンなどの༊ศ所᭷ᘓ≀のሙྜはそ

の専᭷㒊ศのᗋ㠃✚）が50੍以上で、かつ、そのᐙᒇのᗋ㠃✚の２ศの１以上に相ᙜする㒊ศが

ཷ贈⪅のᒃఫの用に౪ࡉれるものであること 

(㺹) 取得したఫᏯが次のいずれかにヱᙜすること    

 ① ᘓ⠏ᚋ౑用ࡉれたことのないもの 

 ② ᘓ⠏ᚋ౑用ࡉれたことのあるもので、その取得の日以๓20年以ෆ（⪏ⅆᘓ⠏≀のሙྜは25年

以ෆ）にᘓ⠏ࡉれたもの 

 （注）⪏ⅆᘓ⠏≀とは、㕲㦵㐀、㕲➽ࢥンク࣮ࣜト㐀又は㕲㦵㕲➽ࢥンク࣮ࣜトなどのものをい

う。 

 ճ ᘓ⠏ᚋ౑用ࡉれたことのあるもので、ᆅ㟈にᑐするᏳ全ᛶに係る基‽に㐺ྜするものとして、

「⪏㟈基‽㐺ྜド明書」又は「ఫᏯᛶ⬟評価書の෗し」によりド明ࡉれたもの 

 մ ᘓ⠏ᚋ౑用ࡉれたことのあるもの（上記②及びճに㐺ྜするもの以እのもの。）で、⪏㟈改

ಟを行うことにつきᘓ⠏≀の⪏㟈改ಟのಁ進に関する法律第17条第１項の⏦ㄳ等をし、かつ、
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取得ᮇ限ࡲでに⪏㟈基‽に㐺ྜすることとなったことにつきド明がࡉれたもの 

ࣟ ቑ改⠏等のሙྜ 

   (㺐) ቑ改⠏等ᚋのఫᏯ用ᐙᒇのⓏ記⡙上のᗋ㠃✚（࣐ンシࣙンなどの༊ศ所᭷ᘓ≀のሙྜはその専

᭷㒊ศのᗋ㠃✚）が50੍以上で、かつ、そのᐙᒇのᗋ㠃✚の２ศの１以上に相ᙜする㒊ศがཷ贈

⪅のᒃఫの用に౪ࡉれるものであること 

(㺹) ቑ改⠏等のᕤ事が、⮬ᕫが所᭷し、かつ、ᒃఫしているᐙᒇにᑐして行ったもので、一定のᕤ

事にヱᙜすることにつき「☜ㄆ῭ドの෗し」、「᳨査῭ドの෗し」又は「ቑ改⠏等ᕤ事ド明書」

によりド明ࡉれたものであること 

(㺨) ቑ改⠏等のᕤ事に要した㈝用の㢠が100୓෇以上であること 

 （注）ቑ改⠏等のᕤ事の㒊ศにᒃఫの用以እの用に౪ࡉれる㒊ศがあるሙྜには、ቑ改⠏等のᕤ

事に要した㈝用の㢠の２ศの１以上が、⮬ᕫのᒃఫの用に౪ࡉれる㒊ศのᕤ事に඘てられて

いなければならない。 

  （注）１ ᑐ㇟となるఫᏯ用のᐙᒇは、日本国ෆにあるもの限られる。 

  ２ 「᪂⠏」ⱝしくは「取得」又は「ቑ改⠏等」には、その᪂⠏ⱝしくは取得又はቑ改⠏等と

ともに取得するᩜᆅの用に౪ࡉれるᅵᆅ等の取得（その᪂⠏にඛ行してそのᩜᆅの用に౪ࡉ

れるᅵᆅ等の取得が行われるሙྜにおけるᙜヱᅵᆅ等の取得をྵࡴ。）もྵࡲれる。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

措法70の３ճ二㹼ᅄ、շ、措令40の５①㹼ճ、շ 

 

 ᖺศ௨ᚋの課税方式ࡓࡅ受ࢆ⏝の特౛の㐺ࡇ ３ 

 ఫᏯ取得等資㔠の贈与をཷけたሙྜにおいて、相続᫬⢭⟬課税の特例の㐺用をཷけたときには、ᙜ

ヱ特例のᑐ㇟となるఫᏯ取得等資㔠の贈与があった年ศ以降の年ศについて、ᙜヱ贈与⪅からの贈与

財産にᑐする贈与税については、その財産がఫᏯ取得等資㔠であるかྰかに関わらず相続᫬⢭⟬課税

の㐺用をཷけることになる（措法70の３②、相法21の９ճ）。 

 

㸲 所得税の㸦特ᐃቑᨵ⠏等）ఫᏯ೉ධ㔠等特ู᥍㝖ࢆ㐺⏝するሙྜ 

   「ఫᏯ取得等資㔠の非課税」又は「相続᫬⢭⟬課税㑅ᢥの特例」のいずれかの㐺用をཷける⪅が、

所得税の（特定ቑ改⠏等）ఫᏯ೉入㔠等特別᥍㝖の㐺用をཷけるሙྜには、ᙜヱ特別᥍㝖の㢠のィ⟬

に注意を要する（55࣮࣌ࢪを参↷）。 
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第㸴章 ⏦࿌࣭᭦正及びỴ定 

 相続税や贈与税には、⣡税⪅の⏦࿌により⣡௜す࡭き税㢠が☜定する⏦࿌⣡税制度が᥇用ࡉれている。 

 相続税や贈与税の⏦࿌、᭦正のㄳồ、᭦正及びỴ定の手続規定には、国税通則法に規定ࡉれている一

⯡的な規定と相続税法に定められている特則的な規定がある。 

 

第１節 相続税の⏦࿌ 

 

１ ⏦࿌書のᥦฟを要する⪅はㄡか。 

２ ⏦࿌書のᥦฟᮇ限はいつか。 

３ ⏦࿌書のᥦฟඛ（⣡税ᆅ）はどこか。 

 

１ ⏦࿌᭩のᥦฟ

⑴ ⏦࿌᭩のᥦฟࢆせする者 

⿕相続人から相続又は遺贈により財産を取得した⪅の課税価᱁のྜィ㢠が、遺産に

係る基礎᥍㝖㢠を㉸えるሙྜにおいて、⣡௜す࡭き相続税㢠が⟬ฟࡉれる⪅は、相続

税の⏦࿌書をᥦฟしなければならない（相法27①）。 

ただし、⿕相続人の㓄അ⪅については、㓄അ⪅の税㢠㍍ῶがないものとして税㢠ィ⟬を行ったሙ

ྜに、⣡௜す࡭き相続税㢠が⟬ฟࡉれるときは、相続税の⏦࿌書をᥦฟしなければならない（㓄അ

⪅の税㢠㍍ῶの㐺用により相続税㢠が㞽になるときであっても、相続税の⏦࿌書をᥦฟしなければ

ならない。）（相法19の２ճ）。 

（注） 㓄അ⪅にᑐする相続税㢠の㍍ῶ（相法19の２）のほか、小規ᶍᏯᆅ等についての相続税の

課税価᱁のィ⟬の特例(措法69の４)など相続税に係る特例の中には、⏦࿌書のᥦฟを㐺用要

௳にしているものがᑡなくない。このような規定の㐺用をཷけるሙྜには、その規定の㐺用

により⣡௜す࡭き相続税㢠が㞽になるሙྜであっても、相続税の⏦࿌書をᥦฟしなければな

らないことに留意する（相法19の２ճ、措法69の4ն、69の５շ、70յպ）。 

⑵ ⏦࿌᭩のᥦฟᮇ㝈 

相続税の⏦࿌ᮇ限は、その相続の㛤ጞがあったことを知った日の⩣日から10か月以

ෆである（相法27①）。 

例えば、相続の㛤ጞがあったことを知った日が平成30年㸴月19日とすると、⏦࿌ᮇ限は平成31年

４月19日となる。 

ただし、その⪅が、⣡税⟶理人のᒆฟをしないで、相続税法の施行ᆅにఫ所及びᒃ所を᭷しない

こととなるときは、その᭷しないこととなる日ࡲでにᥦฟしなければならない（ྠ項ᣓᘼ書）。 

（注）１ 「相続の㛤ጞがあったことを知った日」とは、⮬ᕫのために相続の㛤ጞがあったことを
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知った日をいうので、通ᖖは⿕相続人のṚஸの日をいい、例えば、相続㛤ጞᚋにㄆ知の⿢

ุが☜定して相続人となった⪅については、その⿢ุの☜定を知った日が、「相続の㛤ጞ

があったことを知った日」となる（相基通27－４）。 

   ２ 相続財産がศ๭ࡉれていないሙྜであっても、上記のᮇ限ࡲでに⏦࿌をしなければなら

ない。 

このሙྜ、相続人等は民法の規定による相続ศ又はໟᣓ遺贈の๭ྜにᚑって財産を取得

したものとして相続税のィ⟬(未ศ๭財産については、㓄അ⪅の税㢠の㍍ῶの特例、小規

ᶍᏯᆅ等についての相続税の課税価᱁のィ⟬の特例などの㐺用はない。)をし、⏦࿌と⣡

税を行うこととなる。そのᚋ、相続財産のศ๭が行われ、そのศ๭に基づきィ⟬した税㢠

が⏦࿌㢠と␗なることとなったときは、ᐇ際にศ๭した財産の㢠に基づいてಟ正⏦࿌又は

᭦正のㄳồをすることができる(相法55)。 

なお、上記⑴により相続税の⏦࿌書のᥦฟを要する⪅が、⏦࿌書のᥦฟᮇ限๓に、⏦࿌書をᥦฟ

しないでṚஸしたሙྜには、その⪅の相続人及びໟᣓཷ遺⪅は、その相続の㛤ጞ（本᮶のᥦฟ⩏務

⪅のṚஸ）があったことを知った日の⩣日から10か月以ෆに、Ṛஸした⪅に௦わって相続税の⏦࿌

書をᥦฟしなければならない（相法27②）。 

⪅た、民法958条の３㹽特別⦕ᨾ⪅にᑐする相続財産のศ与㹾の規定により⿕相続人の特別⦕ᨾࡲ

に相続財産法人に係る財産の全㒊又は一㒊が与えられたこと、ࡲた、特別ᐤ与⪅が特別ᐤ与ᩱを取

得したことにより、᪂たに⏦࿌書のᥦฟ要௳にヱᙜすることとなったときは、ᙜヱ事⏤が⏕ࡌたこ

とを知った日の⩣日から10か月以ෆに相続税の⏦࿌書をᥦฟしなければならない（相法29①）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ ⏦࿌᭩のᥦฟඛ㸦⣡税ᆅ） 

 相続税の⏦࿌書は、相続又は遺贈により財産を取得した⪅の⣡税ᆅの所㎄税務⨫㛗

にᥦฟすることとࡉれている（相法27①）。 

このሙྜの⣡税ᆅは、相続又は遺贈により財産を取得した⪅のఫ所ᆅ等である（相
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法62①②）が、相続財産は、⿕相続人のఫ所ᆅを中ᚰにᏑ在していることなどから、

⿕相続人のṚஸ᫬におけるఫ所が日本国ෆにあるሙྜには、ᙜศの㛫、⿕相続人のṚ

ஸ᫬におけるఫ所ᆅが⣡税ᆅとࡉれており（相法㝃則３）、相続税の⏦࿌書は⿕相続

人のఫ所ᆅを所㎄する税務⨫㛗にᥦฟすることとなる。 

 ᭦に、ྠ一の⿕相続人から相続又は遺贈により財産を取得した⪅で、相続税の⏦࿌

をしなければならない⪅が２人以上あるሙྜには、ඹྠして相続税の⏦࿌書をᥦฟす

ることができるとࡉれている（相法27յ）ことから、一⯡的にはඹྠして相続税の⏦

࿌書をᥦฟすることになる。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

     相令７、相基通27－１、27－３ 

 

２ ⏦࿌᭩のグ㍕஦㡯ཬࡧῧ௜᭩㢮 

 相続税の⏦࿌書には、課税価᱁、相続税の総㢠のィ⟬に関する事項、⣡税⩏務⪅のఫ所、Ặྡなど

相続税法施行規則第13条に規定する事項を記㍕するとともに、⿕相続人のṚஸの᫬における財産及び

മ務、⿕相続人から相続人又はཷ遺⪅が相続又は遺贈により取得した財産又はᢎ⥅したമ務のྛ人ࡈ

との明⣽୪びにその遺産をྛ相続人がどのようにศ๭したかなどྠ規則第16条に規定する事項を記㍕

した明⣽書をῧ௜しなければならない（相法27մ）。 

（注）１ 㓄അ⪅の税㢠㍍ῶの㐺用については、相続又は遺贈により取得することが☜定した相続財産について、相続税の

⏦࿌書をᥦฟしてึめて㐺用ࡉれることから、次のド明書等をῧ௜することが必要である（相法19の２ճ、相規１

の㸴ճ）。 

① 遺言書の෗し又は遺産ศ๭༠㆟書の෗し（༳㚷ド明書をῧ௜） 

② その௚⏕࿨ಖ㝤㔠や㏥職㔠のᨭᡶい通知書などの財産の取得≧ἣのศかる書㢮 

    ２ 平成30年４月１日以ᚋにᥦฟする相続税の⏦࿌書のῧ௜書㢮については、次に掲げるものが㏣ຍࡉれた。 

     ① ᡞ⡠のㅞ本を」෗したもの 

ᚑ᮶の相続人等のᡞ⡠のㅞ本そのものに௦えて、これらの書㢮を」෗したものをᥦฟすることも可⬟とࡉれた。 

     ② 法定相続᝟ሗ一ぴ図の෗し又はそれを」෗したもの 

相続関係をドする書㢮として、次の要௳を‶たす法定相続᝟ሗ一ぴ図の෗し又はそれを」෗したものをᥦฟす

ることも可⬟とࡉれた。 

      イ ⣔⤫図᪉ᘧで記㍕ࡉれていること 

      ࣟ Ꮚの続᯶について、ᐇᏊ又は㣴Ꮚの別が記㍕ࡉれていること 

     ͤ 「法定相続᝟ሗ一ぴ図」は、不ື産Ⓩ記規則第247条に規定があり、この制度は、①⿕相続人が⏕ࡲれてからஸ

くなるࡲでのᡞ⡠関係の書㢮等及びその記㍕に基づく法定相続᝟ሗ一ぴ図（⿕相続人のẶྡ、最ᚋのఫ所、最ᚋ

の本⡠、⏕年月日及びṚஸ年月日୪びに相続人のẶྡ、ఫ所、⏕年月日及び続᯶の᝟ሗを記㍕した書㠃）をⓏ記

ᐁにᥦฟし、②Ⓩ記ᐁが上記ෆ容を☜ㄆし、ㄆド文௜きの法定相続᝟ሗ一ぴ図の෗しを஺௜し、ճ஺௜ࡉれた法

定相続᝟ሗ一ぴ図の෗しが、相続Ⓩ記の⏦ㄳ手続きをはࡌめ、⿕相続人ྡ⩏の㡸㔠のᡶᡠし等、ᵝࠎな相続手続

に利用ࡉれることで、相続手続に係る相続人࣭手続のᢸᙜ㒊⨫཮᪉の㈇ᢸの㍍ῶを図るものである。 

       これらをཷけて、一定の記㍕事項が記㍕ࡉれていることを要௳として、法定相続᝟ሗ一ぴ図の෗しを相続税の

⏦࿌書のῧ௜書㢮にຍえることとした。 
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第２節 贈与税の⏦࿌ 

 

 

１ ⏦࿌書のᥦฟを要する⪅はㄡか。 

２ ⏦࿌書のᥦฟᮇ限はいつか。 

３ ⏦࿌書のᥦฟඛ（⣡税ᆅ）はどこか。 

 

１ ⏦࿌᭩のᥦฟ 

⑴ ⏦࿌᭩のᥦฟࢆせする者 

贈与によって財産を取得した⪅で㺂次にヱᙜする⪅は、贈与税の⏦࿌書をᥦฟしな

ければならない（相法28①）。 

① その年ศの贈与税の課税価᱁について㺂110୓෇の基礎᥍㝖㢠を᥍㝖し㺂贈与税の

税⋡を㐺用して⟬ฟした税㢠から在እ財産にᑐする贈与税㢠の᥍㝖をしても、なお

⣡௜す࡭き贈与税㢠がある⪅ 

② 相続᫬⢭⟬課税の㐺用をཷける財産を取得した⪅ 

(注) 相続᫬⢭⟬課税の㐺用をཷける財産については、課税価᱁が特別᥍㝖㢠以ୗであって

も⏦࿌書のᥦฟを要する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ ⏦࿌᭩のᥦฟᮇ㝈 

 贈与税の⏦࿌書のᥦฟᮇ限は、贈与により財産を取得した年の⩣年２月１日から

３月15日である（相法28①）。 

（注） 財産の贈与をཷけた⪅が年の㏵中でṚஸしたሙྜには、その相続人又はໟᣓཷ遺⪅が、相

続㛤ጞがあったことを知った日の⩣日から10か月以ෆに贈与税の⏦࿌書をᥦฟしなければな

らない（相法28②一）。 

⑶ ⏦࿌᭩のᥦฟඛ㸦⣡税ᆅ） 

 贈与税の⏦࿌書は、贈与により財産を取得した⪅の⣡税ᆅの所㎄税務⨫㛗にᥦฟし

なければならない（相法28①、62①②）。 

 このሙྜの⣡税ᆅは、贈与により財産を取得した⪅の日本国ෆにあるఫ所ᆅ（日本

国ෆにఫ所を᭷しないこととなったሙྜには、ᒃ所ᆅ）をいう。 
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なお、日本国ෆにఫ所及びᒃ所のいずれも᭷しないこととなる⪅୪びに日本国ෆに

ఫ所を᭷しない⪅は、⣡税ᆅを定めて、⣡税ᆅの所㎄税務⨫㛗に⏦࿌しなければなら

ない。 

 

２ ⏦࿌᭩のグ㍕஦㡯ཬࡧῧ௜᭩㢮 

 贈与税の⏦࿌書には、課税価᱁、贈与税㢠など相続税法施行規則第17条第１項に規定

する事項を記㍕しなければならない。 

た、贈与税の㓄㝮⪅᥍㝖については、次の書㢮をῧ௜した⏦࿌書をᥦฟしたሙྜにࡲ 

限り㐺用ࡉれる（相法21の㸴②、相規９）。 

① ᡞ⡠のㅞ本又はᢒ本及びᡞ⡠の㝃⚊の෗し（贈与をཷけた日から10日を⤒過した日

以ᚋに作成ࡉれたものに限る。） 

② ཷ贈⪅が取得したᒃఫ用不ື産に関するⓏ記事項ド明書 

ճ ఫ民⚊の෗し（ᒃఫ用不ື産をその⪅のᒃఫの用に౪した日以ᚋに作成ࡉれたもの

に限る。） 

 なお、上記①のᡞ⡠の㝃⚊の෗しに記㍕ࡉれているཷ贈⪅のఫ所がᒃఫ用不ື産の所

在ሙ所であるሙྜには、ճのఫ民⚊の෗しのᥦฟは要しない。 

 

 

第３節 ᮇ限ᚋ⏦࿌及びಟ正⏦࿌の特則 

１ 相続税の特๎ 

相続税は、௚の税とྠᵝに、⣡税⩏務の成❧の᫬Ⅼである相続㛤ጞ᫬の事ᐇ関係に基づいて税㢠を

ィ⟬し、⏦࿌ᮇ限ࡲでにᮇ限ෆ⏦࿌書をᥦฟするのが基本であるが、相続税については、特に、⏦࿌

ᮇ限ᚋに᪂たに⏕ࡌた事᝟により、税㢠ィ⟬の基となった基本的な事ᐇ関係がኚືすることがᑡなく

ない。 

そこで、相続税法では、ᚋⓎ的な事⏤に基づく⏦࿌、ᮇ限ᚋ⏦࿌、ಟ正⏦࿌及び᭦正のㄳồの特則

規定を置き、相続税㢠のኚ᭦等に関する手続を規定している。 

⑴ ᮇ㝈ᚋ⏦࿌の特๎ 

ᮇ限ෆ⏦࿌書のᥦฟᮇ限ᚋにおいて、次の事⏤が⏕ࡌたことにより᪂たに⏦࿌書のᥦฟ要௳にヱ

ᙜすることとなった⪅は、ᮇ限ᚋ⏦࿌書をᥦฟすることができる（相法30①）。 

イ ඹྠ相続人によって未ศ๭財産のศ๭が行われ、課税価᱁がኚືしたこと 

ࣟ ㄆ知、᥎定相続人のᗫ㝖に関する⿢ุの☜定、その௚の事⏤により、相続人が␗ືしたこと 

 き㔠㖹の㢠が☜定したこと࡭遺留ศ౵ᐖ㢠のㄳồに基づきᨭᡶう ࣁ

 れ、又は遺贈のᨺᲠがあったことࡉ遺贈に関する遺言書がⓎぢ ࢽ

࣍ 条௳௜で≀⣡がチ可ࡉれたሙྜでその条௳が成ᑵࡉれないためにチ可が取りᾘࡉれ、又は取り

ᾘࡉれることとなるときにおいて、≀⣡に඘てたᅵᆅについて、ᅵተが特定᭷ᐖ≀㉁等によりở

ᰁࡉれていること又は㝖去しなければᅵᆅの通ᖖの౑用ができないᗫᲠ≀等がᆅୗにあることが

ุ明したこと 
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࣊ 相続ⱝしくは遺贈又は贈与により取得した財産についてのᶒ利のᖐ属に関するッえについての

ุỴがあったこと 

ト ศ๭ᚋの⿕ㄆ知⪅からの価㢠ㄳồがあったことによりᘚ῭す࡭き㢠が☜定したこと 

チ 条௳௜の遺贈について、条௳が成ᑵしたこと 

⑵ ಟṇ⏦࿌の特๎ 

 一⯡のಟ正⏦࿌書は、国税通則法の規定にᚑってᥦฟすることとなるが、相続税法には、次のよ

うなಟ正⏦࿌の特則が設けられている。 

イ 相続税のᮇ限ᚋ⏦࿌書をᥦฟできる上記⑴イからチࡲでに掲げる事⏤が⏕ࡌたことにより、᪤

に☜定した相続税㢠が不㊊したሙྜには、相続税のಟ正⏦࿌書をᥦฟすることができる（相法31

①）。 

ࣟ 民法958条の３（特別⦕ᨾ⪅にᑐする相続財産のศ与）の規定により⿕相続人の特別⦕ᨾ⪅に

相続財産法人に係る財産の全㒊又は一㒊が与えられたこと、ࡲた、特別ᐤ与⪅が特別ᐤ与ᩱを取

得したことにより、᪤に☜定した相続税㢠に不㊊を⏕ࡌたሙྜにはᙜヱ事⏤が⏕ࡌたことを知っ

た日の⩣日から10か月以ෆに相続税のಟ正⏦࿌書をᥦฟしなければならない（相法４①②、31②）。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

 相基通31－１ 

 

２ 贈与税の特๎ 

⑴ ᮇ㝈ᚋ⏦࿌の特๎ 

 贈与税の⏦࿌ᮇ限ᚋにおいて、๓記１⑴イからチࡲでに掲げる事⏤が⏕ࡌたことにより、相続又

は遺贈により財産を取得しないこととなった（相続㛤ጞの年に贈与をཷけた財産につき相続税法21

条の２第４項の㐺用がないこととなった）⤖ᯝ、᪂たに贈与税の⏦࿌書のᥦฟ要௳にヱᙜすること

となった⪅は、ᮇ限ᚋ⏦࿌書をᥦฟすることができる（相法30②）。 

（注） 例えば、遺産が未ศ๭であるሙྜにおいて、贈与財産につき相続税の課税価᱁にຍ⟬し、贈与税の⏦࿌はしな

かったとこࢁ、遺産ศ๭において財産を取得しなかったため、贈与税の⏦࿌を要することとなるሙྜがある。 

⑵ ಟṇ⏦࿌の特๎ 

 上記⑴とྠᵝの事⏤が⏕ࡌたことにより、᪤に☜定した贈与税㢠に不㊊を⏕ࡌたሙྜには、ಟ正

⏦࿌書をᥦฟすることができる（相法31մ）。 

 

 

第４節 ᭦正のㄳồの特則 

 ⣡௜す࡭き税㢠を過大に⏦࿌したሙྜのᩆ῭手ẁとしての᭦正のㄳồは、国税通則法第23条に規定ࡉ

れているが、相続税法には、相続税や贈与税のᅛ᭷の事⏤によって⣡௜す࡭き税㢠が過大となったሙྜ

について᭦正のㄳồの特則が設けられている（相法32）。 

（注） 相続税についての一⯡的な᭦正のㄳồは、法定⏦࿌ᮇ限から５年以ෆに᭦正のㄳồをすることができる（通則法23）

こととࡉれている。なお、贈与税については、一⯡のሙྜに᭦正のㄳồをすることができるᮇ㛫が国税通則法の規定

にかかわらず、㸴年以ෆとࡉれている（平成23年12月2日より๓に法定⏦࿌ᮇ限が฿᮶するものの᭦正のㄳồについ

ては、相続税、贈与税ともに法定⏦࿌ᮇ限から１年以ෆとࡉれていた。）。 

相続税は、⿕相続人༢఩の財産の総㢠等に基づき相続税の総㢠をồめ、課税価᱁のྜィ㢠に༨めるྛ相続人等の課

税価᱁の๭ྜで税㢠を㓄ศする௙⤌ࡳであることから、ᚋⓎ的事⏤等により㈇ᢸす࡭きྛ相続人等の相続税㢠がኚື
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することや、遺産ศ๭が要௳となっている㓄അ⪅の税㢠㍍ῶ等により税㢠がῶᑡすることがあることを㋃ࡲえて、ྛ

✀特則が設けられている。 

 

１ 相続税の᭦ṇのㄳồの特๎ 

 次に掲げる事⏤により⏦࿌をした⪅又はỴ定をཷけた⪅の課税価᱁及び相続税㢠が過大となったሙ

ྜは、その事⏤が⏕ࡌたことを知った日の⩣日から４か月以ෆに限り᭦正のㄳồをすることができる

（相法32①一㹼ඵ）。 

① ๓記第３節１⑴「ᮇ限ᚋ⏦࿌の特則」のイからチࡲでの事⏤ 

② 特別⦕ᨾ⪅にᑐして相続財産法人に係る財産のศ与があったこと、ࡲた、特別ᐤ与⪅が特別ᐤ与

ᩱを取得したこと 

ճ 遺産のศ๭が行われたことにより、㓄അ⪅について㓄അ⪅の税㢠㍍ῶ㢠がቑຍしたこと 

（注） ᭦正のㄳồに基づいてῶ㢠᭦正をしたሙྜにおいて、相続又は遺贈により財産を取得した

௚の⪅の相続税㢠がቑຍするときについては、๓記第３節１⑵「ಟ正⏦࿌の特則」とともに、

᭦正又はỴ定のᮇ㛫制限の特則が定められている（相法35ճ）。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

 相令㸶①②、相基通32－１㹼32－４ 

 

２ 贈与税の᭦ṇのㄳồの特๎ 

⑴ ᭦ṇのㄳồࢆするࡇとࡁ࡛ࡀる஦⏤ 

贈与税についても、贈与税の課税価᱁のィ⟬の基礎に⟬入した財産のうち、相続㛤ጞの年に⿕相

続人から贈与により取得した財産で、相続税の課税価᱁にຍ⟬ࡉれるもの（相法21の２մ）があっ

たことにより⣡௜す࡭き贈与税㢠が過大となったሙྜには、その事⏤が⏕ࡌたことを知った日の⩣

日から４か月以ෆに᭦正のㄳồをすることができる（相法32①༑）。 

⑵ ᭦ṇのㄳồࢆするࡇとࡁ࡛ࡀるᮇ㛫 

一⯡的な᭦正のㄳồは、法定⏦࿌ᮇ限から「５年」以ෆにすることができる（通則法23）が、贈

与税の⏦࿌書に係る᭦正のㄳồについては、法定⏦࿌ᮇ限から「㸴年」以ෆにすることができる（相

法32②）。この規定は、平成23年12月２日以ᚋに法定⏦࿌ᮇ限が฿᮶するものに㐺用ࡉれる。 

 

 

第５節 ᭦正及びỴ定の特則 

 ⏦࿌⣡税制度においては、⣡税⩏務⪅が⮬ら正しい⏦࿌をし、その⏦࿌税㢠をᮇ限ࡲでに⣡௜するこ

とが理᝿的であるが、法解㔘の相㐪、財産の評価のㄆ定の相㐪等によって、⏦࿌㢠の過不㊊や、⏦࿌⩏

務があるにもかかわらず⏦࿌ࡉれないという事ែがⓎ⏕する。 

 そこで、⏦࿌ࡉれた課税価᱁ⱝしくは税㢠に過不㊊があるሙྜ又は⏦࿌⩏務のある⪅が⏦࿌をしな

かったሙྜには、税務⨫㛗は、税のබ正な㈇ᢸをᐇ現するため、課税価᱁及び税㢠を᭦正又はỴ定する

こととࡉれている。 

 国税通則法では、一⯡的なሙྜの᭦正又はỴ定について規定しており（通則法24、25）、相続税法で

は、相続税や贈与税の特᭷の事᝟に基づく᭦正及びỴ定の特則を規定している（相法35）。 
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第㸴節 贈与税の᭦正、Ỵ定等のᮇ㛫制限の特則 

１ 税務⨫㛗は、贈与税について、国税通則法第70条㹽国税の᭦正、Ỵ定等のᮇ㛫制限㹾の規定にかか

わらず、次に掲げるᮇ限又は日から㸴年を⤒過する日ࡲで、᭦正ⱝしくはỴ定又はຍ⟬税の㈿課Ỵ定

をすることができる（相法36①）。 

なお、これにより᭦正することができないこととなる日๓㸴月以ෆにࡉれた᭦正のㄳồに係る᭦正

又はそれにకうຍ⟬税の㈿課Ỵ定は、ᙜヱ᭦正のㄳồがあった日から㸴月を⤒過する日ࡲで、するこ

とができる（相法36②）。 

⑴ ᭦正又はỴ定については、その᭦正又はỴ定に係る⏦࿌書のᥦฟᮇ限 

⑵ 過ᑡ⏦࿌ຍ⟬税、↓⏦࿌ຍ⟬税又は重ຍ⟬税の㈿課Ỵ定については、その⣡税⩏務の成❧の日(法

定⏦࿌ᮇ限の⤒過の᫬） 

 

２ 税務⨫㛗は、贈与税について、ഇりその௚不正の行Ⅽによりその全㒊又は一㒊の税㢠をචれたሙྜ

等における᭦正ⱝしくはỴ定又はຍ⟬税の㈿課Ỵ定は㺂 次に掲げるᮇ限又は日から７年を⤒過する日

  ですることができる(相法36ճ)㹿ࡲ

⑴ ᭦正又はỴ定については㺂 その᭦正又はỴ定に係る⏦࿌書のᥦฟᮇ限 

⑵ 過ᑡ⏦࿌ຍ⟬税㺂 ↓⏦࿌ຍ⟬税又は重ຍ⟬税の㈿課Ỵ定については㺂 その⣡税⩏務の成❧の日

（法定⏦࿌ᮇ限の⤒過の᫬） 
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第７章 税㔠の⣡௜とᘏ⣡及び≀⣡ 

 税㔠は、ྛ⣡税⩏務⪅が⣡௜ᮇ限ෆに㔠㖹をもって一᫬に⣡௜することを原則としているが、相続税

や贈与税には㐃ᖏ⣡௜⩏務やᘏ⣡制度が、᭦に、相続税には㔠㖹⣡௜の例እとして≀⣡制度がㄆめられ

ている。 

 

第１節 税㔠の⣡௜ 

 

１ ⣡௜の᫬ᮇはいつか。 

２ 㐃ᖏ⣡௜⩏務とは、どのようなものか。 

 

１ 相続税ཪは贈与税の⣡௜᫬ᮇ 

⑴ ᮇ限ෆ⏦࿌書をᥦฟした⪅の⣡௜ᮇ限は、⏦࿌書のᥦฟᮇ限である（相法33）。 

⑵ ᮇ限ᚋ⏦࿌書又はಟ正⏦࿌書をᥦฟした⪅の⣡௜ᮇ限は、それらの⏦࿌書をᥦฟし

た日である(通則法35②一)。 

⑶ ᭦正又はỴ定の通知をཷけた⪅の⣡௜ᮇ限は、これらの通知書がⓎࡏられた日の⩣

日から㉳⟬して１か月を⤒過する日である(通則法35②二)。 

（注） 相続税の⣡௜は、௚の税㔠とྠᵝに、その税㢠に相ᙜする㔠㖹を⣡ᮇ限ࡲでに⣡௜するのが

原則であるが、相続税が財産にᑐしてその価㢠を課税ᶆ‽として課税するものであるため、一

᫬に⣡௜することがᅔ㞴であるሙྜが考えられることから、相続税法⊂特の㛗ᮇのᘏ⣡制度及

び≀⣡制度が設けられている（第２節、第３節）。 

 

２ 㐃ᖏ⣡௜⩏ົ 

 相続税及び贈与税は、相続又は贈与により取得した財産に課税する財産税であるため、財産の取得

⪅にとっては、㔠㖹⣡௜が必ずしも容易ではない。一᪉、国にとっても租税മᶒを☜ಖし易くする必

要がある。 

これらのために、次のような㐃ᖏ⣡௜⩏務が設けられている。 

⑴ 相続人ཪは受遺者２ࡀ人௨ୖ࠶るሙྜの㐃ᖏ⣡௜の⩏ົ 

 相続人又はཷ遺⪅が２人以上であるሙྜには、これらの⪅は、その相続又は遺贈により取得した

財産に係る相続税について、その相続又は遺贈によりཷけた利┈の価㢠に相ᙜする㔠㢠を限度とし

て、相஫に㐃ᖏ⣡௜⩏務がある（相法34①）。 

⑵ 被相続人ࡀ⣡௜すࡁ࡭相続税ཪは贈与税の㐃ᖏ⣡௜の⩏ົ 

 相続税又は贈与税の⏦࿌をす࡭き⪅が、これらの⏦࿌書をᥦฟする๓にṚஸしたሙྜで、その⪅

の相続人又はཷ遺⪅が２人以上あるときは、これらの⪅は、⿕相続人の⣡௜す࡭き相続税又は贈与

税について、相続又は遺贈によりཷけた利┈の価㢠に相ᙜする㔠㢠を限度として、相஫に㐃ᖏ⣡௜

学習のポイント 
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⩏務がある（相法34②）。 

⑶ 贈与ࠊ遺贈ཪはᐤ㝃行Ⅽにࡾࡼ財産ࢆ取得しࡓ者の㐃ᖏ⣡௜の⩏ົ 

 相続税又は贈与税の課税価᱁ィ⟬の基礎となった財産について贈与、遺贈又はᐤ㝃行Ⅽによる⛣

㌿があったሙྜには、その贈与ⱝしくは遺贈により財産の取得をした⪅又はᐤ㝃行Ⅽにより設❧ࡉ

れた法人は、その贈与、遺贈又はᐤ㝃行Ⅽをした⪅が⣡௜す࡭き相続税又は贈与税の㢠のうち、相

続又は贈与をཷけた財産の価㢠にᑐᛂする㒊ศの㔠㢠について、そのཷけた利┈の価㢠に相ᙜする

㔠㢠を限度として、㐃ᖏ⣡௜⩏務がある（相法34ճ）。 

ֈ 財産ࢆ贈与しࡓ者の㐃ᖏ⣡௜の⩏ົ 

 財産を贈与した⪅は、その贈与により財産を取得した⪅のその年ศの贈与税㢠のうち、贈与した

財産の価㢠にᑐᛂする㒊ศの㔠㢠について、その財産に相ᙜする㔠㢠を限度として、㐃ᖏ⣡௜⩏務

がある（相法34մ）。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

 相基通34－１㹼34－３ 

։ 㐃ᖏ⣡௜⩏ົࢆ㈇࠸࡞ࢃሙྜ 

 平成24年４月１日以ᚋに⏦࿌ᮇ限が฿᮶する次のሙྜの相続税については、㐃ᖏ⣡௜⩏務を㈇わ

ない。 

① ⏦࿌ᮇ限から５年を⤒過したሙྜ（相法34①一）  

② ᘏ⣡のチ可をཷけたሙྜ（相法34①二） 

ճ ⣡税⊰ண（㎰ᆅ等、ᒣᯘ、非上ሙᰴᘧ等及び非上ሙᰴᘧ等の贈与⪅がṚஸしたሙྜのྛ相続税

の⣡税⊰ண）の㐺用をཷけたሙྜ（相法34①୕、相令10の２） 

 

 

第２節 ᘏ ⣡ 

 相続税又は贈与税の㢠が10୓෇を㉸え、かつ、⣡ᮇ限ࡲでに、又は⣡௜す࡭き日に㔠㖹で⣡௜するこ

とをᅔ㞴とする事⏤があるሙྜには、⣡税⩏務⪅の⏦ㄳにより、年㈿ᘏ⣡がㄆめられている（相法38)。 

 

１ ᘏ⣡のチྍのせ௳ 

⑴ 相続税 

 相続税に係るᘏ⣡のチ可の要௳は次のとおり。 

① ⏦࿌࣭᭦正又はỴ定による⣡௜す࡭き相続税㢠が10୓෇を㉸えること 

② 㔠㖹⣡௜をᅔ㞴とする事⏤があること 

ճ 必要なᢸಖをᥦ౪すること（ただし、ᘏ⣡税㢠が100୓෇以ୗで、かつ、ᘏ⣡ᮇ㛫が３年以ୗで

あるሙྜは、不要） 

（注）ᢸಖにᥦ౪できる財産の✀㢮は、次のとおり（通則法50）。 

１ 国മ及びᆅ᪉മ 

２ ♫മその௚の᭷価ドๆで税務⨫㛗等が☜ᐇとㄆめるもの 
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３ ᅵᆅ 

４ ᘓ≀、❧ᮌ、⯪⯧などでಖ㝤に௜したもの 

５ 㕲㐨財ᅋ࣭ᕤሙ財ᅋ࣭㖔業財ᅋなど 

㸴 税務⨫㛗等が☜ᐇとㄆめるಖド人のಖド 

７ 㔠㖹 

մ 相続税の⣡ᮇ限又は⣡௜す࡭き日ࡲでにᘏ⣡⏦ㄳ書をᥦฟすること 

⑵ 贈与税 

 贈与税に係るᘏ⣡のチ可の要௳は、相続税に係るものとྠࡌである（相法38ճ、մ）。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

 相令12㹼14、相基通38－１、38－２、38－５㹼38－㸶、38－10、38－11 

２ ᘏ⣡のᡭ続 

 ᘏ⣡のチ可を⏦ㄳしようとする⪅は、ᘏ⣡をồめようとする相続税又は贈与税の、 

① ᮇ限ෆ⏦࿌書のᥦฟによるሙྜは、⏦࿌書のᥦฟᮇ限 

② ᮇ限ᚋ⏦࿌書又はಟ正⏦࿌のᥦฟによるሙྜは、その⏦࿌書をᥦฟした日 

ճ ᭦正又はỴ定の通知をཷけたሙྜは、この通知書がⓎࡏられた日の⩣日から㉳⟬して１か月を⤒

過する日 

でに、ᘏ⣡の⏦ㄳ書及びᢸಖのᥦ౪に関する書㢮を⣡税ᆅの所㎄税務⨫㛗にᥦฟしなければならなࡲ

い（相法39①）。 

 なお、⅏ᐖ等によるᮇ限のᘏ㛗にヱᙜするሙྜ及びやࡴを得ない事⏤が⏕ࡌたሙྜには、関係書㢮

のᥦฟᮇ限がᘏ㛗ࡉれる（相法3922ۑ）。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

 相基通39－１ 

３ ᘏ⣡のチྍཪは༷ୗのฎศ 

 相続税又は贈与税のᘏ⣡の⏦ㄳ書のᥦฟがあったሙྜには、ᘏ⣡の要௳にヱᙜしているかྰかを調

査し、その調査に基づいて、ᙜヱ⏦ㄳ書のᥦฟᮇ限の⩣日から㉳⟬して原則３か月以ෆにᘏ⣡⏦ㄳࡉ

れた税㢠の全㒊又は一㒊について、その⏦ㄳの条௳ⱝしくはこれをኚ᭦した条௳によってᘏ⣡をチ可

し、又はその⏦ㄳを༷ୗする（相法39②）。 

なお、⅏ᐖ等によるᮇ限のᘏ㛗にヱᙜするሙྜ、及びやࡴを得ない事⏤が⏕ࡌたሙྜには、ᘏ⣡の

チ可又は⏦ㄳ༷ୗのᮇ限は、関係書㢮のᥦฟᮇ限のᘏ㛗ᮇ㛫とྠ一のᮇ㛫がᘏ㛗ࡉれる（相法39、24ۑ）。 

㸲 ᘏ⣡税㢠に対する฼Ꮚ税 

 国税をᘏ⣡するሙྜに⣡௜す࡭き利Ꮚ税㢠については、国税通則法第64条の規定に基づきィ⟬する

ことになっているが、相続税法には、利Ꮚ税の特則規定が設けられている。 

  ᘏ⣡のチ可をཷけた⪅は、そのศ⣡税㢠を⣡௜する᫬に、利Ꮚ税をేࡏて⣡௜しなければならない

（相法52）。 
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なお、上記２及び３においてᘏ㛗ࡉれたᮇ㛫があるሙྜは、そのᮇ㛫は利Ꮚ税のィ⟬ᮇ㛫から㝖እ

 。れる（相52մ）ࡉ

 

第３節 相続税の≀⣡ 

 ≀⣡制度は、相続税だけに設けられている制度である。 

 相続税の課税財産には、᥮㔠しにくいᅵᆅやᐙᒇなどもあり、ᘏ⣡のチ可をཷけてもそのᘏ⣡ᮇ㛫ෆ

に᏶⣡することができないሙྜもண ࡉれるので、この制度が設けられている。 

 すなわち、⏦࿌による⣡௜税㢠又は᭦正、Ỵ定による⣡௜税㢠を㔠㖹で⣡௜することをᅔ㞴とする事

⏤があるሙྜには、その⣡௜をᅔ㞴とする㔠㢠を限度として≀⣡を⏦ㄳすることができる（相法41）。 

 なお、≀⣡の要௳及び≀⣡できる財産は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 特別の法律により法人のⓎ行するമ 

ๆ及びฟ資ドๆをྵࡳ、▷ᮇ♫മ等を 

㝖く。 

 

 

 

 

 

 ≀⣡に඘てようとする財産が特定Ⓩ㘓⨾⾡ရであるときは、⏦ㄳにより、上記の㡰఩によることな

く≀⣡がㄆめられる（措法70の12①）。 

 ≀⣡のチ可をཷけようとする⪅は、相続税の⣡ᮇ限又は⣡௜す࡭き日ࡲでに、≀⣡しようとする税

㢠、≀⣡に඘てようとする財産の✀㢮などを記㍕した≀⣡⏦ㄳ書を⣡税ᆅの所㎄税務⨫㛗にᥦฟしな

ければならない（相法42①）。 

なお、⅏ᐖ等によるᮇ限のᘏ㛗にヱᙜするሙྜ、及びやࡴを得ない事⏤が⏕ࡌたሙྜには、関係書

㢮のᥦฟᮇ限がᘏ㛗ࡉれる（相法4228ۑ）。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

 相令17、相基通41－１㹼41－３ 

１ 相続税をᘏ⣡に

よっても㔠㖹で⣡

௜することがᅔ㞴

な事⏤があること 

２ ⏦ㄳにより税務

⨫㛗のチ可をཷけ

ること 

３ 㔠㖹で⣡௜する

ことがᅔ㞴である

㔠㢠の限度ෆであ

ること 

４ ≀⣡できる財産

であること 

第１㡰఩ 

① 不ື産、⯪⯧、国മドๆ、ᆅ᪉

മドๆ、上ሙᰴᘧ等(注) 

② 不ື産及び上ሙᰴᘧのうち≀

⣡ຎᚋ財産にヱᙜするもの 

１ 課税価᱁ィ⟬の基礎となっ

たその財産の価㢠 

２ ཰⣡᫬ࡲでにその財産の≧

ἣにⴭしいኚ໬が⏕ࡌたとき

はその཰⣡᫬の現ἣにより税

務⨫㛗が定めた価㢠 

収

納

価

額 

≀
納
財
産
の 

≀

納

の

要

௳ 

≀

納

で

き

る

財

産 

１ 日本国ෆにある

財産であること 

２ 課税価᱁ィ⟬の

基礎となった財産

（相続᫬⢭⟬課税

の㐺用をཷける財

産を㝖く。）である

こと 

３ ⟶理ฎศ不㐺᱁

財産（相令18）にヱ

ᙜしないこと 

 

第２㡰఩ 

ճ 非上ሙᰴᘧ等(注) 

մ 非上ሙᰴᘧのうち≀⣡ຎᚋ財

産にヱᙜするもの 

第３㡰఩ 

յ ື産 
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第㸶章 相続税࣭贈与税の⣡税⊰ண及びච㝖の特例 

 

第１節 ㎰ᆅ等にᑐする贈与税の⣡税⊰ண及びච㝖の特例 

１ 制ᗘの㊃᪨ 

この特例は、㎰業基本法の㊃᪨とする㎰業⤒Ⴀの㏆௦໬に資するため、ᆒศ相続等による㎰ᆅの⣽ศ໬㜵Ṇと㎰業ᚋ

⥅⪅の⫱成を税制㠃からຓ成することをࡡらいとして設けられたものである。 

 昭和39年に㎰ᆅ等にᑐする贈与税の⣡ᮇ限のᘏ㛗の特例として๰設ࡉれ（ᙜ᫬は、相続税に関するྠᵝの制度はなかっ

た。）、そのᚋ、昭和50年に㎰ᆅ等にᑐする相続税の⣡税⊰ணの特例が๰設ࡉれたことにకい、贈与税についても「⣡

ᮇ限のᘏ㛗の特例」が「⣡税⊰ணの特例」に改められ、贈与税、相続税ともに「⣡税⊰ணの特例」として現在に⮳って

いる。 

 

２ 特౛の概せ 

㎰ᆅ等（㎰ᆅ、᥇ⲡᨺ∾ᆅ及び‽㎰ᆅをいう。以ୗ、この章においてྠࡌ。）の贈与があったሙྜにおいて㺂 その贈

与が一定の要௳にヱᙜするときは㺂 ᙜヱ㎰ᆅ等のཷ贈⪅のᙜヱ贈与の日の属する年ศに⣡௜す࡭き贈与税のうち一定㔠

㢠について㺂 ᙜヱ贈与⪅のṚஸの日ࡲで㺂 その⣡税が⊰ணࡉれる（措法70の４①、措令40の㸴）。 

なお、相続᫬⢭⟬課税㐺用⪅が、相続᫬⢭⟬課税に係る特定贈与⪅からの贈与により取得した㎰ᆅ等について、贈与

税の⣡税⊰ணの㐺用をཷけるሙྜには、⣡税⊰ணの㐺用をཷける㎰ᆅ等については相続᫬⢭⟬課税は㐺用しない（措法

70の４ճ）。 

（注）特例の㐺用をཷけるための要௳をᩚ理すれば、次のとおりである。 

項 目 要 ௳ 

贈与⪅ 贈与の日ࡲで引き続き３年以上㎰業をႠࢇでいた⪅であること 

ཷ贈⪅ 

贈与⪅の᥎定相続人の一人で、年㱋が18ṓ以上であること、引き続き３年以上㎰業にᚑ事して

いたこと、贈与により㎰ᆅ等を取得した日ᚋ㏿やかに㎰業⤒Ⴀを行うとㄆめられること及びこれ

らのⅬを㎰業ጤ員఍がド明した⪅であること 

贈 与 

㎰ᆅ等 

贈与⪅は、㎰業の用に౪している㎰ᆅ（一定のᕷ⾤໬༊ᇦෆの㎰ᆅ等を㝖く。）の全㒊、᥇ⲡ

ᨺ∾ᆅ（一定のᕷ⾤໬༊ᇦෆの㎰ᆅ等を㝖く。）の㠃✚の３ศの２以上及び‽㎰ᆅの㠃✚の３ศ

の２以上を一ᣓして贈与すること 

手 続 贈与税のᮇ限ෆ⏦࿌書に、一定の事項を記㍕し、かつ、一定の書㢮をῧ௜してᥦฟすること 

ᢸಖᥦ౪ ⣡税⊰ண税㢠にぢྜうᢸಖをᥦ౪すること 

  

⑴ ⣡税⊰ணのᮇ㝈の☜ᐃ 

㎰ᆅ等の贈与⪅又はཷ贈⪅のṚஸの日๓に、ཷ贈⪅が、贈与をཷけた㎰ᆅ等のㆡΏや㌿用をしたり㎰業⤒ႠをᗫṆ

したሙྜなど、一定の事⏤にヱᙜすることとなったときは、⣡税が⊰ணࡉれていた贈与税㢠の全㒊又は一㒊について

⣡税⊰ணのᮇ限が☜定し、その贈与税㢠を利Ꮚ税とともに⣡௜しなければならない（措法70の４①ただし書）。 

⑵ ⣡税⊰ணࢆ受ࡅてࡓ࠸贈与税㢠のච㝖 

㎰ᆅ等の贈与⪅がṚஸしたሙྜは、それࡲで⣡税⊰ணをཷけていた贈与税はච㝖ࡉれる（措法70の４34ۑ ）。 
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 このሙྜ、それࡲで⣡税⊰ணのᑐ㇟となっていた㎰ᆅ等は、贈与⪅である⿕相続人からཷ贈⪅が相続又は遺贈により

取得したものとࡳなࡉれ、相続税が課ࡉれる。この相続税の課税価᱁に⟬入ࡉれる㎰ᆅ等の価㢠は、贈与をཷけた᫬の

価㢠ではなく、贈与⪅がṚஸした日における価㢠による（措法70の５①）。 

。れるࡉで⣡税⊰ணをཷけていた贈与税はච㝖ࡲた、㎰ᆅ等の贈与⪅よりもඛにཷ贈⪅がṚஸしたሙྜにも、それࡲ 

このሙྜ、㎰ᆅ等は、ᙜ↛にཷ贈⪅である⿕相続人の相続財産を構成し相続税の課税ᑐ㇟となる。 

 

３ ⣡税⊰ண税㢠のィ算 

その年に贈与をཷけた財産が⣡税⊰ணの特例の㐺用をཷける㎰ᆅ等のࡳであるときは、⟬ฟࡉれた贈与税㢠の全㒊が

⣡税⊰ண税㢠となる。 

た、その年に贈与をཷけた財産が⣡税⊰ணの特例の㐺用をཷける㎰ᆅ等及びそれ以እの財産であるときは、①そのࡲ 

年の贈与税㢠から、②その年に㎰ᆅ等以እの財産のࡳの贈与をཷけたものとしてィ⟬した贈与税㢠を᥍㝖した㔠㢠が、

⣡税⊰ண税㢠となる。 

 

 

第２節 ㎰ᆅ等にᑐする相続税の⣡税⊰ண及びච㝖の特例 

１ 制ᗘの㊃᪨ 

この特例は、昭和50年に、Ꮿᆅ໬ᮇᚅ┈のᙳ㡪をཷけた㎰ᆅの価㢠に基づく相続税の課税による㎰ᆅの⣽ศ໬の㜵Ṇ

を税制㠃からᨭ᥼するほⅬから設けられたものである。 

 相続財産にྵࡲれる㎰ᆅの価㢠（᫬価）が、Ꮿᆅ໬の進ᒎにより、ᑗ᮶Ꮿᆅとして኎༷すれば㧗く኎れるという₯在

的なᮇᚅ┈㒊ศをྵࢇだ価㢠となっており、多㢠の相続税課税が行われたሙྜは、㎰ᆅをฎศして⣡税ࡊࡏるを得ない

≧ἣも考えられることから、㎰ᆅを相続し、㎰業を⥅続する相続人について、㎰ᆅの価㢠のうちᏯᆅ໬ᮇᚅ┈㒊ศにᑐ

ᛂする相続税㢠について⣡税を⊰ணする制度となっている。 

 

２ 特౛の概せ 

㎰業をႠࢇでいた⿕相続人から相続又は遺贈により、一定の㎰ᆅ、᥇ⲡᨺ∾ᆅ及び‽㎰ᆅを取得した相続人が、これ

らの㎰ᆅ等を引き続き㎰業の用に౪していくሙྜには、これらの㎰ᆅ等の価㢠のうち㎰業ᢞ資価㢠を㉸える㒊ศにᑐᛂ

する相続税について、一定要௳のୗに、⣡税を⊰ணする（措法70の㸴①、措令40の７）。 

（注）１  この特例の㐺用をཷける相続人を「㎰業相続人」といい、ྠᵝに、この特例の㐺用をཷける㎰ᆅ等を「特例㎰

ᆅ等」といい、ࡲた、⣡税が⊰ணࡉれる一定のᮇ限を「⣡税⊰ணᮇ限」という。 

２ 特例の㐺用をཷけるための要௳をᩚ理すれば、次のとおりである。 

項 目 要 ௳ 

⿕相続人
①Ṛஸの日ࡲで特例の㐺用をཷけようとする㎰ᆅ等で㎰業をႠࢇでいたಶ人又は②㎰ᆅ

等にᑐする贈与税の⣡税⊰ணの特例の㐺用をཷける贈与をしたಶ人であること 

㎰ 業 

相続人 

①相続又は遺贈により取得した㎰ᆅ等（あるいは、贈与税の⣡税⊰ணの特例の㐺用をཷけ

た㎰ᆅ等）について相続税の⏦࿌書のᥦฟᮇ限ࡲでに㎰業⤒Ⴀを㛤ጞし、そのᚋも引き続き

㎰業⤒Ⴀを行うとㄆめられる⪅であり、又は②㎰ᆅ等の⏕๓一ᣓ贈与をཷけた⪅で一定の
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要௳を‶たす⪅であり、これらを㎰業ጤ員఍がド明した⪅であること 

ᑐ ㇟ 

㎰ᆅ等 

ᑐ㇟㎰ᆅ等は、⿕相続人から相続又は遺贈により取得した㎰ᆅ、᥇ⲡᨺ∾ᆅ又は‽㎰ᆅ

(相続税の⏦࿌書のᥦฟᮇ限ࡲでにศ๭ࡉれていないものを㝖く。)であるもの又は贈与税

の⣡税⊰ணの特例に係る㎰ᆅ等で相続又は遺贈により取得したものとࡳなࡉれたものであ

ること 

 なお、特例のᑐ㇟とする㎰ᆅは、相続又は遺贈により取得した㎰ᆅ等のうち、㎰業相続人

が特例をཷけようとする㎰ᆅ等として㑅ᢥしたものとなる。 

手 続 
相続税のᮇ限ෆ⏦࿌書に、一定の事項を記㍕し、かつ、一定の書㢮をῧ௜してᥦฟするこ

と 

ᢸಖᥦ౪ ⣡税⊰ண税㢠にぢྜうᢸಖをᥦ౪すること 

 

⑴ ⣡税⊰ணのᮇ㝈の☜ᐃ 

⣡税⊰ணᮇ限๓に、㎰ᆅ等のㆡΏ࣭㌿用、㎰業⤒ႠのᗫṆ等の一定の事⏤が⏕ࡌたሙྜには、⣡税が⊰ணࡉれてい

た相続税㢠の全㒊又は一㒊について⣡税⊰ணのᮇ限が☜定し、その相続税㢠を利Ꮚ税とともに⣡௜しなければならな

い（措法70の㸴①ただし書）。 

⑵ ⣡税⊰ணࡓࢀࡉ相続税㢠のච㝖 

次の①からճのいずれか᪩い日ࡲで⣡税が⊰ணࡉれた相続税は、原則として、ච㝖ࡉれる（措法70の㸴39ۑ ）。 

① ㎰業相続人のṚஸの日 

② 相続税の⏦࿌書のᥦฟᮇ限の⩣日から20年を⤒過する日 

（注） 特例㎰ᆅ等のうちに㒔ᕷႠ㎰㎰ᆅ等（୕大㒔ᕷᅪ特定ᕷの⏕産⥳ᆅ）があるሙྜ及びᕷ⾤໬༊ᇦእの特例㎰ᆅ

等を㝖く。 

ճ 上記②にヱᙜする日๓に、その特例㎰ᆅ等を㎰業ᚋ⥅⪅に⏕๓一ᣓ贈与（措法70の４の㐺用）をしたሙྜには、そ

の贈与の日 

 

３ 相続人のࡕ࠺に㎰ᴗ相続人࠸ࡀるሙྜの相続税㢠のィ算 

相続人のうちに㎰業相続人がいるሙྜの相続税㢠のィ⟬は㺂 次のとおり(措法70の㸴②㺂 措置令40の７ռ㺂 ս)㹿  

⑴ 相続税の⥲㢠のィ算 

相続税の総㢠として㺂 次の二通りのものをィ⟬する㹿  

イ 通ᖖの相続税の総㢠 

ྛ人の取得した全ての財産を通ᖖの評価㢠によってィ⟬し㺂 それを基として相続税の総㢠(以ୗ㺀通ᖖの相続税の

総㢠㺁という㹿)をィ⟬する㹿  

ࣟ ㎰業ᢞ資価᱁を用いた相続税の総㢠 

㎰業相続人の課税価᱁のィ⟬にᙜたっては㺂 特例㎰ᆅ等の価㢠を㎰業ᢞ資価᱁によりィ⟬する(これによりィ⟬

した課税価᱁を㺀特例課税価᱁㺁という㹿)㹿 これによる㎰業相続人の特例課税価᱁及び㎰業相続人以እの⪅の課税価

᱁のྜィ㢠(以ୗ㺀特例課税価᱁のྜィ㢠㺁という㹿)を基として相続税の総㢠(以ୗ㺀特例相続税の総㢠㺁という㹿)をィ

⟬する㹿  
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⑵ ㎰ᴗ相続人௨እの者の相続税㢠 

イ ⟬ฟ相続税㢠 

㎰業相続人以እの 
＝ 特例相続税の総㢠 � 

ྛ人の課税価᱁ 

⪅の⟬ฟ相続税㢠 特例課税価᱁のྜィ㢠 

ࣟ ⣡௜する相続税㢠 

ྛ人のᐇ際に⣡௜する相続税㢠は㺂 イの⟬ฟ相続税㢠を基として㺂 それࡒれ相続税㢠の２๭ຍ⟬㺂 未成年⪅᥍㝖㺂 

㓄അ⪅の税㢠㍍ῶなどを㐺用してィ⟬する㹿  

このሙྜ㺂 㓄അ⪅の税㢠㍍ῶ㢠のィ⟬をするための相続税の総㢠及び課税価᱁のྜィ㢠は㺂 それࡒれ特例相続税

の総㢠及び特例課税価᱁のྜィ㢠を用いる㹿  

⑶ ㎰ᴗ相続人の相続税㢠 

㎰業相続人の⟬ฟ相続税㢠は㺂 次のイの㔠㢠とࣟの㔠㢠とのྜィ㢠となる㹿  

イ 特例課税価᱁によりィ⟬した⟬ฟ相続税㢠 

特例課税価᱁によりィ⟬ 
＝ 特例相続税の総㢠 � 

㎰業相続人の特例課税価᱁ 

した⟬ฟ相続税㢠 特例課税価᱁のྜィ㢠 

ࣟ 相続税の総㢠のᕪ㢠 

通ᖖの相続税の総㢠から特例相続税の総㢠を᥍㝖したṧ㢠 

このሙྜ㺂 ㎰業相続人が２人以上いるときには㺂 上記のṧ㢠を次の⟬ᘧによってィ⟬したྛ㎰業相続人の㎰業

ᢞ資価᱁㉸過㢠のẚによりあࢇศする㹿  

通ᖖの評価㢠によりィ⟬した
特例㎰ᆅ等の価㢠 

－
㎰業ᢞ資価᱁によりィ⟬ 
した特例㎰ᆅ等の価㢠 

＝ ㎰業ᢞ資価᱁㉸過㢠 

 

 

第３節 贈与税の⣡税⊰ணの特例と相続税の⣡税⊰ணの特例との関係 

１ 贈与税の⣡税⊰ணの特例の㐺用をཷけた㎰ᆅ等で、その贈与⪅のṚஸの日ࡲでこの特例の㐺用をཷけていたものについ

ては、⣡税を⊰ணࡉれていた贈与税㢠がච㝖ࡉれる。 

 そして、その㎰ᆅ等は、᪤にཷ贈⪅の財産となっているが、相続税の課税上は、相続人（ཷ贈⪅）が⿕相続人（Ṛஸし

た贈与⪅）から相続又は遺贈により取得したものとࡳなࡉれて、相続税の課税ᑐ㇟となる（措法70の５）。このሙྜ、相

続人（ཷ贈⪅）は、この㎰ᆅ等について、㎰ᆅ等にᑐする相続税の⣡税⊰ணの特例をཷけることができる（措法70の㸴）。 

２ ᭦に、相続税の⣡税⊰ணの特例の㐺用をཷけた㎰ᆅ等について、㎰業相続人が、⮬ศの㎰業ᚋ⥅⪅に贈与税の⣡税⊰ண

の特例の㐺用をཷける贈与をすれば、⣡税を⊰ணࡉれていた相続税㢠はච㝖ࡉれる（措法70の㸴39ۑ ）。 

 

３ このように、㎰ᆅ等について、㎰業を⥅続する限り、贈与税の⣡税⊰ணの特例及び相続税の⣡税⊰ணの特例の㐺用を㡰

次ཷけていくことにより、㎰ᆅについてその཰┈ᛶにぢྜう価㢠にᛂずる相続税の㈇ᢸで、㎰業ᚋ⥅⪅に㎰ᆅ等をཷけ

⥅いでいくことができることになる。 
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第４節 ᒣᯘについての相続税の⣡税⊰ண及びච㝖の特例 

１ 制ᗘの㊃᪨ 

   わが国の᳃ᯘ࣭ᯘ業の෌⏕を目的とした政⟇をᨭ᥼するほⅬから、平成24年度税制改正において᳃ᯘ法による᳃ᯘ⤒

Ⴀィ⏬に基づく施業の⥅続を条௳とし、施業の集⣙໬及び㊰⥙のᩚഛを行うᒣᯘについて相続税の⣡税を⊰ணする特例

が๰設ࡉれた。 

 

２ 特౛の概せ 

᳃ᯘ法に基づく᳃ᯘ⤒Ⴀィ⏬のㄆ定をཷけ、そのィ⏬にᚑってᒣᯘ⤒Ⴀを行ってきた⿕相続人の所᭷するᒣᯘの全て

を相続人のうちの一人（以ୗ「ᚋ⥅⪅」という。）が相続又は遺贈により取得し、引き続きそのィ⏬にᚑってᒣᯘ⤒Ⴀ

を行うሙྜには、一定の要௳のୗに、そのᚋ⥅⪅が⣡௜す࡭き相続税のうち、そのᒣᯘの価㢠の80㸣にᑐᛂする相続税

の⣡税を⊰ணする（措法70の㸴の４）。 

特例の㐺用をཷけるための要௳ 

項 目 要 ௳ 

⿕相続人 

１ 相続㛤ጞの๓に᳃ᯘ⤒Ⴀィ⏬に次の事項を記㍕し、ᕷ⏫ᮧ㛗等のㄆ定をཷけてきたこと 

①ᙜึㄆ定ᚋ10年㛫で、ᒣᯘ⤒Ⴀのཷクやᒣᯘの取得などにより⤒Ⴀ規ᶍを30㸣以上（150

࣊ク࣮ࣝࢱを上限とする。）ᣑ大すること 

②ᙜึㄆ定ᚋ10年㛫で、作業㊰⥙のᘏ㛗がᕷ⏫ᮧ᳃ᯘᩚഛィ⏬に定める一定Ỉ‽以上と

なるよう、作業㊰⥙をᩚഛすること 

２ 上記１の᳃ᯘ⤒Ⴀィ⏬を༢⊂で作成し、そのィ⏬にᚑって⮬らᒣᯘ⤒Ⴀを行っているこ

とについて、ᙜึㄆ定日から相続㛤ጞの直๓ࡲで引き続き㎰ᯘỈ産大⮧のㄆ定をཷけてき

たこと 

３ ⮬ᕫが所᭷するᒣᯘの全㒊を相続又は遺贈により取得することがぢ㎸ࡲれる᥎定相続

人（ᚋ⥅⪅）について、㎰ᯘỈ産大⮧のㄆ定をཷけたこと 

相続人 

(ᚋ⥅⪅) 

１ ⿕相続人がཷけた㎰ᯘỈ産大⮧の☜ㄆに係る᥎定相続人であること 

２ ᳃ᯘ⤒Ⴀィ⏬のᐇ行体制がᩚっていることについて、㎰ᯘỈ産大⮧の☜ㄆをཷけたこと 

３ 相続㛤ጞの᫬から相続税の⏦࿌ᮇ限ࡲでの㛫に⿕相続人が所᭷していたᒣᯘの全てを

相続又は遺贈により取得し、その全てについて相続税の⏦࿌ᮇ限ࡲで所᭷すること 

４ ⿕相続人からໟᣓᢎ⥅した᳃ᯘ⤒Ⴀィ⏬にᚑって⮬ら༢⊂でᒣᯘ⤒Ⴀを行うこと 

ᑐ㇟とな 

るᒣᯘ 

１ 次の事項についてᕷ⏫ᮧ㛗等のㄆ定をཷけた᳃ᯘ⤒Ⴀィ⏬の༊ᇦෆに所在するᒣᯘで

あること 

①所᭷するᒣᯘ及び௚の⪅から⤒Ⴀのጤクをཷけたᒣᯘの全てを᳃ᯘ⤒Ⴀィ⏬のᑐ㇟と

すること 

②所᭷するᒣᯘのうち、作業㊰⥙のᩚഛを行う㒊ศの㠃✚が100࣊ク࣮ࣝࢱ以上である

こと 

２ ᕷ⾤໬༊ᇦෆに所在するものではないこと 

３ ❧ᮌは、相続㛤ጞの᫬における「ᚋ⥅⪅の平ᆒవ࿨」と「30年」のいずれか▷いᮇ㛫

ෆにᶆ‽ఆᮇを㏄えないものであること 

手 続 
相続税のᮇ限ෆ⏦࿌書に、一定の事項を記㍕し、かつ、一定の書㢮をῧ௜してᥦฟするこ

と 

ᢸಖᥦ౪ ⣡税⊰ண税㢠にぢྜうᢸಖをᥦ౪すること 
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第５節 非上ሙᰴᘧ等についての⣡税⊰ண及びච㝖の特例 

この特例は、中小௻業の事業ᢎ⥅の෇⁥໬を通ࡌた㞠用の☜ಖやᆅᇦ⤒῭活ຊの⥔ᣢを図るほⅬから、平成21年に設け

られたものである。 

(注) ᡃが国の中小௻業は、⤒Ⴀ上の意思Ỵ定を㎿㏿໬し、Ᏻ定的な⤒Ⴀを行うため、⤒Ⴀ⪅とそのྠ᪘関係⪅でᰴᘧ（㆟

Ỵᶒ）の大༙を所᭷しているྠ᪘⤒Ⴀの఍♫が多ᩘを༨めているᐇែにあり、こうした中小ྠ᪘఍♫の⤒Ⴀ⪅のṚஸ等

にకう事業のᢎ⥅に際しては、⤒Ⴀ資※としての㆟Ỵᶒᰴᘧのศᩓを㜵Ṇし、Ᏻ定的な⤒Ⴀの⥅続を☜ಖすることが重

要となる。 

え、基本的には、相ࡲことが重要になってきていることを㋃ࡴ⤌らに、相続以๓のẁ㝵での᪩ᮇの事業ᢎ⥅に取りࡉ

続による⤒Ⴀのᢎ⥅とྠᵝに༢なる財産としてのᰴᘧ等の贈与ではなく、⤒Ⴀの᏶全なᢎ⥅にకうᰴᘧ等の贈与につ

いて、贈与税の特例措置を講ࡌたものである。 

 

１ 㠀ୖሙᰴ式等につ࠸ての贈与税の⣡税⊰ணཬࡧච㝖の特౛㸦ᥐ法��の㸵）の概せ 

ᚋ⥅⪅であるཷ贈⪅が、ඛ௦⤒Ⴀ⪅から贈与により、㒔㐨ᗓ┴知事のㄆ定をཷける非上ሙ఍♫のᰴᘧ等の全㒊又は一

定以上を取得し、その఍♫を⤒Ⴀしていくሙྜには、そのᚋ⥅⪅が⣡௜す࡭き贈与税のうち、そのᰴᘧ等（一定の㒊ศに

限る。）にᑐᛂする贈与税の全㢠について、贈与したඛ௦⤒Ⴀ⪅のṚஸの日ࡲで、⣡税を⊰ணする（措法70の７①）。 

なお、相続᫬⢭⟬課税㐺用⪅が、相続᫬⢭⟬課税に係る特定贈与⪅からの贈与により取得した非上ሙᰴᘧ等について、

この特例の㐺用をཷけるሙྜには、この特例の㐺用をཷける非上ሙᰴᘧ等については、相続᫬⢭⟬課税は㐺用できない

（措法70の７ճ）。 

(注)１ この特例の規定は、平成21年４月１日以ᚋに贈与（Ṛᅉ贈与を㝖く。）により取得をする非上ሙᰴᘧ等に係る贈

与税について㐺用する（改正措法㝃則63①）。 

  ２ この特例をཷけるには、取得するᰴᘧ等のⓎ行఍♫の要௳、ᚋ⥅⪅であるཷ贈⪅の要௳、ඛ௦⤒Ⴀ⪅である贈与

⪅の要௳を‶たし、贈与税の⏦࿌書のᥦฟᮇ限ࡲでに一定のᢸಖをᥦ౪して、⏦࿌をする必要がある。 

  ３ 特例の㐺用をཷけたᚋ、特例の㐺用をཷけた非上ሙᰴᘧ等の一㒊をㆡΏ等するなど、一定のሙྜには、⣡税が⊰

ணࡉれている贈与税の全㢠又はㆡΏ等をした㒊ศにᑐᛂする㒊ศと利Ꮚ税をేࡏて⣡௜する必要がある。 

 

２ 㠀ୖሙᰴ式等につ࠸ての相続税の⣡税⊰ணཬࡧච㝖の特౛㸦ᥐ法��の㸵の２）の概せ 

ᚋ⥅⪅である相続人等が、⿕相続人（ඛ௦⤒Ⴀ⪅）からの相続又は遺贈により、⤒῭産業大⮧のㄆ定をཷける非上ሙ

఍♫のᰴᘧ等を取得し、その఍♫を⤒Ⴀしていくሙྜには、そのᚋ⥅⪅が⣡௜す࡭き相続税のうち、そのᰴᘧ等（一定

の㒊ศに限る。）に係る課税価᱁の80㸣にᑐᛂする相続税について、ᚋ⥅⪅である相続人等のṚஸの日ࡲで、⣡税を⊰

ணする（措法70の７の２①）。 

(注)１ この特例の規定は、平成20年10月１日以ᚋに相続又は遺贈により取得をする非上ሙᰴᘧ等に係る相続税について

㐺用する（改正措法㝃則63②）。 

  ２ この特例をཷけるには、取得するᰴᘧ等のⓎ行఍♫の要௳、ᚋ⥅⪅である相続人等の要௳、ඛ௦⤒Ⴀ⪅である⿕

相続人の要௳を‶たし、相続税の⏦࿌書のᥦฟᮇ限ࡲでに一定のᢸಖをᥦ౪して、⏦࿌をする必要がある。 

  ３ 特例の㐺用をཷけたᚋ、特例の㐺用をཷけた非上ሙᰴᘧ等の一㒊をㆡΏ等するなど、一定のሙྜには、⣡税が⊰
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ணࡉれている相続税の全㢠又はㆡΏ等をした㒊ศにᑐᛂする㒊ศと利Ꮚ税をేࡏて⣡௜する必要がある。 

  

３ 贈与税の⣡税⊰ணの特౛と相続税の⣡税⊰ணの特౛との関係 

贈与税の⣡税⊰ணの特例の㐺用をཷけた非上ሙᰴᘧ等で、その贈与⪅のṚஸの日ࡲでこの特例の㐺用をཷけていたも

のについては、⣡税を⊰ணࡉれていた贈与税㢠がච㝖ࡉれる。 

 そして、その非上ሙᰴᘧ等は、᪤にཷ贈⪅の財産となっているが、相続税の課税上は、相続人（ཷ贈⪅）が⿕相続人

（Ṛஸした贈与⪅）から相続又は遺贈により取得（贈与᫬の価㢠により取得）したものとࡳなࡉれて、相続税の課税ᑐ

㇟となる（措法70の7の3）。このሙྜ、相続人（ཷ贈⪅）は、この非上ሙᰴᘧ等について、非上ሙᰴᘧ等にᑐする相続

税の⣡税⊰ணの特例をཷけることができる（措法70の7の4）。 

 

㸲 㠀ୖሙᰴ式等につ࠸ての贈与税の⣡税⊰ணの特౛㸦ᥐ法��の㸵の㸳）の概せ㸦特౛ᥐ

⨨） 

  特例⤒Ⴀᢎ⥅ཷ贈⪅が、特例ㄆ定贈与ᢎ⥅఍♫の非上ሙᰴᘧ等を᭷していた特例贈与⪅（その特例ㄆ定贈与ᢎ⥅఍♫

の非上ሙᰴᘧ等について᪤にこの特例の㐺用に係る贈与をしているものを㝖く。以ୗ「特例贈与⪅」という。）からその

特例ㄆ定贈与ᢎ⥅఍♫の非上ሙᰴᘧ等を贈与（平成30年１月１日から令和９年12月31日ࡲでの㛫の最ึのこの特例の㐺

用に係る贈与及びその贈与の日から特例⤒Ⴀ贈与ᢎ⥅ᮇ㛫の末日ࡲでの㛫に贈与税の⏦࿌書のᥦฟᮇ限が฿᮶する贈与

に限る。）により取得したሙྜにおいて、その贈与が次の①又は②に掲げるሙྜの༊ศにᛂࡒ、ࡌれࡒれ①又は②の贈与

であるときは、その特例ᑐ㇟ཷ贈非上ሙᰴᘧ等に係る⣡税⊰ணศの贈与税㢠に相ᙜする贈与税については、その⣡税⊰ண

ศの贈与税㢠に相ᙜするᢸಖをᥦ౪したሙྜに限り、その特例贈与⪅（特例ᑐ㇟ཷ贈非上ሙᰴᘧ等が⤒Ⴀᢎ⥅ཷ贈⪅又は

特例⤒Ⴀᢎ⥅ཷ贈⪅である特例贈与⪅のච㝖ᑐ㇟贈与（その特例ᑐ㇟ཷ贈非上ሙᰴᘧ等についてཷ贈⪅がこの特例の㐺

用をཷけるሙྜにおける贈与をいう。）により取得したものであるሙྜにおける贈与税については、ච㝖ᑐ㇟贈与をした

最ึの⤒Ⴀᢎ⥅ཷ贈⪅又は特例⤒Ⴀᢎ⥅ཷ贈⪅にその特例ᑐ㇟ཷ贈非上ሙᰴᘧ等の贈与をした⪅）のṚஸの日ࡲで、その

⣡税を⊰ணする（措法70の７の５①）。 

 ① 特例⤒Ⴀᢎ⥅ཷ贈⪅が１人であるሙྜ 

   イ又はࣟに掲げる༊ศにᛂࡌそれࡒれイ又はࣟに定める贈与 

  イ 㸿ӌ㹀のሙྜ͐㸿以上のᩘ又は㔠㢠に相ᙜする非上ሙᰴᘧ等の贈与 

  ࣟ 㸿㸼㹀のሙྜ͐㹀の全ての贈与 

        

 

     㸿㸸 

 

 

 

     㹀㸸贈与の直๓において特例贈与⪅が᭷していた特例 

       ㄆ定贈与ᢎ⥅఍♫の非上ሙᰴᘧ等のᩘ又は㔠㢠 

 ② 特例⤒Ⴀᢎ⥅ཷ贈⪅が２人又は３人であるሙྜ 

贈与の直๓にお        贈与の直๓にお 

ける特例ㄆ定贈        いて特例⤒Ⴀᢎ 

与ᢎ⥅఍♫の㆟   ２    ⥅ཷ贈⪅が᭷し 

Ỵᶒに制限のな ×   －  ていたその特例 

いⓎ行῭ᰴᘧ又   ３    ㄆ定贈与ᢎ⥅఍ 

はฟ資の総ᩘ又        ♫の非上ሙᰴᘧ 

は総㢠            等のᩘ又は㔠㢠 
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   その贈与ᚋにおけるいずれの特例⤒Ⴀᢎ⥅ཷ贈⪅の᭷するᙜヱ特例ㄆ定ᢎ⥅఍♫の非上ሙᰴᘧ等のᩘ又は㔠㢠が特

例ㄆ定贈与ᢎ⥅఍♫のⓎ行῭ᰴᘧ又はฟ資の総ᩘ又は総㢠の10ศの１以上となる贈与であって、かつ、その贈与ᚋにお

けるいずれの特例⤒Ⴀᢎ⥅ཷ贈⪅の᭷するᙜヱ特例ㄆ定贈与ᢎ⥅఍♫の非上ሙᰴᘧ等のᩘ又は㔠㢠がその特例贈与⪅

の᭷するᙜヱ特例ㄆ定贈与ᢎ⥅఍♫の非上ሙᰴᘧ等のᩘ又は㔠㢠を上ᅇる贈与 

 (注) この特例の規定をཷける๓に非上ሙᰴᘧ等についての相続税の⣡税⊰ண制度の特例（措法70の７の㸴）の㐺用をཷ

けている⪅については、平成30年１月１日から令和９年12月31日ࡲでの㛫の最ึの相続税の⣡税⊰ண制度の特例（措

法70の７の㸴）の㐺用に係る相続の㛤ጞの日から特例⤒Ⴀ贈与ᢎ⥅ᮇ限の末日ࡲでの㛫となる（措令40の㸶の５②）。 

 

㸳 㠀ୖሙᰴ式等につ࠸ての相続税の⣡税⊰ணཬࡧච㝖の特౛㸦ᥐ法��の㸵の㸴）の概

せ㸦特౛ᥐ⨨） 

  特例⤒Ⴀᢎ⥅相続人等が、特例ㄆ定ᢎ⥅఍♫の௦表ᶒを᭷していた一定のಶ人（以ୗ「特例⿕相続人」という。）か

ら相続又は遺贈によりその特例ㄆ定ᢎ⥅఍♫の非上ሙᰴᘧ等の取得（平成30年１月１日から令和９年12月31日ࡲでの㛫

の最ึのこの特例の㐺用に係る相続又は遺贈による取得及びその取得の日から特例⤒Ⴀᢎ⥅ᮇ㛫の末日ࡲでの㛫に相続

税の⏦࿌書のᥦฟᮇ限が฿᮶する相続又は遺贈による取得に限る。）をしたሙྜには、その非上ሙᰴᘧ等のうち特例ᑐ㇟

非上ሙᰴᘧ等に係る⣡税⊰ணศの相続税㢠に相ᙜする相続税については、相続税の⏦࿌ᮇ限ࡲでに一定のᢸಖをᥦ౪し

たሙྜに限り、その特例⤒Ⴀᢎ⥅相続人等のṚஸの日ࡲで、その⣡税を⊰ணする（措法70の７の㸴①）。 

  なお、その相続に係る相続税の⏦࿌ᮇ限ࡲでに、ඹྠ相続人又はໟᣓཷ遺⪅によってࡲだศ๭ࡉれていない非上ሙᰴᘧ

等は、この特例の㐺用をཷけることはできない（措法70の７の㸴յ）。 

 (注) この特例の㐺用をཷける๓に非上ሙᰴᘧ等についての贈与税の⣡税⊰ண制度の特例（措法70の７の５）の㐺用をཷ

けている⪅については、平成30年１月１日から令和９年12月31日ࡲでの㛫の最ึの贈与税の⣡税⊰ண制度の特例（措

法70の７の５）の㐺用に係る贈与の日から特例⤒Ⴀᢎ⥅ᮇ㛫の末日ࡲでの㛫となる（措令40の㸶の㸴մ）。 

 

㸴 㠀ୖሙᰴ式等の特౛贈与者ࡀṚஸしࡓሙྜの相続税の課税の特౛ཬࡧ相続税の⣡税

⊰ண制ᗘの特౛㸦ᥐ法��の㸵の㸵）の概せ 

 ⑴ 相続税の課税の特౛ 

一⯡贈与⣡税制度の贈与⪅がṚஸしたሙྜとྠᵝに、非上ሙᰴᘧ等についての贈与税の⣡税⊰ண制度の特例の㐺用

をཷける特例⤒Ⴀᢎ⥅ཷ贈⪅に係る特例贈与⪅がṚஸしたሙྜには、その特例贈与⪅のṚஸによる相続又は遺贈に係

る相続税については、その特例⤒Ⴀᢎ⥅ཷ贈⪅がその特例贈与⪅から相続により非上ሙᰴᘧ等についての贈与税の⣡

税⊰ண制度の特例の㐺用に係る特例ᑐ㇟ཷ贈非上ሙᰴᘧ等の取得をしたものとࡳなす。 

このሙྜにおいて、そのṚஸによる相続又は遺贈に係る相続税の課税価᱁のィ⟬の基礎に⟬入す࡭き特例ᑐ㇟ཷ贈

非上ሙᰴᘧ等の価㢠については、その特例贈与⪅から非上ሙᰴᘧ等についての贈与税の⣡税⊰ண制度の特例の㐺用に

係る贈与により取得をした特例ᑐ㇟ཷ贈非上ሙᰴᘧ等のその贈与の᫬における価㢠を基礎としてィ⟬する（措法70の

７の７①）。 

   (注) 特例ᑐ㇟ཷ贈非上ሙᰴᘧ等が、特例⤒Ⴀᢎ⥅ཷ贈⪅である特例贈与⪅又は⤒Ⴀᢎ⥅ཷ贈⪅である特例贈与⪅か

らのච㝖ᑐ㇟贈与（その非上ሙᰴᘧ等についてཷ贈⪅が贈与税の⣡税⊰ண制度の㐺用をཷけるሙྜにおける贈与

をいう。）により取得したものであるሙྜにおけるその特例ᑐ㇟ཷ贈非上ሙᰴᘧ等に係る贈与については、ච㝖ᑐ
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㇟贈与をした最ึの特例⤒Ⴀᢎ⥅ཷ贈⪅又は⤒Ⴀᢎ⥅ཷ贈⪅にその特例ᑐ㇟ཷ贈非上ሙᰴᘧ等の贈与をした⪅と

なり、特例ᑐ㇟ཷ贈非上ሙᰴᘧ等の価㢠については、この贈与の᫬における価㢠となる（措法70の７の７②）。 

 ⑵ 相続税の⣡税⊰ண制ᗘの特౛ 

特例⤒Ⴀ相続ᢎ⥅ཷ贈⪅が、上記⑴により特例ᑐ㇟ཷ贈非上ሙᰴᘧ等を特例贈与⪅から相続又は遺贈により取得を

したものとࡳなࡉれたሙྜには、特例ᑐ㇟相続非上ሙᰴᘧ等に係る⣡税⊰ணศの相続税㢠に相ᙜする相続税について

は、相続税の⏦࿌ᮇ限ࡲでに一定のᢸಖをᥦ౪したሙྜに限り、非上ሙᰴᘧ等についての相続税の⣡税⊰ண及びච㝖

の特例とྠᵝに、その特例⤒Ⴀ相続ᢎ⥅ཷ贈⪅のṚஸの日ࡲでその⣡税が⊰ணࡉれる（措法70の７の㸶①）。 

なお、非上ሙᰴᘧ等についての相続税の⣡税⊰ண及びච㝖の特例は、相続又は遺贈による取得のᮇ限が定められて

いるが、この特例にはない。 

したがって、非上ሙᰴᘧ等についての贈与税の⣡税⊰ண制度の特例の㐺用に係る贈与がᮇ限ෆにࡉれていれば、非

上ሙᰴᘧ等についての贈与税の⣡税⊰ண制度の特例の㐺用に係る特例贈与⪅のṚஸの᫬ᮇにかかわらず、この特例の

㐺用をཷけることができる。 

 

 

第㸴節 ་⒪⥅続に係る⣡税⊰ண及びච㝖の特例 

 この特例は、ᆅᇦにおいて必要とࡉれる་⒪を☜ಖするため、⤒過措置་⒪法人（ᣢศの定めのある་⒪法人）の᪂་⒪

法人（ᣢศの定めのない་⒪法人）࡬の⛣行がಁ進ࡉれるよう、平成26年に設けられたものである。 

 

１ ་⒪法人の持ศに係る⤒῭ⓗ฼┈につ࠸ての贈与税の⣡税⊰ணཬࡧච㝖㸦ᥐ法��の㸵

の㸷）の概せ 

  ㄆ定་⒪法人のᣢศを᭷するಶ人（贈与⪅）がそのᣢศをᨺᲠしたことにより、そのᣢศが௚のಶ人（ཷ贈⪅）にᖐ

属することとなり、その⤒῭的利┈について贈与税が課税ࡉれるሙྜには、その年ศの贈与税の㢠のうち、その⤒῭的

利┈の㢠にᑐᛂする贈与税について、ㄆ定⛣行ィ⏬に記㍕ࡉれた⛣行ᮇ限（ཌ⏕ປാ大⮧のㄆ定の日から３年以ෆ）ࡲ

で、⣡税を⊰ணする（措法70の７の９①）。 

  なお、相続᫬⢭⟬課税㐺用⪅が、相続᫬⢭⟬課税に係る特定贈与⪅のㄆ定་⒪法人のᣢศのᨺᲠをしたことによる⤒

῭的利┈について、この特例の㐺用をཷけるሙྜには、この㐺用をཷける⤒῭的利┈については、相続᫬⢭⟬課税は㐺

用できない（措法70の７の９ճ）。 

 （注）１ 「ㄆ定་⒪法人」とは、ᆅᇦにおける་⒪及び௓ㆤの総ྜ的な☜ಖを᥎進するための関係法律のᩚഛ等に関

する法律㝃則第１条第２号に掲げる規定の施行の日（平成26年10月１日）から令和２年９月30日ࡲでの㛫に、

ᣢศの定めのない་⒪法人に⛣行するィ⏬を作成し、そのィ⏬についてཌ⏕ປാ大⮧のㄆ定をཷけた་⒪法人

に限る。 

    ２ この特例をཷけるには、贈与税のᮇ限ෆ⏦࿌書に、その⤒῭的利┈につきこの⣡税⊰ண制度の㐺用をཷけよ

うとする᪨を記㍕し、一定の書㢮をῧ௜し、一定のᢸಖをᥦ౪して、⏦࿌をする必要がある。 

    ３ この特例の㐺用をཷけたᚋ、ㄆ定་⒪法人のᣢศに基づきฟ資㢠にᛂࡌたᡶᡠしをཷけたሙྜなど、一定の

ሙྜには、⣡税が⊰ணࡉれている贈与税の㢠と利Ꮚ税をేࡏて⣡௜する必要がある。 
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２ ་⒪法人の持ศにつ࠸ての相続税の⣡税⊰ணཬࡧච㝖㸦ᥐ法��の㸵の��）の概せ 

ಶ人（相続人等）が⤒過措置་⒪法人のᣢศを᭷していた௚のಶ人（⿕相続人）から相続又は遺贈によりそのᣢศを

取得したሙྜにおいて、その⤒過措置་⒪法人がㄆ定་⒪法人であるときは、相続人等が⣡௜す࡭き相続税の㢠うち、

そのᣢศの価㢠にᑐᛂする相続税について、ㄆ定⛣行ィ⏬に記㍕ࡉれた⛣行ᮇ限（ཌ⏕ປാ大⮧のㄆ定の日から３年以

ෆ）ࡲで、その⣡税を⊰ணする（措法70の７の12①）。 

（注）１ 相続税の⏦࿌ᮇ限ࡲでに相続又は遺贈により取得した⤒過措置་⒪法人のᣢศがศ๭ࡉれていないሙྜには、

この特例の㐺用をཷけることはできない。 

 ２ この特例をཷけるには、相続税のᮇ限ෆ⏦࿌書に、この⣡税⊰ண制度の㐺用をཷけようとする᪨を記㍕し、一

定の書㢮をῧ௜し、一定のᢸಖをᥦ౪して、⏦࿌をする必要がある。 

 ３ 特例の㐺用をཷけたᚋ、一定のሙྜには、⣡税が⊰ணࡉれている相続税の㢠と利Ꮚ税をేࡏて⣡௜する必要が

ある。 

 

 

第７節 特定の⨾⾡ရについての相続税の⣡税⊰ண及びච㝖の特例 

１ 制ᗘの㊃᪨ 

この特例は、⨾⾡ရ࣭文໬財の次ୡ௦࡬の☜ᐇな⥅ᢎと⨾⾡㤋等のࢥンࢸンࢶ඘ᐇによるほගᣐⅬやイン࢘ࣂンࢻの

ಁ進をᐇ現し、あわࡏて、⨾⾡ရ࣭文໬財のᾏእὶฟやᩓ㐓を㜵ࡂ、そのィ⏬的なಖᏑ࣭活用をಁ進することを目的と

して、平成30年度税制改正において設けられたものである。 

 

２ 制ᗘの概せ 

ᐤクඛ⨾⾡㤋の設置⪅と特定⨾⾡ရのᐤクዎ⣙を⥾⤖し、ㄆ定ಖᏑ活用ィ⏬に基づきその特定⨾⾡ရをᐤクඛ⨾⾡㤋

の設置⪅にᐤクしていた⪅からその特定⨾⾡ရを相続又は遺贈により取得した相続人（以ୗ「ᐤク相続人」という。）

が、その特定⨾⾡ရのᐤクඛ⨾⾡㤋の設置⪅࡬のᐤクを⥅続するሙྜには、ᐤク相続人が相続税の⏦࿌書のᥦฟにより

⣡௜す࡭き相続税の㢠のうち、その特定⨾⾡ရに係る⣡税⊰ணศの相続税㢠の相ᙜする相続税については、相続税の⏦

࿌書のᥦฟᮇ限ࡲでに⣡税⊰ணศの相続税㢠に相ᙜするᢸಖをᥦ౪したሙྜに限り、ᐤク相続人のṚஸの日ࡲで、その

⣡税が⊰ணࡉれる（措法70の㸴の７①）。 

（注）１ 「ᐤクඛ⨾⾡㤋」とは、༤≀㤋法(昭和26年法律第285号)第２条第１項に規定する༤≀㤋又はྠ法第29条の規

定により༤≀㤋に相ᙜする施設としてᣦ定ࡉれた施設のうち、特定⨾⾡ရのබ㛤及びಖ⟶を行うものをいう。 

２ 「特定⨾⾡ရ」とは、ㄆ定ಖᏑ活用ィ⏬に記㍕ࡉれた次に掲げるものをいう。 

① 一定の重要文໬財 

文໬財ಖㆤ法第27条第１項の規定により重要文໬財としてᣦ定ࡉれた⤮⏬、᙮้、ᕤⱁရその௚の᭷ᙧの

文໬的所産であるື産 

② 一定のⓏ㘓᭷ᙧ文໬財 

文໬財ಖㆤ法第58条第１項に規定するⓏ㘓᭷ᙧ文໬財(ᘓ㐀≀であるものを㝖く。)のうちୡ⏺文໬のぢᆅ

からṔྐ上、ⱁ⾡上又は学⾡上特にඃれた価್を᭷するもの 
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          ３ 「ㄆ定ಖᏑ活用ィ⏬」とは、文໬財の✀㢮にᛂࡌて次に掲げるものをいう。 

① 文໬財ಖㆤ法第53条の２第３項第３号に掲げる事項が記㍕ࡉれているྠ法第53条の㸴に規定するㄆ定重

要文໬財ಖᏑ活用ィ⏬ 

② 文໬財ಖㆤ法第67条の２第３項第２号に掲げる事項が記㍕ࡉれているྠ法第67条の５に規定するㄆ定Ⓩ

㘓᭷ᙧ文໬財ಖᏑ活用ィ⏬ 

 

 

第㸶節 ಶ人の事業用資産についての⣡税⊰ண及びච㝖の特例 

この特例は、ಶ人事業⪅について、㧗㱋໬がᛴ㏿に進ᒎする中で、෇⁥なୡ௦஺௦を通ࡌた事業のᣢ続的なⓎᒎの☜ಖが

ႚ⥭の課題となっていることなどを㋃ࡲえ、ಶ人事業⪅の事業ᢎ⥅をಁ進するため、令和元年度税制改正において設けられ

たものである。 

 

１ 個人の஦ᴗ⏝㈨産につ࠸ての贈与税の⣡税⊰ணཬࡧච㝖の特౛㸦ᥐ法 �� の㸴の㸶） 

特例事業ཷ贈⪅（18 ṓ（令和４年３月 31 日ࡲでの贈与については、20 ṓ）以上である⪅に限る。以ୗྠࡌ。）が、

平成 31 年１月１日から令和 10 年 12 月 31 日ࡲでの㛫に、贈与により特定事業用資産を取得し、事業を⥅続していくሙ

ྜには、ᢸಖのᥦ౪を条௳に、その特例事業ཷ贈⪅が⣡௜す࡭き贈与税㢠のうち、贈与により取得した特定事業用資産

の課税価᱁にᑐᛂする贈与税の⣡税を⊰ணする（措法 70 の㸴の㸶①）。 

 （注）１ 「特例事業ཷ贈⪅」とは、ಶ人事業ᢎ⥅ィ⏬に記㍕ࡉれたᚋ⥅⪅であって、中小௻業における⤒Ⴀのᢎ⥅の෇

⁥໬に関する法律の規定によるㄆ定をཷけた⪅をいう。 

２ 「特定事業用資産」とは、贈与⪅の事業（不ື産㈚௜事業等を㝖く。）の用に౪ࡉれていたᅵᆅ（㠃✚ 400 ੍

✚での㒊ศに限る。）、ᘓ≀(ᗋ㠃ࡲ 800 での㒊ศに限る。)及びᘓ≀以እのῶ価ൾ༷資産（ᅛ定資産税又はࡲ੍

Ⴀ業用として⮬ື㌴税ⱝしくは㍍⮬ື㌴税の課税ᑐ㇟となっているものその௚これらに‽ずるものに限る。）で

㟷Ⰽ⏦࿌書にῧ௜ࡉれる㈚೉ᑐ↷表にィ上ࡉれているものをいう。 

３ 「ಶ人事業ᢎ⥅ィ⏬」とは、ㄆ定⤒Ⴀ㠉᪂等ᨭ᥼ᶵ関のᣦᑟ及びຓ言をཷけて作成ࡉれた特定事業用資産のᢎ

⥅๓ᚋの⤒Ⴀぢ通し等が記㍕ࡉれたィ⏬であって、平成 31 年４月１日から令和㸴年３月 31 日ࡲでの㛫に㒔㐨ᗓ

┴にᥦฟࡉれたものをいう。 

４ 特例事業ཷ贈⪅が、特例ཷ贈事業用資産に係る事業をᗫṆしたሙྜ等には、⊰ண税㢠の全㢠を、ࡲた、特定ཷ

贈事業用資産のㆡΏ等をしたሙྜには、そのㆡΏ等をした㒊ศにᑐᛂする⊰ண税㢠を利Ꮚ税とేࡏて⣡௜する必

要がある。 

５ この特例は、平成 31 年１月１日以ᚋに贈与により取得する特定事業用資産に係る贈与税について㐺用する。 

 

２ 個人の஦ᴗ⏝㈨産につ࠸ての相続税の⣡税⊰ணཬࡧච㝖の特౛㸦ᥐ法 �� の㸴の ��） 

   特例事業相続人等が、平成 31 年１月１日から令和 10 年 12 月 31 日ࡲでの㛫に、相続等により特定事業用資産を取得

し、事業を⥅続していくሙྜには、ᢸಖのᥦ౪を条௳に、その特例事業相続人等が⣡௜す࡭き相続税㢠のうち、相続等

により取得した特定事業用資産の課税価᱁にᑐᛂする相続税の⣡税を⊰ணする（措法 70 条の㸴の 10①）。 
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 （注）１ 特例事業相続人等が、特定事業用資産に係る事業をᗫṆしたሙྜ等には、⊰ண税㢠の全㢠を、ࡲた、特定事

業用資産のㆡΏ等をしたሙྜには、そのㆡΏ等をした㒊ศにᑐᛂする⊰ண税㢠を利Ꮚ税とేࡏて⣡௜する必要

がある。 

    ２ この⣡税⊰ணの㐺用をཷけるሙྜには、特定事業用Ꮿᆅ等について小規ᶍᏯᆅ等についての相続税の課税

価᱁のィ⟬の特例をཷけることができない。 

    ３ この特例は、平成 31 年１月１日以ᚋに相続又は遺贈により取得する特定事業用資産に係る相続税について

㐺用する。 

 

３ 贈与税の⣡税⊰ணの特౛と相続税の⣡税⊰ணの特౛との関係 

    上記１の特例の㐺用をཷける特例事業ཷ贈⪅に係る贈与⪅がṚஸしたሙྜには、特例ཷ贈事業用資産（᪤に⣡௜し

た⊰ண税㢠にᑐᛂする㒊ศを㝖く。）をその贈与⪅から相続等により取得したものとࡳなし、贈与᫬の᫬価により௚

の相続財産とྜ⟬して相続税をィ⟬する。その際、㒔㐨ᗓ┴の☜ㄆをཷけたሙྜには、相続税の⣡税⊰ணの㐺用をཷ

けることができる（措法 70 の㸴の９①）。 
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第９章 相続㛤ጞの通知及びᨭᡶ調書のᥦฟ 

 

１ 相続㛤ጞの㏻▱ 

 ᕷ⏫ᮧ㛗その௚ᡞ⡠に関する事務をつかࡉどる⪅は、Ṛஸ又はኻ㋑に関するᒆ書をཷ理したときは、

そのᒆ書に記㍕ࡉれた事項を、そのᒆ書をཷ理した日の属する月の⩣月末日ࡲでにその事務所の所在

ᆅの所㎄税務⨫㛗に通知しなければならない（相法58①）。 

 

２ ಖ㝤㔠ࠊ㏥⫋ᡭᙜ㔠࡝࡞のᨭᡶㄪ᭩のᥦฟ 

 相続税法の施行ᆅにႠ業所、事務所その௚これらに‽ずるものを᭷するಖ㝤఍♫、㏥職手ᙜ㔠等の

ᨭ⤥⪅又はಙクのཷク⪅は、その月中にᨭᡶった一定㢠以上の⏕࿨ಖ㝤ዎ⣙のಖ㝤㔠ⱝしくはᦆᐖಖ

㝤ዎ⣙のṚஸಖ㝤㔠ⱝしくはᨭ⤥した㏥職手ᙜ㔠等又はಙクのຠຊが⏕ࡌたことなどについての調書

を⩣月15日ࡲでに、その調書を作成したႠ業所等の所在ᆅの所㎄税務⨫㛗にᥦฟしなければならない

（相法59）。 
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第10章 㞧則及び⨩則 

 

第１節 贈与税の⏦࿌ෆ容の㛤示 

１ 制ᗘ๰タの⫼ᬒ 

ᡃが国の相続税は、ྛ 相続人等が相続等により取得した財産のྜィを一᪦法定相続ศでศ๭したものと௬定して相続税

の総㢠を⟬ฟし、それをᐇ際の遺産の取得㢠にᛂࡌてあࢇศするというィ⟬の௙⤌ࡳ（法定相続ศ課税᪉ᘧ）を᥇ってい

るため、一人の相続人の相続税㢠を⟬ฟするためには相続人等の全員の遺産の取得㢠にຍえて、相続財産࡬のຍ⟬のᑐ㇟

となる贈与財産（相続㛤ጞ๓３年以ෆの贈与財産及び相続᫬⢭⟬課税制度のᑐ㇟となった贈与財産）の価㢠のᢕᥱも必要

な௙⤌ࡳとなっている。 

このように、௚の相続人の贈与財産の価㢠がศからないと相続税のィ⟬ができないことから、平成15年度の税制改正に

おける相続᫬⢭⟬課税制度のᑟ入をᶵに、௚の相続人等にᑐして贈与税の⏦࿌ෆ容を㛤示する制度が๰設ࡉれた。 

(注) この㛤示制度においても、贈与の⏦࿌が㐺正に行われていないሙྜなど、┿ᐇの贈与ෆ容が㛤示ࡉれるとは限らな

いことに留意する必要がある。 

 

２ 制ᗘの௙⤌ࡳ㸦概せ） 

⑴ 㛤♧ㄳồ者 

  相続又は遺贈（相続᫬⢭⟬課税の㐺用をཷける財産に係る贈与をྵࡴ。）により財産を取得した⪅は、௚のඹྠ相続人

等があるሙྜには、⿕相続人に係る相続税のᮇ限ෆ⏦࿌書等のᥦฟ又は᭦正のㄳồに必要となるときに限り、௚のඹྠ相

続人等がその⿕相続人から相続㛤ጞ๓３年以ෆに取得した財産又は相続᫬⢭⟬課税の㐺用をཷけた財産に係る贈与税の⏦

࿌書に記㍕ࡉれた贈与税の課税価᱁のྜィ㢠について、㛤示のㄳồをすることができる（相法49①）。 

⑵ 㛤♧のෆᐜ 

  㛤示のㄳồがあったሙྜには、税務⨫㛗は次に掲げる㔠㢠をㄳồᚋ２月以ෆに㛤示しなければならない（相法49②）。 

 ① ⿕相続人に係る相続の㛤ጞ๓３年以ෆにᙜヱ⿕相続人から贈与により取得した財産の価㢠のྜィ㢠 

 ② ⿕相続人から贈与により取得した財産で、相続᫬⢭⟬課税の㐺用をཷけたものの価㢠のྜィ㢠 

 ࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

  相令27、相基通49-１ 

 

 

第２節 ⨩ 則 

１ ⬺税≢ 

 ഇりその௚不正の行Ⅽによって相続税又は贈与税をචれた⪅は、10年以ୗのᠬᙺⱝしくは1�000୓෇以ୗの⨩㔠にฎࡏ

られ、又はే⛉ࡉれる。 

 චれた相続税㢠又は贈与税㢠が1�000୓෇を㉸えるときは、᝟≧により、1�000୓෇を㉸えた㔠㢠で、そのචれた相続税
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㢠又は贈与税㢠に相ᙜする㔠㢠以ୗの⨩㔠とすることができる（相法68①②）。 

 

２ ᨾពの⏦࿌᭩୙ᥦฟにࡼる࡯⬺≢ 

 ᮇ限ෆ⏦࿌書又は特別⦕ᨾ⪅にᑐして相続財産がศ与ࡉれたሙྜのಟ正⏦࿌書（相法31②）をそのᥦฟᮇ限ࡲでにᥦฟ

しないことにより相続税又は贈与税をචれた⪅は、５年以ୗのᠬᙺ又は500୓෇以ୗの⨩㔠にฎࡏられる。 

 චれた相続税㢠又は贈与税㢠が500୓෇を㉸えるときは、᝟≧により、500୓෇を㉸えた㔠㢠で、そのචれた相続税㢠又

は贈与税㢠に相ᙜする㔠㢠以ୗの⨩㔠とすることができる（相法68ճմ）。 

 (注) この規定は、平成23年8月30日以ᚋにした㐪཯行Ⅽについて㐺用ࡉれる。 

 

３ 無⏦࿌≢ 

① 正ᙜな事⏤がなくてᮇ限ෆ⏦࿌書又は相続税法第31条第２項に規定するಟ正⏦࿌書をそのᥦฟᮇ限ࡲでにᥦฟしな

かった⪅は、１年以ୗのᠬᙺ又は50୓෇以ୗの⨩㔠にฎࡏられる。 

ただし、᝟≧によっては、そのฮをච㝖することができる（相法69）。 

② 正ᙜな理⏤がなくて租税特別措置法第69条の３第１項ⱝしくは第２項（在እ財産等の価㢠が⟬定可⬟となったሙྜの

ಟ正⏦࿌等）、ྠ法第70条第㸴項ⱝしくは第７項（国等にᑐして相続財産を贈与したሙྜ等の相続税の非課税等）、ྠ

法第70条の２第４項（直⣔ᑛ属からఫᏯ取得等資㔠の贈与をཷけたሙྜの贈与税の非課税）、ྠ 法第70条の３第４項（特

定の贈与⪅からఫᏯ取得等資㔠の贈与をཷけたሙྜの相続᫬⢭⟬課税の特例）又はྠ法第70条の７の14第２項（་⒪法

人のᣢศのᨺᲠがあったሙྜの贈与税の課税の特例）の規定によるಟ正⏦࿌書又はᮇ限ᚋ⏦࿌書をこれらの⏦࿌書のᥦ

ฟᮇ限ࡲでにᥦฟしなかった⪅は、１年以ୗのᠬᙺ又は50୓෇以ୗの⨩㔠にฎする。ただし、᝟≧によっては、そのฮ

がච㝖ࡉれることがある（措法70の13）。 

 

㸲 ⛛ᗎ≢ 

 次のྛ号にヱᙜする⪅は、１年以ୗのᠬᙺ又は50୓෇以ୗの⨩㔠にฎࡏられる（相法70、通法128二、୕）。 

① 相続税法第59条に規定する⏕࿨ಖ㝤㔠及び㏥職手ᙜ㔠などに関するᨭᡶ調書をᥦฟࡏず、又はその調書に⹫ഇの記㍕

ⱝしくは記㘓をしてᥦฟした⪅ 

② 国税通則法第74条の３の規定によるᙜヱ職員の㉁問にᑐして⟅ᘚࡏず、ⱝしくはഇりの⟅ᘚをし、又はᙜヱ規定によ

る᳨査等をᣄࡳ、ጉげⱝしくはᚷ㑊した⪅ 

ճ 国税通則法第74条の３の規定による≀௳のᥦ示又はᥦฟの要ồにᑐし、正ᙜな理⏤がなくこれにᛂࡌず、又はഇりの

記㍕ⱝしくは記㘓をしたᖒ⡙書㢮その௚の≀௳（その෗しをྵࡴ。）をᥦ示し、ⱝしくはᥦฟした⪅ 

 

㸳 ୧⨩つᐃ 

 法人の௦表⪅又は法人ⱝしくは人の௦理人、౑用人その௚のᚑ業員が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の

㐪཯行Ⅽをしたときは、その行Ⅽ⪅を⨩する௚、その法人又は人にᑐし、それࡒれの規定による⨩㔠ฮが⛉ࡏられる（相

法71）。 

① 相続税法第68条第１項࠙⬺税≢ࠚ 

② ྠ法第68条第３項࠙ᨾ意の⏦࿌書不ᥦฟによるほ⬺≢ࠚ 
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ճ ྠ法第69条࠙↓⏦࿌≢ࠚ 

մ ྠ法第70条࠙⛛ᗎ≢ࠚ 

 

㸴 ⛎ᐦ₃࠸࠼の⨩ 

 相続税又は贈与税の調査に関する事務にᚑ事している⪅又はᚑ事していた⪅が、その事務に関して知ることのできた

⛎ᐦを₃らし、又は┐用したときは、その⪅は２年以ୗのᠬᙺ又は100୓෇以ୗの⨩㔠にฎࡏられる（通法126）。 
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第11章 財産の評価 

 相続税及び贈与税の課税財産は、相続、遺贈又は贈与により↓ൾで取得した財産である

ため、その課税価᱁のィ⟬にᙜたっては、取得した財産をいくらにぢ✚もるかという「財

産の評価」が必要となる。 

 相続税法では、財産の評価に関しては、ᆅ上ᶒ、Ọ小作ᶒ、定ᮇ㔠に関するᶒ利等の財

産についてその評価᪉法が規定ࡉれているが、その௚の財産の評価については、「᫬価」

による（相法22）᪨だけが規定ࡉれ、「᫬価」のෆ容は法律の解㔘にጤࡡられている。 

 

第１節 評価の原則 

 

᫬価୺⩏とはఱか。 

 

 

１ ᫬౯୺⩏とは 

 財産の評価に関して、その財産の取得価㢠によるཎ౯୺⩏と、その取得᫬の᫬価によ

る᫬౯୺⩏の二つの᪉法が考えられる。 

 相続税法では、᫬価୺⩏を基本原則としている。 

 これは、相続税又は贈与税のような財産課税にあっては、相続又は贈与などにより

取得した財産を、その取得᫬の᫬価により評価することが、⣡税⪅のഃからࡳて最も

ඹ通的なุ᩿基‽としてཷけ入れることができるし、評価基‽としても最も一⯡ᛶ、

ᬑ㐢ᛶをᣢつᑻ度として考えられることによるものである。 

なお、相続税法は、ᆅ上ᶒ、Ọ小作ᶒなどの特定の財産以እの財産については、具

体的な評価᪉法を定めていないので、課税ᐇ務上は、「財産評価基本通達」に基づい

て評価することとࡉれている。 

 

 ࠿つの᫬౯࠸ ２

 相続、遺贈又は贈与により財産を取得した᫬Ⅼである。 

 財産を取得した᫬Ⅼとは、原則として、相続又は遺贈のሙྜは相続の㛤ጞの᫬とࡉれ、

贈与のሙྜは書㠃によるものはそのዎ⣙のຠຊがⓎ⏕した᫬、書㠃によらないものはそ

のᒚ行の᫬とࡉれている。 

  財産評価基本通達では、この取得の日を「課税᫬ᮇ」といっている。 

 

３ ᫬౯とは 

 財産評価基本通達では、「᫬価とは、課税᫬ᮇにおいて、それࡒれの財産の現ἣにᛂ

学習のポイント 
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不特定多ᩘのᙜ事⪅㛫で⮬⏤な取引が行われるሙྜに通ᖖ成❧するとㄆめられる価、ࡌ

㢠をいう。」としている。 

これは、ᐈほ的な஺᥮価್を示す価㢠、すなわち、㈙い進ࡳや኎りᛴࡂがなかったも

のとしたሙྜにおける価㢠である。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

 評基通１ 

 

 

第２節 法定評価 

 相続税法は、第３章に「財産の評価」に関する一章をおき、第22条には「評価の原則」、第23条から第26条ࡲでには「法

定評価」（ᆅ上ᶒ、Ọ小作ᶒ、定ᮇ㔠に関するᶒ利及び❧ᮌの評価᪉法）について規定している。 

 

１ ᆅୖᶒཬࡧỌᑠసᶒ 

ᆅ上ᶒ（೉ᆅ೉ᐙ法に規定する೉ᆅᶒ又は༊ศᆅ上ᶒにヱᙜするものを㝖く。）及びỌ小作ᶒの価㢠は、そのṧᏑᮇ㛫

にᛂࡌてその目的となっているᅵᆅのこれらのᶒ利が設定ࡉれていないとしたሙྜの᫬価に一定の๭ྜを஌ࡌてィ⟬し

た㔠㢠による（相法23）。 

（注）「ᆅ上ᶒ」とは、௚人のᅵᆅにおいてᕤ作≀又は➉ᮌを所᭷するためそのᅵᆅを౑用するᶒ利（民法265㹽ᆅ上ᶒのෆ

容㹾）を、「೉ᆅᶒ」とは、ᘓ≀の所᭷を目的とするᆅ上ᶒ又はᅵᆅの㈤೉ᶒ（೉ᆅ೉ᐙ法2㹽定⩏㹾一）を、「༊ศᆅ

上ᶒ」とは、ᆅୗ又は✵㛫を目的とするᆅ上ᶒ（民法269の2㹽ᆅୗ又は✵㛫を目的とするᆅ上ᶒ㹾）を、「Ọ小作

ᶒ」とは、小作ᩱをᡶい௚人のᅵᆅにおいて⪔作又は∾␆をするᶒ利（民法270㹽Ọ小作ᶒのෆ容㹾）を、それࡒれいう㹿 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

 相基通23－１ 

 

２ ᐃᮇ㔠に関するᶒ฼ 

定ᮇ㔠に関するᶒ利とは、ዎ⣙によりあるᮇ㛫定ᮇ的に㔠㖹その௚の⤥௜をཷけることを目的とするമᶒであり、その

価㢠は、そのᶒ利を取得した᫬において、その⤥௜事⏤がⓎ⏕しているかどうかにᛂࡌて、次のとおり༊ศして評価する。 

 ⤥௜事⏤がⓎ⏕している定ᮇ㔠に関するᶒ利については、①解⣙㏉ᡠ㔠相ᙜ㢠、②定ᮇ㔠に௦えて一᫬㔠の⤥௜をཷ

けることができるሙྜにおけるᙜヱ一᫬㔠相ᙜ㢠、ճண定利⋡等を基にィ⟬した㔠㢠のうち、いずれか多い㔠㢠により

評価する（相法24）。 

 (注) ᚑ᮶は、その定ᮇ㔠の⤥௜ᮇ㛫にᛂࡌて、⤥௜㔠㢠の総㢠の一定๭ྜ又はಸᩘを஌ࡌた㔠㢠により評価してい

たが、平成22年３月の税制改正により、上記のとおり改正ࡉれており、一定のሙྜを㝖き、平成23年４月１日以ᚋ

に相続ⱝしくは遺贈又は贈与により取得する定ᮇ㔠に関するᶒ利に係る相続税又は贈与税について㐺用する。 

 ⤥௜事⏤がⓎ⏕していない定ᮇ㔠に関するᶒ利については、原則として、解⣙㏉ᡠ㔠相ᙜ㢠により評価する（相法25）。 

(注) 平成22年３月の税制改正により、上記のとおり改正ࡉれており、平成22年４月１日以ᚋに相続ⱝしくは遺贈又

は贈与により取得する定ᮇ㔠に関するᶒ利に係る相続税又は贈与税について㐺用する。 
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࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

相基通24－１㹼24－４、25－１、評基通200㹼200－㸴 

３ ❧ᮌのホ౯につ࠸ての特౛ 

  相続又は遺贈（ໟᣓཷ遺⪅及び⿕相続人からの相続人にᑐする遺贈に限る。）により取得した❧ᮌは、❧ᮌの᫬価の

85㸣相ᙜ㢠により評価する（相法26）。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

 相基通26－１ 

 

 

第３節 ᫬価評価の取ᢅい 

 相続税及び贈与税の課税ᑐ㇟となる財産は、ᅵᆅ、ᐙᒇなどの不ື産をはࡌめとして、ື産、᭷価ドๆなど多✀多ᵝであ

り、これらྛ✀の財産の᫬価を的☜にᢕᥱすることは必ずしも容易なことではない。 

 そして財産を評価した価㢠が㐺正であるかどうかは、相続税又は贈与税の㈇ᢸに直᥋ᙳ㡪するため、その課税上ᴟめて重

要なことである。 

 このようなことから、国税ᗇは、財産の評価᪉法について財産評価基本通達を定め、ࡲた、ẖ年、基‽となるᅵᆅの価㢠

（㊰⥺価）などの財産評価基‽を定めて、全国⤫一的な取ᢅいをしている。 

 

１ ᇶᮏⓗ࠼⪄࡞方 

 財産評価基本通達においては、相続税法第22条に規定する᫬価に関し、᫬価とは、課税᫬ᮇにおける財産の≧ἣにᛂࡌ、

不特定多ᩘのᙜ事⪅㛫で⮬⏤な取引が行われるሙྜに通ᖖ成❧するとㄆめられる価㢠をいうものとし、その価㢠は、この

通達の定めによって評価した価㢠による᪨を定めている。 

 それࡒれの評価᪉法について᥇用しているඹ通原則のうち、୺なものは次のとおりである。 

⑴ 個ูホ౯のཎ๎ 

 財産の価㢠は、ಶࠎの評価༢఩ࡈとに評価し、その評価㢠のྜィ㢠をもってその財産の価㢠とすることを原則とす

る。 

⑵ ᐈほⓗྛ࡞✀ᙳ㡪のຍ࿡ 

 財産の価㢠は、それࡒれの財産の現ἣにᛂࡌて評価した価㢠によるが、その評価にᙜたっては、その財産の価㢠に

ᙳ㡪を及ࡰす࡭き全ての事᝟を考៖する。 

⑶ ඹ᭷財産の持ศ 

 ඹ᭷財産のᣢศの価㢠は、その財産の価㢠をそのඹ᭷⪅のᣢศにᛂࡌてあࢇศした価㢠によって評価する。 

ֈ ༊ศ所᭷ࢀࡉて࠸る財産 

 ༊ศ所᭷ࡉれている財産のྛ㒊ศの価㢠は、その財産の価㢠を基とし、ྛ㒊ศの౑用཰┈などの≧ἣを຺᱌してィ

⟬したྛ㒊ศにᑐᛂする価㢠により評価する。 
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։ ඖ≀とᯝᐇ 

 ኳ↛ᯝᐇの価㢠は、元≀の価㢠にྵめて評価し、法定ᯝᐇの価㢠は、元≀とは別に評価することを原則とする。 

֊ 㑥㈌᥮算 

 እ㈌ᘓてによる財産及び国እにある財産の㑥㈌᥮⟬（෇᥮⟬）は、⣡税⪅の取引㔠⼥ᶵ関がබ表する課税᫬ᮇにお

ける最⤊のⅭ᭰相ሙによることを原則とする。 

֋ ᇶ‽ᖺ฼⋡ 

財産の評価において㐺用する年利⋡は、年ᩘ又はᮇ㛫にᛂࡌ、日本ドๆ業༠఍において኎㈙参考⤫ィ್がබ表ࡉれ

る利௜国മに係る」利利ᅇりを基にィ⟬した年利⋡（基‽年利⋡）による。 

その基‽年利⋡の具体的なᩘ್は、▷ᮇ（３年未‶）、中ᮇ（３年以上７年未‶）及び㛗ᮇ（７年以上）に༊ศし、

ᅄ༙ᮇࡈとに３月ศをࡲとめてಶ別通達により定めている。 

֌ ᅜእに࠶る財産 

 国እにある財産の価㢠についても、財産評価基本通達に定める評価᪉法により評価する。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

 評基通１㹼４、４－３、４－４、５－２ 

 

２ ୺࡞ホ౯方法 

 評価᪉法は、課税財産の全てにඹ通するྠ一の評価᪉法によるものではなく、✀㢮の␗なるそれࡒれの財産に即した

評価᪉法を᥇用することとし、財産評価基本通達で᥇用している評価᪉法とこれらの評価᪉法を㐺用する୺な財産の✀

㢮を掲げると次表のとおりである。  

 評価通達において᥇用している୺な評価᪉法と㐺用する୺な財産の概要 ۑ

ホ౯方法の✀㢮 ᕥのホ౯方法にࡾࡼホ౯する୺࡞財産 

１ ኎㈙ᐇ

例価㢠に

よる᪉法 

⑴ ྠ✀の財産の኎㈙ᐇ例価㢠を直᥋᫬価とす

る᪉法 

上ሙᰴᘧ、Ẽ㓄相ሙのあるᰴᘧ、ドๆᢞ資ಙク

のཷ┈ドๆ等 

⑵ 㢮ఝ財産の

኎㈙ᐇ例価㢠

を基として評

価する᪉法 

イ 㢮ఝ財産の኎㈙ᐇ例価

㢠を基とし、⢭通⪅意ぢ

価᱁等を参㓃して評価㢠

をồめる᪉法 

㊰⥺価᪉ᘧ又はಸ⋡᪉ᘧにより評価するᏯᆅ、

ᶆ‽ఆᮇにある❧ᮌ、⾑⤫書௜∵㤿、書⏬㦵とう

等 

ࣟ 㢮ఝ財産の኎㈙ᐇ例価

㢠にẚ‽して評価する᪉

法 

㢮ఝ業✀ẚ‽᪉ᘧにより評価する大఍♫のᰴᘧ

２ 調達価㢠又は取得価㢠による᪉法 一⯡ື産、⯪⯧、ᗞᅬ設ഛ等 

３ ෌ᘓ⠏価㢠等を基とする᪉法 構⠏≀、一⯡ື産等 

４ ㈍኎価㢠を基礎とする᪉法 ၟရ、〇ရ、༙〇ရ等 

５ ௙入価㢠を基礎とする᪉法 原ᮦᩱ、༙〇ရ、௙᥃ရ等 

㸴 ᢞୗ資本を基とする᪉法 
ᘓ⠏中のᐙᒇ、㐀成中のᏯᆅ、ᗂ㱋ᶞ、 

ᶞ㱋１年以ୗの❧ᮌ等 

７ 」利現価による᪉法 特チᶒ、ᐇ用᪂᱌ᶒ、意໶ᶒ、ၟᶆᶒ等 

㸶 」利年㔠現価による᪉法 
ほぴ用の㖔Ἠᆅ、ኊ年ᮇの成⇍ᶞ、㖔業ᶒ、租

㖔ᶒ、Ⴀ業ᶒ、ⴭ作ᶒ等 

９ ཰┈（㓄ᙜ）㑏元による᪉法 ྠ᪘ᰴ୺以እのᰴ୺等が取得したᰴᘧ 

10 その௚の᪉法 㡸㈓㔠、㈚௜㔠、ཷ取手ᙧ等 
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３ ᅵᆅཬࡧᅵᆅのୖにᏑするᶒ฼ 

 ᅵᆅの価㢠は、Ꮿᆅ、⏣、⏿、ᒣᯘ、原㔝、∾ሙ、ụ἟、㖔Ἠᆅ及び㞧✀ᆅのᆅ目の別に評価する。

このሙྜのᆅ目は、課税᫬ᮇにおける現ἣによりุ定する。 

た、ᅵᆅの上にᏑするᶒ利の価㢠は、ᆅ上ᶒ（೉ᆅ೉ᐙ法に規定する೉ᆅᶒ及び༊ศᆅ上ᶒにヱࡲ

ᙜするものを㝖く。）、༊ศᆅ上ᶒ、Ọ小作ᶒ、༊ศᆅ上ᶒに‽ずるᆅᙺᶒ、೉ᆅᶒ（定ᮇ೉ᆅᶒ等

を㝖く。）、定ᮇ೉ᆅᶒ等、⪔作ᶒ（Ọ小作ᶒにヱᙜするものを㝖く。）、 Ἠᶒ（引、（。ࡴྵをᶒ‮

㈤೉ᶒ（೉ᆅᶒ、定ᮇ೉ᆅᶒ等、⪔作ᶒ及び Ἠᶒにヱᙜするものを㝖く。）及び༨用ᶒの別に評価

する。 

 Ꮿᆅの価㢠については、次により、評価༢఩ࡈとに、財産評価基‽書に定められた評価᪉ᘧ（㊰⥺

価᪉ᘧ又はಸ⋡᪉ᘧ）によって評価する。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

 評基通７、９、11 

⑴ Ꮿᆅのホ౯༢఩ 

Ꮿᆅは、１⏬ᆅのᏯᆅ（利用の༢఩となっている１༊⏬のᏯᆅをいう。）を評価༢఩とする。 

この１⏬ᆅのᏯᆅは、必ずしも不ື産Ⓩ記法上の１➹のᏯᆅからなるとは限らず、２➹以上のᏯ

ᆅからなるሙྜもあり、１➹のᏯᆅが２⏬ᆅ以上のᏯᆅとして利用ࡉれているሙྜもあることに留

意する（評基通７－２(注)１）。 

なお、相続、遺贈又は贈与により取得したᅵᆅ等の評価༢఩については、原則としてその取得し

たᅵᆅ等ࡈとにุ定する。 

（注）「１⏬ᆅのᏯᆅ」のุ定は、原則として、①Ꮿᆅの所᭷⪅による⮬⏤な౑用཰┈を制⣙する௚⪅のᶒ利（原則と

して౑用㈚೉による౑用೉ᶒを㝖く。）のᏑ在の᭷↓により༊ศし、②௚⪅のᶒ利がᏑ在するሙྜには、そのᶒ利

の✀㢮及びᶒ利⪅の␗なるࡈとに༊ศする。 

࠙参考ࠚ 不ྜ理ศ๭ 

 贈与、遺産ศ๭等によるᏯᆅのศ๭がぶ᪘㛫等で行われたሙྜにおいて、例えば、ศ๭ᚋの⏬ᆅがᏯᆅとし

て通ᖖの用㏵に౪することができないなど、そのศ๭がⴭしく不ྜ理であるとㄆめられるときは、そのศ๭๓

の⏬ᆅを「１⏬ᆅのᏯᆅ」とする（評基通７－２⑴(注)）。 

⑵ ㊰⥺౯方式 

 ㊰⥺౯方式とは、Ꮿᆅの㠃する㊰⥺に௜ࡉれた㊰⥺価（１੍ᙜたりの価㢠）を基と

し、そのᏯᆅのዟ行㊥㞳等にᛂࡌたዟ行価᱁補正、ഃ᪉㊰⥺ᙳ㡪ຍ⟬などの⏬ᆅ調ᩚ

をした価㢠によって評価する᪉ᘧである。 

 評価の基となる「㊰⥺価」は、国税ᒁ㛗がẖ年定め、財産評価基‽書の㊰⥺価図と

して、インࢿ࣮ࢱット等によりබ㛤しており、その㊰⥺価図の中で、Ꮿᆅの価㢠がお

おྠࡡࡴ一とㄆめられる一㐃のᏯᆅが㠃している㊰⥺（不特定多ᩘの⪅の通行の用に

౪ࡉれている㐨㊰をいう。）ࡈとに設定ࡉれている。 

た、ዟ行価᱁補正などの⏬ᆅ調ᩚに必要なዟ行価᱁補正⋡等は、財産評価基本通ࡲ 

達に定められている。 
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㊰⥺価᪉ᘧによる評価手㡰を図示すると、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

 評基通13㹼20－７ 

 

財産ホ౯ᇶ‽᭩㸦㊰⥺౯図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
㐨㊰を中ᚰとして㯮ሬりഃ 
の㐨㊰ἢいのࡳのᆅᇦ 

イ イ ᆅ༊⾤ࣝࣅ
イ

ࣟ ࣟ 㧗度ၟ業ᆅ༊
ࣟ

ࣁ ࣁ ⦾⳹⾤ᆅ༊
ࣁ

ࢽ ࢽ ᬑ通ၟ業࣭
ࢽ

࣍ ే用ఫᏯᆅ༊
࣍

࣊ ࣍ ᬑ通ఫᏯᆅ༊
࣊ 不ᩚᙧᆅ補正 

ト ࣊ 中小ᕤ業ᆅ༊
ト

チ ト 大ᕤሙᆅ༊
チ
ࣜ

⚾㐨補正 

①利用༊ 
ศの☜定 

 

㈚Ꮿᆅ

㈚ᐙᘓ௜ᆅ 

೉ᆅᶒ

ճ㊰⥺価
の☜定

մᆅ༊༊
ศの☜定

յྛ✀の 
調ᩚ⋡等 
の☜定

Ꮿᆅの
評価㢠

②ᆅ✚の
☜定 

ዟ行価᱁補正 

ᐇ
際
の
㠃
✚

㊰
⥺
価
図
で
☜
ㄆ

がけᆅ補正 

⮬用ᆅ ഃ᪉㊰⥺ᙳ㡪ຍ⟬

二᪉㊰⥺ᙳ㡪ຍ⟬

㛫ཱྀ⊃小補正 
ዟ行㛗大補正 

↓㐨㊰ᆅ補正 

⚾㐨

㈚ᐙᘓ௜೉ᆅᶒ 

㌿㈚೉ᆅᶒ 

㌿೉ᶒ

規ᶍ᱁ᕪ補正 

 ࢾ
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ዟ行౯᱁補ṇ⋡⾲ 

ͤ 㸦 ）᭩はࠊᖹᡂ��ᖺ��᭶��᪥௨๓࡛ホ౯する㝿に㐺⏝する補ṇ⋡ࠋ 

ᆅ༊༊ศ 

 
ዟ行㊥㞳 
（㺰㺎㺢㺷） 

ࣅ ࣝ ⾤ 

ᆅ ༊ 

㧗度ၟ業 

ᆅ ༊ 

⦾ ⳹ ⾤

ᆅ ༊

ᬑ 通 ၟ 業 ࣭

ే 用 ఫ Ꮿ

ᆅ ༊

ᬑ 通 ఫ Ꮿ 

ᆅ ༊ 

中小ᕤሙ 

ᆅ ༊ 

大 ᕤ ሙ

ᆅ ༊

４未‶ 0�80 0�90 0�90 0�90 0�90 0�85 0�85 

４以上 㸴未‶  0�92 0�92 0�92 0�92 0�90 0�90 

㸴 ࠌ  㸶 0�93 0�93 0�95 0�95 0�95 0�94 0�84 ࠌ 

㸶 0�95 0�95 0�97 0�97 0�97 0�96 0�88 ࠌ 10  ࠌ 

 0�96 0�96 1�00 0�99 0�99 0�98 0�90 ࠌ 12  ࠌ 10

 0�97 0�97  1�00 1�00 0�99 0�91 ࠌ 14  ࠌ 12

 0�98 0�98    1�00 0�92 ࠌ 16  ࠌ 14

 0�93 ࠌ 20  ࠌ 16
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0�99 0�99 

 1�00 1�00 0�94 ࠌ 24  ࠌ 20

 （0�99）0�97 0�95 ࠌ 28  ࠌ 24

 

 

 （0�98）0�95 0�98 0�96 ࠌ 32  ࠌ 28

（0�98）0�97 0�96 0�97 ࠌ 36  ࠌ 32 0�93（0�96） 

（0�96）0�95 0�94 0�98 ࠌ 40  ࠌ 36 0�92（0�94） 

（0�94）0�93 0�92 0�99 ࠌ 44  ࠌ 40 0�91（0�92） 

（0�92）0�91 0�90 1�00 ࠌ 48  ࠌ 44 0�90（0�91） 

 ࠌ 52  ࠌ 48

 

0�99 0�88 0�89（0�90） 0�89（0�90） 

 0�88 0�88 0�87 0�98 ࠌ 56  ࠌ 52

 0�87 0�87 0�86 0�97 ࠌ 60  ࠌ 56

 0�99 0�86 0�86 0�85 0�96 ࠌ 64  ࠌ 60

 0�98 0�85 0�85 0�84 0�95 ࠌ 68  ࠌ 64

 0�97 0�84 0�84 0�83 0�94 ࠌ 72  ࠌ 68

 0�96 0�83 0�83 0�82 0�93 ࠌ 76  ࠌ 72

   0�82 0�81 0�92 ࠌ 80  ࠌ 76

 0�93 0�82 0�81 0�80 0�90 ࠌ 84  ࠌ 80

 0�88 ࠌ 88  ࠌ 84

 

0�80   

 0�86 ࠌ 92  ࠌ 88

 

0�81 0�90 

 0�84 0�99 ࠌ 96  ࠌ 92
 

 0�82 0�97 ࠌ 100 ࠌ 96 

 0�80 0�80 0�95 ࠌ 100
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ഃ方㊰⥺ᙳ㡪ຍ算⋡⾲ 

ᆅ ༊ ༊ ศ 

ຍ  ⟬  ⋡ 

ゅᆅのሙྜ ‽ゅᆅのሙྜ

ࣅ ࣝ ⾤ ᆅ ༊ 0�07 0�03 

㧗 度 ၟ 業 ᆅ ༊ 

⦾ ⳹ ⾤ ᆅ ༊ 
0�10 0�05 

ᬑ通ၟ業࣭ే用ఫᏯᆅ༊ 0�08 0�04 

ᬑ 通 ఫ Ꮿ ᆅ ༊ 

中 小 ᕤ ሙ ᆅ ༊ 
0�03 0�02 

大 ᕤ ሙ ᆅ ༊ 0�02 0�01 

（注）‽ゅᆅとは、次図のように一⣔⤫の㊰⥺のᒅᢡ㒊のෆഃに఩置するものをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二方㊰⥺ᙳ㡪ຍ算⋡⾲ 

ᆅ ༊ ༊ ศ ຍ  ⟬  ⋡ 

ࣅ ࣝ ⾤ ᆅ ༊ 0�03 

㧗 度 ၟ 業 ᆅ ༊ 

⦾ ⳹ ⾤ ᆅ ༊ 
0�07 

ᬑ通ၟ業࣭ే用ఫᏯᆅ༊ 0�05 

ᬑ 通 ఫ Ꮿ ᆅ ༊ 

中 小 ᕤ ሙ ᆅ ༊ 

大 ᕤ ሙ ᆅ ༊ 

0�02 
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࠙タ౛２ࠚ 二᪉が㊰⥺に㠃するሙྜのᏯᆅの評価 

ᬑ通ၟ業࣭ే用ఫᏯᆅ༊におけるィ⟬例 
 

   

 
 

 
㊰⥺価700�000෇  

 

 
㊰ 
⥺ 
価 

680�000෇ 

  

   

 

１ 正㠃㊰⥺のุ定 

700�000෇�0�97＝679�000෇ 㸺 680�000�1�00＝680�000෇ 

Қ 680�000෇の㊰⥺が正㠃㊰⥺ 

࠙ཧ⪃ࠚ 

 正㠃㊰⥺は、「㊰⥺価�ዟ行価᱁補正⋡」の㧗い᪉の㊰⥺をいう（評基通16⑴）。 

２ Ꮿᆅの評価㢠 

  （正㠃㊰⥺価） 

680�000෇ � 1�00 㸩 700�000෇ � 0�97 � 

（ഃ᪉㊰⥺ᙳ㡪ຍ⟬⋡）   （１੍ᙜたりの価㢠） 

    0�08      ＝   734�320෇ 

㸾734�320෇ � 160੍ ＝ 117�491�200෇ 

20㹫

㸶㹫

࠙タ౛１ࠚ

９㹫 

15㹫 

（評価㢠） 

＝65�475�000෇ 

（㊰⥺価）   （ዟ行９㹫にᛂずる  （㠃✚）

ዟ行価᱁補正⋡(注)) 

500�000෇  �   0�97    � 135੍

（注） ዟ行価᱁補正⋡は、財産評価基本通達の௜表で定められている。 
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࠙タ౛３ࠚ ᆅ༊の␗࡞る２௨ୖの㊰⥺に᥋するᏯᆅのホ౯ 

 
 

   ᬑ通ၟ業࣭ే用ఫᏯᆅ༊  

 
 

 
㊰⥺価700�000෇  

    

㊰ 
⥺ 
価 

680�000෇ 

  

    

 

１ 正㠃㊰⥺のุ定 

700�000෇�0�97＝679�000෇ 㸺 680�000�1�00＝680�000෇ 

Қ 680�000෇の㊰⥺が正㠃㊰⥺ 

࠙ཧ⪃１ࠚ 

 正㠃㊰⥺は、「㊰⥺価�ዟ行価᱁補正⋡」の㧗い᪉の㊰⥺をいう（評基通16⑴）。 

２ Ꮿᆅの評価㢠 

  （正㠃㊰⥺価） 

680�000෇ � 1�00 㸩 700�000෇ � 0�97 � 

（ഃ᪉㊰⥺ᙳ㡪ຍ⟬⋡）   （１੍ᙜたりの価㢠） 

    0�03      ＝   700�370෇ 

㸾700�370෇ � 160੍ ＝ 112�059�200෇ 

࠙ཧ⪃２ࠚ 

 ྛ✀の調ᩚ⋡は、正㠃㊰⥺のᆅ༊の⋡を㐺用する。 

20㹫

㸶㹫 

ᬑ

通

ఫ

Ꮿ

ᆅ

༊
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⑶ ಸ⋡方式 

ಸ⋡方式は、評価するᏯᆅのᅛ定資産税評価㢠に一定のಸ⋡を஌ࡌてィ⟬した㔠㢠

によって評価する᪉ᘧである。 

この「ᅛ定資産税評価㢠」とは、ᆅ᪉税法第381条（ᅛ定資産課税ྎᖒのⓏ㘓事項）

の規定により、ᅵᆅ課税ྎᖒ又はᅵᆅ補඘課税ྎᖒにⓏ㘓ࡉれた基‽年度の価᱁又は

ẚ‽価᱁をいう。 

とに定め、財産ࡈた、「ಸ⋡」は、国税ᒁ㛗が、ẖ年、ᆅ価事᝟の㢮ఝするᆅᇦࡲ

評価基‽書のಸ⋡表として、インࢿ࣮ࢱット等によりබ㛤している。 

㊰⥺価᪉ᘧによって評価することとしているᆅᇦෆにあるᏯᆅ以እのᏯᆅは、全て

この᪉ᘧによって評価する。 

ಸ⋡᪉ᘧによる評価手㡰を図示すると、次のとおりである。 
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財産ホ౯ᇶ‽᭩㸦ಸ⋡⾲） 
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࠙ཧ⪃ࠚᅵᆅཬࡧᅵᆅのୖにᏑするᶒ฼のホ౯᫂⣽᭩ 
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㸲 ᐙᒇ 

ᐙᒇの価㢠は、１Ჷのᐙᒇࡈとに、そのᐙᒇのᅛ定資産税評価㢠により評価する。 

⑴ ⮬⏝ᐙᒇ 

⮬用ᐙᒇの価㢠は、財産評価基本通達において、ᅛ定資産税評価㢠にಸ⋡を஌ࡌて

ィ⟬した㔠㢠により評価するとࡉれているが、このಸ⋡は、「1�0」とࡉれている。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

 評基通88、89、別表１「⪔作ᶒ๭ྜ等一ぴ表」 

 ⑵ ㈚ᐙ 

   ㈚ᐙの価㢠は、次の⟬ᘧによりィ⟬した価㢠によって評価する。 

    ⮬用ᐙᒇの価㢠（㸿）－㸿�೉ᐙᶒ๭ྜ�㈤㈚๭ྜ  

   （注）１ 「⮬用ᐙᒇの価㢠」とは、๓記⑴の定めにより評価したᐙᒇの価㢠をいう。 

      ２ 「㈤㈚๭ྜ」は、そのᐙᒇに係るྛ⊂❧㒊ศ（構㐀上༊ศࡉれたᩘಶの㒊ศのྛ㒊ศを

いう。以ୗྠࡌ。）があるሙྜに、そのྛ⊂❧㒊ศの㈤㈚の≧ἣに基づいて、次の⟬ᘧに

よりィ⟬した๭ྜによる。 

            㸿のうち㈤㈚しているྛ⊂❧㒊ศのᗋ㠃✚のྜィ 

          

            ᙜヱᐙᒇのྛ⊂❧㒊ศのᗋ㠃✚のྜィ（㸿） 

      ３ ೉ᐙᶒ๭ྜは、平成18年ศからは全ᆅᇦにおいて30㸣とࡉれている。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

 評基通93、94 

 

㸳 ᰴ式ཬࡧᰴ式に関するᶒ฼ 

 ᰴᘧの価㢠は、上ሙᰴᘧ、Ẽ㓄相ሙ等のあるᰴᘧ及び取引相ሙのないᰴᘧの別に、ࡲ

た、ᰴᘧに関するᶒ利の価㢠は、ᰴᘧの๭ᙜてをཷけるᶒ利、ᰴ୺となるᶒ利、ᰴᘧ↓

ൾ஺௜ᮇᚅᶒ、㓄ᙜᮇᚅᶒ及びࢫトック࢜ࣉシࣙンの別に、それࡒれの㖭᯶の␗なるࡈ

とに、１ᰴ又は１ಶࡈとに評価する。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

 評基通168 

୺なものは、次のとおりである。 

⑴ ୖሙᰴ式 

 上ሙᰴᘧは、ᕷሙでẖ日取引が行われ、その取引価᱁がそのࡲࡲ᫬価を示している

といえることから、上ሙᰴᘧの価㢠は、そのᰴᘧが上ሙࡉれている㔠⼥ၟရ取引所の

බ表する次の①の価㢠によって評価する。ただし、①の価㢠が、②㹼մのうち最もప

い価㢠を㉸えるሙྜには、その最もపい価㢠によって評価する。 

① 課税᫬ᮇの最⤊価᱁ 

② 課税᫬ᮇの属する月のẖ日の最⤊価᱁の月平ᆒ㢠 
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ճ 課税᫬ᮇの属する月の๓月のẖ日の最⤊価᱁の月平ᆒ㢠 

մ 課税᫬ᮇの属する月の๓ࠎ月のẖ日の最⤊価᱁の月平ᆒ㢠 

 このሙྜにおいて、そのᰴᘧが２以上の㔠⼥ၟရ取引所に上ሙࡉれているときは、

⣡税⩏務⪅が㑅ᢥした㔠⼥ၟရ取引所のබ表する㢠により評価する。 

なお、㈇ᢸ௜贈与又はಶ人㛫のᑐ価をకう取引により取得した上ሙᰴᘧの価㢠は、

そのᰴᘧが上ሙࡉれている㔠⼥ၟရ取引所のබ表する課税᫬ᮇの最⤊価᱁によって

評価することとしている。 

(注)１ ୖሙᰴ式とは、㔠⼥ၟရ取引所（㔠⼥ၟရ取引法２ր）に上ሙࡉれている఍♫のᰴᘧをい

う。 

２ ᭱⤊౯᱁とは、いわࡺる⤊್のことをいう。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

 評基通169㹼172 

⑵ 取ᘬ相ሙの࠸࡞ᰴ式 

 取引相ሙのないᰴᘧには、㔠⼥ၟရ取引所におけるᕷሙ取引やドๆ఍♫のᗑ頭取引で成❧するよ

うな取引価᱁というものがない。௬に、取引事例があったとしても、それは通ᖖ、特定のᙜ事⪅㛫

の取引で成❧した価᱁あるいは特別の事᝟のୗで成❧した価᱁であって、その価᱁を相続税法第22

条に規定する᫬価すなわちᐈほ的な஺᥮価್としてᰴᘧの評価に᥇用することは㐺ᙜではないとい

える。 

たそのᰴ୺構成ࡲ、でありࠎた、取引相ሙのないᰴᘧをⓎ行している఍♫の事業規ᶍは大小ᵝࡲ

もᵝࠎでᰴ୺相஫㛫のᐇ㉁的な఍♫ᨭ㓄ຊにも大きなᕪがあることから、そのᰴᘧの評価にᙜたっ

ては、それࡒれの఍♫の規ᶍ等のᐇែにᛂࡌて評価する必要がある。 

 そこで、財産評価基本通達では、取引相ሙのないᰴᘧの価㢠をᐈほ的࣭ྜ理的に、かつ、そのᐇ

ែに即して評価することができるようにするため、その評価するᰴᘧのⓎ行఍♫（評価఍♫）の規

ᶍにᛂࡌて、大఍♫、中఍♫、小఍♫に༊ศし、その規ᶍ༊ศにᚑいそれࡒれの఍♫に㐺用す࡭き

原則的な評価᪉ᘧ（ཎ๎ⓗホ౯方式）を定めるとともに、その例እとして、ᑡᩘᰴ୺など఍♫ᨭ㓄

ᶒのないᰴ୺の取得したᰴᘧについての特例的な評価᪉ᘧ（特౛ⓗホ౯方式）をేࡏて定めている。 
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㸦⾲）఍♫つᶍにࡼるホ౯方式の༊ศ 

     評価᪉ᘧ 

఍♫規ᶍ 
原 則 的 評 価 ᪉ ᘧ 特例的評価᪉ᘧ

大 ఍ ♫ 
㢮ఝ業✀ẚ‽᪉ᘧ 

（⣧資産価㢠᪉ᘧの㑅ᢥ可） 
 

中 ఍ ♫ 

㢮ఝ業✀ẚ‽᪉ᘧと⣧資産価㢠᪉ᘧ 

とのే用᪉ᘧ 

（㢮ఝ業✀ẚ‽価㢠について⣧資産 

価㢠を㑅ᢥ可） 

㓄ᙜ㑏元᪉ᘧ

小 ఍ ♫ 
⣧資産価㢠᪉ᘧ 

（中఍♫とྠేࡌ用᪉ᘧ㑅ᢥ可） 
 

 （注)１ 㢮ఝᴗ✀ẚ‽方式とは、㢮ఝ業✀（評価఍♫の事業ෆ容と㢮ఝする業✀の上ሙ఍♫）のᰴ価を基として、評価఍

♫と㢮ఝ業✀の１ᰴᙜたりの㓄ᙜ㔠㢠、利┈㔠㢠及び⣧資産価㢠の３要⣲をẚ㍑してồめたẚ‽๭ྜを஌ࡌ、その

70㸣(注）相ᙜ㢠によって評価する᪉ᘧをいう。 

(注）中఍♫を評価するሙྜは60㸣、小఍♫を評価するሙྜは50㸣とする。 

２ ⣧㈨産౯㢠方式とは、「課税᫬ᮇにおける評価఍♫のྛ資産の相続税評価㢠のྜィ㢠」から、「課税᫬ᮇにおけ

る評価఍♫のྛ㈇മの㔠㢠のྜィ㢠」及び「評価ᕪ㢠にᑐする法人税㢠等に相ᙜする㔠㢠」を᥍㝖した㔠㢠を、「課

税᫬ᮇにおける評価఍♫のⓎ行῭ᰴᘧᩘ」で㝖してồめた㔠㢠により評価する᪉ᘧをいう。 

３ 㓄ᙜ㑏ඖ方式とは、その評価఍♫のᰴᘧを所᭷することによってཷける利┈、すなわち㓄ᙜ㔠㢠を、一定の利⋡

で㑏元して元本であるᰴᘧの価㢠をồめようとする᪉ᘧである。 

࠙参考法令࣭通達番号ࠚ 

 評基通179㹼183－２、185㹼186－３、188、188－２ 
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民法の相続制度の概要 

 ～相続税法を理解するために～ 
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第１章 相 続 

 

１ 相続のព⩏ 

「相続」とは、ಶ人がṚஸしたሙྜに、その⪅の᭷していた財産上のᶒ利⩏務をその⪅

の㓄അ⪅やᏊなど一定の㌟ศ関係にある⪅にᢎ⥅ࡏࡉる制度のことをいう。このሙྜ、財

産上のᶒ利⩏務をᢎ⥅ࡉれる⪅のことを「⿕相続人」といい、これをᢎ⥅する⪅のことを

「相続人」という。したがって、相続とは⿕相続人から相続人にᑐする財産上のᶒ利⩏務

のᢎ⥅ということになる。 

 

２ 相続の㛤ጞ 

相続は、Ṛஸによって㛤ጞする（民法882㹽相続㛤ጞの原ᅉ㹾）。つࡲり、⿕相続人のṚ

ஸという事ᐇがあればᙜ↛に㛤ጞし、⿕相続人のṚஸを相続人が知っていたかどうかを

問わず、相続人は⿕相続人の財産上のᶒ利⩏務をᙜ↛にᢎ⥅することとなる。 

このṚஸには、⮬↛のṚஸだけでなく、「ኻ㋑ᐉ࿌」の制度によるᨃ制Ṛஸもྵࡲれる。 

 

ࠝኻ㋑ᐉ࿌ࠞ 

ኻ㋑ᐉ࿌とは、⏕Ṛ不明の⪅にᑐして法律上Ṛஸしたものとࡳなすຠᯝを⏕ࡏࡉࡌる制

度である。 

ኻ㋑には、ᬑ通ኻ㋑と༴㞴ኻ㋑の２✀㢮あり、ᬑ通ኻ㋑のሙྜには不在⪅の⏕Ṛが７年㛫

不明のときに、ࡲた、༴㞴ኻ㋑（特別ኻ㋑）のሙྜにはᡓத、⯪⯧のỿἐ、㟈⅏などのṚஸ

の原ᅉとなる༴㞴に㐼㐝した⪅の⏕Ṛがその༴㞴が去ったᚋ１年㛫不明のときに、ᐙᗞ⿢

ุ所は利ᐖ関係人のㄳồによりኻ㋑のᐉ࿌をすることができる（民法30㹽ኻ㋑のᐉ࿌㹾）。 

ኻ㋑のᐉ࿌をཷけた⪅は、ᬑ通ኻ㋑のሙྜにはኻ㋑ᮇ㛫‶஢᫬に、༴㞴ኻ㋑のሙྜには༴

㞴が去った᫬に、それࡒれṚஸしたものとࡳなࡉれる（民法31㹽ኻ㋑のᐉ࿌のຠຊ㹾）。 

なお、ኻ㋑ᐉ࿌をཷけた⪅の⏕Ꮡがุ明したሙྜには、ᐙᗞ⿢ุ所はኻ㋑⪅本人又は利ᐖ

関係人のㄳồによりኻ㋑ᐉ࿌を取りᾘすこととなる（民法32㹽ኻ㋑のᐉ࿌の取ᾘし㹾）。 

ኻ㋑の✀㢮 ኻ㋑ᮇ㛫 Ṛஸの᫬ᮇ 

ᬑ通ኻ㋑ 不在⪅の⏕Ṛが７年㛫不明であること ７年㛫が‶஢した᫬

༴㞴ኻ㋑ 

(特別ኻ㋑) 

ᡓத、⯪⯧のỿἐ、㟈⅏などのṚஸの原ᅉとなる༴

㞴に㐼㐝した⪅の⏕Ṛが、その༴㞴が去ったᚋ１

年㛫不明であること 

༴㞴が去った᫬ 

 

３ 相続のຠᯝ 

相続の㛤ጞにより、相続人は、相続㛤ጞの᫬から、⿕相続人の一㌟に専属したものを㝖

き、⿕相続人の財産に属した一ษのᶒ利⩏務をᢎ⥅する（民法896㹽相続の一⯡的ຠຊ㹾）。 
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このሙྜの「ᶒ利」とは一⯡的に「財産」と、ࡲた、「⩏務」とは「മ務」と考えられ

ている。つࡲり、相続によって⿕相続人から相続人にᢎ⥅ࡉれるものには、✚ᴟ的な財産

 。れるࡲもྵ（の財産ࢫࢼイ࣐）ならず、ᾘᴟ的な財産ࡳの（の財産ࢫࣛࣉ）

「一㌟に専属したもの（⿕相続人の一㌟専属ᶒ）」とは、そのᶒ利が専ら特定人の一㌟

に属し、௚人が取得したり、௚人に⛣㌿できないものをいう。例えば、相続によるㆡΏ⚗

Ṇ特⣙のあるゴࣝࣇ఍員ᶒ、㌟元ಖド人の⩏務、税理ኈ資᱁、年㔠ཷ⤥ᶒなどが考えられ

る。 

 

㸲 相続㛤ጞのሙ所 

相続は、⿕相続人のఫ所において㛤ጞする（民法883㹽相続㛤ጞのሙ所㹾）。 

この⿕相続人のఫ所により、相続に関するッゴ、審ุ事௳等の⟶㎄が☜定ࡉれる。 

(注) 相続税の⣡税ᆅ 

相続税法では相続税の⏦࿌書のᥦฟඛは、⣡税ᆅの所㎄税務⨫㛗とࡉれている（相

法27）。 

このሙྜの⣡税ᆅは、相続又は遺贈によって財産を取得した⪅のఫ所ᆅであるが(相

法62①)、ᙜศの㛫、⿕相続人のṚஸの᫬におけるఫ所ᆅとࡉれている（昭和25年法㝃

則３）。 

したがって、相続人のఫ所ᆅが໭ᾏ㐨や大㜰であっても、⿕相続人のṚஸ᫬のఫ所

ᆅがᮾிであれば、相続人全員がᮾிの⿕相続人のそのఫ所ᆅを所㎄する税務⨫に相

続税の⏦࿌をすることになる。 

 

 

第２章 相続人と相続人の㡰఩ 

 

１ 相続人の⠊ᅖと㡰఩ 

相続人となり得る⪅は、⿕相続人の①Ꮚ（又はその௦く⪅）、②直⣔ᑛ属（∗ẕ、♽∗

ẕなど）、ճ඗ᘵጜጒ（又はその௦く⪅）୪びにմ㓄അ⪅（法律上፧ጻ関係にある⪅で、

ෆ⦕関係をྵࡲない。）である。 

これらの⪅のうち、相続㛤ጞ᫬において⏕Ꮡしていた⪅が」ᩘあるときは、一定の㡰఩

により相続人となり、ྠ 㡰఩の相続人が」ᩘあるሙྜには、それらの」ᩘの相続人がඹྠ

で相続することになる。 

なお、これらの⪅は、ᡞ⡠に基づいてุ᩿し、相続をᨺᲠした⪅、相続の欠᱁にヱᙜす

る⪅及び᥎定相続人のᗫ㝖となる⪅は㝖かれる。 
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相続人の㡰఩は、次の表のとおりで、⿕相続人の㓄അ⪅は、ᖖに相続人となる（民法887

㹽Ꮚ及びその௦く⪅等の相続ᶒ㹾、889㹽直⣔ᑛ属及び඗ᘵጜጒの相続ᶒ㹾、890㹽㓄അ⪅の相

続ᶒ㹾）。 

㡰 ఩ 相続人 相 続 人 ࣭ ௦ く 相 続 人 の ⠊ ᅖ 等 

第一㡰఩ Ꮚと㓄അ⪅ 

 ࣭ Ꮚは、ᐇᏊであるか㣴Ꮚであるか、ࡲた、「ᎠฟᏊ」であ

るか「非ᎠฟᏊ」であるかを問わない。 

࣭ Ꮚが相続㛤ጞ以๓にṚஸしているときや相続欠᱁又は

ᗫ㝖により相続ᶒをኻっているときは、その⪅のᏊ࣭Ꮮ等

が௦くして相続人となる。 

࣭ 㓄അ⪅の㐃れᏊを相続人とするには㣴Ꮚ⦕⤌が必要で

ある。 

第二㡰఩ 
直⣔ᑛ属と

㓄അ⪅ 

 ࣭ 直⣔ᑛ属の中にぶ等の␗なる⪅がいるときは、そのぶ等

の㏆い⪅が相続人となる（例えば、∗ẕと♽∗ẕがいるሙ

ྜには、∗ẕがඃඛして相続人となる。）。 

࣭ ᐇ∗ẕと㣴∗ẕとはྠ㡰఩で相続人となる。 

（直⣔ᑛ属とは∗ẕ、♽∗ẕ、᭮♽∗ẕなどであるが、ጻ᪘

をྵࡲない。） 

第୕㡰఩ 
඗ᘵጜጒと

㓄അ⪅ 

 ࣭ ඗ᘵጜጒは、ぶのᐇᏊであるか㣴Ꮚであるか、「༙⾑」で

あるか「全⾑」であるかを問わない。 

࣭ ඗ᘵጜጒが相続㛤ጞ以๓にṚஸしているときや相続の

欠᱁又はᗫ㝖により相続ᶒをኻっているときは、その඗ᘵ

ጜጒのᏊが௦くして相続人となる（෌௦くはなし）。 

࣭ ぶのᐇᏊと㣴Ꮚ、㣴Ꮚと㣴Ꮚでもྠ㡰఩で相続人とな

る。 

(注)  ⿕相続人にᏊがいるሙྜには、Ꮚと㓄അ⪅が第１㡰఩で相続人となる。ࡲた、⿕相続

人に直⣔༝属(ᏊやᏞ)がいないሙྜで、直⣔ᑛ属がいるときには、直⣔ᑛ属と㓄അ⪅が

第２㡰఩で相続人となる。ࡉらに、⿕相続人に直⣔༝属も直⣔ᑛ属もいないሙྜに、඗ᘵ

ጜጒと㓄അ⪅が第３㡰఩で相続人となる。 

⑴ 㣴Ꮚ 

具体的な⾑⦕とは↓関係に、人Ⅽ的にいわば法律のᨃ制によって本人のᏊとしてᢅ

われるのが㣴Ꮚである。㣴Ꮚは、㣴Ꮚ⦕⤌のᒆฟをした日から㣴ぶのᎠฟᏊとしての㌟

ศを取得する（民法809条㹽ᎠฟᏊの㌟ศの取得㹾）。したがって、㣴ぶに相続が㛤ጞする

と㣴Ꮚは、第１㡰఩の相続人となる。 

ࠝᬑ㏻㣴Ꮚと特ู㣴Ꮚࠞ 

㣴Ꮚには、ᬑ通㣴Ꮚと特別㣴Ꮚがある。 
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ᬑ通㣴Ꮚ⦕⤌は、㣴ぶと㣴Ꮚのྜ意に基づき、㣴Ꮚ⦕⤌のᒆฟをすることで成❧する

（民法802㹽⦕⤌の↓ຠ㹾）。ᬑ通㣴Ꮚとなっても、ᐇぶとのぶ᪘関係は⥔ᣢࡉれる。 

特別㣴Ꮚ⦕⤌は、㣴ぶとなる⪅のㄳồにより、∗ẕによる㣴Ꮚとなる⪅の┘ㆤがⴭし

くᅔ㞴又は不㐺ᙜであることその௚特別な事᝟があるሙྜにおいて、Ꮚの利┈のため

特に必要があるとㄆめるときにᐙᗞ⿢ุ所が成❧ࡏࡉるものである（民法817の7㹽Ꮚの

利┈のための特別の必要ᛶ㹾、817の２㹽特別㣴Ꮚ⦕⤌の成❧㹾）。 

特別㣴Ꮚ⦕⤌によって、特別㣴Ꮚは、そのᐇぶ及びその⾑᪘とのぶ᪘関係が⤊஢する。

ただし、ኵ፬の一᪉が௚の相手᪉㓄അ⪅のᎠฟᏊ（㐃れᏊ）を特別㣴Ꮚとするሙྜは、

そのᏊと㓄അ⪅及びその⾑᪘とのぶ᪘関係は⤊஢しない（民法817の９㹽ᐇ᪉とのぶ᪘関

係の⤊஢㹾）。つࡲり、Ꮚがᐇぶにᑐする相続ᶒ、ᢇ㣴ㄳồᶒをኻっても、ᐇぶと⤯⦕ࡉ

 。る᪉がそのᏊの利┈になるとᐙᗞ⿢ุ所がุ᩿すれば、㣴Ꮚ⦕⤌は成❧するࡏ

 ᬑ通㣴Ꮚと特別㣴Ꮚ制度のẚ㍑ ۑ

༊ ศ ᬑ通㣴Ꮚ 特別㣴Ꮚ 

㣴 ぶの制 限 

成人である⪅ ‶25ṓ以上のኵ፬（一᪉が25ṓ

未‶のሙྜは、その⪅が20ṓ以

上）でඹに㣴ぶ 

㣴 Ꮚの制 限 㣴ぶより年ᑡ⪅ 原則として㸴ṓ未‶ 

⦕ ⤌の手 続 
㣴Ꮚが未成年でなければᙜ事⪅

のᒆฟのࡳ 
ᐙᗞ⿢ุ所の審ุが必要 

ᐇぶ等のྠ意 
㣴Ꮚが‶15ṓ未‶のときは、法定

௦理人がᢎㅙ 
ᐇ∗ẕのྠ意が必要 

ぶ Ꮚ関係 等 ᐇ᪉とのぶ᪘関係はᏑ続 ᐇ᪉とのぶ᪘関係は⤊஢ 

ᡞ ⡠の記 ㍕ 

㣴Ꮚと明記ࡉれる。 「㣴Ꮚ」ではなく「㛗⏨、㛗ዪ」

等と、㌟ศ事項ḍに「ۑ年ۑ月ۑ

日民法第817条の２による⿢ุ

☜定」と記㍕ࡉれる。 

㞳    ⦕ 
ᙜ事⪅の༠㆟で可⬟。㣴Ꮚ、㣴ぶ

のいずれでもッえのᥦ㉳可⬟ 

ᐙᗞ⿢ุ所の審ุが必要。 

㣴ぶからのㄳồ不可 

(注) 相続税法では、「法定相続人のᩘ」のィ⟬上、㣴Ꮚのᩘに一定の制限を設けている

（相法15②）。 

これは、ᜥᏊのጔやᏞ、Ꮮのጔを⿕相続人の㣴Ꮚとして相続人のᩘをቑやすこと

により、基礎᥍㝖㢠や非課税限度㢠（⏕࿨ಖ㝤㔠、㏥職手ᙜ㔠）を大きくし、相続税

の税㈇ᢸをᅇ㑊する事例がぢཷけられるに⮳ったことから、昭和63年の税制改正で

措置ࡉれたものである。 

 㠀ᎠฟᏊࠖࠕᎠฟᏊࠖとࠕ ⑵

ᎠฟᏊは、ᎠฟであるᏊ、つࡲり、法律上の፧ጻ関係にある⏨ዪ㛫で⏕ࡲれたᏊ（፧

ෆᏊ）をいう（民法772㹽Ꭰฟの᥎定㹾）。㣴Ꮚは、㣴Ꮚ⦕⤌により㣴ぶのᎠฟᏊとなる

（民法809㹽ᎠฟᏊの㌟ศの取得㹾）。 

持出可



（参考）民法の相続制度の概要 

 

－120－ 

非ᎠฟᏊは、ᎠฟでないᏊ、つࡲり、法律上の፧ጻ関係にない⏨ዪ㛫に⏕ࡲれたᏊ（፧

እᏊ）をいう。ẕᏊ関係はศፔの事ᐇがあればㄆめられ、∗Ꮚ関係はㄆ知によって⏕ࡌ、

相続ᶒがⓎ⏕する（民法779㹽ㄆ知㹾）。 

 の඗ᘵጜጒࠖ⾑༙ࠕ඲⾑ࠖとࠕ ⑶

∗ẕの཮᪉をྠࡌくする඗ᘵጜጒを「全⾑の඗ᘵጜጒ」といい、∗ẕの一᪉のࡳをྠ

 。くする඗ᘵጜጒを「༙⾑の඗ᘵጜጒ」というࡌ

(注) 相続ศについては、ᚋ述のとおり、༙ ⾑の඗ᘵጜጒは全⾑の඗ᘵጜጒの２ศの１とࡉ

れている（民法900㹽法定相続ศ㹾ᅄ）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ֈ 相続のḞ᱁ 

欠᱁事⏤にヱᙜする相続人の相続ᶒを、ఱらの手続を⤒なくともᙜ↛に๤ዣする制

度をいう（民法891㹽相続人の欠᱁事⏤㹾）。 

ࠝ欠᱁事⏤ࠞ 

① 
ᨾ意に⿕相続人又は相続についてඛ㡰఩ⱝしくはྠ㡰఩にある⪅をṚஸす

るに⮳らࡏ、又は⮳らࡏようとしたため、ฮにฎࡏられた⪅ 

② 
⿕相続人のẅᐖࡉれたことを知って、これを࿌Ⓨࡏず、又は࿌ッしなかった

⪅ 

ճ 
 ブḭ又はᙉ㏕によって、⿕相続人が相続に関する遺言をし、᧔ᅇし、取りᾘ

し、又はኚ᭦することをጉげた⪅ 

մ 
ブḭ又はᙉ㏕によって、⿕相続人に相続に関する遺言をࡏࡉ、᧔ᅇをࡏࡉ、

取りᾘࡏࡉ、又はኚ᭦ࡏࡉた⪅ 

յ  相続に関する⿕相続人の遺言書をഇ㐀し、ኚ㐀し、◚Რし、又は㞃༏した⪅

 

։ ᥎ᐃ相続人のᗫ㝖 

ᗫ㝖事⏤があるሙྜにおいて、⿕相続人⮬らのㄳồ（遺言も可⬟）に基づいて、ᐙᗞ

⿢ุ所が᥎定相続人（相続が㛤ጞしたሙྜに相続人となる࡭き⪅）の相続ᶒを๤ዣする

制度をいう（民法892㹽᥎定相続人のᗫ㝖㹾）。 

なお、ᗫ㝖のᑐ㇟⪅は、遺留ศを᭷する᥎定相続人（⿕相続人のᏊ及びその௦く⪅、

㸿 எ 㹀 㹁

䛆඲⾑䛇䚷

ࠉ∗� ᚋጔඛጔ

䚷䛆༙⾑䛇

⿕相続人

⏥
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直⣔ᑛ属୪びに㓄അ⪅）に限られる。 

ࠝᗫ㝖事⏤ࠞ 

① 
᥎定相続人が、⿕相続人にᑐして⹢ᚅをし、又はこれに重大な౲㎯をຍえた

とき 

② ᥎定相続人にその௚のⴭしい非行があったとき 

 

２ ⫾ඣの相続 

⫾ඣは、相続については、᪤に⏕ࡲれたものとࡳなࡉれるが、Ṛ体で⏕ࡲれたときは、

相続について⫾ඣはึめからいないものとして取りᢅわれる（民法886㹽相続に関する⫾ඣ

のᶒ利⬟ຊ㹾）。 

(注) 相続税法では、相続人となる࡭き⫾ඣが相続税の⏦࿌書をᥦฟするࡲでにฟ⏕して

いないሙྜ、⫾ඣの相続税の⣡税⩏務は、ฟ⏕によりⓎ⏕するものとして取りᢅうこと

としている。 

 （関㐃通達） 

相基通11の2-3（⫾ඣが⏕ࡲれる๓におけるඹྠ相続人の相続ศ） 

15-3（⫾ඣがあるሙྜの相続人のᩘ） 

27-4 (「相続の㛤ጞがあったことを知った日」の意⩏)  

27-6（⫾ඣがあるሙྜの⏦࿌ᮇ限のᘏ㛗） 

32-1（「その௚の事⏤により相続人に␗ືが⏕ࡌたこと」の意⩏） 

 

３ ྠ᫬Ṛஸの᥎ᐃ 

ᾏ㞴事ᨾや㣕行ᶵ事ᨾなどでᐙ᪘ᩘ人がṚஸしたሙྜにおいて、Ṛஸ᫬ᮇが定かでな

いሙྜには、ྠ᫬にṚஸしたものと᥎定がなࡉれる（民法32の２）。 

つࡲり、ある一人がṚஸ（相続㛤ጞ）したときに、௚の⪅もྠ᫬にṚஸしたものとࡉれ

るので、୧⪅の㛫に相続関係はⓎ⏕しないことになる。 

 

࠙例ࠚ本人㸿とᏊ㹁がྠ᫬にṚஸしたሙྜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本人㸿の相続人は、ጔ㹀（2�3）と∗ぶ㹂（1�3）となる。

Ꮚ㹁の相続人は、ጔ㹀（1�1）となる。 

ͤ ඛに本人㸿がṚஸし、そのᚋᏊ㹁がṚஸしたሙྜ 

本人㸿の相続人は、ጔ㹀（1�2）とᏊ㹁（1�2）となる。 

Ꮚ㹁の相続人は、ጔ㹀（1�1）となる。 

ඛにᏊ㹁がṚஸし、そのᚋ本人㸿がṚஸしたሙྜ 

Ꮚ㹁の相続人は、ጔ㹀（1�2）と本人㸿（1�2）となる。 

本人㸿の相続人は、ጔ㹀（2�3）と∗ぶ㹂（1�3）となる。 

本人㸿 

Ꮚ㹁 

ጔ㹀 

∗ぶ㹂 
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㸲 ௦く相続 

௦く相続とは、相続人となる࡭き⪅（⿕௦く⪅）が、相続㛤ጞ以๓にṚஸしているとき

や相続欠᱁又はᗫ㝖により相続ᶒをኻったときにおいて、その⿕௦く⪅の直⣔༝属（௦く

⪅）が⿕௦く⪅に௦わって、そのཷけるはずであった相続ศを相続することをいう（民法

887㹽Ꮚ及びその௦く⪅等の相続ᶒ㹾②、889㹽直⣔ᑛ属及び඗ᘵጜጒの相続ᶒ㹾②）。 

この௦く相続は、⿕௦く⪅のṚஸなどにより、その直⣔༝属が不利┈をཷけないように

するための制度である。 

⑴ せ௳ 

① ௦く原ᅉ 

⿕௦く⪅の相続㛤ጞ以๓のṚஸ（ྠ᫬Ṛஸをྵࡴ。） 

⿕௦く⪅の相続欠᱁ 

⿕௦く⪅のᗫ㝖 

② ௦く⪅が⿕௦く⪅のᏊ（⿕相続人の直⣔༝属に限る。）であること 

ճ ௦く⪅は⿕௦く⪅にᑐする関係でも相続ᶒをኻった⪅でないこと 

մ ௦く⪅は相続㛤ጞ᫬にᏑ在すること 

(注)１ ௦く原ᅉには、㺀相続のᨺᲠ㺁（民法915㹽相続のᢎㄆ又はᨺᲠをす࡭きᮇ㛫㹾、938

㹽相続のᨺᲠの᪉ᘧ㹾）はྵࡲれない。 

２ ⿕௦く⪅のᏊであれば、ᐇᏊ࣭㣴Ꮚ、ᎠฟᏊ࣭非ᎠฟᏊを問わないが、⿕௦く⪅が

⿕相続人と㣴Ꮚ⦕⤌した際に᪤に⏕ࡲれていた⿕௦く⪅のᏊは、⿕相続人の直⣔༝

属とはならないため、௦く相続できない（民法727㹽⦕⤌によるぶ᪘関係のⓎ⏕㹾）。 

⑵ ௦く者ࡀ௦く相続ᶒࢆኻࡓࡗሙྜ㸦෌௦くのྍྰ） 

௦く⪅が、⿕相続人の直⣔༝属であるሙྜには、ࡉらにそのᏊに௦く（෌௦く）ࡉれ

る（民法887㹽Ꮚ及びその௦く⪅等の相続ᶒ㹾ճ）。 

しかし、௦く⪅が、⿕相続人の඗ᘵጜጒのᏊであるሙྜには、ࡉらにそのᏊ（඗ᘵጜ

ጒのᏞ）には௦く（෌௦く）ࡉれない（民法889㹽直⣔ᑛ属及び඗ᘵጜጒの相続ᶒ㹾②）。 

࠙例ࠚ 

⿕௦く⪅ ௦く⪅ ෌௦くの可ྰ 

⿕ 相 続 人 の Ꮚ ⿕相続人のᏞ（直⣔༝属） 可（⿕相続人の᭯Ꮮ） 

⿕相続人の඗ᘵጜጒ 
⿕相続人の඗ᘵጜጒのᏊ 

（直⣔༝属ではない） 
ྰ（඗ᘵጜጒのᏞ） 

(注)１ ඗ᘵጜጒの௦く相続を規定している民法889条２項では、ྠ法887条２項を‽用す

るにとどࡲり、෌௦くを規定しているྠ条３項を‽用していない。 

２ ඗ᘵጜጒに෌௦く相続がㄆめられていない理⏤として、①᰾ᐙ᪘໬の進行により、

⏚ጱのᏊとなると、通ᖖぶᡉ௜きྜいもなく、相続制度の᰿ᣐである⏕活ಖ㞀のほ

Ⅼからは問題があること、②相続関係⪅がᗈ⠊ᅖになると௦く相続人のᏑྰ࣭所在

持出可



（参考）民法の相続制度の概要 

 

－123－ 

を把握するのが容易ではなく、その結果、遺産分割が長期化し、相続人に不利益であ

るとともに、遺産活用の妨げにもなるためとしている。 

     

 

第３章 相続分の意義とその内容 

 

１ 相続分の意義と種類 

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属し、各相続人は、その相続分に応

じて被相続人の権利義務を承継する（民法898｟共同相続の効力｠、899）。 

また、相続財産は、相続人間の遺産分割協議等によって分割されることとなる。 

したがって、共同相続人は、分割されるまでは、その共有に属する相続財産に対してそ

れぞれの相続分に応じた持分を有していることになる。 

この相続分は、民法の規定によって定められており（民法900｟法定相続分｠）、これを

法定相続分という。 

また、被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を自由に定めることができ（民法902｟

遺言による相続分の指定｠）、これを指定相続分という。相続分の指定がある場合には、遺

留分の規定（後述第７章を参照）に違反しない限り、その指定が優先される。 

なお、民法では、これらの他、特別受益がある場合と寄与分がある場合の調整につ

いて規定が設けられているほか、平成30年民法改正で特別寄与料の制度が創設されて

いる。 

 

２ 法定相続分 

「法定相続分」は、被相続人が遺言で相続分を指定していない場合に、遺産分配の基準

となるものであり、「相続分」とは、共同相続人の相続すべき割合、つまり相続分率を意

味する。 

「法定相続分」は、共同相続する相続人の身分によって異なり、次のとおりとなる（民

法900｟法定相続分｠）。 
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相続人 法定相続ศ 留意事項 

Ꮚ と 㓄 അ ⪅ 
Ꮚ   ２ศの１

㓄അ⪅ ２ศの１

Ꮚがᩘ人あるときは、Ꮚの法定相続ศ

をᆒศする。 

直⣔ᑛ属と㓄അ⪅ 
直⣔ᑛ属３ศの１

㓄അ⪅ ３ศの２

ぶ等の直⣔ᑛ属がᩘ人あるときࡌྠ

は、直⣔ᑛ属の法定相続ศをᆒศする。

඗ᘵጜጒと㓄അ⪅ 

 

඗ᘵጜጒ４ศの１

 

㓄അ⪅ ４ศの３

඗ᘵጜጒがᩘ人あるときは、඗ᘵጜጒ

の法定相続ศをᆒศする。 
ただし、∗ẕの一᪉をྠࡌくする඗ᘵ

ጜጒ（༙⾑඗ᘵጜጒ）の相続ศは、∗ẕの

཮᪉をྠࡌくする඗ᘵጜጒ（全⾑඗ᘵጜ

ጒ）の相続ศの２ศの１とする。 
（注） 非ᎠฟᏊの相続ศについては、ᎠฟᏊの２ศの１とࡉれていたが、平成25年９月４日௜の最㧗

⿢ุ所のỴ定によって㐪᠇とุ᩿ࡉれ、平成25年12月11日、ᎠฟᏊとྠࡌ相続ศとなるよう民法

が改正ࡉれた。改正ᚋの民法は、平成25年９月５日以ᚋに㛤ጞした相続について㐺用することと

 。れたࡉ

 

３ ௦く相続ศ 

௦く相続人の相続ศは、相続人となる࡭きであった⪅（⿕௦く⪅）の相続ศをそのࡲࡲ

ཷけ⥅ࡄ。ྠ 一の⿕௦く⪅について」ᩘの௦く相続人がいるሙྜには、それࡒれの相続ศ

は⿕௦く⪅の相続ศをᆒศする（民法901㹽௦く相続人の相続ศ㹾）。 

 

࠙例ࠚ 

 

㸲 ᣦᐃ相続ศ 

相続人が」ᩘいるሙྜ、⿕相続人は遺言で相続人の一㒊又は全㒊について、相続ศをᣦ

定することができる（民法902㹽遺言による相続ศのᣦ定㹾①）。 

例えば、⏥、எ、୤の３人のᏊが相続人であったሙྜに、⏥に㸴ศの１、எに㸴ศの３、

୤に㸴ศの２というようにᣦ定する。 

れなかったときは、எと୤は法定相続ࡉた、⏥に５ศの２とᣦ定して௚の２人はᣦ定ࡲ

ศにᚑうことになる（このሙྜ、５ศの２のṧり５ศの３をஎと୤でᆒศすることにな

る。）。 

 

㸳 ㌟ศࡀ㔜」するሙྜの相続ศ 

⑴ ཮方の相続ศࢆ取得するሙྜ 

⿕௦く⪅ ௦く相続人 ௦く相続ศ 

㸿 
㸿１ 1㸭3 � 1㸭2 

㸿２ 1㸭3 � 1㸭2 

㹀 㹀１ 1㸭3 

㹁 㹁１ 1㸭3 
㻯㻝

㻯㻮㻭

被相続人

⏥
எ

㻭䠍 㻭㻞 㻮㻝
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ୗ図のようなሙྜにおいて、Ꮮは、Ꮚ（Ꮮからࡳるとぶ）の௦く相続人であり、かつ、

⿕相続人のᏊである。 

このようなときには、Ꮮは௦く相続人としての相続ศとᏊとしての相続ศの཮᪉の

相続ศを取得することとしている（昭26�9�18民⏥1881号ᅇ⟅）。 

 

 

(注) 相続税法上の法定相続人のᩘのィ⟬においては、このᏞは「ᐇᏊ１人」としてィ

 。れる（相基通15-４）ࡉ⟭

⑵ ୍方のࡳの相続ศࢆ取得するሙྜ 

ୗ図のようなሙྜにおいて、㓄അ⪅は、⿕相続人の඗ᘵጜጒとしての㌟ศもᣢちྜわ

を取得し、඗ᘵጜጒࡳているが、行政ඛ例では、㓄അ⪅は、㓄അ⪅としての相続ศのࡏ

としての相続ศは取得しないとしている（昭23�8�9民⏥2371号ᅇ⟅）。 

 

 

 

㸴 特ู受┈者の相続ศ 

ඹྠ相続人の中に、⿕相続人から遺贈をཷけ、又は፧ጻⱝしくは㣴Ꮚ⦕⤌のためⱝしく

は⏕ィの資本として贈与をཷけた⪅（特別ཷ┈⪅）があるときは、これらの遺贈、贈与を

考៖して相続ศをಟ正する（民法903㹽特別ཷ┈⪅の相続ศ㹾）。 

遺贈や⏕๓贈与による特別ཷ┈があったሙྜには、「⿕相続人が相続㛤ጞの᫬において

᭷した財産の価㢠にその贈与の価㢠をຍえたものを相続財産とࡳなす」ものであり、この

ように贈与ศを相続財産にィ⟬上ᡠすことを「ᣢᡠし」という。 

 
相続㛤ጞ᫬の
財産の価㢠 

㸩 特別ཷ┈㢠 �
法定相続ศ
௦く相続ศ
ᣦ定相続ศ

－ 特別ཷ┈㢠 ＝ 
特別ཷ┈⪅の
具体的相続ศ

⿕相続人 Ꮚ（Ṛஸ） Ꮮ（1�3）
のศᩘは相続ศ。Ꮮは௦く相続人として（ࠉ）ࠉͤ
。㣴Ꮚとして1�6のィ1�3の相続ศを᭷する、1�6ࠉ

㓄അ⪅（1�2） Ꮚ（1�6）

（㣴Ꮚ⦕⤌）

඗（㻝㻛㻤）

⿕相続人
（Ṛஸ）

∗

㓄അ⪅（3�4）

ẕ
（Ṛஸ）

ጒ（㻝㻛㻤）

（
㣴
Ꮚ
⦕
⤌
）
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（例） 

⿕相続人の財産が１൨෇で、㛗⏨と二⏨が相続人とする。⿕相続人が相続ศについて

ఱもᣦ定していなければ㛗⏨と二⏨がともに５༓୓෇ずつ相続することになる。 

しかしながら、㛗⏨が⿕相続人の⏕๓中に⿕相続人から１༓୓෇の贈与をཷけてい

たとすれば、㛗⏨、二⏨が５༓୓෇ずつ相続するとࣛࣂンࢫがとれなくなる。 

そこで、ᣢᡠしのィ⟬をすると、次のとおりとなる。 

① ⏕๓贈与のᣢᡠし  １൨෇㸩１༓୓෇＝１൨１༓୓෇ 

② 㛗⏨、二⏨の法定相続ศにより㓄ศ 㛗⏨、二⏨とも５༓５ⓒ୓෇ 

ճ 㛗⏨について⏕๓の贈与ศ１༓୓෇をᕪし引く 㛗⏨４༓５ⓒ୓෇ 

մ ⿕相続人の遺産１൨෇については、㛗⏨４༓５ⓒ୓෇、二⏨５༓５ⓒ୓෇ 

 

㸵 ᐤ与ศ࠶ࡀる者の相続ศ 

ඹྠ相続人中に、⿕相続人の財産の⥔ᣢ又はቑຍにつき特別のᐤ与をした⪅があると

きは、その⪅のᐤ与ศを考៖して相続ศをಟ正する（民法904の２㹽ᐤ与ศ㹾）。 

この特別のᐤ与とは、⿕相続人の事業に関するປ務のᥦ౪又は財産上の⤥௜、⿕相続人

の⒪㣴┳ㆤその௚の᪉法により⿕相続人の財産の⥔ᣢ又はቑຍに係る特別のᐤ与をいう。 

なお、ᐤ与ศは、原則としてඹྠ相続人の༠㆟によって定める。 

 

 
相続㛤ጞ᫬の
財産の価㢠 

－ ᐤ与ศ �
法定相続ศ
௦く相続ศ
ᣦ定相続ศ

㸩 ᐤ与ศ ＝ 
ᐤ与ศのある⪅の
具体的相続ศ 

 

㸶 特ูᐤ与ᩱ 

⿕相続人にᑐし、↓ൾで⒪㣴┳ㆤその௚のປ務をᥦ౪したことにより⿕相続人の財産

の⥔ᣢ又はቑຍについて特別のᐤ与をしたぶ᪘（相続人など一定の⪅を㝖く。以ୗ「特別

ᐤ与⪅」という。）は、相続の㛤ጞᚋ、相続人にᑐし、特別ᐤ与⪅のᐤ与にᛂࡌた㢠の㔠

㖹のᨭᡶいをㄳồすることができる（民法1050）。 

 

 

第４章 相続のᢎㄆとᨺᲠ 

 

１ 相続のᢎㄆとᨺᲠ 

相続の㛤ጞにより相続人は⿕相続人に属する一ษのᶒ利⩏務をᢎ⥅することになるが、

മ務が多いようなሙྜには相続人にとって㓞となるときもある。 

そこで、民法は、相続はᙜ↛に⏕ࡌるものであるとの原則の一᪉、相続人にᑐして相続

財産をᢎ⥅するかどうかについて㑅ᢥᶒを与えている。 
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⑴ 相続のᢎㄆ 

イ ༢⣧ᢎㄆ 

༢⣧ᢎㄆとは、മ務をྵめた相続財産の全てをཷけ入れることである。相続人は、

༢⣧ᢎㄆをしたときは、↓限に⿕相続人のᶒ利⩏務をᢎ⥅する（民法920㹽༢⣧ᢎㄆの

ຠຊ㹾）。ࡲた、相続人が相続財産の全㒊又は一㒊をฎศしたときや、相続のᨺᲠ又

は限定ᢎㄆをしなかったときは、༢⣧ᢎㄆをしたとࡳなࡉれる（民法921㹽法定༢⣧ᢎ

ㄆ㹾一、二）。 

ロ 㝈ᐃᢎㄆ 

限定ᢎㄆとは、相続によって得た財産の限度においてのࡳ⿕相続人のമ務及び遺

贈をᘚ῭す࡭きことを留ಖして行う相続のᢎㄆである（民法922㹽限定ᢎㄆ㹾）。つࡲ

り、一✀の᭷限㈐௵のᢎ⥅である。 

限定ᢎㄆは、相続の㛤ጞを知った日から３か月以ෆにᐙᗞ⿢ุ所に相続財産の目

㘓を作成してᥦฟし、限定ᢎㄆする᪨の⏦述をして行う。なお、相続人がᩘ人あると

きは、ඹྠ相続人の全員がඹྠしてのࡳ行うことができる（民法915㹽相続のᢎㄆ又は

ᨺᲠをす࡭きᮇ㛫㹾、923㹽ඹྠ相続人の限定ᢎㄆ㹾、924㹽限定ᢎㄆの᪉ᘧ㹾）。 

限定ᢎㄆがࡉれると、⿕相続人の財産は直ちに相続人にᢎ⥅ࡉれるのではなく、一

᪦Ύ⟬ࡉれることになる（民法927㹼937）。 

⑵ 相続のᨺᲠ 

相続のᨺᲠとは、മ務をྵめた相続財産の全てのᢎ⥅をᣄྰすることをいう。 

相続のᨺᲠは、相続の㛤ጞを知った日から３か月以ෆにᐙᗞ⿢ุ所に相続をᨺᲠす

る᪨の⏦述をして行う（民法915㹽相続のᢎㄆ又はᨺᲠをす࡭きᮇ㛫㹾、938㹽相続のᨺᲠ

の᪉ᘧ㹾）。したがって、༢に遺産ศ๭で相続財産を取得しなかったことは、法的には

「相続のᨺᲠ」ではない。 

た、相続のᨺᲠは᧔ᅇすることはできない（民法919㹽相続のᢎㄆ及びᨺᲠの᧔ᅇ及ࡲ

び取ᾘし㹾）。ただし、民法の一⯡規定に基づく↓ຠ（㘒ㄗ等）や取りᾘࡏるሙྜ（ブ

ḭ࣭ᙉ㏕等）はあり得る。この意࿡で取ᾘしをㄆめている（民法919②）。 

 

２ 相続のᨺᲠに係る相続人と相続ศ 

相続のᨺᲠをすると、そのᨺᲠした⪅は、その相続に関してはึめから相続人とならな

かったものとࡳなࡉれる（民法939㹽相続のᨺᲠのຠຊ㹾）。 

したがって、相続ᨺᲠした⪅を⿕௦く⪅として、その⪅のᏊに௦く相続はⓎ⏕ࡏず、相

続のᨺᲠがあったことにより、相続人や相続ศにኚ᭦が⏕ずることになるሙྜがある。 
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 １ࠞࢫ࣮ࢣࠝ

 ⿕相続人 

 

 

 

    

このሙྜ、二ዪが相続のᨺᲠをしているので相続人の民法上の法定相続ศは、㓄അ

⪅1�2、㛗⏨と㛗ዪはྛ1�4(1�2�1�2)となる（二ዪのᨺᲠがなければ、㓄അ⪅1�2、

㛗⏨、㛗ዪ及び二ዪはྛ1�6）。 

༊ ศ 㓄അ⪅ 㛗⏨ 㛗ዪ 二ዪ 

二ዪのᨺᲠがないሙྜ １㸭２ １㸭㸴 １㸭㸴 １㸭㸴 

二ዪのᨺᲠがあるሙྜ １㸭２ １㸭４ １㸭４ ᨺᲠ 

 

 ２ࠞࢫ࣮ࢣࠝ

     ∗（Ṛஸ） 

 

 

 

 

 

このሙྜ、Ꮚが相続をᨺᲠしたことから、第二㡰఩の直⣔ᑛ属（∗ẕ）が相続人と

なるが、いずれもṚஸしているので第୕㡰఩の඗ᘵጜጒ、ここではᘵが相続人となる。

したがって、相続人の民法上の法定相続ศは、㓄അ⪅3�4、ᘵ1�4となる（ᏊのᨺᲠが

なければ、㓄അ⪅1�2、Ꮚ1�2）。 

༊ ศ 㓄അ⪅ Ꮚ ∗ẕ ᘵ 

ᏊのᨺᲠがないሙྜ １㸭２ １㸭２ － － 

ᏊのᨺᲠがあるሙྜ ３㸭４ ᨺᲠ － １㸭４ 

 

 

第５章 遺産のศ๭ 

  

１ 遺産ศ๭の⪃࠼方 

相続が㛤ጞすると⿕相続人の財産は、ࡦとࡲず相続人全員のඹ᭷財産（このඹ᭷財産の

ᣢศが相続ศである。）となり、そのᚋ、相続人全員が具体的にその財産をྛ人ࡈとにศ

けることになる。これを遺産のศ๭という。 

㓄അ⪅ 

㛗⏨ 

㛗ዪ 

二ዪ（ᨺᲠ） 

ẕ（Ṛஸ） 

⿕相続人 

㓄അ⪅ 

Ꮚ（ᨺᲠ） 

ᘵ 
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⑴ 遺産分割の基準 

遺産分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身

の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行う（民法906｟遺産の分割の基準

｠）。 

また、相続人間の合意があれば、法定相続分や指定相続分と異なった分割を行ったと

しても、これらに優先する。 

⑵ 遺産分割の実行 

被相続人が遺言で遺産の分割を禁じた場合を除き、共同相続人はいつでも遺産の分

割をすることができる（民法907｟遺産の分割の協議又は審判等｠）。 

 
 

《分割の方法とその内容》 

分 割 の 方 法 分 割 の 内 容 

現 物 分 割 遺産を現物のまま分割する方法で、分割の原則的な方法 

代 償 分 割 

（家事事件手続法195）

共同相続人又は包括受遺者のうちの一人又は数人が相続又は

包括遺贈により取得した財産の現物を取得し、その現物を取得

した者が他の共同相続人又は包括受遺者に対して債務を負担す

る分割の方法 

換 価 分 割 

(家事事件手続法194) 

共同相続人又は包括受遺者のうちの一人又は数人が相続又は

包括遺贈により取得した財産の全部又は一部を金銭に換価し、

その換価代金を分割する方法 

(注) 「代償分割」における「債務を負担する」とは、具体的には例えば相続人固有の財産

である預金を取り崩して代償金として現金を交付したり、借入金により代償金を支払

ったりする行為をいう。 

 

《遺産分割協議書》 

相続人間（受遺者を含む。）で遺産分割が成立した場合、それらの意思を確認する

ために「遺産分割協議書」を作成する。 

相続人全員の合意に基づいて作成し、署名かつ実印で押印した遺産分割協議書は、

相続を証明する書面であることから、不動産の登記（相続登記）や動産の名義書換手

続（たとえば、預貯金の名義変更）などに必要となる。 

(注) 相続税法では、配偶者の税額軽減（相法19の２）などの特例の適用を受ける場合に

分割の方法

協議成立

（協議分割）

分割の実行

無 協議の可否

可

現物分割有

協議不成立

代償分割

換価分割

遺言によ
る指定分
割の有無

否

家庭裁判所審判
（審判分割）
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は、相続税の⏦࿌書に遺産ศ๭༠㆟書の෗しをῧ௜しなければならないとࡉれてい

る。 

  

２ 遺産ศ๭のຠຊ 

遺産のศ๭は、相続㛤ጞの᫬に㐳ってそのຠຊを⏕ずる。ただし、第୕⪅のᶒ利をᐖす

ることはできない（民法909㹽遺産のศ๭のຠຊ㹾）。 

た、遺産ศ๭が⍗⑅なく成❧すると、原則として、相続人全員のྜ意がなければやりࡲ

直すことはできない（ྜ意なくしてやり直しができるのは、ᙜึの遺産ศ๭に⍗⑅があっ

て༠㆟そのものが↓ຠであるሙྜなどに限られている。）。 

(注) 相続税法では、課税のබ平のぢᆅから、たとえ遺産が未ศ๭であっても民法の規定によ

る相続ศで遺産を取得したものとして課税価᱁をィ⟬し、相続税を⏦࿌するよう規定し

ている（相法55）。 

 

 

第㸴章 遺贈とṚᅉ贈与 

  

１ 遺ゝ 

⑴ 遺ゝのព⩏ 

遺言を一言でいうと、⿕相続人の⏕๓における最⤊的な意思を、Ṛᚋにᐇ現ࡏࡉるた

めの制度である。 

遺言は、一定の᪉ᘧにᚑってࡉれる相手᪉のない༢⊂行Ⅽで、遺言⪅のṚஸの᫬から

ຠຊがⓎ⏕する（民法985㹽遺言のຠຊのⓎ⏕᫬ᮇ㹾）。 

遺言を行った⪅を「遺言⪅（遺贈⪅）」、遺言により財産を取得する⪅を「ཷ遺⪅」と

いう。 

た、遺贈⪅は、⮬⏤にཷ遺⪅をỴめられることから、相続人でも௚人でも、ಶ人でࡲ

も法人でもཷ遺⪅となる。 

(注) 相続税法では、⏫ෆ఍や㹎㹒㸿といった人᱁のない♫ᅋ等が遺贈をཷけたሙྜに 

は、その人᱁のない♫ᅋ等を相続税の⣡税⩏務⪅としている（相法66）。 

⑵ 遺ゝの方式 

遺言は、民法に規定ࡉれた᪉ᘧにᚑってしなければならず（民法960㹽遺言の᪉ᘧ㹾）

その᪉ᘧに཯した遺言（要௳を具ഛしていない遺言）は↓ຠとなる。 

බ正ド書以እの遺言は、遺言ᇳ行の‽ഛ手続として、ᐙᗞ⿢ุ所にᥦฟして「᳨ㄆ」

をཷけなければならない（民法1004㹽遺言書の᳨ㄆ㹾）。遺言の᳨ㄆとは、遺言書のഇ㐀࣭

ኚ㐀を㜵Ṇし、そのಖᏑを☜ᐇにするために行われるドᣐಖ全手続であり、遺言のෆ容

の┿ഇ、遺言の᭷ຠ࣭↓ຠをุ᩿するものではない。 
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 遺言の᪉ᘧとその概要 ۑ

遺言の᪉ᘧ 概   要 

ᬑ
通
方
式 

⮬➹ド書遺言 

(民法968) 

遺言⪅がその全文、日௜及びẶྡを⮬書し、ᢲ༳したもの 

(注１) 

බ正ド書遺言 

(民法969) 

遺言⪅が遺言の㊃᪨をබド人にཱྀᤵするなど一定の要௳を

ഛえたබ正ド書により行ったもの 

⛎ᐦド書遺言 

(民法970) 

遺言⪅が⨫ྡᢲ༳してᑒ༳した遺言書をබド人及びド人の

๓にᥦฟし、遺言⪅の遺言書であることのド明をཷけたもの 

特
別
方
式(

注
２) 

Ṛஸ༴ᛴ⪅遺言 

(民法976) 

⑌⑓等によりṚஸの༴ᛴが㏕った⪅が、ド人3人以上の๓で

遺言の㊃᪨をཱྀᤵ、ド人が➹記するなど一定の要௳をഛえたも

の。遺言の日から20日以ෆにᐙᗞ⿢ุ所にㄳồしその☜ㄆを得

なければຠຊをኻう（民法976մ）。 

⯪⯧㐼㞴⪅遺言 

(民法979) 

㐼㞴した⯪⯧中に在ってṚஸの༴ᛴに㏕った⪅が、ド人2人

以上の❧఍いをもってཱྀ頭で行ったもの。㐜⁫なくᐙᗞ⿢ุ所

にㄳồしその☜ㄆを得なければຠຊをኻう（民法979ճ）。 

ఏᰁ⑓㝸㞳⪅遺言 

(民法977) 

ఏᰁ⑓のため行政ฎศによって஺通を᩿たれたሙ所に在る

⪅が、㆙ᐹᐁ1人及びド人1人以上の❧఍いをもって作成したも

の 

在⯪⪅遺言 

(民法978) 

⯪⯧中にある⪅が、⯪㛗又は事務員1人及びド人2人以上の❧

఍いをもって作成したもの 

(注)１ 平成30年民法改正により、財産目㘓等をῧ௜するሙྜには、その目㘓については、

⮬書することを要しないこととࡉれた。 

２ 特別᪉ᘧの遺言は、遺言⪅がᬑ通᪉ᘧによる遺言をすることができるようになっ

た᫬から㸴か月⏕Ꮡするときはຠຊをኻう（民法983㹽特別の᪉ᘧによる遺言のຠຊ

㹾）。 

⑶ 遺ゝの᧔ᅇ 

遺言⪅は、いつでも、遺言の᪉ᘧにᚑって、その遺言の全㒊又は一㒊を᧔ᅇすること

ができる（民法1022㹽遺言の᧔ᅇ㹾）。 

๓の遺言がᚋの遺言と᢬ゐするときは、その᢬ゐする㒊ศについては、ᚋの遺言で๓

の遺言を᧔ᅇしたものとࡳなࡉれる（民法1023㹽๓の遺言とᚋの遺言との᢬ゐ等㹾）。ࡲ

た、遺言⪅がᨾ意に遺言書を◚Რしたときは、◚Რした㒊ศについては᧔ᅇしたものと

 。れる（民法1024㹽遺言書又は遺贈の目的≀の◚Რ㹾）ࡉなࡳ

 

２ 遺贈  

⑴ 遺贈のព⩏ 

遺贈とは、遺言⪅がṚᚋに財産を人（相続人に限らない。）に↓ൾでㆡ与することで

ある。 

遺贈には、ໟᣓ遺贈と特定遺贈がある（民法964㹽ໟᣓ遺贈及び特定遺贈㹾）。 
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 ໟᣓ遺贈と特定遺贈 ۑ

ໟᣓ遺贈 

財産の全㒊又は一㒊をໟᣓ的に遺贈するもので、財産にᑐする一定の๭ྜ

を示してする遺贈をいう。 

ໟᣓཷ遺⪅は、相続人とྠ一のᶒ利⩏務を᭷する（民法990）。つࡲり、⿕

相続人のᶒ利⩏務をໟᣓ的にᢎ⥅することから、ໟᣓཷ遺⪅は、相続財産に

ᑐして相続人とともに遺産ඹ᭷の≧ែとなり、മ務もᢎ⥅し、遺産ศ๭に参

ຍすることになる。 

ͤ ཝᐦには、ໟᣓཷ遺⪅は、①遺留ศがない、②法人もໟᣓཷ遺⪅とな

る、ճ௦く相続は⏕ࡌない、մ相続ᨺᲠがあったとしても相続ศはኚ໬

しないといった㐪いがある。 

特定遺贈 

特定の≀やᶒ利、あるいは一定㢠の㔠㖹を与えるというように、財産を特

定してする遺贈（๭ྜで示ࡉれていない遺贈）をいう。 

ཷ遺⪅は、その特定ࡉれた財産を取得することができるが、それ以እの財

産を取得するものではなく、ࡲた、遺言にないമ務をᢎ⥅することもない。

(注)  一⯡的に、⿕相続人が、Ꮚや㓄അ⪅など相続人に遺贈するሙྜには特定遺贈によ

る。ࡲた、相続人にᑐしてした「３ศの１を与える」といった遺言は、一⯡的には「相

続ศのᣦ定」と考えられている。 

⑵ 遺贈のຠᯝ 

遺贈は、遺言⪅のṚஸの᫬（遺言のຠຊⓎ⏕の᫬）からຠຊを⏕ࡌる（民法985㹽遺言

のຠຊのⓎ⏕᫬ᮇ㹾）。 

(注) 遺贈は、遺言⪅のṚஸによる財産の⛣㌿というⅬにおいて相続とྠ一の⤒῭的ຠᯝ

があるので、相続税法では、相続税の課税ᑐ㇟としている（相法１の３）。 

⑶ 遺贈のᨺᲠ 

ཷ遺⪅は、遺言⪅のṚஸᚋ、いつでも遺贈のᨺᲠをすることができる。遺贈のᨺᲠは、

遺言⪅のṚஸの᫬に㐳ってそのຠຊを⏕ずる（民法986㹽遺贈のᨺᲠ㹾）。 

た、遺贈のᨺᲠは᧔ᅇすることができない（民法989㹽遺贈のᢎㄆ及びᨺᲠの᧔ᅇ及ࡲ

び取ᾘし㹾）。 

 

３ Ṛᅉ贈与 

Ṛᅉ贈与は、贈与⪅のṚஸによりຠຊを⏕ずる贈与である。 

例えば、「⚾がṚࢇだらあなたに1�000୓෇贈与する。」といったものである。 

Ṛᅉ贈与は、贈与の一✀でありዎ⣙であるので、法律的には༢⊂行Ⅽである遺贈と␗な

る。 

しかしながら、贈与⪅のṚஸを原ᅉとしてຠຊが⏕ずること、財産が↓ൾでཷ贈⪅にᢎ

 。れることなどのⅬで、遺贈と非ᖖに㢮ఝしているࡉ⥅

したがって、民法ではṚᅉ贈与は遺贈に関する規定を‽用するとࡉれている（民法554

㹽Ṛᅉ贈与㹾）。 
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(注) Ṛᅉ贈与は遺贈に㢮ఝするため、相続税法では、Ṛᅉ贈与を遺贈にྵめ、相続税の課

税ᑐ㇟としている（相法１の３）。 

 

 

第７章 遺留ศ 

 

１ 遺␃ศ制ᗘ 

元᮶、⿕相続人は、Ṛᚋにおいても⮬⏤に⮬ᕫの財産をฎศするᶒ利があり、民法では

このような意思をᑛ重する制度として遺贈や相続ศのᣦ定をㄆめている。 

しかしながら、そもそも相続は遺᪘の⏕活ಖ㞀も༑ศに考៖ࡉれたものでなければな

らず、こうした意࿡から相続財産の一定๭ྜを一定の⠊ᅖの相続人に留ಖするという制

度を民法は設けている。これが遺留ศ制度である。 

 

２ 遺␃ศᶒ฼者と遺␃ศの๭ྜ 

  遺留ศ制度は、相続人のうち一定の⪅には必ず一定の๭ྜの相続ศを☜ಖできる制度

であるが、この๭ྜを「遺留ศ」といい、遺留ศを᭷する相続人を「遺留ศᶒ利⪅」とい

う。 

民法では、遺留ศᶒ利⪅及び遺留ศを次のとおり定めている（民法1042㹽遺留ศのᖐ属

及びその๭ྜ㹾）。 

遺留ศᶒ利⪅ 遺留ศの๭ྜ 

相続人が直⣔ᑛ属（∗ẕなど）のࡳ 遺留ศ⟬定の基礎となる財産の1�3 

上記以እ（㓄അ⪅やᏊ౪など） 遺留ศ⟬定の基礎となる財産の1�2 

なお、඗ᘵጜጒには遺留ศᶒがない。したがって、相続人が㓄അ⪅と඗ᘵጜጒのሙྜに、

「㓄അ⪅に全ての財産を遺贈する」᪨の遺言があったときには、全ての財産を㓄അ⪅が取

得することになる。 

 (注� ⥲యⓗ遺␃ศと個ูⓗ遺␃ศ 

民法1042条㹽遺留ศのᖐ属及びその๭ྜ㹾で規定ࡉれている遺留ศは、遺留ศᶒ利

⪅の全員にᖐ属する相続財産全体にᑐする๭ （ྜ総体的遺留ศ）であり、遺留ศᶒ利

⪅が」ᩘいるሙྜには、ྛ 遺留ศᶒ利⪅の遺留ศは、総体的遺留ศが法定相続ศの๭

ྜにしたがって㓄ศࡉれ、⟬定ࡉれる。これをಶ別的遺留ศという。 

したがって、㓄അ⪅とᏊ౪２人が相続人であるሙྜには、総体的遺留ศは1�2、㓄

അ⪅のಶ別的遺留ศは1�4（1�2�1�2）、それࡒれのᏊ౪は1�8（1�2�1�2�1�2）がಶ

別的遺留ศとなる。 

 

 

持出可



（参考）民法の相続制度の概要 

 

－134－ 

３ 遺␃ศの算ᐃのᇶ♏と࡞る財産の౯㢠 

遺留ศの⟬定の基礎となる財産の価㢠は次のとおりとなる（民法1043㹽遺留ศを⟬定す

るための財産の価㢠㹾）。 

遺留ศの⟬定の基礎

となる財産の価㢠 
＝ 

相続㛤ጞ᫬の

財 産 の 価 㢠

(遺贈をྵࡴ。)

㸩

⿕相続人が

⏕๓に贈与

した財産の

価㢠 

㸩

特 別

ཷ ┈

㢠 

－ 
相続

മ務

(注)１ 「⿕相続人が⏕๓に贈与した価㢠」に⟬入ࡉれる贈与の⠊ᅖは、相続㛤ጞ๓の１年

㛫にしたものに限る。ただし、１年以上๓の贈与でも、ዎ⣙ᙜ事⪅が遺留ศᶒ利⪅に

ᦆᐖを与えることを知って行ったものは⟬入ࡉれる（民法1044）。 

２ 相続人にᑐする贈与で、かつ、፧ጻⱝしくは㣴Ꮚ⦕⤌の又は⏕ィの資本としてな

 。れる（民法1044）ࡉれた贈与が参入ࡉれたものは、相続㛤ጞ๓の10年㛫にࡉ

 

㸲 遺␃ศの㢠の算ᐃ 

遺留ศの㢠は、次のとおり⟬定する。 

ྛ人の遺留ศ

の㢠 
＝ 

遺留ศ⟬定の基礎 

となる財産の価㢠 
�

ಶ別的遺留ศ

の๭ྜ 

なお、⿕相続人の財産が᪂たにⓎぢࡉれたり、相続のᨺᲠがあって相続ศがኚわったり

したሙྜなどには、遺留ศ㢠の⟬定をし直すことになる。 

 (注) 具体的な遺留ศの౵ᐖ㢠 

相続㛤ጞ᫬の財産の価㢠に１年๓ࡲでの⏕๓贈与の価㢠をຍえ、これからമ務㢠を᥍

㝖したものに遺留ศを୺ᙇする⪅のಶ別的遺留ศを஌ࡌ、その㢠からその⪅がཷけた⏕

๓贈与࣭遺贈の㢠を᥍㝖し、ࡉらにその⪅が得た相続㢠（相続മ務㢠をᕪし引いた正࿡の

相続㢠）を᥍㝖したものが具体的な遺留ศ౵ᐖ㢠となる。 

   

㸳 遺␃ศ౵ᐖ㢠のㄳồ 

遺留ศᶒ利⪅及びそのᢎ⥅人は、ྲཱྀ 遺⪅又はཷ贈⪅にᑐし、遺留ศ౵ᐖ㢠に相ᙜする㔠

㖹のᨭᡶいをㄳồすることができる（民法1046㹽遺留ศ౵ᐖ㢠のㄳồ㹾）。 

 

 

第㸶章 贈 与 

 

贈与とは、ᙜ事⪅一᪉（贈与⪅）が⮬ᕫの財産を↓ൾにて相手᪉（ཷ贈⪅）に与える意思

表示をし、相手᪉（ཷ贈⪅）がཷㅙすることによって成❧するዎ⣙である（民法549㹽贈与

㹾）。 

贈与は、財産ᶒの↓ൾ⛣㌿というⅬで、相続や遺贈に㢮ఝするが、相続や遺贈が⿕相続人
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（遺言⪅）のṚஸという事ᐇのⓎ⏕によってそのຠຊが⏕ずるのにᑐし、贈与は、ᙜ事⪅㛫

のዎ⣙によりそのຠຊが⏕ずるⅬで、୧⪅は␗なっている。 

た、贈与は書㠃によることを要しないが、書㠃によらない贈与は、᪤にᒚ行した㒊ศをࡲ

㝖き、ྛ ᙜ事⪅は、いつでもそのዎ⣙を取りᾘすことができることとし（民法550㹽書㠃によ

らない贈与の᧔ᅇ㹾）、書㠃による贈与とཱྀ頭による贈与とはその法的取ᢅいを␗にしてい

る。 

᭦に、ኵ፬㛫のዎ⣙は、፧ጻ中はኵ፬の一᪉からいつでも取りᾘすことができる。ただし、

第୕⪅のᶒ利をᐖすることはできない（民法754㹽ኵ፬㛫のዎ⣙の取ᾘᶒ㹾）。 

一⯡的な贈与の௚、特Ṧなᙧ⇃の贈与として、次のものがある。 

贈与の✀㢮 贈 与 の ᙧ ែ  

定 ᮇ 贈 与 

（民法552） 

「ẖ年100୓෇ずつ10年㛫贈与する」というように、定ᮇの⤥௜を目的

とする贈与。贈与⪅のṚஸにより⤊஢する。 

㈇ᢸ௜贈与 

（民法553） 

「不ື産の贈与にᙜたり、その取得᫬の೉入㔠の一㒊を㈇ᢸࡏࡉる」と

いうように、ཷ贈⪅に一定の⤥௜をなす࡭き⩏務も㈇わࡏる贈与 

Ṛ ᅉ 贈 与 

（民法554） 

「⮬ศがṚࢇだら、このᐙをやる」というように、財産を贈与する⪅が

Ṛஸしたときにຠຊが⏕ずる贈与（不☜定ᮇ限௜の贈与である。） 

 

持出可



 

－136－ 

  

 

࠙ཧ⪃１ࠚ 相続税のィ算のὶࢀ㸦相続人ࡀ㓄അ者ཬࡧᏊ２人のሙྜの౛） 

相続人㹁（Ꮚ）

課
税
౯
᱁
の
ィ
算

相
続
税
の
⥲
㢠
の
ィ
算

ྛ
人
の
⣡
௜
す
࡭
ࡁ

相
続
税
㢠
の
ィ
算

１㸭１㸮

㸿とྠᵝにィ⟬

（ྛ人の相続税㢠）

（ྛ人の⣡௜す࡭き相続税㢠）

相続人㸿（㓄അ⪅）の課税価᱁ 相続人㹀（Ꮚ）の課税価᱁
相続人㹁（Ꮚ）

の課税価᱁

㸴㸭１㸮

㹀（Ꮚ）㸸1�4㸿（㓄അ⪅）㸸1�2

税㢠

ᐇ際の
取得๭ྜ

㹁

㸩

㸩

－

㸩

㸿とྠᵝにィ⟬

㹁（Ꮚ）㸸1�4

相続㛤ጞ๓３年以ෆに贈与ࡉれた財産

本᮶の相続財産
（非課税財産を㝖く）

なし相続財産ࡳ
（非課税財産を㝖く）

相続᫬⢭⟬課税㐺用財産

㈇ᢸしたമ務࣭ⴿᘧ㈝用

相続人㸿（㓄അ⪅） 相続人㹀（Ꮚ）

㸿 㹀

㸿 㹁㹀

３㸭１㸮

ྛ人の税㢠᥍㝖の㢠を᥍㝖

税㢠 税㢠

相続税の総㢠

課ࠉ税ࠉ価ࠉ᱁ࠉのࠉྜࠉィࠉ㢠

課ࠉ税ࠉ遺ࠉ産ࠉ総ࠉ㢠 遺産に係る基礎᥍㝖

課ࠉ税ࠉ遺ࠉ産ࠉ総ࠉ㢠
法定相続ศによりあࢇศする。

それࡒれの税⋡を஌ࡌ、税㢠

を⟬ฟする。

相続税の総㢠のィ⟬の基とな

る税㢠である。

ᐇ際の財産の取得๭ྜで総㢠

をあࢇศする。

（参考）

相続税㢠のຍ⟬（２๭）を

す࡭きሙྜには、税㢠᥍㝖

の๓に行う。

㓄അ⪅にᑐする相続税㢠の㍍

ῶ࣭未成年⪅᥍㝖など
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࠙ཧ⪃２ࠚ ぶ᪘࣭ぶ等図⾲ 
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ᖹᡂ��ᖺ㸷᭶㸳᪥௨ᚋの取ᢅ࠸ 

 平成25年９月４日௜最㧗⿢ุ所のỴ定（以ୗ「㐪᠇Ỵ定」といいࡲす。）をཷけ、その㊃᪨をᑛ重

し、平成25年９月５日以ᚋ、⏦࿌（ᮇ限ෆ⏦࿌、ᮇ限ᚋ⏦࿌及びಟ正⏦࿌をいいࡲす。）又はฎศに

より相続税㢠を☜定するሙྜ（平成13年７月以ᚋに㛤ጞࡉれた相続に限りࡲす。）においては、「Ꭰ

ฟでないᏊの相続ศは、ᎠฟであるᏊの相続ศの２ศの１」とする民法第900条第４号ただし書๓ẁ

（以ୗ「Ꭰฟに関する規定」といいࡲす。）がないものとして民法第900条第４号の規定を㐺用した

相続ศに基づいて相続税㢠をィ⟬しࡲす。 

 なお、この取ᢅいに係る留意事項は、次のとおりです。 

 

� ᖹᡂ��ᖺ㸷᭶㸲᪥௨๓に相続税㢠ࡀ☜ᐃして࠸るሙྜ 

㐪᠇Ỵ定では、Ꭰฟに関する規定についての㐪᠇ุ᩿が「☜定的なものとなった法律関係にᙳ㡪を

及ࡰすものでない」᪨のุ示がなࡉれていることに㚷ࡳ、平成25年９月４日以๓に、⏦࿌又はฎศ（以

ୗ「⏦࿌等」といいࡲす。）により相続税㢠が☜定しているሙྜには、Ꭰฟに関する規定を㐺用した

相続ศに基づいて相続税㢠のィ⟬を行っていたとしても、相続税㢠の是正はできࡲ。ࢇࡏࡲた、Ꭰฟ

に関する規定を㐺用した相続ศに基づいて、相続税㢠のィ⟬を行っていることのࡳでは、᭦正のㄳồ

の事⏤にはᙜたりࢇࡏࡲ。 

 

� ᖹᡂ��ᖺ㸷᭶㸳᪥௨ᚋに相続税㢠ࡀ☜ᐃするሙྜ 

㸦�） ᖹᡂ��ᖺ㸷᭶㸲᪥௨๓に☜ᐃしてࡓ࠸相続税㢠ࡀ␗ືするሙྜ 

イ ᭦ṇのㄳồཪはಟṇ⏦࿌のሙྜ 

平成25年９月４日以๓に、⏦࿌等により相続税㢠が☜定しているሙྜにおいて、ྠ年９月

５日以ᚋに、相続人が、財産の⏦࿌₃れ、評価ㄗりなどの理⏤により、᭦正のㄳồ書（᭦正

の⏦ฟ書をྵࡲࡳす。）（国税通則法第23条）ⱝしくはಟ正⏦࿌書（国税通則法第19条）を

ᥦฟするሙྜ又は相続税法第32条第１項に掲げる事⏤により᭦正のㄳồ書ⱝしくはಟ正⏦࿌

書（相続税法第31条）をᥦฟするときには、改めて相続税㢠を☜定する必要がありࡲす。こ

れらの᪂たに☜定す࡭き相続税㢠のィ⟬にᙜたっては、Ꭰฟに関する規定がないものとして

民法第900条第４号の規定を㐺用した相続ศに基づいて、᭦正のㄳồ又はಟ正⏦࿌に係る相続

税㢠をィ⟬しࡲす。  

ロ ᭦ṇཪはỴᐃのሙྜ 

平成25年９月４日以๓に、⏦࿌等により相続税㢠が☜定しているሙྜにおいて、ྠ年９月

５日以ᚋに、税務⨫㛗が、財産の⏦࿌₃れ、評価ㄗりなどの理⏤により、᭦正又はỴ定を行

うときには、上記イとྠᵝ、᪂たに☜定す࡭き相続税㢠のィ⟬にᙜたっては、Ꭰฟに関する

規定がないものとして民法第900条第４号の規定を㐺用した相続ศに基づいて、᭦正又はỴ定

に係る相続税㢠をィ⟬しࡲす。  

㸦�） ᖹᡂ��ᖺ㸷᭶㸳᪥௨ᚋに᪂ࡓに相続税㢠ࡀ☜ᐃするሙྜ 

イ ᮇ㝈ෆ⏦࿌ཪはᮇ㝈ᚋ⏦࿌のሙྜ 

平成25年９月５日以ᚋに、相続税のᮇ限ෆ⏦࿌書又はᮇ限ᚋ⏦࿌書をᥦฟするሙྜには、

Ꭰฟに関する規定がないものとして民法第900条第４号の規定を㐺用した相続ศに基づいて、

ᮇ限ෆ⏦࿌又はᮇ限ᚋ⏦࿌に係る相続税㢠をィ⟬しࡲす。  

ロ Ỵᐃのሙྜ 

相続税の⏦࿌書をᥦฟする⩏務があるとㄆめられる相続人が、ᙜヱ⏦࿌書をᥦฟしていな

かったことが明らかとなったሙྜには、Ꭰฟに関する規定がないものとして民法第900条第４

号の規定を㐺用した相続ศに基づいて、Ỵ定に係る相続税㢠をィ⟬しࡲす。 

࠙ཧ⪃３ࠚ 相続税法にࡅ࠾るẸ法➨���᮲➨�ྕࡔࡓし᭩๓ẁの取ᢅ࠸につ࠸て㸦ᖹᡂ

��ᖺ㸷᭶㸲᪥௜᭱㧗⿢ุ所のỴᐃࢆ受ࡓࡅ対ᛂ）㸦ᖹᡂ��ᖺ㸷᭶ᅜ税ᗇ࣮࣍

 （ᥖ㍕ᩥ᭩ࢪ࣮࣒࣌
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平 成 3 1 年 度 税 制 改 正 

 

   配偶者居住権等の評価（令和２年４月１日から施行） 

 

１ 配偶者居住権 

  建物の時価－建物の時価×（残存耐用年数－存続年数）／残存耐用年数×存続年数に

応じた民法の法定利率による複利現価率 

 

２ 配偶者居住権が設定された建物（以下「居住建物」という。）の所有権 

  建物の時価－配偶者居住権の価額 

 

３ 配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利 

  土地等の時価－土地等の時価×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率 

 

４ 居住建物の敷地の所有権等 

  土地等の時価－敷地の利用に関する権利の価額 

（注）１ 「建物の時価」及び「土地等の時価」は、それぞれ配偶者居住権が設定さ

れていないものとした場合の建物の時価又は土地等の時価をいう。 

     ２ 「残存耐用年数」とは、居住建物の所得税法に基づいて定められている耐

用年数（住宅用）に 1.5 を乗じて計算した年数から居住建物の築後経過年数

を控除した年数をいう。 

     ３ 「存続年数」とは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める年数

をいう。 

      ⑴ 配偶者居住権の存続期間が配偶者の終身の間である場合 

配偶者の平均余命年数 

      ⑵ ⑴以外の場合 

        遺産分割協議等により定められた配偶者居住権の存続期間の年数（配偶

者の平均余命年数を上限とする。） 
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教育資金の一括贈与 ················ 56 
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財産評価基準書 ············· 102, 109 

再代襲 ·························· 122 
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